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第１章 第１節

1

第１章 総則

第１節 計画の目的

第１ 計画の目的

この計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号。以下「基本法」という。）第 42 条

の規定に基づき、基本法第２条第１項第１号に定める災害（暴風、豪雨、洪水、高潮及びその

他の異常な自然現象又は大規模な火事、爆発、車両、船舶等による集団的大事故等（以下「風

水害等」という。））に対処するため、廿日市市防災会議が市域に係る防災に関し、市及び関

係機関が処理すべき事務並びに業務の大綱を定めることにより、災害予防、災害応急対策及

び災害復旧について総合的な計画を定め、計画的かつ効率的な防災行政の推進と住民の積極

的な協力による諸活動の円滑な実施を図り、もって防災の万全を期することを目的とする。
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第２節 計画の性格等

第１ 計画の基本方針

この計画は、風水害等に対処するための基本的な計画を定めるものであり、市の各部、各

支所、各課及び関係機関は、次に掲げる防災業務上の基本理念及び基本原則に従い、防災対

策の向上に努めるとともに、災害対策に係る諸活動を行うに当たっての具体的なマニュアル

等を作成し、防災に対する万全を期する。

第２ 計画の構成及び内容

この計画の構成及び内容は次のとおりとする。

１ 総則

廿日市市域内において過去に発生した風水害等の状況及びこれに対処した諸対策を基礎

資料とし、想定される被害に対し、市及び関係機関が処理すべき事務又は業務の大綱につ

いて定める。

２ 災害予防計画

災害の発生を未然に防止し、又は被害を最小限にとどめるための措置について基本的な

計画を定める。

３ 災害応急対策計画

災害が発生するおそれがある場合又は災害が発生した場合に、災害の発生を防御し、又

は災害の拡大を防止するための措置並びに被災者に対する応急的救助の措置について基本

的な計画を定める。

４ 災害復旧計画

民生安定のための緊急措置、公共施設の災害復旧等についての基本的な方針について定

める。

第３ 計画の修正

この計画は、基本法第 42条の規定に基づき、本市をとりまく諸条件の変化を見極め、毎年

検討を加え、必要があると認めるときには、これを修正するなど、弾力的な運用を図る。

第４ 詳細計画の策定

この計画に基づく諸活動を行うに当たっての必要な詳細計画については、市、関係機関等

においてあらかじめ定めておく。

第５ 計画の習熟

市、関係機関等は平素から研究、訓練その他の方法により、この計画及びこの計画に関連

する他の計画の習熟に努めなければならない。
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第３節 処理すべき事務又は業務の大綱
市及び防災関係機関の処理すべき防災対策上の事務又は業務の大綱は、おおむね次のとお

りである。

第１ 市

市は、市域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から保護するとともに、被害を最小限

度にとどめるため、県、指定公共機関、指定地方公共機関、他の地方公共団体及び市域内の

公共的団体並びに市民の協力を得て、災害予防、災害応急対策及び災害復旧の防災活動を実

施する。

１ 廿日市市防災会議に関する事務

２ 防災に関する組織の整備

３ 防災に関する教育及び訓練

４ 都市防災基盤の整備及び強化

５ 防災に関する施設及び設備の設置、改良及び整備

６ 防災に関する物資及び資材の整備

７ 警報の伝達並びに避難の指示及び災害広報

８ 情報の収集、伝達及び被害調査

９ 消防、水防その他の応急措置

10 公共土木施設及び農業用施設等に対する応急措置

11 被災者の応急救助及び保護

12 災害を受けた児童及び生徒の応急教育

13 災害時における清掃、防疫その他の保健衛生に関する応急措置

14 緊急輸送の確保

15 農産物、家畜及び林産物に対する応急措置の指導

16 被災宅地危険度判定

17 災害復旧

18 広島地方気象台と協力し、緊急地震速報の利用の心得などの周知・広報

第２ 広島県

１ 津波警報等の伝達

２ 災害情報の収集及び伝達

３ 被害調査

４ 災害広報

５ 被災者の救出、救助等の措置

６ 被災施設の応急復旧

７ 災害時における防疫その他保健衛生に関する応急措置

８ 被災児童、生徒等に対する応急教育

９ 防災関係機関の防災事務又は業務の実施についての総合調整
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10 災害時におけるボランティア活動の支援

11 被災建築物応急危険度判定（震災時）

12 被災宅地危険度判定（震災及び豪雨時）

13 広島地方気象台と協力し、緊急地震速報の利用の心得などの周知・広報に努める

第３ 廿日市警察署

１ 地震災害情報の収集及び伝達

２ 被害実態の把握

３ 被害者の救出、負傷者等の救護

４ 避難路及び緊急輸送路の確保

５ 交通の混乱の防止及び交通秩序の維持

６ 行方不明者の調査並びに死体の調査及び検視

７ 危険個所の警戒並びに住民に対する避難指示及び誘導

８ 不法事案の予防及び取締り

９ 被災地、避難場所、重要施設等の警戒

10 広報活動

11 関係機関による災害救助及び復旧活動に対する協力

第４ 指定地方行政機関

１ 広島海上保安部

(1) 海難救助等

(2) 海上交通の安全確保

(3) 海上への流出油等の防除・指導

２ 広島国道事務所

(1) 直轄公共土木施設の維持管理

(2) 災害時における交通確保の実施

(3) 災害時の応急工事の実施

３ 広島森林管理署

(1) 保安林、保安施設、地すべり防止施設等の管理

(2) 災害応急対策用木材の供給

第５ 指定公共機関

１ 西日本電信電話株式会社中国支店

２ 西日本旅客鉄道株式会社

３ 中国電力ネットワーク株式会社

４ 西日本高速道路株式会社

５ 日本郵便株式会社

以上各機関は、公共又は公益的業務に応じた防災上必要な活動を実施
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第６ 指定地方公共機関

１ ガス供給事業者

(1) ガス施設の防災管理

(2) 災害時におけるガスの供給の確保

(3) 被災ガス施設の応急対策及び災害復旧

２ 旅客、貨物運送業者

(1) 災害時における旅客の安全確保

(2) 災害時における救助物資、避難者の輸送の協力

(3) 被災鉄軌道施設等の応急対策及び復旧

第７ 広島市消防局

１ 吉和地域に係る消防救助活動

２ 吉和地域に係る情報の収集及び伝達

第８ その他機関

１ 佐伯地区医師会

(1) 災害時における医療救護の実施

(2) 負傷者の受入れ及び救護

(3) その他市の行う保健活動に対する協力

３ 社会福祉協議会

被災者支援に必要なボランティア活動の調整、被災者ニーズの把握

４ はつかいち観光協会、宮島観光協会

観光客の避難誘導、安全確保、安否情報の発信
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第４節 本市の状況

第１ 自然条件

１ 地勢・地質

廿日市市は、広島県西部に位置し、大別して沿岸部の廿日市・大野地域、島しょ部の宮

島地域、内陸部の佐伯地域、山間部の吉和地域の４地域から成り、総面積は489.36ｋ㎡で、

約80％が林野で占められている。広島湾沿岸（瀬戸内海沿岸部）から西中国山地に至る変

化に富んだ拡がりを有し、自然環境に恵まれた市である。

(1) 廿日市地域

内海をめぐる丘陵とその奥に連なる花崗岩質の山地が、地域面積の75％を占めている。

これらの山地は、東北に極楽寺山（697ｍ）、西北の野貝原山（733ｍ）、西に烏帽子山

（632ｍ）がそびえ、その支脈が北及び西北に連なり三面山に取り囲まれた錯雑とした地

帯といえる。

それらの山間を可愛川（9.5ｋｍ）と御手洗川（11.5ｋｍ）とが内海広島湾にそそぎ、

この両河川流域の両岸一帯がやや広い平野を形成している。これらの流域は、宝暦年間

以降漸次の沖積作用と人工埋立によって、平たん地を形成した。地域の耕地の大部分は

この二川の流域に占められている。

地域の山は、標高733ｍの野貝原山を最高とし、次いで697ｍの極楽寺山、632ｍの烏帽

子山となっており、この三山の山系をみると、いずれの山も急勾配をなしているが、と

りわけ烏帽子山は急峻である。これらの山地のほとんどが、花崗岩質を基礎とした地帯

で、樹林の生育は不良である。

地域に分布する岩石は、中生代後期ないし新生代第三紀初期に貫入した花崗岩類及び

脈岩類と新生代、恐らく洪積世に堆積した段丘れき層に限られている。

角閃石黒雲母花崗閃緑岩、黒雲母花崗岩はほぼ同時期の産物である。地域の大部分は、

この２種の花崗岩類によって占められている。その１種は、地域のほぼ３分の２を占め

ている角閃石黒雲母花崗閃緑岩で、他は黒雲母花崗岩である。野貝原一帯には、角閃石

黒雲母花崗岩内緑岩を覆ったような形で細粒角閃石黒雲母花崗岩が見いだされる。また、

極楽寺山の北方には、角閃石黒雲母花崗閃緑岩を覆った段丘れき層が分布する。

花崗岩類は、風化作用を受け易いため、地域内の大部分は、浸透性の砂質土じょうを

形成している。このため雨水の貯溜作用が乏しく、多雨に際しては洪水を起こし易く、

また、反面短時間の干天にも早害を招く結果となっている。

(2) 佐伯地域

標高200ｍ以上に位置し、四方を山に囲まれ、北高南低、中央部に盆地を形成し、地域

の約87％が山林である。地域の山は、標高1,109ｍの羅漢山を最高峰として、大峰山、板

敷山、鬼ケ城山、横山と1,000ｍ級の山が背後地を囲み、南部は、三倉山（701ｍ）を筆頭

に、勝成山、権現山、空山と600ｍ級の山が連なっている。それらの山間を、小瀬川、玖

島川が流れ、その流域に平地が形成されているが、まとまった平坦地は幹線道路沿いに

限られている。



第１章 第４節

7

北部は、玄武岩、緑色岩山砂利で肥沃しており、杉、桧等が植林され、南部は、花崗岩

が中心で、植生は松が主である。

南部は、浸食されやすい花崗岩類、北西部も同様な山砂利層で、ところどころに玄武

岩、安山岩を混え、山崩れを起こしやすい状態で、こうした地区が、地域全体の56％を

占めている。

(3) 吉和地域

広島県の西北端、島根・山口両県との県境に位置し、標高は耕地部で平均580ｍ、積雪

寒冷地帯に属し、昭和３８年に豪雪地帯に指定されている。地域の約97％を山林が占め

ており、平坦地は極めて少ない。島根・山口・広島の３県境に位置する標高1,339ｍの冠

山をはじめ、十方山（1,318ｍ）、女鹿平山（1,082ｍ）などに囲まれ、地域の中央を太田

川が南から北に貫流し、小規模な高原盆地を形成している。

地質の生成は、花崗岩、古生層、玄武岩から成り、そのうち花崗岩、古生層が最も広い

面積を占め、わずかに玄武岩がある。また、中央部には、沖積層が分布している。

(4) 大野地域

広島市から岩国市に至る広島湾沿岸部に位置し、西から南西にかけて大竹市と接し、

東南を除く三方は中国山地の余脈が海岸線に迫り、約80％が山地である。山は、標高

699.5ｍの権現山を最高峰とし、次いで596.6ｍの経小屋、532.3ｍの嵐谷山などがある。

これらの山地一帯には400ｍから500ｍまでの諸峰が連なり、それらの山間を毛保川と永

慶寺川が大野瀬戸にそそぎ、この河川の流域一帯にやや広い平野を形成している。

地質は、古生層、花崗岩、沖積層からなり、そのうち花崗岩が最も広い位置を占め、特

に山地の急斜面は土地もやせ崩壊性に富み、雨水の貯留作用が乏しく、多雨に際しては

洪水を起こしやすく災害を招く原因となっている。

(5) 宮島地域

広島湾内広島市より西南海上約20ｋｍの距離にある。全島が自然公園法による瀬戸内

海国立公園、文化財保護法による特別史跡及び特別名勝に指定されるなど、多くの法規

制が適用されている。標高535ｍの弥山を最高峰とし、次いで502ｍの駒ケ岳、466.8ｍの

岩船岳など、急峻な山岳が多い地形で、平坦地は乏しく面積の大部分はこれらの急傾斜

な山林に覆われている。多くの種類の樹木が天然林であり、弥山周辺の原始林は天然記

念物の指定を受けている。

地質は、全島が花崗岩の風化した真砂土からなり、浸透性の砂質土壌であるため雨水

の貯留作用が乏しく大雨に際しては洪水を起こしやすい。またその反面、短期間の干天

にも干害となりやすい。

２ 河川

(1) 廿日市地域

地域の西北、野貝原山の高原に源を発して、南東に流れる御手洗川水系と、極楽寺山

の分水嶺を発して南流する長野川と、野貝原山の背面を東流する川末川を合して南流す

る可愛川水系とが主な河川であり、この二川は二級河川である。その他は東に佐方川、

西に大神川、阿品川もそれぞれ小渓に過ぎない。また、後畑地区を流れる後畑川は八幡
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川の支流であり、広島市佐伯区に注いでいる。御手洗川は緩勾配で、野稲川、東谷川、野

貝川の三川を合して本流となり途中、入野川、鎗出川と合流して海に入る。可愛川は急

勾配で途中平原谷川、栩谷川、下田尾川を合して海に入る。いずれの河川も林相が不良

で侵食を受け易い状態にある。また、花崗岩地帯の風土化は保有力に乏しい上に荒廃も

かなりあるため、山地の崩壊や砂れきの流失によって河床が上昇し局部災害を起こすお

それがある。

(2) 佐伯地域

地域の西部、羅漢山、青笹山、焼山を源流として南流する小瀬川本流と、大峰山を源流

として南流する小瀬川支流玖島川が主な河川である。

小瀬川本流は、飯山ダム、小瀬川ダムを経て、玖島川は、渡之瀬ダムを経て、大竹市栗

谷で合流し、海に入る。両河川とも、数次の洪水によって、沿岸に多大な損害を与えて

いる。

(3) 吉和地域

冠山をはじめ、十方山、女鹿平山、立岩山、小室井山などの山々を水源とする八郎川、

細見谷川、中津谷、小川などを合した太田川が主な河川である。

この河川については、台風時の暴風雨、梅雨末期の集中豪雨等によって氾濫するおそ

れがある。

(4) 大野地域

経小屋、馬の口に源を発して東南に流れる毛保川、矢草、馬の口から南流する中津岡

川と矢草から東南に流れる高見川が合流して永慶寺川となり、この２つの河川が主なも

のである。また、その他小河川が多く、いずれも急流で山地の崩壊や砂礫の流出による

河川の溢流や堤防の決壊など災害を起こすおそれがある。

(5) 宮島地域

河川法（昭和39年法律第167号）の適用を受けるものはなく、市街地周辺に紅葉谷川、

大元川など、砂防河川の６河川があるが、いずれも小さく流れは急である。この他に青

海苔川、大川、大砂利川などがある。また、降雨量が少なく、多くの河川は放水路的要素

が多分にある。

３ 気候

(1) 廿日市地域

瀬戸内海式気候に属し、年間を通じて温暖な気候である。地域の北部、後畑、原、明石

地区と沿岸部によって若干の差異はあるが気温は比較的温和であり、年間平均気温は15

6℃である。また、年間平均降雨日数は44日、同曇天日数は81日、同快晴日数は240日で

あって、降水量は年間平均1,344.6ｍｍで梅雨時期と台風時期に多く、冬期は乾燥するが、

温暖な海岸性気候であって年間を通じて南風が最も多く北東風がこれに次いでいる。

地域を襲う暴風雨は主に台風によるもので、台風の中心が豊後水道、北九州を通って

来襲すると、その強度によるが相当の風水害が起きる。台風の中心が、山口県以西対馬

海峡を通って日本海に入る際は、強い南風と100ｍｍ台の雨が一両日にわたって降る。ま

た台風の進行が遅く九州、四国の南部で停滞するような時には、大雨が降り続き水害を
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みている。更に台風の中心が紀伊水道付近を北上する場合は、当地方の雨は割合早く上

がるが、後に強い北西風がある。

(2) 佐伯地域

この地域も瀬戸内海式気候に属するが、高地にあるため廿日市地域に比べると冬季は

やや気温が低く、積雪も見られる。

年間平均気温は12.4℃、このうち１月が最も低く、平均1.5℃、８月が最も高く平均24

2℃となっている。

降水量は、おおむね、年間1,500～2,300ｍｍ前後で、このうち梅雨時期の６月が最も

多く平均371ｍｍ、１２月が最も少なく、平均46ｍｍ程度となっている。

(3) 吉和地域

冷涼多雨で、平坦地での平均気温は11℃前後、１月には－６℃まで下がり、特に寒い。

また、８月は24℃前後と比較的低く、夏季でも過ごしやすいものの、盆地のため霧が発

生しやすく、多湿である。

降水量は、年間平均1,794ｍｍで、月平均雨量は149ｍｍ、梅雨期の雨量は996ｍｍであ

る。

降雪は、１１月には初雪が降ることもあり、終雪は３月上旬、年によっては、４月に雪

が降ることもある。積雪は、平坦地で50～60ｃｍに達し、１月から根雪となる。

(4) 大野地域

この地域も瀬戸内海式気候に属し、山間部と沿岸部とでは若干の差はあるが年間を通

じて温暖な気候である。

降水量は、梅雨時期と台風時期が最も多く年間1,600ｍｍ程度である。

(5) 宮島地域

この地域も瀬戸内海式気候に属し年間を通じて温暖な気候である。

降水量は、梅雨時期と台風時期が最も多く年間1,600ｍｍ程度である。

第２ 社会的条件

本市の総人口は、平成２７年の国勢調査においては、114,906人となっている。平成２２年

の調査に比して人口は増加しており、廿日市地域及び大野地域の人口は増加、佐伯、吉和、

宮島地域では人口が減少している。

年齢区分別の人口割合は、０～１４歳が13.2％、１５～６４歳が59.0％、６５歳以上が27.

9％で、全地域で高齢化が徐々に進行しており、市全体の高齢化率は広島県平均27.5％を上回

っている。

世帯数は、46,039世帯で、１世帯当たり人員は2.50人となっており、核家族化が徐々に進

行している。
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第５節 災害の想定

第１ 災害想定の基準

１ 想定の基準

災害の種類は、その発生原因により暴風雨、豪雨、洪水、高潮、豪雪、地震、津波等の異

常な自然現象によるものと、大規模な火事、爆発、車両又は船舶等による集団的大事故等

の人為的原因により生ずるものとに大別することができる。

この計画の作成に当たっては、本市の地理的条件及び都市構造の特性並びに過去におい

て発生した災害の態様を勘案し、発生が予想される災害を想定した。

第２ 被害の想定

１ 台風災害

(1) 大雨による土砂災害

(2) 大雨による河川氾濫・浸水等

(3) 大雨による内水氾濫・浸水等

(4) 高潮による浸水等

(5) 強風による家屋の倒壊等

２ 豪雨災害

(1) 土砂災害

(2) 河川氾濫・浸水等

(3) 内水氾濫・浸水等

３ 豪雪災害

(1) 豪雪による交通障害、地域の孤立等

(2) 架線の切断、アンテナの倒壊等による停電、通信の途絶等

(3) 雪崩による災害

４ 大規模火災

５ ガス、危険物の爆発等による災害
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第２章 災害予防計画

第１節 災害予防対策における分担業務
部

名
課 名 活動項目 該当箇所

全課・全職員
１ 職員の家庭における安全確保対策の徹底に関すること。 第２章第４節第21項

２ 職員の各専門活動マニュアルの作成に関すること。 第２章第４節第21項

総
務
部

危機管理課 １ 防災教育の促進に関すること。 第２章第３節

２ 防災訓練の実施に関すること。 第２章第３節

３ 自主防災組織の育成に関すること。 第２章第３節

４ 地区防災計画の策定に関すること。 第２章第３節

５ 企業防災の促進に関すること。 第２章第３節

６ 職員の役割の周知徹底に関すること。 第２章第４節第１項

７ 動員職員の割当に関すること。 第２章第４節第１項

８ 執務環境の整備に関すること。 第２章第４節第１項

９ 職員初動マニュアルの見直し・習熟に関すること。 第２章第４節第１項

10 気象監視施設・設備の点検に関すること。 第２章第４節第２項

11 通信施設・設備の点検に関すること。 第２章第４節第２項

12 気象情報等の伝達に係る整備に関すること。 第２章第４節第２項

13 被害情報等の収集・伝達に係る整備に関すること。 第２章第４節第２項

14 広報体制の整備に関すること。 第２章第４節第２項

15 自治体との相互応援協定の充実に関すること。 第２章第４節第３項

16 民間事業者・団体との応援協定の充実に関すること。 第２章第４節第３項

17 応援・受援計画の整備・見直しに関すること。 第２章第４節第３項

18 自衛隊災害派遣への備えに関すること。 第２章第４節第３項

19 防災組織相互の連絡調整体制の整備に関すること。 第２章第４節第３項

20 広域避難の受入れに関すること。 第２章第４節第３項

21 避難情報等の発令・伝達マニュアルの作成・見直しに関すること。 第２章第４節第５項

22 ハザードマップの見直し及び周知に関すること。 第２章第４節第５項

23 指定緊急避難場所等の指定・周知に関すること。 第２章第４節第５項

24 指定緊急避難場所等の整備に関すること。 第２章第４節第５項

25 避難路の選定に関すること。 第２章第４節第５項

26 指定緊急避難場所等の開設・運営に関する備えに関すること。 第２章第４節第５項

27 住民の避難行動に関する備えに関すること。 第２章第４節第５項

28 自主防災組織による避難の声掛けの検討に関すること。 第２章第４節第５項

29 土砂災害警戒区域等における警戒避難体制の整備に関すること。 第２章第４節第５項

30 ワークショップ等による避難方法等の検討に関すること。 第２章第４節第５項
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31 福祉避難所の確保に関すること。 第２章第４節第５項

32 帰宅困難者に関する対策に関すること。 第２章第４節第５項

33 孤立集落に関する対策に関すること。 第２章第４節第５項

34 離島に関する対策に関すること。 第２章第４節第５項

35 動物愛護管理に関する対策に関すること。 第２章第４節第５項

36 食料・生活必需品等の備蓄に関すること。 第２章第４節第15項

37 緊急調達体制の確立に関すること。 第２章第４節第15項

38 物流体制の整備に関すること。 第２章第４節第15項

39 仮設トイレ等の調達体制の確立に関すること。 第２章第４節第17項

40 職員の防災研修・訓練等の実施に関すること。 第２章第４節第21項

41 津波情報受伝達に関する対策 （地震対策編）第２章第２節第１項

42 津波避難計画の作成 （地震対策編）第２章第２節第１項

総務課 １ 気象警報等の伝達に係る整備に関すること。 第２章第４節第２項

２ 被害情報等の収集・伝達に係る整備に関すること。 第２章第４節第２項

３ 自治体との相互応援協定の充実に関すること。 第２章第４節第３項

４ 民間事業者・団体との応援協定の充実に関すること。 第２章第４節第３項

５ 防災組織相互の連絡調整体制の整備に関すること。 第２章第４節第３項

６ 広域避難の受入れに関すること。 第２章第４節第３項

７ 庁舎点検及び来庁者安全確保に関する手順の検討に関すること。 第２章第４節第４項

８ 輸送車両等運用・調達計画の策定に関すること。 第２章第４節第13項

９ 緊急通行車両等の事前届出に関すること。 第２章第４節第13項

10 民間車両等の協定締結に関すること。 第２章第４節第13項

人事課 １ 応援・受援計画の整備・見直しに関すること。 第２章第４節第３項

２ 自衛隊災害派遣への備えに関すること。 第２章第４節第３項

課税課 １ 罹災証明書交付業務に係る実施体制の整備に関すること。 第２章第４節第19項

経
営
企
画
部

プロモーション戦略課 １ 広報体制の整備に関すること。 第２章第４節第２項

地
域
振
興
部

地域振興課 １ ボランティア活動の環境整備に関すること。 第２章第３節

産
業
部

産業振興課 １ 企業防災の促進に関すること。 第２章第３節

観光課 １ 観光客、外国人等の避難誘導の方法検討に関すること。 第２章第４節第５項

２ 帰宅困難者に関する対策に関すること。 第２章第４節第５項

３ 避難情報の提供に関すること。 第２章第４節第20項
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４ 一時滞在施設の確保に関すること。 第２章第４節第20項

農林水産課 １ ため池の管理に関すること。 第２章第２節第１項

２ 治山対策に関すること。 第２章第２節第２項

３ がけ地崩壊対策に関すること。 第２章第２節第２項

生
活
環
境
部

循環型社会推進課 １ 災害廃棄物の処理体制の整備に関すること。 第２章第４節第17項

２ 障害物除去に関する資機材・人員の確保に関すること。 第２章第４節第17項

３ 仮設トイレ等の調達体制の確立に関すること。 第２章第４節第17項

４ し尿処理に係る広域応援体制の整備に関すること。 第２章第４節第17項

市民課 １ 食料・生活必需品等の備蓄に関すること。 第２章第４節第15項

２ 緊急調達体制の確立に関すること。 第２章第４節第15項

３ 物流体制の整備に関すること。 第２章第４節第15項

健
康
福
祉
部

健康福祉総務課 １ 避難時における避難行動要支援者への支援の検討に関すること。 第２章第４節第５項

２ 福祉避難所の確保に関すること。 第２章第４節第５項

３ 要配慮者に配慮した環境整備に関すること。 第２章第４節第６項

４ 社会福祉施設、病院等における対策に関すること。 第２章第４節第６項

５ 在宅の避難行動要支援者対策に関すること。 第２章第４節第６項

６ 要配慮者への啓発・防災訓練に関すること。 第２章第４節第６項

７ 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の避難体制に関すること。 第２章第４節第６項

８ 捜索収容班編成に対する備えに関すること。 第２章第４節第12項

９ 検案班編成に対する備えに関すること。 第２章第４節第12項

10 民間事業者との協定締結に関すること。 第２章第４節第12項

11 食料・生活必需品等の備蓄に関すること。 第２章第４節第15項

12 緊急調達体制の確立に関すること。 第２章第４節第15項

13 物流体制の整備に関すること。 第２章第４節第15項

14 災害救助法の習熟に関すること。 第２章第４節第21項

15 応急医療体制の整備に関すること。 第２章第４節第11項

16 資機材の供給体制の確立に関すること。 第２章第４節第11項

17 防疫体制の確立に関すること。 第２章第４節第16項

18 防疫用薬剤等確保体制の確立に関すること。 第２章第４節第16項

19 保健活動体制の整備に関すること。 第２章第４節第16項

生活福祉課 １ 遺体安置所の選定に関すること。 第２章第４節第12項

障害福祉課 １ 要配慮者に配慮した環境整備に関すること。 第２章第４節第６項

２ 社会福祉施設、病院等における対策に関すること。 第２章第４節第６項

３ 在宅の避難行動要支援者対策に関すること。 第２章第４節第６項

４ 要配慮者への啓発・防災訓練に関すること。 第２章第４節第６項

５ 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の避難体制に関すること。 第２章第４節第６項
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こども課 １ 要配慮者に配慮した環境整備に関すること。 第２章第４節第６項

２ 社会福祉施設、病院等における対策に関すること。 第２章第４節第６項

３ 在宅の避難行動要支援者対策に関すること。 第２章第４節第６項

４ 要配慮者への啓発・防災訓練に関すること。 第２章第４節第６項

５ 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の避難体制に関すること。 第２章第４節第６項

高齢介護課 １ 要配慮者に配慮した環境整備に関すること。 第２章第４節第６項

２ 社会福祉施設、病院等における対策に関すること。 第２章第４節第６項

３ 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の避難体制に関すること。 第２章第４節第６項

地域包括ケア推進課 １ 在宅の避難行動要支援者対策に関すること。 第２章第４節第６項

２ 要配慮者への啓発・防災訓練に関すること。 第２章第４節第６項

建
設
部

建設総務課 １ 河川整備の調整に関すること。 第２章第２節第１項

２ 雨水流出抑制対策に関すること。 第２章第２節第１項

３ 高潮・津波対策に関すること。 第２章第２節第１項

４ がけ地崩壊対策に関すること。 第２章第２節第２項

５ 防災性の高い都市構造の形成に関すること。 第２章第２節第６項

６ 被災宅地危険度判定における実施体制の整備に関すること。 第２章第４節第７項

７ 水防施設・設備等の整備に関すること。 第２章第４節第９項

８ 水防体制の確立に関すること。 第２章第４節第９項

９ 重要道路の指定・追加に関すること。 第２章第４節第13項

10 重要道路の緊急啓開・復旧体制の充実に関すること。 第２章第４節第13項

11 防波堤、護岸等の点検、整備に関する対策に関すること。 （地震対策編）第２章第２節第１項

施設整備課 １ 河川の整備に関すること。 第２章第２節第１項

２ 雨水流出抑制対策に関すること。 第２章第２節第１項

３ がけ地崩壊対策に関すること。 第２章第２節第２項

４ 防災性の高い都市構造の形成に関すること。 第２章第２節第６項

維持管理課 １ 河川の維持に関すること。 第２章第２節第１項

２ 雨水流出抑制対策に関すること。 第２章第２節第１項

３ 高潮・津波対策に関すること。 第２章第２節第１項

４ がけ地崩壊対策に関すること。 第２章第２節第２項

５ 除雪対策の整備に関すること。 第２章第２節第３項

６ 雪崩対策に関すること。 第２章第２節第３項

７ 融雪対策に関すること。 第２章第２節第３項

８ 防災性の高い都市構造の形成に関すること。 第２章第２節第６項

９ 水防施設・設備等の整備に関すること。 第２章第４節第９項

10 水防体制の確立に関すること。 第２章第４節第９項

11 重要道路の指定・追加に関すること。 第２章第４節第13項
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12 重要道路の緊急啓開・復旧体制の充実に関すること。 第２章第４節第13項

下水道経営課

下水道建設課

１ 雨水流出抑制対策に関すること。 第２章第２節第１項

２ 高潮・津波対策に関すること。 第２章第２節第１項

３ 下水道施設等に関すること。 第２章第２節第７項

４ 水防施設・設備等の整備に関すること。 第２章第４節第９項

５ 水防体制の確立に関すること。 第２章第４節第９項

都市計画課 １ 宅地造成等の規制に関すること。 第２章第２節第２項

２ 大規模盛土造成地に関すること。 第２章第２節第２項

３ 住宅、建築物等の安全性の確保に関すること。 第２章第２節第６項

４ 防災性の高い都市構造の形成に関すること。 第２章第２節第６項

交通政策課 １ 災害時の連携体制の整備に関すること。 第２章第２節第７項

建築指導課 １ がけ付近における建築指導に関すること。 第２章第２節第２項

２ 防災上重要な公共施設の整備に関すること。 第２章第２節第６項

３ 住宅、建築物等の安全性の確保に関すること。 第２章第２節第６項

４ 防災性の高い都市構造の形成に関すること。 第２章第２節第６項

５ 重要道路沿いの建築物に対する耐震化の促進に関すること。 第２章第４節第13項

６ 被災建築物応急危険度判定における実施体制の整備に関すること。 （地震対策編）第２章第４節第７項

住宅政策課 １ 住宅、建築物等の安全性の確保に関すること。 第２章第２節第６項

２ 応急仮設住宅建設予定地の選定に関すること。 第２章第４節第７項

３ 公営住宅等のあっせんを打診する住宅のリスト作成に関すること。 第２章第４節第７項

営繕課 １ 住宅、建築物等の安全性の確保に関すること。 第２章第２節第６項

２ 公共施設の防災機能強化に関すること。 第２章第４節第４項

３ 公共施設の安全確保に関すること。 第２章第４節第４項

消
防
本
部

１ 危険物施設等の安全性の確保に関すること。 第２章第２節第５項

２ 消防団への入団促進に関すること。 第２章第３節

３ 消防団による避難の声掛けの検討に関すること。 第２章第４節第５項

４ 消防施設・設備等の整備に関すること。 第２章第４節第８項

５ 消防活動体制の整備に関すること。 第２章第４節第８項

６ 危険物等災害への備えに関すること。 第２章第４節第８項

７ 救急・救助体制の確立に関すること。 第２章第４節第10項

８ 市民に対する応急手当知識等の普及に関すること。 第２章第４節第11項

９ 重要道路の指定・追加に関すること。 第２章第４節第13項

10 重要道路の緊急啓開・復旧体制の充実に関すること。 第２章第４節第13項

11 ヘリコプター離発着体制の整備に関すること。 第２章第４節第13項



第２章 第１節

16

部

名
課 名 活動項目 該当箇所

教
育
部

教育総務課 １ 学校施設の耐震化に関すること。 第２章第４節第18項

生涯学習課 １ 文化財の保護に関すること。 第２章第４節第18項

支
所

全支所 １ 水防施設・設備等の整備に関すること。 第２章第４節第９項

２ 水防体制の確立に関すること。 第２章第４節第９項

佐伯・吉和・

大野支所のみ

３ 除雪対策の整備に関すること。 第２章第２節第３項

４ 雪崩対策に関すること。 第２章第２節第３項

５ 融雪対策に関すること。 第２章第２節第３項

水
道
企
業
団
廿
日
市
事
務
所

業務課 １ 応急給水体制の整備に関すること。 第２章第４節第14項

２ 広域応援体制の整備に関すること。 第２章第４節第14項

工務維持課 １ 水道施設等に関すること。 第２章第２節第７項

２ 給水に関する安定性の向上に関すること。 第２章第４節第14項

３ 応急復旧体制の整備に関すること。 第２章第４節第14項

４ 広域応援体制の整備に関すること。 第２章第４節第14項
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第２節 被害の発生・拡大防止対策の推進

第１項 水害予防対策

活動方針

項目及び担当部課等

第１ 河川等の整備・維持

(1) 市内を流下する河川は、流域一帯の土地利用や地勢の変化により雨水の流出状況が大

きく変化している。この状況に鑑み、広島県の管理する御手洗川、可愛川、永慶寺川、小

瀬川、玖島川、太田川等の重要な河川については、広島県との連絡を緊密にし、これら

の河川のしゅんせつや護岸改修等の事業を促進する。

(2) 本市が管理する河川については、土地利用や地勢の変化など流域の実態を的確に把握

し、その整備に努める。

(3) 堤防、その他河川管理施設の管理の徹底を図る。

第２ 雨水流出抑制対策

近年の都市化の進展による山林や田畑の減少は、都市全体の保水、遊水機能を低下させ、

雨水の流出量の増大や流出時間の短縮化を招いている。このため、豪雨時には河川や下水道

に一時に大量の雨水が流れ込むこととなり、負担が増大し、しばしば浸水被害が発生するこ

ととなった。

このような状況に対処するため、河川や下水道の整備を進める。

第３ 高潮・津波対策

水防法（昭和24年法律第193号）及び基本法の趣旨に基づき、高潮・津波による災害に対

しては、市区域内の各河川及び海岸に対する必要な監視、予報、警戒、通信連絡等について

の対策を「廿日市市水防計画」に定め、災害予防に努める。

河川、公共下水道施設等の整備を始め、総合的な治水対策を進めるとともに、高潮・津

波対策を推進し、水害に対する事前の計画的な予防措置を進める。

項目 担当部課等

第１ 河川等の整備・維持 建設部 建設総務課、施設整備課、維持管理課

第２ 雨水流出抑制対策 建設部 建設総務課、施設整備課、維持管理課、

下水道経営課、下水道建設課

第３ 高潮・津波対策 建設部 建設総務課、維持管理課、下水道経営

課、下水道建設課

第４ ため池の管理 産業部 農林水産課
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第４ ため池の管理

決壊により人的被害等を及ぼす恐れがある「防災重点ため池」について、迅速な避難行動

につながるよう県及び市はため池マップやハザードマップにより周辺住民等に周知を図り、

市及び管理者等は緊急連絡体制を整備する。

管理者等は定期的な日常点検及び草刈りや施設の修繕等の日常管理を行うとともに、ため

池の損傷状況等に応じて落水等の必要な対策を行い、災害の発生防止に努める。

管理者等を確知することができない防災重点ため池については、市が点検や低水位管理等

を実施することにより、災害の予防に努める。

県及び市は、農業利用するため池は緊急性や影響度を考慮しながら、管理体制を確保した

うえで補強工事等を進めるとともに、農業利用しなくなったため池については、廃止工事な

どを進める。
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第２項 宅地災害予防対策

活動方針

項目及び担当部課等

該当資料・様式

第１ がけ地崩壊対策

本市の山地・丘陵部は花崗岩の風化によって浸食を受けやすく、集中豪雨などによりがけ

崩れの発生しやすい条件を有している。

がけ地の危険区域の指定には次のようなものがあり、危険区域の住民に対しては、警戒避

難体制等について、充分注意を喚起しておく。

１ 急傾斜地崩壊危険区域

人家の密集地や学校等公共的建築物の付近にある急傾斜地においては、急傾斜地の崩壊

による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）により、広島県知事が急傾斜地崩

壊危険区域として指定している。

また、指定された区域については、土留擁壁などの危険防止に必要な措置を積極的に推

進するとともに、切土、盛土などの一定の行為には規制を行っている。

２ 土石流危険渓流

土石流とは、谷や斜面に貯まった土・石・砂などが、梅雨や台風などの集中豪雨による

水と一緒になって一気に流れ出してくる現象であり、土石流の発生する危険性があり、人

家、公共施設等に被害を及ぼすおそれのある渓流、過去に土石流が発生した渓流を土石流

がけ地付近の住民に対する対策、がけ付近の建築指導や規制など、宅地災害に関する事

前からの対策を推進する。

項目 担当部課等

第１ がけ地崩壊対策 建設部 建設総務課、施設整備課、維持管理課

産業部 農林水産課

第２ がけ付近における建築指導 建設部 建築指導課

第３ 宅地造成等の規制
建設部 都市計画課

第４ 大規模盛土造成地

第５ 治山対策 産業部 農林水産課

資料 急傾斜地崩壊危険区域

資料 土石流危険渓流一覧表

資料 がけ崩れ注意箇所

資料 地すべり防止（指定）区域一覧表

資料 土砂災害防止法（指定）区域一覧表
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危険渓流とする。

人家、公共施設等が土石流の土砂災害から防止するため砂防設備を要する土地又は治水

上砂防のため一定の行為を禁止・制限すべき土地について砂防法（明治30年法律第29号）

により国土交通大臣が砂防指定地を指定している。

また、指定された区域では、砂防堰堤、流路工などの整備を進めるとともに、切土、盛土

などの一定の行為には規制を行っている。

３ がけ崩れ注意箇所

地形（傾斜、土層厚等）、地質、林況からみて山腹崩壊により人家、公共施設等に被害を

与えるおそれのある地区を指定している。

４ 地すべり防止区域

地すべりとは、土地の一部が地下水等の影響でゆっくりと動き出す現象を言い、地すべ

りによる被害を除却し、又は軽減するため、地すべりをしている区域又は地すべりをする

おそれの極めて大きい区域を地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）により、国土交通

大臣又は農林水産大臣が地すべり防止区域を指定している。

また、指定された区域では一定の行為には規制を行っている。

５ 土砂災害防止法区域

土砂災害（がけ崩れ、土石流、地滑り）が発生するおそれがある区域等において、土砂災

害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年５月８日法律第57

号）により、広島県知事は、基礎調査の結果を基に、土砂災害のおそれがある区域（土砂災

害警戒区域）及び土砂災害により建築物が損壊し住民の生命又は身体に危害が生じるおそ

れが認められる区域（土砂災害特別警戒区域）に指定している。

また、区域指定されると、土砂災害警戒区域については、災害情報の伝達や避難が早く

できるように警戒避難体制を整備し、さらに、土砂災害特別警戒区域では、一定の開発行

為の制限や居室を有する建築物の構造などが規制される。

第２ がけ付近における建築指導

１ 建築規制・指導

急傾斜地崩壊危険区域内、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す

る法律（平成12年5月8日法律第57号）に規定する土砂災害特別警戒区域内、その他一定の

高さのがけ付近に住宅等を建築しようとする場合は、建築基準法（昭和25年法律第201号）

及び広島県建築基準法施行条例（昭和47年3月23日条例第16号）に基づき、敷地や構造等に

関して防災上必要な規制・指導を行う。

２ 補助・支援制度の活用

がけ付近に建築された防災上危険な既存住宅等については、擁壁の設置その他安全上適

当な措置を講ずるよう指導するとともに、安全な場所への移転を促進するため、その危険

な住宅の除却費やそれに代わる住宅の建設費の借入利子相当額を補助する「がけ地近接等
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危険住宅移転事業」や、土砂災害特別警戒区域内の既存不適格建築物について、土砂災害

に対する構造耐力上の安全性を確保するための改修に必要な費用を支援する制度の積極的

な活用を図る。

第３ 宅地造成等の規制

宅地の造成については、宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号）により、がけ崩れ又は

土砂の流出による災害を防止するため、一定の行為に対し必要な規制を行い、防災措置を講

ずるよう指導・監督を実施していく。また必要があると認める場合は、勧告及び改善を命ず

る。

１ 許可工事

宅地造成工事規制区域内において行う、一定規模以上の宅地造成工事は、市長の許可を

要する。

２ 協議工事

国又は県が、宅地造成工事を行う場合、協議の成立をもって許可があったものとみなさ

れるが、協議成立後の規制については、許可工事と同様とする。

３ 既成宅地に対する規制

宅地造成工事規制区域内の既成宅地についても、宅地の所有者、管理者又は占有者に保

全義務を課すとともに、これらの宅地について宅地造成にともなう災害防止上必要な措置

をとること、又はその設置、改造及び地形の改良のための工事を行うよう指導し、造成地

の保全を図る。

４ 巡視及び検査

規制区域内の巡視を常に行い、無許可の違反造成工事の防止に努めるとともに、許可工

事については中間検査等を実施する。

第４ 大規模盛土造成地

阪神・淡路大震災や東日本大震災などで、盛土造成地で地滑り的変動（滑動崩落）による

被害が発生したため、宅地の新旧地形図などの高低差から抽出した大規模盛土造成地のおお

むねの位置と範囲を示した大規模盛土造成地マップを公表している。

大規模盛土造成地が身近にあることを周知し、市民の防災意識を高めるとともに災害防止

を促進する。

第５ 治山対策

山地に起因する災害の「復旧対策と未然防止」を図るため、山地災害危険地区対策や荒廃

森林整備等を計画的に実施する。特に、流木災害が発生するおそれのある森林について、流

木捕捉式治山ダムの設置や間伐等の森林整備等の対策を推進する。また、脆弱な地質地帯に

おける山腹崩壊等対策や巨石・流木対策などを複合的に組み合わせた治山対策を推進すると

ともに、住民等と連携した山地災害危険地区等の定期点検等を実施する。



第２章 第２節 第３項

22

第３項 豪雪災害予防対策

活動方針

項目及び担当部課等

該当資料・様式

第１ 除雪体制の整備

(1) 豪雪時には、災害の予防、被害の軽減の観点から、交通・輸送のための道路交通網の

確保が特に重要である。このため、速やかな除雪活動が実施できるよう体制の整備を図

るとともに、除雪機械及び必要な資機材の確保に努める。

(2) 迅速かつ的確に除雪作業が実施できるよう、除雪業務路線の責任分担、緊急順位、除

雪機械の配置等について、あらかじめ関係機関と協議しておくとともに、建設業者等に

対し、応援体制について協力を求めておく。

(3) 降雪時の除雪活動について、防災行政無線、広報車等により、住民に広報する。

第２ 雪崩対策

(1) 雪崩発生危険箇所の把握を行い、雪崩発生の危険のある地区については、雪崩防止を

目的とした森林造成、雪崩防止施設の設置等により、雪崩災害の未然防止に努める。

(2) 雪崩が発生するおそれがある場合に、住民、観光客等が迅速かつ適切に避難できるよ

う、避難体制の確立を図る。

(3) 避難に万全を図るため、住民に対し、あらかじめ雪崩危険箇所、指定緊急避難場所・

指定避難所、避難経路、心得等について周知を図る。

第３ 融雪対策

融雪期においては、河川水量の増加、地盤のゆるみ等による土砂災害が発生するおそれが

あるため、警戒を要する気象状況等の把握に努め、速やかな緊急点検の実施体制を整える。

豪雪による災害の発生を未然に防止し、被害の軽減を図るため、雪害に対する事前の計

画的な予防措置を進める。

項目 担当部課等

第１ 除雪体制の整備
建設部 維持管理課

佐伯・吉和・大野支所
第２ 雪崩対策

第３ 融雪対策

資料 雪崩危険箇所一覧表
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第４項 火災予防対策
火災を未然に防止するための予防指導及び予防査察の実施、火災の発生に対処して被害を

最小限度に防止するために必要な組織及び施設の整備については、「廿日市市消防計画」の

定めるところによる。
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第５項 危険物等災害予防対策

活動方針

項目及び担当部課等

第１ 危険物施設等の安全性の確保

危険物施設等の位置・構造・設備の状況及び危険物の貯蔵・取扱いの方法が、危険物関係

法令に適合しているか否かについて立入検査を実施し、必要がある場合は、事業所の管理者

等に対し、助言指導を行う。

危険物に関する被害を最小限度にとどめるため、危険物施設等の現況を把握し、消防法

等関係法令遵守の徹底を図る。

項目 担当部課等

第１ 危険物施設等の安全性の確保 消防本部
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第６項 都市の防災構造化

活動方針

項目及び担当部課等

第１ 防災上重要な公共施設の整備

市は、庁舎や、警察署、病院、学校、消防署等、地震発生時において情報伝達、避難誘導

及び救助等の防災業務のために利用する公共建築物について、耐震化及び耐震診断の実施状

況や実施結果をもとにした耐震性に係るリストの作成などに努める。

特に、災害時の拠点となる庁舎、指定避難所等について、非構造部材を含む耐震対策等に

より、発災時に必要と考えられる高い安全性を確保するよう努めるとともに、指定避難所等

に老朽化の兆候が認められる場合には、優先順位をつけて計画的に安全確保対策を進める。

また、庁舎をはじめとする災害対応を行う公共建築物を整備する場合には、地震発生時に

おける情報伝達、避難誘導及び救助等のために活用できる施設・設備の整備に努める。

第２ 住宅、建築物等の安全性の確保

１ 既存建築物の耐震性の向上

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）に基づき、既存建築

物の耐震性の向上を図るため、廿日市市耐震改修促進計画（第３期計画）により、防災拠

点建築物や大規模建築物、緊急輸送道路沿道建築物、住宅及び不特定多数が利用するもの

などの既存建築物について、耐震診断・改修の啓発・指導を行うとともに補助制度を実施

し、施策を総合的に推進する。

２ 居住空間内における安全確保

(1) 家具固定の推進

災害発生時の室内の安全確保のため、移動・転倒のおそれがある家具類の固定を促進

する。

都市が膨張し、都市活動が活発化、複雑化するにつれて、災害による被害もまた大規模

化するのが常である。したがって、都市構築に当たっては、自然条件を十分加味した土地

利用計画に則して都市空間の確保と都市構築物の安全化を図る必要がある。土地区画整理、

街路、公園緑地の整備、上下水道の整備等の都市計画事業に基づき、風水害等の防災面に

重点をおき、土地や水の性状を十分考慮し、計画するよう配慮する。

項目 担当部課等

第１ 防災上重要な公共施設の整備 建設部 建築指導課、営繕課

第２ 住宅、建築物等の安全性の確保 建設部 都市計画課、建築指導課、住宅政策課

第３ 防災性の高い都市構造の形成 建設部 建設総務課、施設整備課、維持管理課、

都市計画課、建築指導課
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(2) 落下防止対策

建築物等の所有者又は管理者に対し、窓ガラス、看板等の落下防止対策について周知

徹底する。

３ 宅地の安全性の確保

造成宅地の地震に対する安全性を確保するため、宅地造成等規制法に基づく適正な宅地

造成を促進するとともに、造成宅地の災害防止を図る。

また、大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地マップの住民への周知

とともに宅地の耐震化の実施を促進する。また、液状化危険度マップの公表を促進する。

４ 市営住宅建替事業

昭和40年代当初に簡易耐火建築物として建設した市営住宅については、それぞれ立地し

ている地区の特性をふまえ、準耐火建築物や中層の耐火建築物への建替事業を推進し、不

燃化及び質的向上を図る。

なお、敷地内への緑地・広場等オープンスペースの確保に努め、住環境の整備を図ると

ともに、災害に強いまちづくりに寄与する。

５ 既存建築物の台風被害防止対策

住宅の台風被害防止対策について、広島県と連携し、沿岸部の人口集中地区など、特に

大きな被害が想定される地区を中心に取組に努めるものとする。

６ 空家の防災対策

市は、平常時より、災害による被害が予測される空家等の状況の確認に努めるものとす

る。

第３ 防災性の高い都市構造の形成

防災を踏まえたまちづくりの取組について、市は、都市の災害危険度を把握した上で、防

災関係機関や住民の理解と協力を得て、地域防災計画に位置付けるとともに、都市計画のマ

スタープランにその内容を反映させるよう努める。

１ 防災上重要な公共施設等の整備

(1) 防災公園の整備

市は県と連携して、地域防災計画に位置付けられた避難場所となる都市公園の整備を

促進するとともに、これらの公園に、備蓄倉庫、耐震性貯水槽等の災害応急対策施設の

整備を推進し、防災機能の充実を図る。

(2) 道路及び橋りょうの整備

道路及び橋りょうは、災害時において火災の延焼を防ぎ、住民の避難、防災機関による

防災活動等の動脈として欠くことのできない防災施設である。

その整備としては、避難場所と公共施設等を有機的に連携させる道路並びに災害応急
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対策活動の地区拠点となる支部周辺の道路の整備を重点的に行うとともに、橋りょうの

耐震補強等を行い、耐震性の向上を図る。

その他の道路については、橋りょう、道路のり面等の点検補強を逐次行う。

(3) 避難路の整備

地域住民の円滑な避難を確保するため、指定された避難場所への避難路を計画的に整

備する。

(4) 防災性を高めた住宅宅地開発の推進

防災公園等地域の防災性の向上を図る施設の整備と一体となった住宅宅地開発事業、

市街化区域内農地の計画的市街化を推進する。

(5) 防災活動拠点の整備

ヘリポートや救援物資の集配所等応急時に活用できる防災活動の拠点として、インタ

ーチェンジ周辺、河川防災ステーション、下水処理場敷地、学校敷地等のオープンスペ

ースの利用について検討を進める。

(6) 民間事業者への支援

広場、緑地等防災機能を有する施設の整備を伴う民間のまちづくりに対して、優良建

築物等整備事業や各種融資制度の活用等により積極的な支援を行う。

２ 都市の不燃化の促進

(1) 防火地域、準防火地域の指定

都市の重要施設が集合し、土地利用度や建築密度が高い地域を対象に防火地域又は準

防火地域の指定を検討し、耐火建築物等建築基準法で規定する防火措置を講じた建築物

の建築の促進に努める。

(2) 延焼遮断帯の形成

火災の延焼拡大を抑制するため道路や緑地の整備を推進し、河川・耐火建築物などと

の組み合わせにより延焼遮断帯の形成を図る。

(3) 建築物の防火の促進

新築、増改築等の機会をとらえて、建築基準法及び消防法に基づき防火対策の指導を

行うとともに、既存建築物等についても、防火避難施設の改善指導を行う。

３ 密集市街地における防災性の向上

都市に散在する密集市街地について防災性の向上を図るとともに、土地の高度利用や都

市機能の更新を図るための市街地再開発事業及び公共施設の整備改善を目的とした土地区

画整理事業を推進するほか、防災機能及び良好な居住環境の確保を目的とする住宅市街地

総合整備事業（密集住宅市街地整備型）等を一層推進し、健全な市街地の創造と防災機能

の充実を図る。

４ 土地利用計画

土地利用については、行政上の指針である「第６次廿日市市総合計画」や、「廿日市市都

市計画マスタープラン」の土地利用の方向に沿い、望ましい土地利用の誘導を図る。都市



第２章 第２節 第６項

28

的な土地利用が行われている地域については、都市計画用途地域を指定し、建築物の用途、

建ぺい率、容積率等の制限により、住宅と危険性の高い又は環境を悪化させるおそれのあ

る工場等の混在をできる限り排除するとともに、住工混在地区については、公害防止等に

配慮した適正な土地利用の誘導を図る。

また、近年、土砂災害特別警戒区域などの災害リスクの高い土地の区域指定が進み、市

街地に災害のおそれのある土地の区域が一部含まれている状況である。

将来にわたって災害に強く安全･安心に暮らせるまちづくりに取り組んでいくため、長

期的な視点を持ち、立地適正化計画との整合を図りながら、災害リスクの低い地域へ居住

を誘導する取組を推進する。

５ 開発行為の規制

開発許可制度は、都市計画区域内における開発行為をより有効的に、規制誘導すること

を目的とし、段階的かつ計画的な市街地整備を図るとともに、都市の将来における合理的

な土地利用を担保するものである。

開発行為の許可に際しては、無秩序な市街化による生活環境の悪化、がけ崩れ、溢水等

の災害を防止するための十分な措置を講ずるとともに、道路、公園、防火水槽等の設置を

義務付けるなど、的確な指示・指導を行い、また、当該工事に起因する災害の発生を防止

するために必要な条件を付すなど、開発許可制度の厳正かつ的確な運用を図る。
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第７項 ライフラインの整備

活動方針

項目及び担当部課等

該当資料・様式

第１ 水道施設等

水は、市民の生活にとって不可欠なものである。このため、水道施設は、風水害等による

被害が生じないよう老朽化施設の更新に合わせ、災害に強い水道施設の構築を目指す。

災害時においても配水ブロック間の相互融通が可能となる管路整備を行うことや、各種情

報の収集が確実かつ迅速に行われるようにするため、バックアップシステムの整備を行って

いる。

また、迅速な応急給水活動ができるよう、応急給水資機材の整備を図る。

水道、下水道、交通、電気、ガス、通信等のライフラインと呼ばれる施設は、都市生活

の基幹をなすものである。これらの施設が風水害等により被害を受けた場合、都市機能が

麻痺するおそれがあり、その影響は極めて大きい。このため、これら各施設の被害を最小

限にとどめるための諸施策を講ずる。

項目 担当部課等

第１ 水道施設等 広島県水道広域連合企業団廿日市事務

所工務維持課

第２ 下水道施設等 建設部 下水道経営課、下水道建設課

第３ 電力施設 中国電力ネットワーク株式会社

第４ ガス施設 広島ガス株式会社

第５ 通信施設 西日本電信電話株式会社中国支店

第６ 交通施設
旅客、貨物運送業者

建設部 交通政策課

第７ 復旧用資材の保管場所 関係部班

資料 災害時におけるライフライン復旧活動支援拠点としての土地の使用に関する協定

（広島市）

資料 災害時における連絡体制および協力体制に関する取扱い（中国電力ネットワーク株

式会社）

資料 日本水道協会広島県支部水道災害相互応援対策要綱（日本水道協会広島県支部）

資料 災害時におけるＬＰガス等の調達及び供給に関する協定書（広島県ＬＰガス協会広

島西地区協議会）

資料 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書（株式会社アクティオ）
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１ 施設の整備等

(1) 老朽化施設の整備･改良として、管路の布設替え並びに浄水場等の各水道施設の整備を

進める｡

(2) 耐震性能の高い構造をもつ水道管及び施設への更新と整備を図る。

(3) 配水区域の相互連絡のための送・配水管の整備を図る。

(4) 浄水場への自家発電設備の整備を図る。自家発電設備がない施設については、計装盤

のバックアップを行うため無停電電源装置の整備を進める。

(5) 配水池の停電に対して、他の配水池からの配水が可能となるようにバックアップ体制

の強化を図る。短時間の停電対策として、配水池に必要量を貯水する。

(6) 通信設備として、次の整備を行う。

① 局内電話回線網を利用した非常緊急連絡用として、携帯電話、災害時優先携帯電話、

フリーダイヤル等を整備する。

② 電話回線を利用したFAXを整備する。

(7) 施設管理図面等については、電子データ化し、復旧の迅速化を図るためのシステム構

築を行う。

２ 応急給水施設の整備

(1) 応急給水拠点の整備

① 防災公園等を応急給水拠点として位置づけ、応急給水体制の構築を図る。

② 指定緊急避難場所等に仮設給水栓や応急給水槽を設置するため、応急給水施設の整

備を図る｡

③ 飲料水の貯留が可能な耐震性貯水槽を計画的に整備する。

(2) 応急給水資機材及び災害用機材倉庫等の整備

① 応急給水及び応急復旧に必要な資機材の整備を行う。

② 迅速な応急活動に備え、応急給水等に必要な資機材を配備する機材倉庫の整備を行

う。

３ 緊急応急体制の整備

(1) 迅速に応急給水、応急復旧が実施できるよう、大規模災害に備えた広域的な相互応援

対策などの緊急対応体制を確立する。

(2) 必要に応じ、広域的な応援・受援計画により応援を依頼するための手順や方法を事前

に定める。

(3) 他市町からの応援を受ける場合も想定した応急給水のための手順や方法を明確にした

計画の策定に努める。

４ 水質検査の実施

災害時に水質検査を円滑に実施できるように、県との連携体制を定める。

第２ 下水道施設等
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下水道は、市民の安全で衛生的な生活環境を確保するための不可欠な施設である。このた

め、風水害等による下水道施設の被害を最小限にとどめ、その機能が保持されるようポンプ

場及び管路施設について施設の増強・改善、幹線管きょの相互連絡などの整備に努める。

１ ポンプ場の整備

(1) ポンプ場の主要構造物は、風水害等に耐えられる構造とし、災害時においても排水機

能が保持されるよう機械・電気設備の保守点検に努める｡

(2) 自動制御等運転上の枢要部分である監視装置は、災害対策上の点検を厳密に行うとと

もに、非常時には、手動運転が可能となるよう日常の訓練に努める｡

(3) ポンプ場及び処理場は、地震時においても最小限の排水機能が確保されるよう整備を

図る。

(4) 停電、断水対策として自家発電設備の整備及び燃料・冷却水等の確保に努める｡

２ 管路施設の整備

(1) 側溝、街きょ等末端の集水機構を始め、面的に広がる管路施設は、風水害等により閉

塞、陥没等の被害が生じやすい｡

このため、災害時においても排水機能が保持されるよう、日常の点検などによる早期

発見と、施設の清掃、しゅんせつ、補修、改良等に努める｡

(2) 幹線管きょの整備に当たっては、災害に備え、幹線相互の連絡などに努める｡

(3) 耐震性能の高い構造をもつ下水管の布設に努める。

３ 応急復旧用資機材の整備

応急復旧に必要な資機材の整備に努める。

４ 支援体制の確立

迅速に応急復旧等が行えるよう、あらかじめ、関連事業者等との災害時における復旧支

援に関する協定を締結するなど支援体制の確立に努める。

第３ 電力施設

電気は、日常生活及び産業活動上欠くことのできないものであり、千変万化する自然の中

に置かれている電力設備は、自然災害の影響を大変受けやすく、そのような自然環境の中で

電力供給の安全確保を図るため、諸施設に対し災害の未然防止に努める。

１ 設備別対策

(1) 変電所

① 雷害対策

避雷器、機器放電ギャップ、架空地線等によって、雷から設備被害を防止するよう

努める｡

② 台風・集中豪雨対策
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変電所の機器類は、風雨による被害発生のおそれはないと判断されるが、台風時に

は海岸に近い変電所等では塩害による絶縁低下のおそれがあり、この防止策として、

絶縁強度の高い碍子の使用に努める｡

また、地形的に水害を受けやすい箇所については、敷地、機器、建物等のかさ上げを

行ったり、防水扉などを設け浸水を防止する対策に努める｡

(2) 送電線

① 雷害対策

架空送電線は、電線への直撃雷を防止するため架空地線を設けており、電線に雷電

流が侵入した場合は、アークホーンによって雷電流を安全に放電させるよう努める。

さらに、送電線の両端にある変電所などでは、雷撃を受けた送電線を瞬時に切り放

し、放電が止んだ後、再び送電する装置が設けられており、設備被害の防止と停電時

間の短縮に努める。

② 台風・集中豪雨対策

送電線は、台風を考慮した風圧荷重で支持物や電線の強度設計がなされているため、

強風による支持物の倒壊や電線の断線はほとんどないが、飛来物による被害が考えら

れることから看板、トタン屋根、ビニールハウス等の補強について施設管理者に依頼

をする。

また、集中豪雨などによる対策として、建設ルートの選定に当たっては土砂の流失、

崩壊を起こしそうな箇所を避けて、迂回するよう慎重な配慮をする。

さらに、土砂の流失・崩壊により支持物が損壊するおそれがある箇所では、擁壁の

設置や排水を良くするためのＵ字溝の設置、敷地への芝張りなどに努める。

③ 塩害対策

送電線の碍子に塩分が付置すると、絶縁耐力が低下し故障の原因となることから、

碍子の水洗いや碍子の数を増やすなどの対策に努める。

(3) 配電線

① 雷害対策

配電線路の形態は複雑で面的な広がりをもち、設備機器数も多く、屋外高所に設置

されているため耐雷的には過酷な条件下に置かれ直撃雷のみならず線路に発生する誘

導雷やそのほかの雷過電圧も事故原因となることがある。このため、絶縁強度を格上

げした機器を使用するとともに避雷器・架空地線取付けなどによる雷害事故対策に努

める。

② 強風対策

台風及び季節風等の繰返しの強風により発生する支持物の折損・倒壊・傾斜・電線

のバインド切れ、縁線及び機器のリード線等の断線、腕金ボルトの折損、引込支持点

の脱落等の防止を主体に設備の強化に努める。

③ 雪害対策

雪害事故によるお客さま停電範囲及び事故復旧時間の短縮をはかるため、高圧配電

線幹線ルートの設備強化を重点的に実施する。分岐線は、軟着雪形絶縁電線と一部の

支線強化で対処する。ただし、分岐線でも長時間停電による影響の大きい負荷がある
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場合及び積雪による巡視・復旧等に特に長時問を要する場所は、逐次設備強化に努め

る。

④ 塩害対策

塩害は配電線工作物の鉄製部分が腐蝕したり、碍子の表面に塩の皮膜ができ、それ

を伝って漏電したり、碍子が割れたりしていろいろな障害をおよぼす。このため、耐

塩用碍子や耐塩用機器の使用、碍子の水洗などの防止対策に努める。

２ 耐震性の向上

変電設備については、「変電所等における電気設備の耐震対策指針」に基づき設計する。

送電設備、配電設備の架空電線路については、氷雪、風圧及び不平均張力によって設計

する。

地中電線路については、軟弱地盤箇所の洞道、大型ケーブルヘッド及びマンホール内の

ケーブル支持用ポールについて耐震設計を行う。

３ 災害復旧の迅速化

電力設備の広範囲、長時間にわたる停電を避けることを基本にして、配電線のループ化、

開閉器の遠方制御化により、信頼性の向上と復旧の迅速化を図る。

４ 緊急応急体制の整備

(1) 迅速に応急復旧が実施できるよう、大規模災害に備えた広域的な相互応援対策などの

緊急対応体制の確立に努める。

(2) 必要に応じ、広域的な応援・受援計画により応援を依頼する。

第４ ガス施設

市民生活に欠くことのできない都市ガスの供給を確保するため、災害時における被害を最

小限にくい止め、二次災害防止のための防災対策の整備に努める。

１ 災害予防措置

(1) 風水害対策

① ガス製造設備

ア 浸水のおそれがある設備には、防水壁及び排水ポンプ等の設備及び機器類、物品

類の流失防止措置等を実施する。

イ 弱体箇所の補強を行うとともに、機器類等の飛散のおそれがあるものには、緊縛

又は固定を行うほか、不必要なものを除去する。

ウ 風水害の発生が予想される場合は、あらかじめ定めるところにより巡回点検する。

② ガス供給設備

風水害の発生が予想される場合は、あらかじめ定めた主要供給路線、橋梁架管及び

浸水のおそれがある地下マンホール内の整圧器等を巡回点検する。

(2) 火災・爆発対策

① ガス製造設備
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消防関係法令、ガス事業法（昭和29年法律第51号）等に基づき所要の対策を講ずる

とともに、防・消火設備の整備、点検並びに火気取り締まり等の実施により火災防止

を図る。

② ガス供給設備

ア 大規模なガス漏洩・爆発を予防するため、ガス工作物の技術上の基準に基づきガ

ス遮断装置の設置、導管防護措置、他工事に係わる導管事故防止措置等を行う。

イ 工場には防・消火設備を設置するとともに、架管・地区整圧器等については、一般

火災に対しても耐火性を確保する。

(3) 地震対策

ガス設備全般について、耐震性が確保できるよう整備を進める。特にガス導管につい

ては、ガス用ポリエチレン管の普及により、耐震性の強化を図る。

既設の設備については、耐震性評価に基づき、必要に応じて補強、更新を行う。

２ 防火設備の整備

(1) 検知・警報設備

災害発生時等において、速やかな状況把握を行い所要の措置を講ずるために、必要に

応じて、ガス漏れ警報設備、火災報知機、圧力計、地震計等の設備を整備する。

(2) 設備の緊急停止装置等

緊急時の保安確保を図るために、高中圧ガス製造設備への緊急停止装置の設置、液化

ガス貯槽、球形ガスホルダー、高圧導管等への緊急遮断装置の設置を行う。

(3) 防・消火設備

液化ガス貯槽、油貯槽、ガス発生設備等には、防・消火設備として、必要に応じ固定及

び移動の消火設備や冷却用散水設備等を整備する。

(4) 漏洩拡大防止設備

液化ガス等の流出拡大防止を図るため液化ガス貯槽、油貯槽については、必要に応じ

て防液堤を設置するとともに、オイルフェンス、油処理剤を常備する。

(5) 緊急放散設備等

製造設備及び導管の減圧を安全に行うため、緊急放散設備等を設置する。

(6) 連絡・通信設備

災害時の情報連絡、指令、報告等を迅速に行うとともに、ガス工作物の遠隔監視・操作

を的確に行うため、無線通信設備等の連絡・通信設備を整備する。

３ 緊急応急体制の整備

(1) 迅速に応急復旧が実施できるよう、大規模災害に備えた広域的な相互応援対策などの

緊急対応体制の確立に努める。

(2) 必要に応じ、広域的な応援・受援計画により応援を依頼する。

第５ 通信施設

災害等が発生した場合において、電気通信サービスを確保するため、平素から設備自体を

物理的に強固にし、災害に強い信頼性の高い通信設備を構築する。このため、次の電気通信
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設備等の防災計画を実施する。

１ 電気通信設備等の高信頼化

(1) 豪雨、洪水、高潮、津波等のおそれのある地域について、耐水構造化を図る。

(2) 暴風又は豪雪のおそれのある地域について、耐風・耐雪構造化を図る。

(3) 地震又は火災に備えて、耐震・耐火構造化を図る。

２ 電気通信システムの高信頼化

(1) 主要な伝送路の多ルート構成又はループ構成とする。

(2) 主要な中継交換機を分散設置する。

(3) 大都市において、とう道網（共同溝を含む。）を構築する。

(4) 通信ケーブルの地中化を推進する。

(5) 主要な電気通信設備について、必要な予備電源を設置する。

(6) 災害時優先電話について、加入者と協議し、２ルート化を推進する。

第６ 交通施設等

１ 交通施設

公共交通機関の各線区及び宮島航路における風水害等による被害を軽減し、旅客の安全

と輸送の円滑を図るため、次の対策を講ずる。

(1) 鉄道・船舶施設等の耐久性の向上

線路構造物、電気及び建築施設を主体に、線区及び宮島航路に応じた補強対策を推

進する。

(2) 情報連絡設備の整備

各種情報の迅速徹底を図るため、通信施設の整備、充実を図る。

(3) 復旧体制の整備

発災後の早期復旧を期するため、次の体制を整備する。

① 復旧要員の動員及び関係機関との協力応援体制

② 復旧用資材、機器の配置及び整備

２ 地域公共交通

利用者の安全確保や被災状況の把握を迅速に行うため、交通事業者との災害時における

連絡体制を整備する。

第７ 復旧用資材の保管場所

被災時のライフラインの早期復旧のための資材置き場として、周辺自治体と土地の提供に

ついての協定をすすめる。
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第３節 市民の防災活動の促進

活動方針

項目及び担当部課等

第１ 防災教育の促進

自らの身は自らが守るという自覚を持ち、災害危険箇所、避難場所、避難経路を知る、災

害の危険性をいち早く察知し自ら判断して適切な行動をとる、各家庭において災害時の連絡

体制をあらかじめ決めておくなど、家庭での防災教育の普及を目的に、市民に対し、防災に

関する学習の機会と場を提供して、知識の普及及び啓発を図る。

１ 学習機会の提供

全市民を対象とした防災に関する出前トーク等を開催するほか、市民センターにおいて

は、地域と行政との協働により、地域の状況、課題等に応じた学習機会を提供する。

２ 防災に関する学習活動の支援

ハザードマップを活用した避難経路の検討や過去災害の抽出・伝承によるワークショ

ップや、市職員の出前トークを実施し、防災に関する学習活動を積極的に支援する。

３ 防災意識の高揚

災害等に迅速かつ的確に対処し、被害を最小限に止めるため、「自助」・「共助」・「公

助」が密接に連携し、社会全体で防災に取り組む「防災協働社会の構築」を目指す。このた

め、日頃から市の職員はもちろん、住民に対してあらゆる機会を通じて防災知識の普及活

動を行い防災意識の高揚を図るとともに、事業所における防災体制の充実を図る。

また、防災訓練を通じて災害時における防災活動が円滑に実施されるよう努めるととも

に、様々なニーズへの対応に十分配慮する。

なお、防災ボランティアについては、県、市、住民、他の支援団体が連携・協働して、自

主性に基づき活動できる環境の整備に努めるものとする。

項目 担当部課等

第１ 防災教育の促進
総務部 危機管理課

第２ 防災訓練の実施

第３ 消防団への入団促進 消防本部

第４ 自主防災組織の育成 総務部 危機管理課

第５ 地区防災計画の策定 総務部 危機管理課

第６ ボランティア活動の環境整備
地域振興部 地域振興課

（社会福祉協議会）

第７ 企業防災の促進
総務部 危機管理課

産業部 産業振興課
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時期に応じて防災に関する広報紙を作成して、市民に配布することにより意識の高揚

を図る。

４ 普及啓発内容

(1) 風水害

(2) 地震災害

ａ 暴風、豪雨、豪雪、洪水及び地震等の異常な自然現象に対する防災知識

ｂ 各種の産業災害に対する自主的な安全管理に関する知識

ｃ 火薬、危険物等の保安に関する知識

ｄ 電気、ガス施設の安全確保に関する知識

ｅ 建築物に対する防災知識

ｆ 土砂災害等災害危険箇所に関する防災知識

ｇ 文化財、公共施設等に関する防災知識

ｈ 災害により交通の途絶しやすい地域に関する防災知識

ｉ 海上における大規模な流出油等の防災に関する知識

ｊ 適切な避難行動の実践に必要な知識

ｋ 基本的な防災用資機材の操作方法

ｌ 性暴力、DVなどの「暴力は許されない」意識

ｍ 様々な条件下で地震発生時にとるべき行動、緊急地震速報利用の心得など

ｎ その他防災知識の普及啓発に必要な事項

ａ 想定される地震被害と防災・減災対策による被害軽減効果

ｂ 地震・津波に対する地域住民への周知

ｃ 様々な条件下で地震発生時にとるべき行動（感染症（covid-19等）を想定した在

宅・分散避難の検討等）、緊急地震速報利用の心得など

＜地震のときの心得＞

（ａ）家の中にいるときに大きな揺れを感じたら、まず丈夫なテーブルや机の下に隠

れて身の安全を確保し、あわてて外へ飛び出さないこと。

（ｂ）火の始末は揺れが収まってから、やけどをしないように落ち着いて行うこと。

（ｃ）テレビ、ラジオ、携帯電話、インターネット、防災行政無線（戸別受信機を含

む。以下本節中同じ。）により、気象台等が発表する津波警報等や地震・津波に

関する情報を入手すること。

（ｄ）海岸にいるときに強い揺れ（震度４程度以上）を感じたとき又は弱くても長い

時間のゆっくりした揺れを感じたら、津波のおそれがあるため直ちに高台へ避難

すること。

（ｅ）野外で大きな揺れを感じたら、看板の落下、ビルの窓から割れたガラスの落

下、ブロック塀や自動販売機などの倒壊に注意すること。

（ｆ）切り立ったがけのそばや地盤の軟弱な傾斜地などで大きな揺れを感じたら、山

崩れ、がけ崩れのおそれがあるため注意すること。

（ｇ）車での避難は、渋滞に見舞われ防災活動や避難の妨げとなるおそれがあるた



第２章 第３節

38

め、持ち物は最小限にして徒歩で避難すること。

（ｈ）避難時には、自宅のブレーカーを切り、ガスの元栓を締めること。

（ｉ） 地震のあと、余震がしばらく続く場合があるため注意すること。また、災害

時には、未確認の情報が風評となり、混乱を招く場合があるため、正しい情報を

入手して行動するようにすること。

（ｊ）地震は突然襲ってくるため、常日頃から避難方法・避難場所や医療機関などを

確認しておくこと。また、携帯ラジオ、懐中電灯などの防災用品、３日分程度、

可能な限り１週間程度の食料・飲料水・生活必需品を普段から備蓄し、点検して

おくこと。

＜津波に対する心得－陸地にいる人の場合＞

（ａ）強い揺れ（震度程度４以上）を感じたとき又は弱くても、長い時間ゆっくりと

した揺れを感じたときは、直ちに沿岸部や川沿いから離れ、急いで高台などの安

全な場所に避難すること。

なお、避難に当たっては、徒歩によることを原則とする。

また、自ら率先して避難行動を取ることが外の地域住民等の避難を促すことに

繋がることにも留意する。

（ｂ）地震を感じなくても、津波警報等が発表されたときは、直ちに沿岸部や川沿い

から離れ、急いで津波避難ビル（３階建以上）や高台などの安全な場所に避難す

ること。

（ｃ）正しい情報をラジオ、テレビ、携帯電話、インターネット、防災行政無線、広

報車等を通じて迅速に入手すること。

（ｄ）津波注意報でも、危険があるため、海岸には近づかないこと。

（ｅ）津波の第一波は引き波だけでなく押し波から始まることもあること、第二波、

第三波等の後続波の方が大きくなる可能性、数時間から場合によっては一日以上

にわたり継続する可能性があるため、津波警報等が解除になるまで気をゆるめな

いこと。

＜津波に対する心得－船舶の場合＞

（ａ）強い揺れ（震度４程度以上）を感じたとき又は弱くても、長い時間ゆっくりし

た揺れを感じたときは、直ちに港外（注１）に退避すること。

（ｂ）地震を感じなくても、津波警報等が発表されたときは、直ちに港外（注１）に

退避すること。

（ｃ）港外退避ができない小型船は、高い所に引き上げて（注２）固縛するなど最善

の措置をとること。

（ｄ）正しい情報をラジオ、テレビ、無線等を通じて入手すること。

（ｅ）津波は繰り返し襲ってくるため、津波警報等が解除になるまで気をゆるめない

こと。

注１）港外：水深の深い、広い地域

注２）港外退避、小型船の引き上げ等は、時間的余裕がある場合のみ行う。

ｄ 地震・津波に対する一般知識
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第２ 防災訓練の実施

１ 防災訓練

(1) 訓練項目

消火、救命・救護、避難誘導、指定緊急避難場所・指定避難所・救護所設置運営、応急

救護、情報収集伝達、応急給水 等

(2) 参加機関

市、防災関係機関、自主防災組織（町内会等を含む）、学校、事業所等

２ 県等の実施する防災訓練への参加

県その他防災関係機関が実施する防災訓練に積極的に参加し、相互の連絡を緊密にする

とともに、災害発生時における混乱と被害を最小限にとどめるよう努める。

３ 防災訓練に関する指導協力

防災関係機関、自主防災組織等が実施する防災訓練について、必要な助言、指導を行う

とともに、積極的に協力する。

第３ 消防団への入団促進

消防団員数の確保とともに消防団の充実強化と活性化を図るため、次に掲げる取組を積極

的に推進する。

ｅ 非常用食料、飲料水、身の回り品等非常持出品や救急医薬品の準備

ｆ 建築物等の耐震診断と補強、家具の固定、ガラスの飛散防止

ｇ 飼い主による「自助」を基本とする家庭動物への所有明示や同行避難、避難所等

での適正な飼養のための準備等（動物用避難用品の確保、しつけ、健康管理、不

妊・去勢手術等）の家庭での予防・安全対策

ｈ 災害情報の正確な入手方法

ｉ 災害時の家族内の連絡体制の事前確保

ｊ 出火の防止及び初期消火の心得

ｋ ビル街、百貨店、地下街等外出時における地震発生時の対処方法

ｌ 自動車運転時の心得

ｍ 救助・救援に関する事項

ｎ 安否情報の確認に関する事項

ｏ 津波浸水想定図

ｐ 津波避難場所、避難路及び避難方法等避難対策に関する事項

ｑ 避難場所等への避難が困難な場合における建物の上階への垂直移動の考え方

ｒ 水道、電力、ガス、電話などの地震災害時の心得

ｓ 高齢者、障害者などへの配慮

ｔ 避難行動要支援者に対する避難支援

ｕ 各防災関係機関が行う地震災害対策

ｖ その他必要な事項
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(1) 消防職員及び消防団員による知人等への募集活動

(2) 女性消防団員の入団促進

(3) 消防団協力事業所表示制度を活用した大規模事業所への人材供給依頼

(4) 町内会、自治会への人材供給依頼

(5) 各種イベントでの勧誘活動

(6) マスメディアを活用した募集広報の実施

(7) 消防団員の処遇の改善

(8) 消防団サポート事業の推進

第４ 自主防災組織の育成

災害においては、市や防災関係機関が総力をあげ、的確な対応をとることはもちろんのこ

と地域においても市民自らが基本的な防災対応を自発的に行うことが必要である。

市は、市民が自主防災組織をつくり、的確な活動ができるようにその基準を示し、その育

成を図る。その際、男女共同参画の視点により、男女がともに参画できる環境整備等を行う。

１ 自主防災組織の編成基準

(1) 自主防災組織の規模

自主防災組織は､住民相互の緊密な連携のもとに活動することが必要であり､防災活動

が効果的に実施でき､住民が連帯感をもてるような適正な規模で形成する｡

(2) 自主防災組織の編成

情報班、消火班、救出救護班、給食給水班等の組織を設置し、必要に応じて小単位の下

部組織を設置する。

２ 自主防災組織の活動基準

(1) 平常時の活動

① 防災知識の普及

② 防災訓練の実施

③ 火気使用設備器具等の点検、整備

④ 防災用資機材等の点検、整備

⑤ 家庭における防災会議の推進

⑥ 身近にある危険箇所の調査、改修

⑦ 情報の収集及び伝達体制の確立

⑧ 避難行動要支援者の援助体制の確立

⑨ 応急給食・給水に関する整備

(2) 災害時の活動

① 自主防災組織本部の設置

② 情報の収集及び伝達

③ 避難誘導

④ 避難行動要支援者の避難支援

⑤ 出火防止及び初期消火
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⑥ 救出救護活動

⑦ 避難の実施

⑧ 避難所運営、清掃、防疫活動への協力

(3) その他

① 自主防災組織の活動等について、廿日市市地域防災計画を参考に地区の実情にあわ

せ具体的なマニュアルを作成する。

② 自主防災組織の活動等に当たっては、消防団、自治会組織等と協力して進める。

３ 自主防災組織の活動支援及び助成

(1) 自主防災組織づくりの推進

市民に対して､自主防災の必要性を広報紙、ホームページ等を利用して広め、市内全域

に自主防災組織が設置されるように努めるとともに、自主防災組織の活動の活性化を支

援する。

(2) 研修会等の実施

自主防災組織の責任者等を対象に各種研修会や情報交換会を開催するほか、自主防災

組織に対して助言するとともに、出前トークや各種ハザードマップを活用した訓練の実

施を通じて、市民の防災意識の醸成を図る｡

(3) 自主防災組織への助成

自主防災組織が実施する「防災資機材の購入に係る経費」及び「自主防災活動に要し

た経費」に対し、補助金を交付する等、自主防災組織の育成に必要な助成を行う。

(4) 防災士の養成

地域の防災力を強化するため、地域防災活動に関する意識・知識・技能を有する人材

を育成し、自主防災組織の基盤強化を図る。

第５ 地区防災計画の策定

１ 地区防災計画の策定・提案

自主防災組織は、必要に応じて、当該地区における自発的な防災活動に関する計画を作

成し、これを地区防災計画の素案として市防災会議に提案するなど、市と連携して防災活

動を行う。

市は、自主防災組織が策定する地区防災計画の進捗状況を定期的に確認する。

２ 地区防災計画の策定単位

コミュニティ単位とする。

３ 地区防災計画の項目の例

(1) 計画の対象地区の範囲

(2) 基本的な考え方

(3) 地区の特性

(4) 防災活動の内容（防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支援体制の構築等）

(5) 実践と検証
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４ 市地域防災計画への位置付け

市防災会議は、市地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう、自主防災組織から提

案を受け、必要があると認めるときは、市地域防災計画本編に地区防災計画の名称一覧を

定め、計画本体を資料編に定める。

第６ ボランティア活動の環境整備

１ ボランティア団体等のリーダーの育成

市は、平常時から地域団体、ＮＰＯ・ボランティア等の活動や市社会福祉協議会のボラ

ンティアリーダーの育成を支援するとともに、ＮＰＯ・ボランティア等と協力して、発災

時の防災ボランティアとの連携について検討する。

２ 連携体制の構築

市は、ボランティアの自主性を尊重しつつ、日本赤十字社、市社会福祉協議会及びＮＰ

Ｏ等との連携に努めるとともに、中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活

動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築に努め、災害時において防災ボランティア活

動が円滑に行われるよう、その活動環境の整備に努める。

３ 情報共有会議の整備・強化

市は、防災ボランティアの活動環境として、行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連

携し、平常時の登録、研修や訓練制度、災害時における防災ボランティア活動の受入れや

調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ

等の情報提供方策等について整備を推進するとともに、そのための意見交換を行う情報共

有会議の整備・強化について、研修や訓練を通じて、推進するように努める。

４ 災害廃棄物の処理

市は、社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄物、がれ

き、土砂の撤去等に係る連絡体制の構築に努める。また、市は、地域住民やＮＰＯ・ボラン

ティア等への災害廃棄物の分別・排出方法等に係る広報・周知を進めることで、防災ボラ

ンティア活動の環境整備に努める。

５ 市被災者生活サポートボランティアセンターの円滑な設置・運営のための連携等

災害時における市被災者生活サポートボランティアセンターの円滑な設置・運営のため、

市社会福祉協議会は、市、関係機関・団体で構成する「被災者生活サポートボラネット推

進会議」を定期的に開催し、平時から関係機関との連携を図る。また、受入スタッフの育

成に努め、市はこの活動を支援する。

６ ボランティア活動の環境整備

市社会福祉協議会は広島県被災者生活サポートボラネット（広島県社会福祉協議会）と
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関連する専門職集団（医療・看護・介護・情報等）が災害時に迅速かつ有効な活動が開始で

きるよう、平常時から広島県社会福祉協議会との連携に努める。

第７ 企業防災の促進

企業は、災害時に果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・

地域との共生）を十分認識し、各企業において災害時に重要業務を継続するための事業継続

計画（ＢＣＰ)を策定するよう努めるとともに、地域住民との連携による相互防災応援協定の

締結、防災体制の整備、防災訓練、事業所の耐震化・耐浪化、予想被害からの復旧計画策定、

各計画の点検・見直し等を実施するなどの防災活動の推進に努める。特に食料、飲料水、生

活必需品の提供事業者等、災害応急対策等に関係する企業は、市との協定締結や防災訓練へ

の参加等に努める。

また、地震発生時における施設の利用者等の安全確保や機械の停止等により、被害の拡大

防止を図るため、緊急地震速報受信装置等の積極的活用を図るよう努める。

市は、企業の防災活動に資するため、情報提供等を進めるとともに、企業職員の防災意識

の高揚を図るための啓発活動の実施、地域の防災訓練への積極的参加の呼びかけなど防災に

関する助言を行うように努める。

市、商工会・商工会議所は、中小企業等による事業継続力強化計画に基づく取組等の防災・

減災対策の普及を促進するため、連携して、事業継続力強化支援計画の策定等に努める。

市は、あらかじめ商工会・商工会議所等と連携体制を構築するなど、災害発生時に中小企

業等の被害状況を迅速かつ適切に把握できる体制の整備に努める。
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第４節 災害応急対策への備え

第１項 応急活動体制の整備・充実

活動方針

項目及び担当部課等

該当資料・様式

第１ 職員の役割の周知徹底

市職員は平常時の業務の他に、大規模な災害が発生した場合は、災害対応に関する業務に

当たることとなる。よって、災害時対応事項について、平常時より検証を行い、職員一人ひ

とりが災害時における対応を迅速かつ的確に遂行できるよう努める。

また、発災時の役割を周知徹底するため、危機管理課は、動員基準、伝達系統及び各課の

分掌事務を職員へ配付するとともに、いつでも確認できるようにする。

なお、毎年度の防災体制の確認を行うため、災害対策連絡会議を開催する。

第２ 動員職員の割当

１ 計画の作成及び職員への周知

各課は、災害が発生または発生のおそれがある場合の活動体制に応じた職員の動員配備

体制を毎年度作成し、平常時から職員に周知徹底を図るよう努めなければならない。なお、

体制の設置が長期となることを想定し、ローテーションについてもあらかじめ定めるよう

努める。

また、人事異動等により、計画の内容に変更が生じた場合には、その都度速やかに修正

災害時において、応急活動体制を早急に整え、災害応急対策を迅速かつ強力に推進する

ため、平常時より体制・環境の整備や業務手順の確認等を進める。

項目 担当部課等

第１ 職員の役割の周知徹底

総務部 総務課、危機管理課

第２ 動員職員の割当て

第３ 執務環境の整備

第４ 災害時の職員参集マニュアルの習熟

第５ 業務継続性の確保

第６ 男女共同参画の視点に立った取組 総務部 危機管理課

生活環境部 人権・男女共同

推進課

資料 廿日市市災害対策本部条例
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するとともに、関係職員に対してその旨の周知を図る。

２ 報告

各部長は、所管する部の職員の動員配備体制の作成または見直しを行った場合、危機管

理課に報告しなければならない。

第３ 執務環境の整備

１ 庁舎等の機能確保

災害発生時において防災活動の拠点施設となる市庁舎、消防庁舎等について、非構造部

材を含めた耐震化を図るとともに、停電時における予備電源を整備（可搬式発電機の整備、

燃料の確保等を含む）するなど、施設の安全性及び機能保持を図る。

２ 災害対策本部の代替施設の整備

庁舎が被害を受け執務ができなくなった場合、第１順位として廿日市市消防本部に、第

２順位として廿日市市スポーツセンター（グローバルリゾート総合スポーツセンターサン

チェリー）に災害対策本部を設置するが、更なる代替施設についても検討する。なお、代

替施設については、電話回線や非常用電源等の備えを充実させる。また、新たに公共施設

を建替える際には、災害拠点施設として災害対策本部の代替施設となるよう検討を加え、

整備に努める。

３ 災対事務局の執務場所の整備

情報の集約の場となる災対事務局の執務場所（市役所本庁舎３階）に、ボード、地図、電

話回線等の必要品を備えておく。また、防災関係機関・団体との連絡調整を図るため、執

務場所を災対事務局内に指定するとともに、関係機関・団体等にも周知する。

４ 代替機能の確保

発災時における庁舎の停電、断水等に備え、非常電源、簡易トイレ等の代替手段を充実

させる。

５ 執務場所の耐震化

庁内各課の執務場所におけるキャビネットやパソコン等の耐震対策を進める。

第４ 災害時の職員参集マニュアルの習熟

「災害時の職員参集マニュアル」について、職員への習熟に努める。

第５ 業務継続性の確保

１ 業務継続計画

発生した災害に対し対策を講ずる一方で、市役所として市民サービスを継続する必要が

ある。応急的な災害対応から災害の終息までを対応しつつ、最低限の日常的な業務を行い

ながら災害復旧に取り組むため、業務継続計画（ＢＣＰ）を策定している。

本計画の実効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しをしながら、業務継続性の確保
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に努める。

２ 日常業務の被害低減化

(1) 減災の取組

執務室のキャビネットの固定、執務室の整理整頓、書類の飛散防止等の取組を行うこ

とにより、発災害直後に職員が被災することを防ぐ。

また、地震・水害に対応した書類・機器の保管及び配置に努めるとともに、必要なデ

ータのバックアップを充実させ、発災時の事務の継続性を図る。

(2) 職員の自助意識の醸成及び業務継続の意識付け

発災時に職員が被災しない、いわゆる自助の意識付けが普及することにより、災害発

生時においても業務を行える人材が参集する体制を構築する。

(3) 職員体制の検討

災害対策の班体制内で、最低限の日常業務を継続実施しつつ、災害対応を行う体制を

整える。

第６ 男女共同参画の視点に立った取組

平常時から男女共同参画の視点に配慮した啓発等を行うとともに、災害時においては、避

難所運営、物資補給、相談支援等が迅速に行われる体制整備に努めるものとする。
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第２項 情報収集・広報体制の整備・充実

活動方針

項目及び担当部課等

該当資料・様式

第１ 気象監視施設・設備の点検

本市が市内２か所に設置している気象観測所から適切に情報収集できるよう、日頃から十

分な点検等を行う。

第２ 通信施設・設備の点検

災害時においては、災害関係の気象予警報等の伝達、災害情報、被害情報、避難情報等の

収集及び災害応急対策に必要な指揮命令の伝達等、各種の通信量が飛躍的に増大する。

また、高齢者、障がいのある人、外国人、妊産婦、乳幼児、病弱者等（以下「要配慮者」と

いう。）や孤立する危険のある地域の被災者などに対し、確実に情報を伝達する必要がある。

このため、通信の混乱を防ぎ、迅速かつ確実に処理できるよう有線通信施設及び無線通信

施設の整備拡充を図るとともに、携帯電話の活用や、衛星携帯電話の導入検討など多様な手

段の整備に努める。

警戒段階及び発災段階において、気象予警報や被害情報等の収集、住民等への情報伝達・

広報活動等を迅速に行うため、平常時より施設・設備の点検、業務手順の確認等を進める。

項目 担当部課等

第１ 気象監視施設・設備の点検 総務部 危機管理課、総務課、情報システ

ム推進課第２ 通信施設・設備の点検

第３ 気象警報等の伝達に係る整備
総務部 危機管理課、総務課

第４ 被害情報等の収集・伝達に係る整備

第５ 広報体制の整備 総務部 危機管理課

経営企画部 プロモーション戦略課

資料 観測施設

資料 防災行政無線屋外拡声子局設置場所一覧表

資料 無線通信系統及び消防団配置一覧表

資料 消防及び防災行政無線局等の設置状況

資料 災害時等における緊急放送による市民への情報提供に関する協定書（株式会社ＦＭ

はつかいち）

資料 災害時における情報交換に関する協定書（国土交通省中国地方整備局）

資料 災害情報の放送に関する協定書（株式会社ちゅピＣＯＭふれあい）

資料 災害に係る情報発信等に関する協定（ヤフー株式会社）
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非常用電源については、耐震性があり、かつ浸水する危険性が低い堅固な場所へ設置する

か、若しくは浸水を防止する対策をとった場所へ設置する。

１ 有線通信施設の点検等

有線通信施設については、機器配線等の点検整備を定期的に行うものとし、停電時に備

え予備電源の確保を図る。

(1) 施設の災害予防措置

次に掲げる該当事項について、必要な措置を講ずる。

① 設置については、災害時に最も被害が少ないと思われる建物及び取付位置を選定す

る。

② 有線通信施設のうち、庁舎その他建物の内部の施設については、常に動作状況を監

視するとともに、必要な訓練を行う。

③ 転倒が予想される機器は、壁面等に固定する。

④ 停電時に備え予備電源として、自家発電装置を設置する。

(2) 施設の点検整備

最小限次に掲げる該当事項について必要な点検を行い整備する。

① 不良箇所の発見の場合は、即時修理を行い整備する。

② 動作状態、老化状況等を常に監視して、常時使用可能な状態を保つよう整備する。

２ 無線通信施設の点検等

無線通信施設の定期的点検整備を行うとともに、無線従事者の養成及び訓練を行い、有

事に備えるとともに予備電源の確保並びに無線設備の拡充に努める。

(1) 施設の災害予防措置

無線通信施設を有する関係部局は、次に掲げる該当事項について必要な措置を講ず

る。

① 災害時には、経験豊富な無線従事者を優先的に配置し得るよう配慮する。

② 蓄電池使用の移動局は、各局ごとに常時使用可能な状態を保つよう、蓄電池の充電、

点検を行う。

(2) 施設の点検整備

無線施設を有する関係部局は、災害時における確実な運用を期するため、請負業者と

保守契約を締結し、次に掲げる点検を行い整備する。

① 送受信装置、電源設備、空中線の点検及び清掃

② 送受信装置各部の電圧・電流及び各コネクター等の動作点検並びに空中線電力及び

受信感度等の性能試験

③ 発動発電機の動作点検、性能試験及び燃料点検

④ 空中線の絶縁

⑤ 予備品（空中線、ヒューズ等）の点検

第３ 気象警報等の伝達に係る整備
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１ 情報収集・伝達システムの構築

防災行政無線による伝達やインターネット等の情報ネットワークを活用し、多様な手段

でより細かな情報を正確かつ迅速に収集伝達するシステムの構築に努める。

避難所（小、中学校等）との情報連絡についても同様とする。

２ 伝達手段の多重化、多様化

住民等に対して気象警報や避難情報が確実に伝わるよう、防災行政無線（同報系）の整

備を促進し、非常通信網をはじめとする次の通信等を用いた伝達手段の多重化、多様化を

図るとともに、運用についての訓練やマニュアルの整備を行う。

・防災行政無線、サイレン

・テレビ・ラジオ

・携帯電話機能（緊急速報メール、登録メール）

・インターネット、ＳＮＳ

・災害情報共有システム（Ｌアラート）

第４ 被害情報等の収集・伝達に係る整備

１ 情報の収集・伝達

(1) 情報収集・伝達体制の整備

災害発生時における被害に関する情報、被災者の安否情報等の収集・伝達に係る体制

の整備に努めるとともに、訓練・研修を通じた職員の資質向上に努める。

特に、災害時においては状況が刻々と変化していくことと、詳細な情報を伝達するい

とまがないことから、情報の発信側が意図していることが伝わらない事態が発生しやす

くなる。このようなことを未然に防ぐ観点から、関係機関は、防災対策の検討等を通じ

て、お互いに平時から災害時の対応についてコミュニケーションをとっておくこと等に

より、「顔の見える関係」を構築し信頼感を醸成するよう努めるとともに、訓練、研修

等を通じて、構築した関係を持続的なものにするよう努める。

(2) 放送事業者との体制構築

放送事業者等に対し、必要に応じて被害情報等の広報の実施を要請する体制を構築す

る。

(3) 119番入電情報活用に係る準備

消防本部に入る119番入電情報については、災対事務局で閲覧できるシステムの導入

を検討するとともに、災害時に十分活用できるよう、訓練等で習熟を図る。

(4) 問合せ窓口の対応強化

住民からの電話問合せ窓口について、問合せの対応（電話の受け答え、災害対応記録

票への記録、対応班への引継等）に係るマニュアルを整備し訓練を行うとともに、大規

模災害に備えて、他の応援者も事前に決めておく。

２ 情報の分析整理

(1) 地図の活用、地理情報システムの構築
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平常時より自然情報、社会情報、防災情報等の防災関連情報の収集・蓄積に努め、総

合的な防災情報を掲載した各種災害におけるハザードマップ、防災マップの作成等によ

る災害危険性の周知等に活用するほか、災害対策を支援する地理情報システムの活用を

図る。

(2) 情報通信関連技術の導入

被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情報等を迅速かつ正確に分析・整

理・要約・検索するため、最新の情報通信関連技術の導入に努める。

(3) 情報整理ツールの整備・習熟

情報を整理・分析するための体制を整備し、情報収集・整理に関する訓練を行いなが

ら対応能力を高める。また、災害対応記録票の様式や記入方法、ホワイトボードやパソ

コンへの情報整理方法等について、訓練等の機会を通じて改良を行う。

３ 通信機能の整備関係

(1) 応急対策の実施等に関する緊急かつ特別の必要に備えて、あらかじめＮＴＴ西日本に

災害時優先電話の申込み及び変更手続きを行う。

また、緊急地震速報受信設備を整備し、職員をはじめ各施設等の利用者等へ緊急地震

速報を伝達できる体制を構築するよう努める。

(2) 災害情報等の迅速な収集・伝達、緊急地震速報等の情報を住民へ速やかに伝達するた

め、緊急地震速報受信設備や防災行政無線等のシステムの構築を進めるとともに、保有

する機器の整備・充実に努める。

また、防災関係機関以外の者の所有する無線局について、あらかじめその実態を把握

し、その利用について協議して、マニュアルを作成しておく。

さらに、平素から地域内のアマチュア無線局の状況を把握するよう努め、災害時にお

いて非常通信の協力依頼ができるよう連絡体制の確立に努める。

(3) 有・無線系、地上系・衛星系等による伝送路の多ルート化及び関連装置の二重化の推

進を図ること。特に、耐災害性に優れている衛星系ネットワークは、大規模災害発生時

における輻輳の回避に留意しつつ、国、県、市町、消防本部等を通じた一体的な整備に

努める。

(4) 地震・津波災害による通信網の途絶や輻輳に備え、衛星携帯電話等の導入を図り、災

害対策本部間の連絡を確保する。

(5) 各種の情報連絡を行うために移動体通信（携帯電話）等の有効利用による緊急連絡手

段の確保を図る。

この場合において、既存ネットワークのデジタル化や大容量通信ネットワークの整備

を推進する。

(6) 通信施設については、非常用電源（自家発電用施設、電池等）、移動無線機、可搬形

無線機等の仮回線用資機材など、応急用資機材の確保充実を図るとともに、平常時にお

いてもこれらの点検整備を行う。非常用電源の整備に当たっては、専門的な知見・技術

を基に耐震性があり浸水する危険性が低い場所へ設置するとともに、保守点検を行い、

操作の習熟の徹底を図る。
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(7) 通信機能を保有する機関は、災害時等いつでも迅速・的確に通信運用が行われるよう

定期的に機能確認を実施するとともに、平素から操作方法等の訓練を実施する。

(8) 水防、消防及び救助に関する通信施設の整備に努める。

第５ 広報体制の整備

１ 広報活動に係る体制の整備

災害時における被害の状況や支援体制等については、市民などに広く速やかに周知する

必要がある。よって、市のホームページなどによる情報伝達を速やかにかつ円滑に行える

よう、機能の充実と職員の配置など体制整備に努める。

２ 広報手段の使用の習熟

平常時から防災行政無線やはつかいち安全・安心メール等様々な広報手段に対して、迅

速かつ正確に利用できるよう、個別訓練等により習熟しておく。

３ 広報文案の作成

災害時においては、様々な情報を防災行政無線等により広報することが想定される。そ

のため、防災行政無線等による広報が迅速に行えるよう、あらかじめ広報文案を作成して

おく。

４ 災害時のホームページやＳＮＳによる情報発信体制の整備

災害時においては、ホームページやＳＮＳによる広報が大きな手段であり、特に、生活

維持活動を行う上では欠かすことのできない広報媒体である。そこで、災害時にホームペ

ージやＳＮＳによる広報を速やかに行うために、平常時から緊急的にホームページやＳＮ

Ｓを発行できる体制を整備しておく。

５ 報道機関による広報の準備

大規模災害時の多数の報道機関による取材を円滑化するため、次の事項の準備をしてお

く。また、平常時から報道機関との協力方法について検討しておく。

・庁舎内における会見会場及び報道機関待機場所の設定

・誘導標識、立て看板、バリケード
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第３項 広域応援体制の整備・充実

活動方針

項目及び担当部課等

該当資料・様式

第１ 自治体との協力体制の充実

１ 相互応援協定の充実

大規模な災害が発生した場合、市職員で救援活動を行うことが困難な状況が想定され

る。そのため、他市町村との相互応援協定を結び災害時の救援活動体制の充実を図る。た

だし、大規模な災害が発生した際には、近隣市町村でも同様に救援活動が困難な状況にな

ることが考えられるため、遠方の市町村との協定も進める。

また、これまで協定を結んでいる自治体に対しては、担当者の確認や応援要請の手順の

確認などを年１回は行い、いざという時に迅速に対応できるよう努める。

２ 受援体制の整備

(1) 市は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受け入れて情報共有

や各種調整等を行うための受援体制の整備に努める。

特に、庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等の執務ス

ペースの確保を行う。その際、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、適

切な空間の確保に配慮するものとする。

災害時において、他の地方公共団体や自衛隊等防災関係機関の応援要請及び受入を迅速

に行うため、平常時より応援協定の充実、受援体制の整備・見直し、業務手順の確認等を

進める。

項目 担当部課等

第１ 自治体との協力体制の充実

総務部

危機管理課、人事課

生活環境部

市民課

第２ 民間事業者・団体との協力体制の充実

第３ 応援・受援計画の整備・見直し

第４ 自衛隊災害派遣への備え

第５ 防災組織相互の連絡調整体制の整備

第６ 広域避難の受入れ

資料 臨時ヘリポート設置箇所一覧表

資料 宿泊・野営可能場所一覧表

資料 県内市町村の災害時の相互応援に関する協定書（広島県及び県内各市町）

資料 瀬戸内・海の路ネットワーク災害時相互応援に関する協定（海ネット共助会員）

資料 災害相互支援協定書（京都府宮津市及び宮城県松島町）
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(2) 市は、訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度を活用した応援職員の受入れについ

て、活用方法の習熟、発災時における円熟な活用の促進に努めるものとする。

３ 技術職員の派遣体制の整備

市は、土木・建築職などの技術職員が不足している市町村への中長期派遣等による支援

を行うため、技術職員の確保及び災害時の派遣体制の整備に努める。

第２ 民間事業者・団体との協力体制の充実

１ 応援協定の充実

各種災害応急活動を円滑に遂行するためには民間事業者・団体との連携が不可欠であるこ

とから、以下の民間事業者・団体との協定等の締結を推進する。

(1) 宅配便等運送事業者（車両の確保、物資の集積・管理・輸送等）

(2) ガソリンスタンド（燃料の確保等）

(3) 建設事業者（重機の確保、施設の応急復旧等）

(4) 上下水道工事関係事業者（重機・発電機等の確保、施設の応急復旧等）

(5) 大規模小売店舗（食料、生活関連物資の確保等）

(6) 葬祭関係事業者（棺、ドライアイス、遺体搬送車両の確保等）

(7) 防疫関係事業者（防疫薬剤、資機材の確保等）

(8) 建築士会（応急危険度判定、災害市民相談）

(9) トラック協会、バス会社

(10) 福祉避難所として使用予定の施設

また、これまで協定を結んでいる自治体・事業者に対しては、担当者の確認や応援要請の

手順の確認などを年１回は行い、いざという時に迅速に対応できるよう努める。

２ 建設業等の担い手の確保・育成

市は、災害応急対策への協力が期待される建設業等の担い手の確保・育成に努める。

第３ 応援・受援計画の整備・見直し

災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及び防災関係機関から応援

を受けることができるよう、応援・受援計画をそれぞれ作成するよう努めるものとし、応援

先・受援先の指定、応援・受援に関する連絡・要請の手順、災害対策本部との役割分担・連

絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制

等について実効性の確保に努め、必要な準備を整える。

また、既に作成した応援・受援計画については、必要に応じて見直しを図る。

第４ 自衛隊災害派遣への備え

(1) 本市における自衛隊災害派遣部隊等の受入れ担当連絡部署（職員）の指定及び配置を

行う。

(2) 自衛隊災害派遣部隊の宿営地を選定しておく。
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(3) ヘリポートを選定しておく。なお、ヘリポートを選定する際は、避難場所及び避難所

との競合を避ける。

第５ 防災組織相互の連絡調整体制の整備

１ 情報連絡体制の充実

災害が発生した場合、迅速かつ的確な災害情報等の収集・連絡が行えるようにするた

め、平常時から以下のように、防災組織相互の連絡調整体制の整備に努める。

(1) 情報連絡体制の明確化

情報伝達ルートの多重化、及び情報交換のための情報収集・連絡体制の窓口等の明確

化に努める。

(2) 勤務時間外での対応

相互間の情報収集・連絡の対応が勤務時間外でも可能なように、連絡窓口等体制の整

備に努める。

２ 防災関係機関との協力体制の充実

災害時に、県や防災関係機関と迅速かつ円滑な情報収集・連絡が行えるように、以下の

対策を進める。

(1) 情報交換

防災に関する情報交換を日頃から積極的に行って、防災組織相互間の協力体制の充実

に努める。

(2) 通信体制の総点検及び非常通信訓練の実施

災害時の通信体制を整備するとともに、毎年、通信体制の総点検及び非常通信訓練を

実施するよう努める。

３ 自衛隊との連絡体制の整備

地区を管轄する自衛隊と日頃から情報交換や訓練等を通して、連絡体制の整備を図る。

第６ 広域避難の受入れ

１ 方針

県外において災害が発生し、基本法の規定に基づき、被災都道府県から広島県に対して、

被災住民の受入れ要請があった場合に、円滑な受入れが行えるようにする。

２ 被災住民の受入れ

(1) 被災都道府県からの被災住民の受入れ要請を受けて広島県から被災住民の受入れにつ

いて、協議があった場合、市は、自らが被災するなどの被災住民を受け入れないことに

ついて正当な理由がある場合を除き、被災住民を受け入れるものとし、避難所を提供す

る。

(2) 市は、避難所を決定した場合、避難所を管理する者その他内閣府令で定める者に通知

するとともに、県に報告する。
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３ 被災住民の受入れが不要となった場合

市は、 県から受入れの必要がなくなった旨の通知を受けた場合、避難所を管理する者そ

の他内閣府令で定める者に通知する。

４ 県の支援

被災住民の受入れを行う場合において、市の受入体制が十分確保できない場合、市は、

県に対して支援要請を行う。
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第４項 公共施設の安全確保

活動方針

項目及び担当部課等

第１ 公共施設の防災機能強化

公共施設の整備又は改修を行う場合には、災害時に必要とされる機能に配慮して整備する。

第２ 公共施設の安全確保

各公共施設の管理者は、万一の災害に備え、防災訓練の実施や施設の安全対策を図るなど、

利用者等への万全な施策を講ずる。

第３ 庁舎点検及び来庁者安全確保に関する手順の検討

発災直後に庁舎が通常どおり使用できるかを迅速に判断できるよう、各施設所管課は庁舎

点検に関する手順を検討し、マニュアル化しておく。また、勤務時間内における災害では、

来庁者がいることが想定される。そこで、来庁者の安全確保を迅速・的確に行うため、その

手順を検討し、マニュアルを作成しておく。

災害時において、防災拠点となる公共施設が安全に使用できるよう、平常時より機能強

化、安全確保対策等を進める。

項目 担当部課等

第１ 公共施設の防災機能強化
各施設所管課

建設部 営繕課
第２ 公共施設の安全確保

第３ 庁舎点検及び来庁者安全確保に関する手順の検討
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第５項 避難体制の整備

活動方針

項目及び担当部課等

該当資料・様式

災害時における人的被害を軽減するため、避難者を速やかに安全な場所に誘導できるよ

う、平常時より、マニュアル・ハザードマップ・指定緊急避難場所等の周知徹底、住民の避

難行動に関する備えなどにより、避難体制の整備等を進める。

項目 担当部課等

第１ 避難情報等の発令・伝達マニュアルの作成・見直し 総務部 危機管理課

関係部課第２ ハザードマップの見直し及び周知

第３ 指定緊急避難場所等の指定・周知 総務部 危機管理課

健康福祉部 健康福祉総務課

関係部課第４ 指定緊急避難場所等の整備

第５ 避難路の選定 総務部 危機管理課

関係部課第６ 指定緊急避難場所等の開設・運営に関する備え

第７ 住民の避難行動に関する備え

総務部 危機管理課

産業部 観光課

健康福祉部 健康福祉総務課

消防本部

第８ 土砂災害警戒区域等における警戒避難体制の整備 総務部 危機管理課

第９ 福祉避難所の確保
総務部 危機管理課

健康福祉部 健康福祉総務課

第 10 帰宅困難者に関する対策
総務部 危機管理課

産業部 観光課

第 11 孤立集落に関する対策
総務部 危機管理課

第 12 離島に関する対策

第 13 動物愛護管理に関する対策 総務部 危機管理課

生活環境部 生活環境課

資料 指定緊急避難場所・指定避難所一覧

資料 福祉避難所一覧

資料 災害時における指定緊急避難場所としての使用に関する協定書（株式会社イズミ）

資料 避難所施設利用に関する協定書（市内の広島県立高等学校）

資料 福祉避難所の設置運営に関する協定書（インマヌエルホーム外２６施設）

資料 災害時における指定緊急避難場所としての使用に関する協定書（宮島旅館組合）

資料 災害時における避難誘導等に関する協定書（一般社団法人宮島観光協会及び宮島旅
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第１ 避難情報等の発令・伝達マニュアルの作成・見直し

避難情報等の発令・伝達マニュアルを作成・見直し、避難情報を発令する場合、災害の推

移によって区分し、それぞれ基準を定めておく。また、土砂災害警戒区域等、あらかじめ危

険が予想される地区について、避難情報の発令単位として事前に設定する。

第２ ハザードマップの見直し及び周知

浸水想定区域（河川氾濫、高潮）、津波災害警戒区域、土砂災害警戒区域・特別警戒区

域、揺れやすさ、液状化危険度、指定緊急避難場所、指定避難所等を含めて取りまとめたハ

ザードマップについて、適宜修正を行う。

作成したハザードマップ等を、配布、ホームページへの掲載その他の必要な措置を講じ、

住民等へ周知する。

第３ 指定緊急避難場所等の指定・周知

都市公園、市民センター、学校等の公共的施設等を対象に、地域の人口、誘致圏域、地

形、災害に対する安全性等及び想定される地震の諸元に応じ、その管理者の同意を得た上

で、災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所及び被災者が

避難生活を送るための指定避難所について、必要な数、規模の施設等をあらかじめ指定し、

住民への周知を図る。

指定緊急避難場所と指定避難場所は相互に兼ねることができるが、指定緊急避難場所と指

定避難所が相互に兼ねる場合においては、特定の災害においては当該施設に避難することが

不適当である場合があることを日ごろから住民等へ周知徹底するよう努めるものとする。

１ 指定緊急避難場所の指定

(1) 指定

被災が想定されない安全区域内に立地する施設等又は安全区域外に立地するが災害に

対して安全な構造を有し、想定される洪水等の水位以上の高さに避難者の受入れ部分及

び当該部分への避難経路を有する施設であって、災害発生時に迅速に避難場所の開設を

行うことが可能な管理体制を有するものを、洪水、崖崩れ、土石流及び地滑り、高潮、

地震、津波、大規模な火事等の災害の種類ごとに指定緊急避難場所に指定する。その

際、水害と土砂災害、複数河川の氾濫、台風等による高潮と河川洪水との同時発生等、

複合的な災害が発生することを考慮するよう努めるとともに、災害の想定等により必要

に応じて、近隣の市町の協力を得て、指定緊急避難場所を近隣市町に設ける。

また、指定緊急避難場所を指定したときは、県に通知するとともに、住民等へ周知を

図り、必要に応じて避難場所の開錠・開設を自主防災組織で担う等、円滑な避難のた

館組合）

資料 災害発生時における廿日市市と廿日市市内郵便局の協力に関する協定書（廿日市市

内郵便局）

資料 災害時における指定緊急避難場所としての使用に関する協定書（株式会社ユニマッ

ト リタイアメント・コミュニティ）
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め、自主防災組織等の地域のコミュニティを活かした避難活動を促進する。

(2) 指定基準（災害種別ごと）

ア 土砂災害

（ｱ） 避難を想定している建物（公園であれば敷地）が土砂災害警戒区域・特別警戒区

域外にある。

(ｲ) 避難を想定している建物（公園であれば敷地）が土砂災害警戒区域内にあるが、

建物の構造がＲＣ造・ＳＲＣ造で２階以上へ避難可能スペースがある。

イ 高潮

（ｱ） 避難を想定している建物が浸水想定区域外にある。

（ｲ） 避難を想定している建物が浸水想定区域内にあるが、避難可能なスペースが想定

浸水深以上の所にある。

ウ 洪水

（ｱ） 避難を想定している建物が浸水想定区域外にある。

（ｲ） 避難を想定している建物が浸水想定区域内にあるが、避難可能なスペースが想定

浸水深以上の所にあり、建物の構造がＲＣ造・ＳＲＣ造である。

（ｳ） 浸水想定がない河川については、市が把握する過去の災害履歴や地域の方から聞

いた危険箇所・災害履歴を掲載した「ぼうさいマップ」などから判断する。

エ 地震・津波（地震と津波は、同時に発生する可能性が高いことから、原則、両方の要

件を満たす場合について指定する。）

（ｱ） 建物が、新耐震基準（昭和 56 年）を満たしている。

（ｲ） 建物が海抜５ｍ以上の所にあり、かつ、浸水想定区域外にある。

（ｳ） 建物が海抜５ｍ以下にある又は、浸水想定区域内にあるが、建物の構造がＲＣ造・

ＳＲＣ造で、避難可能なスペースが想定浸水深（浸水想定がない場合は海抜 3.6ｍ）

以上の所にある。

２ 指定避難所の指定

(1) 指定

市民センター、学校等の公共的施設等を対象に、地域の人口、誘致圏域、地形、災害

に対する安全性等に配慮し、また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策等を踏

まえ、その管理者の同意を得た上で、避難者が避難生活を送るための指定避難所をあら

かじめ指定し、県に通知するとともに、平常時から指定避難所の場所、収容人数等につ

いて、住民等へ周知を図るものとする。

また、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホーム

ページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努めるものとする。

ア 指定避難所

指定避難所については、市は、被災者を滞在させるために必要となる適切な規模

を有し、速やかに被災者等を受け入れること等が可能な構造又は設備を有する施設

であって、想定される災害による影響が比較的少なく、救援物資等の輸送が比較的

容易な場所にあるものを指定する。
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なお、学校を指定避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であるこ

とに配慮する。避難所としての機能は応急的なものであることを認識の上、避難所

となる施設の利用方法等について、事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の

関係者と調整を図る。

高齢者、障がいのある人、外国人、妊産婦、乳幼児、病弱者等要配慮者が安心し

て避難生活が行えるよう、指定避難所への保健師の配置や社会福祉施設を活用する

などの対策を講ずる。

イ 福祉避難所

(ｱ) 指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な障害者等の要配慮

者のため、必要に応じて、福祉避難所として指定避難所を指定するよう努めるも

のとする。

(ｲ) 福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、施

設管理者と十分調整し、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられ

ており、また、災害が発生した場合において要配慮者が相談等の支援を受けるこ

とができる体制が整備され、主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が

可能な限り確保されるものを指定するものとする。

(ｳ) 福祉避難所について、受入れを想定していない避難者が避難してくることがな

いよう、必要に応じて、あらかじめ福祉避難所として指定避難所を指定する際

に、受入れ対象者を特定して公示するものとする。

(2) 指定基準（災害種別ごと）

指定避難所については、災害状況や気象状況、施設の状態を考慮しながら安全性を確

認して開設することから、原則、災害種別ごとの指定基準は設けないが、「地震・津波」

については、余震の可能性があり、その予測が困難なことや余震に伴う津波の発生が予

想されることから「地震・津波以外」と分けて指定する。｢地震・津波」の指定基準は、

指定緊急避難場所の「地震・津波」の指定基準に準ずる。

３ 協定等に基づく福祉避難所の設定

要配慮者の状態に応じて適切に対応することができるよう、協定等による福祉避難所の

設定を進めていく。

なお、協定等による福祉避難所のうち指定福祉避難所の基準に適合するものは、施設管

理者との協議の上、指定福祉避難所としての指定を検討する。

４ 指定緊急避難場所等の周知

災害時に的確な避難ができるよう指定緊急避難場所等については、次の方法等により住

民へ周知する。

(1) 「広報はつかいち」及び市ホームページへの掲載

(2) 防災訓練や自主防災組織の訓練等における周知

(3) 避難場所付近への避難場所の名称、方向等を示した誘導標識等の設置
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第４ 指定緊急避難場所等の整備

１ 建物の耐震化

建物の耐震化を推進するため、耐震診断を実施して問題のある建物に対しては、事業計

画等を立て、補強あるいは建て替え等、非構造部材を含めた耐震化を実施する。

２ 延焼診断機能の整備

指定緊急避難場所・指定避難所が、延焼火災に対して安全なように防火植樹を実施する。

また、校舎建設や新築校等を計画中のものについては、延焼防止に配慮した校舎の配置を

行う。

３ 液状化対策

液状化に対しては、地盤改良の実施を検討課題とする。当面は液状化の危険があること

を認識して利用する。

４ 施設・設備の整備

指定緊急避難場所等となる施設について、必要に応じて施設管理者と調整を行い、次の

施設・設備等の整備に努める。

(1) 換気、照明等避難生活の環境を良好に保つための設備

(2) 貯水槽、井戸、仮設トイレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、通信機器等

(3) 要配慮者にも配慮した施設・設備

(4) テレビ、ラジオ等被災者による災害情報の入手に資する機器

(5) 食料、飲料水、マスク、消毒液、常備薬、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物

資等（指定避難所又はその近傍で確保できるよう努める。）

(6) 必要に応じた指定避難所における家庭動物のためのスペースの確保

５ 要配慮者への配慮

自力での避難が困難な要配慮者のために、関連する施設について、想定する浸水深に対

して安全な構造にするなど、一時避難が可能となるよう配慮するものとする。

また、感染症対策や熱中症対策、良好な生活環境の確保のため、要配慮者の滞在スペー

スについて、避難所の空間配置等において計画することにより、適切に確保する。

６ 施設管理体制の整備

避難を実施するに当たり、平日休日の別、昼夜間を問わず施設が即時に利用可能である

ことが重要である。そのため、門、建物の鍵等の管理体制を施設・市・地区代表の間で明ら

かにし緊急時の対応策を検討する。また、避難に利用可能なエリアを明らかにし、避難者

の施設内誘導方法を検討しておく。

７ 指定緊急避難場所・指定避難所の周囲の整備

周囲に重量塀を用いている個所については、生け垣やフェンス等への転換を進める。ま

た、指定緊急避難場所・指定避難所の標識の整備を推進する。
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８ 指定管理者との役割の明確化

指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理者との間で事前に避難所運

営に関する役割分担等を定めるよう努める。

９ 専門家等との情報交換

避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、専門家等（医療職含む）との定期的

な情報交換に努める。

10 感染症対策

検温・消毒・換気の方法、避難者の配置等日頃から感染症を想定した避難所内の体制・

整備を検討しておく。

平常時から、指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感染症患者が

発生した場合の対応を含め、平常時から防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必

要な措置を講じるよう努めるものとする。

また、状況に応じて、国や独立行政法人等が所有する研究施設、ホテルや旅館等の活用

等を含めて可能な限り多くの避難所の開設に努めるものとする。

第５ 避難路の選定

１ 避難路の選定

避難路の選定に当たっては、土砂災害など地域の状況を十分考慮するとともに、住民参

加のワークショップ等を開催するなど、住民の意見を取り入れた避難路の選定を図る。そ

の際、水害と土砂災害、複数河川の氾濫、台風等による高潮と河川洪水との同時発生等、

複合的な災害が発生することを考慮するよう努める。

なお、避難路の選定の基準は、おおむね次のとおり。

(1) 避難路中の道路、橋梁及びトンネル等、道路施設自体の安全性や周囲の状況について

十分検討し、必要ならば適切な措置を講ずる。

(2) 避難路は、相互に交差しない。

(3) 避難路は、道路沿いに火災、爆発等の危険性の大きい工場等がない道路とする。

(4) 洪水、高潮等による浸水や土砂災害等も考慮し、海岸、河川及び急傾斜地沿いの道路

は、原則、経路として選定しない。

２ 避難路の整備

避難路の整備は、次のことを念頭に入れて整備すること。

(1) 避難誘導標識の整備を検討する。

(2) 土地区画整理事業や再開発事業の計画のなかで、避難に有効な道路としての機能を考

慮する。

第６ 指定緊急避難場所等の開設・運営に関する備え

１ 避難所開設・運営マニュアルの作成・見直し

災害時における避難所の開設及び運営を迅速に行うために、平常時から各避難所の設
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置・運営方法を十分理解した上で、地域住民及び施設管理者等と協力して、各避難所に適

した開設・運営マニュアルを作成しておくものとする。

避難所の運営体制を充実させるため、避難所運営マニュアルの作成に当たり、県から必

要な助言等を受けるものとする。

マニュアル作成後は、関係各課及び施設管理者に運営方法の習熟を図るとともに、必要

に応じてマニュアルの見直しに努める。

２ 指定緊急避難場所等の開設・運営に係る準備・訓練

大規模災害時において避難所運営が長期化する際は、避難所担当職員及び施設職員、自

治会長、自主防災組織会長等が協力して、避難所運営委員会を組織し、当該避難所を円滑

に運営を行う。

また、日頃から避難所開設・運営訓練を実施し、避難所の運営管理のために必要な資機

材の把握及び知識等の普及に努める。この際、市民等への普及に当たっては、市民等が主

体的に避難所を運営できるように配慮するよう努める。

なお、避難所として使用できる施設の範囲については、施設管理者と協議の上、事前に

決めておく。

新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備

え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施するものとする。

第７ 住民の避難行動に関する備え

１ 地域住民への周知

あらかじめ避難が長期化することを想定し、広報、防災訓練、地区の話し合いを通じ

て、災害時における避難行動を理解してもらうとともに、市が発令する避難情報について

も、地域住民の理解を得ておく。

ハザードマップ等の周知に際しては、住民が居住する地域の災害リスクや住宅の条件等

を考慮したうえでとるべき行動や適切な避難先を判断できるよう努めるとともに、安全な

場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、避難先として安全な親戚・知人宅等も

選択肢としてあること、警戒レベル４で「危険な場所から全員避難」すべきこと等の避難

に関する情報の意味の理解の促進に努める。

避難情報が発令された場合の安全確保措置としては、安全な場所へ移動する「立退き避

難」を原則とするものの、避難時の周囲の状況等により、安全な場所への移動を行うこと

がかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が判断する場合は、「緊急安全確

保」を行うべきことについて、市は、日頃から住民等への周知徹底に努める。

２ 消防団等による声掛けの検討

降雨時の避難の呼びかけは、雨音に遮られて聞き取りにくい場合があり、また、避難に

応じない人があることも考えられるため、消防団による戸別巡回や自主防災組織等による

声かけの検討を行う。

３ 地震・津波発生時における避難
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地震及び津波の発生時に、迅速に避難する必要があるが、車両による避難は渋滞を引き

起こすとともに、車両放置による避難路の封鎖が懸念されるため、原則として避難は徒歩

によることとし、このことの周知及び定着を図る。

４ 観光客、外国人等への対策

観光客、外国人等、地理に不案内な者に対する避難誘導の方法を検討する。

５ 実践的な避難訓練

土砂災害については、危険な急傾斜地から離れる方向に速やかに避難する訓練を行うな

ど、実践的な避難訓練の実施に努める。

６ 避難行動要支援者への支援

個別避難計画の策定や災害時の避難支援活動を推進するため、平常時からの地域におけ

る避難行動要支援者と避難支援団体との関係性の構築や見守りの体制づくりを支援する。

また、避難行動要支援者及びその家族に防災パンフレット等の配布や避難訓練への参加

を促すことにより、災害に対する基礎的知識、家庭での予防・安全対策等の理解を深め、

災害発生時にとるべき行動の理解に努める。

７ 誘導標識の整備

指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本産業規格に基づく災害種

別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所であるかを明示するよう努

める。また、災害種別一般図記号を使った避難場所標識の見方に関する周知に努める。

８ 多数の人が集まる施設の避難計画の作成等

学校、保育園、工場、駅等多数の人が集まる施設の設置者又は管理者等は、市長が避難

情報を発令した場合、関係者を速やかに安全な場所へ避難させる責務を有するため、あら

かじめ、必要に応じて外部の専門家や地域の協力者を求め、避難先、経路を選定し、災害

の形態に応じた避難計画を作成し、訓練の実施に努める。

また、学校・保育園にあっては園児・生徒を保護者に引き渡す手順について定めてお

く。

第８ 土砂災害警戒区域等における警戒避難体制の整備

土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）に基づき、県知事から指定

を受けた土砂災害警戒区域等において災害を未然に防止するため、次のとおり必要な警戒避

難体制の整備を図る。

また、基礎調査の結果、土砂災害警戒区域に相当することが判明した区域についても、土

砂災害警戒区域等に準じて警戒避難体制の整備を図るよう努める。

１ 住民への周知

土砂災害警戒区域内の住民に対して、円滑な警戒避難を確保する上で重要な事項を広く

周知する。
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２ 避難方法等の検討

ワークショップ等で地域の意見を聞きながら、避難経路として適さない区間、土石流等

のおそれがある区間から避難する際の避難方向等を選定し、ハザードマップ等で周知す

る。

３ 避難行動等に関する事前周知

(1) 前兆現象等の異常を感じたとき、又は市から「自主避難」の呼びかけがあった場合に

避難する避難場所を事前に決めておくよう周知する。

(2) 市から避難情報が発令された場合は、安全な場所へ移動する「立退き避難」を行う。

避難の猶予がない場合は、近隣の強固な建物の上層階へ避難する「緊急安全確保」な

ど、身を守る行動について事前に周知する。

第９ 福祉避難所の確保

要配慮者及び災害発生後支援が必要となった者に対応するために、日頃から設置法人又は

管理者と調整の上、福祉避難所として指定することの了解を得て指定する。

また、災害時に要配慮者等を迅速に収容できるよう、福祉避難所となる管理者と収容の手

順や運営上の留意点を事前から検討し、マニュアル化しておく。さらに、手順等の確認を目

的に訓練等で動きを確認しておく。

第 10 帰宅困難者に関する対策

災害発生時に、公共交通機関が運行を停止し、自力で帰宅することが困難な帰宅困難者が

大量に発生する場合に備えて、市は、市民や企業等に対し、「むやみに移動を開始しない」

という基本原則や、従業員等が一定期間事業所内に留まることができる備蓄の必要性等の周

知を図る。また、必要に応じて、一時滞在施設の確保等に努める。

第 11 孤立集落に関する対策

災害発生時において、道路が寸断されるなどの被害が生じた場合、集落が孤立することが

考えられるため、孤立が想定される集落の把握や次の対策の推進に努める。

(1) 住民に対する水や食糧の備蓄の啓発

(2) 情報通信手段の確保

(3) 救助、救援体制の確立

第 12 離島に関する対策

宮島地域は、災害時において船舶の運行停止や桟橋の被災などにより島全体が孤立するこ

とが考えられるため、離島の特性に応じて次の対策の推進に努める。

(1) 住民や事業者に対する水や食糧備蓄の啓発

(2) 情報通信手段の確保

(3) 救助、救援体制の確立

第 13 動物愛護管理に関する対策

災害発生時には、放浪・逸走動物（特定動物を含む。）や負傷動物が多数生じると同時に、
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多くの動物が飼い主とともに指定緊急避難場所等に避難してくることが予想される。

動物愛護管理の観点から、これらの動物の保護や適正な飼養に関し、関係機関と連携を図

りながら、犬や特定動物による人への危害防止や被災動物の保護・受入れ等に係る体制の整

備に努める。

また、災害時の対応は飼い主による「自助」を基本とし、飼い主に対して、所有者明示の実

施や指定緊急避難場所等での適正な飼養のための準備等（動物用避難用品の確保、しつけ、

健康管理、不妊・去勢手術等）の周知を図る。

さらに、指定緊急避難場所等における家庭動物の受入れや適正な飼養方法について、平常

時に担当部局や運営担当（施設管理者など）と検討や調整を行う。飼い主に対しては、所有

者明示の実施や指定緊急避難場所等での飼養についての準備等の周知を図る。
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第６項 要配慮者及び避難行動要支援者対策

活動方針

項目及び担当部課等

該当資料・様式

第１ 要配慮者に配慮した環境整備

１ 災害多言語支援センターの活用

市は、「警戒レベル４避難指示」が発令された場合、その他、（公財）ひろしま国際セン

ターと県の協議により、「災害多言語支援センター」が設置された際は、災害関連情報の

多言語での発信や、避難所での通訳支援等の積極的な活用に努める。

２ 地域における環境整備

市は、指定緊急避難場所、指定避難所、避難路の指定に当たっては、地域の要配慮者の

実態に合わせ、安全性や利便性に配慮する。

また、災害時において要配慮者が避難しやすいように、避難場所等の案内板の設置や、

「やさしい日本語（普段使われている日本語をより簡単な言葉に言い換える等して、外国

人のほか、子どもや高齢者などにも分かりやすく伝えられる言葉）」あるいは外国語の付

記などの環境づくりに努めるとともに、災害等に対し的確な対応が可能となるよう、気象

情報や災害情報等を伝達するための施設整備に努めるなど、伝達体制の拡充に努める。

３ 社会福祉施設、病院等の新規開発

高齢者、障がいのある人、外国人、妊産婦、乳幼児、病弱者等は、災害時には自らが適

切な行動がとりにくく被害を受けやすい「要配慮者」といえる。中でも、要配慮者のうち、

災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者で

あって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要する者を「避難行動要

支援者」と位置付け、地域ぐるみの支援体制づくりを推進するとともに、要配慮者への配

慮を行った施設や環境の整備を行う。

項目 担当部課等

第１ 要配慮者に配慮した環境整備

健康福祉部

健康福祉総務課、障害福祉

課、こども課、高齢介護課、

地域包括ケア推進課

第２ 社会福祉施設、病院等における対策

第３ 在宅の避難行動要支援者対策

第４ 要配慮者への啓発・防災訓練

第５ 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用

施設の避難体制

資料 災害リスク区域内の要配慮者利用施設
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市は、新たな都市開発を行う際には、社会福祉施設、病院等の配置について、 土砂災害警

戒区域や浸水の危険性の高い土地等への設置をできるだけ回避するとともに、指定緊急避難

場所、指定避難所、避難路との位置関係を考慮する。

第２ 社会福祉施設、病院等における対策

１ 組織体制の整備

市は、社会福祉施設、病院等の経営者等に対し、災害発生時において施設利用者等の安

全を確保するための組織体制の整備を指導する。

また、自主防災組織や事業所等の防災組織の整備及び指導を通じ、それら防災組織と社

会福祉施設、病院等との連携を図り、施設利用者等の安全確保対策に関する協力体制を構

築する。

２ 避難体制の整備

市は、社会福祉施設や病院等による避難場所の確保や避難場所への搬送の協力依頼機関

（消防等）の確保が被災時に困難となる場合に備え、関係機関（他市町、県関係団体等）

と連携し、被災施設入所者の避難先の確保等の体制整備を行う。

要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、介護保険法関係法令等に基づき、自然災害か

らの避難を含む非常災害に関する具体的計画（避難経路や避難誘導に係る役割分担、フロ

ーチャート等具体的な避難計画を含む）を策定する。

なお、市は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等につい

て、定期的に確認するよう努める。

また、市は、当該施設の所有者又は管理者に対して、必要に応じて、円滑かつ迅速な避

難の確保を図るために必要な助言等を行うものとする。

３ 施設・設備等の整備

市は、社会福祉施設、病院等の管理者等に対し、施設の耐震性・安全性の向上に努める

よう指導する。

また、社会福祉施設等の新規整備について、土砂災害警戒区域や浸水の危険性の高い土

地等への設置をできるだけ回避するとともに、やむを得ず設置する場合には、避難体制の

確立、建築物等の耐震化、情報通信施設の整備等を指導する。

社会福祉施設、病院等の管理者等は、災害発生後の施設入所者の生活維持に必要な物資

及び防災資機材の整備に努める。

病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設の管理者は、発災後７

２時間の事業継続が可能となる非常用電源を確保するよう努める。

第３ 在宅の避難行動要支援者対策

１ 組織体制の整備

市は、連携して在宅の避難行動要支援者を把握し、自主防災組織や事業所等の防災組織

の整備及び指導を通じ、 地域全体で避難行動要支援者の避難誘導、情報伝達、救助等の
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体制づくりに努める。

２ 通報体制の整備

市は、緊急通報装置設置、ファックス設置を通じ、在宅の避難行動要支援者、特に聴覚

障害者等情報入手が困難な者の安全を確保するための緊急時の通報体制の整備に努める。

３ 情報伝達体制の整備

市は、避難行動要支援者の実態把握に努めるとともに、速やかな救助・避難を行うた

め、避難行動要支援者に関する情報を迅速・的確に災害現場へ提供する。

４ 環境の整備

市は、避難行動要支援者が災害時に安全に避難できるよう歩道の拡幅、段差の解消、点

字案内板の設置など、環境の整備に努める。

５ 防火器具等の普及・啓発

市は、在宅の避難行動要支援者の安全性を高めるため、防火器具や防火製品の普及・啓

発に努める。

６ 避難行動要支援者名簿

(1) 名簿の作成

市は、防災担当部局や福祉担当部局など関係部局との連携の下、平常時より避難行動

要支援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿を作成する。

① 避難行動要支援者名簿の範囲

避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲は次のとおりとする。

ア 身体障害者手帳（視覚・聴覚・１級から３級までの肢体不自由）の交付を受けて

いる人

イ 療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

ウ 70歳以上の一人暮らしの人又は70歳以上のみの世帯

エ 介護保険の要介護３以上の人

オ 難病疾病がある人

カ その他、避難支援が必要と認められる人

② 避難行動要支援者名簿に必要な情報

市は、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

ア 氏名

イ 性別

ウ 生年月日

エ 住所

オ 電話番号

カ 避難支援事由（介護認定の有無、障がいの有無）
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キ 個別避難計画策定状況

(2) 名簿の更新

原則として、年１回は避難行動要支援者名簿の追加、更新等を行うとともに、適宜、

本人又は関係者の届出により最新の情報に更新する。

(3) 名簿情報の管理

市は、避難行動要支援者名簿について、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても

活用に支障が生じないよう適切な管理に努める。

避難行動要支援者名簿の提供に関しては、避難支援等関係者が適切な情報管理を図る

よう、次に掲げる措置を講ずる。

① 避難行動要支援者名簿は関係機関共有方式とし、避難支援等関係者に限り提供す

る。

② 避難行動要支援者名簿を提供する場合は、個人情報の取扱について記した協定書を

取り交わし、守秘義務を確保する。

(4) 避難支援等関係者等への名簿情報の提供

市は、次に掲げる避難支援等関係者に対し、原則、個人情報の取扱いに関する協定書

を締結した上で、避難行動要支援者名簿情報を提供する。ただし、特別の定めがある場

合を除き、名簿情報を提供することについて、本人の同意が得られていない場合は、こ

の限りでない。

なお、名簿情報を提供することにより、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支

援者の避難支援体制の整備に努める。その際、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置を

講ずるものとする。

① 一定地域の住民によって組織される町内会・自治会や区、コミュニティ

② 市内の各自主防災組織

③ 廿日市市社会福祉協議会

④ 廿日市市民生委員児童委員協議会

⑤ 廿日市市消防団

⑥ 廿日市警察署

⑦ その他市長が情報提供することが適当であると認めた団体

(5) 個別避難計画書の策定

ア 市は、地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担当部局など関係部局の連携の

下、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民等の避難支援等に携わる関係者

と連携して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難

計画を作成するよう努めるものとする。

イ 個別避難計画は、避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマップの見直しや更新、

災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新す

るとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、計画の活用に支障が生じ

ないよう、個別避難計画情報の適切な管理に努めるものとする。

ウ 作成した個別避難計画は、避難行動要支援者本人及び避難支援等実施者の同意、又
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は、当該市町の条例の定めがある場合には、あらかじめ都道府県警察、民生委員・児童

委員、社会福祉協議会、自主防災組織など避難支援等に携わる関係者に対し、提供す

るとともに、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制

の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等に努める。その際、個別避

難計画情報の漏えいの防止等必要な措置を講じるものとする。

エ 市は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避難支援等

が円滑かつ迅速に実施されるよう、平常時から、避難支援等に携わる関係者への必要

な情報の提供、関係者間の事前の協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必要

な配慮をするものとする。

オ 市は、個別避難計画が作成されている避難行動要支援者が居住する地区において、

地区防災計画を定める場合は、地域全体で避難が円滑に行われるよう、個別避難計画

で定められた内容を前提とした避難支援の役割分担及び支援内容を整理し、両計画の

整合が図られるように努め、また、訓練等により、両計画の整合及び一体的な運用が

図られるよう努めるものとする。

カ 市は、福祉避難所の公示を活用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事

前に調整の上、個別避難計画等を作成し、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉

避難所へ直接避難することができるよう努めるものとする。

第４ 要配慮者への啓発・防災訓練

１ 防災知識等の普及啓発

市は、要配慮者及びその家族に対し、防災パンフレット等の配布により災害に対する基

礎的知識、家庭での予防・安全対策等の理解を深めるとともに、地域の防災訓練等への積

極的な参加の呼びかけを行うなど、災害発生時にとるべき行動等、防災に対する理解を深

めるよう啓発に努める。

また、市は、地域で生活する外国人に対し、「やさしい日本語」あるいは外国語の防災

パンフレットの配布、防災標識等への付記などの対策を推進するよう努める。

２ 防災訓練

市は、要配慮者を想定した、避難誘導、情報伝達などの訓練に努める。

第５ 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の避難体制

１ 避難確保計画の作成

地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者

は、水防法、土砂災害防止法及び津波防災地域づくりに関する法律に基づき、水害や土砂

災害が発生する場合における施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な

防災体制や訓練などに関する事項を定めた「避難確保計画」を作成する。

２ 避難確保計画の作成・変更に関する市長への報告

要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、水防法、土砂災害防止法及び津波防災地域づ
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くり法に基づき、「避難確保計画」を作成・変更したときは、遅滞なくその計画を市長へ報

告する。

３ 避難訓練

要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、作成した「避難確保計画」に基づいて、避難

訓練を行わなければならない。

要配慮者利用施設から避難訓練の実施に関する協力依頼があった場合は、関係各課が連

携して支援する。
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第７項 住宅対策

活動方針

項目及び担当部課等

該当資料・様式

第１ 被災宅地危険度判定における実施体制の整備

発災時に被災宅地危険度判定が円滑かつ適正に実施できるよう、判定士等の養成、登録、

判定資機材の備蓄、情報連絡網の整備・更新、後方支援の体制の整備等、実施体制の充実並

びに判定士の技術力の保持・向上に努める。

第２ 応急仮設住宅建設予定地の選定

応急仮設住宅の建設場所のために、あらかじめ公有地を把握・選定するよう努める。

なお、学校の敷地を応急仮設住宅の用地等として定める場合には、学校の教育活動に十分

配慮する。

第３ 公営住宅等のあっせんを打診する住宅のリスト作成

被災者用の住居として利用可能な公営住宅や空家等の把握に努め、災害時に迅速に斡旋を

打診できるよう、住宅についてリストを作成しておく。

災害時において、二次災害を防止するため、被災宅地危険度判定を迅速に行えるよう、

平常時より体制整備等の準備を進める。また、災害により自宅が被害を受けた者に対し

て、応急仮設住宅の供与や公営住宅等の提供が迅速に行えるよう、平常時より準備を進め

る。

項目 担当部課等

第１ 被災宅地危険度判定における実施体制の整備 建設部 建設総務課

第２ 応急仮設住宅建設予定地の選定
建設部 住宅政策課

第３ 公営住宅等のあっせんを打診する住宅のリスト作成

資料 応急仮設住宅建設候補地

資料 公園一覧表
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第８項 消防体制の整備

活動方針

項目及び担当部課等

該当資料・様式

第１ 消防施設・設備等の整備

「廿日市市消防計画」による。

第２ 消防活動体制の整備

市は、次の事項について、あらかじめ消防体制を整備しておく。

(1) 災害発生直後の消防職（団）員の初動体制、初期消火活動の実施計画を定める。

(2) 災害発生直後に、住民に対して出火防止及び火災の延焼状況等を迅速に広報するた

め、広報の要領、広報班の編成について定める。

(3) 災害発生直後の火災を早期に発見するとともに、防火水槽の破損及び道路の通行状況

等を迅速に把握できるよう情報収集の体制を定める。

(4) 災害発生時には、水道管の破損や停電等による長期間の給水停止が想定されることか

ら、防火水槽や耐震性貯水槽の設置等を推進するほか、河川、池、水路等の自然水利を

積極的に活用するため、取水場所の整備等を行い、消防水利の多元化を図る。

(5) 救助工作車、救急車、照明車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材

及び消防ポンプ自動車等の消防用機械・資機材の整備に努める。

(6) 緊急消防援助隊の充実強化を図るとともに、県及び防災関係機関との連携による実践

的な訓練の実施に努める。

(7) 大規模・特殊災害に対応するための高度な技術・資機材を有する救助隊の整備の推進

に努める。

第３ 危険物等災害への備え

災害の発生に備え、関係法令の遵守に努める一方、市は事業所等に対して、必要な助言指

導を行う。

災害時において、消防活動を迅速に行うために、平常時より、施設・設備等の整備や体

制整備等の準備を進める。

項目 担当部課等

第１ 消防施設・設備等の整備

消防本部第２ 消防活動体制の整備

第３ 危険物等災害への備え

資料 消防機械配置一覧表

資料 消防施設一覧表

資料 消防水利の状況を把握できる資料

資料 管径別消火栓一覧表、配置図
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第９項 水防体制の整備

活動方針

項目及び担当部課等

該当資料・様式

第１ 水防施設・設備等の整備

主要河川の沿岸、その他重要水防区域、注意箇所等の適地に水防倉庫を設置し、水防活動

に必要な土のう袋、スコップ、掛矢等の水防資機材を備蓄するとともに、毎年資機材の整備

を実施する。

第２ 水防体制の確立

「廿日市市水防計画」による。

警戒段階及び発災段階において、水防活動を迅速に進めるため、平常時より、施設・設

備等の整備や体制整備等の準備を進める。

項目 担当部課等

第１ 水防施設・設備等の整備 建設部 建設総務課、維持管理課、下水道経営

課、下水道建設課

各支所
第２ 水防体制の確立

資料 水防注意箇所（河川）

資料 水防注意箇所（ため池）

資料 調整池一覧表

資料 水防資機材保管一覧表

資料 雨水ポンプ場・雨水調整池一覧表



第２章 第４節 第１０項

76

第１０項 救急・救助体制の整備

活動方針

項目及び担当部課等

第１ 救急・救助体制の確立

災害時には、建物の倒壊、看板等の落下、浸水等により多数の救助・救急事故の発生が予

想される。また、吉和地域については、豪雪等により、宮島地域については、台風等の波浪に

より孤立状態に陥る可能性があり、こうした事態の中で、重篤な救急患者等が発生すること

も予想される。このため、災害時の救助・救急事故に対処できるよう次の対策を講ずる。

(1) 関係機関と連携しながら、救急隊の配備や、必要な資機材の充実整備等、救助・救急

体制の整備に努める。

(2) 高規格救急車の整備及び救急救命士の養成に努め、救急体制の確立を図る。

災害時において、救急・救助活動を迅速に行うために、平常時より、体制整備等の準備

を進める。

項目 担当部課等

第１ 救急・救助体制の確立 消防本部
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第１１項 医療救護体制の整備

活動方針

項目及び担当部課等

該当資料・様式

第１ 応急医療体制の整備

医師会等との間において、災害時における連絡方法（災害時優先電話、その他情報通信設

備の整備）及び連絡内容（病院施設の被害、医療救護班の派遣の有無、医薬品・医療資機材調

達の有無、後方医療機関への搬送の有無など）を事前に確認し、災害時に迅速に連携できる

体制を整備しておく。

また、災害拠点病院及び災害時協力病院において初期救急医療が行えるよう、保健所、災

害拠点病院及び災害時協力病院と連携を密にする。

第２ 資機材の供給体制の確立

災害時に必要とする医薬品、衛生材料、血液等の調達について、関係機関の協力のもとに

必要量の供給体制の確立に努める。

第３ 市民に対する応急手当知識等の普及

市民に対して、応急手当に関する知識と技術の普及に努める。

災害時には、洪水、建物の倒壊、窓ガラス、看板などの落下等により多数の負傷者の発

生が予想される。また、同時に医療機関においても医療機能の低下が予想される。さらに、

吉和地域においては、豪雪等により、宮島地域においては、台風等の波浪により孤立状態

に陥る可能性もある。このため、災害時に医療救護・助産活動が円滑に遂行できるよう、

事前に対策を講ずる。

項目 担当部課等

第１ 応急医療体制の整備 健康福祉部

健康福祉総務課第２ 資機材の供給体制の確立

第３ 市民に対する応急手当知識等の普及 消防本部

資料 廿日市市内医療機関一覧表

資料 災害拠点病院一覧表、配置図

資料 災害時の医療救護活動に関する協定書（一般社団法人佐伯地区医師会）

資料 災害時における施設の利用に関する覚書（日本赤十字広島看護大学）
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第１２項 遺体の処理・埋火葬の体制整備

活動方針

項目及び担当部課等

第１ 捜索収容班編成に対する備え

行方不明者の捜索及び遺体の収容に対しては、捜索収容班を編成することとしているが、

捜索収容班として想定する者を事前に指定し、安否確認方法の手順を事前にマニュアル化し

ておく。また、警察・消防・海上自衛隊・海上保安部等との連携体制を構築しておく。

第２ 検案班編成に対する備え

遺体の検案を行うに際して、医師会及び関係医療機関の協力に基づき、検案班を編成する

こととしているが、検案班が処理すべき事項・手順を事前にマニュアル化しておく。また、

医師会及び関係医療機関等との連携体制を構築しておく。

第３ 民間事業者との協定締結

棺、ドライアイス等遺体の処理、埋葬に必要なものが迅速に確保できるよう、あらかじめ

調達業者を把握するとともに、業者との間で協定の締結を進める。

第４ 遺体安置所の選定

大規模災害時においては多くの身元不明の遺体が発生することが予想されるため、平常時

から遺体安置所（寺院・公共施設等）を確保・選定しておく。

災害によって行方不明者又は死傷者が多数発生した場合において、行方不明者の捜索及

び遺体の収容、遺体収容所の開設、処理及び火葬等を迅速に行えるよう、平常時より捜索

収容班・検案班等の編成、事業所との協定締結等の準備を進める。

項目 担当部課等

第１ 捜索収容班編成に対する備え

健康福祉部

生活福祉課

第２ 検案班編成に対する備え

第３ 民間事業者との協定締結

第４ 遺体安置所の選定
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第１３項 重要道路確保・輸送体制の整備

活動方針

項目及び担当部課等

該当資料・様式

第１ 重要道路の指定・追加

災害発生初期には、救急・救助要員や被災者の搬送、救援物資の輸送等において陸上輸送

が主力となる。そのため、災害発生時の緊急啓開体制を迅速に行うよう、平常時から重要道

路を以下の基準に基づき指定・追加する。

(1) 消火活動、救出活動上重要な道路

(2) 緊急医療上重要な道路（基幹病院への道路、広域医療搬送に必要な道路、後方搬送ヘ

リポートに通じる道路）

(3) 緊急救援物資の輸送上重要な道路

(4) 広域応援受入れ上必要な道路

第２ 重要道路の緊急啓開・復旧体制の充実

災害時において、道路啓開を実施する路線の選定、優先順位について関係機関と連携をと

災害時において、人員及び物資の輸送は応急対策活動の基幹となるもので、より迅速に

重要道路を確保し、輸送車両を調達することが重要となる。そのため、平常時より、重要

道路の啓開・復旧体制の充実等を図り、緊急輸送車両の事前届出等の準備を進める。

項目 担当部課等

第１ 重要道路の指定・追加 建設部 建設総務課、維持管理課

消防本部第２ 重要道路の緊急啓開・復旧体制の充実

第３ 重要道路沿いの建築物に対する耐震化の促進 建設部 建築指導課

第４ 輸送車両等運用・調達計画の策定

総務部 総務課第５ 緊急通行車両等の事前届出

第６ 民間車両等の協定締結

第７ ヘリコプター離発着体制の整備 消防本部

資料 災害対策車両協力依頼先一覧

資料 陸上建設機械等一覧表

資料 臨時ヘリポート設置箇所一覧表

資料 災害時等における車両提供に関する協定書（吉和神楽団）

様式 緊急通行車両等事前届出書

様式 規制除外車両事前届出書
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り、選定基準を設けてあらかじめ定めておく。

また、関係機関及び関係業界が迅速かつ的確な協力体制を確立して道路啓開の作業が実施

できるよう、道路啓開に関する協力協定の締結を図り、協力関係の強化を図る。

第３ 重要道路沿いの建築物に対する耐震化の促進

広島県耐震改修促進計画により、沿道建築物の耐震診断を義務付ける緊急輸送道路を指定

する等を踏まえ、廿日市市耐震改修促進計画（第３期計画）により、緊急輸送道路沿道建築

物の耐震化対策を推進する。

第４ 輸送車両等運用・調達計画の策定

災害時における輸送車両等の運用計画又は調達計画をあらかじめ策定する。本計画には、

車両、船舶等及びそれらの燃料等の調達先を明確にしておき、人員及び物資等の輸送手段を

確保するとともに、救援物資輸送拠点を選定する。

第５ 緊急通行車両等の事前届出

１ 緊急通行車両

災害対策基本法第50条第１項に規定する災害応急対策を実施するために使用するもの

で、①市が保有する車両、②市との契約等により常時市等の活動のために使用される車

両、③市が災害発生時等に他の関係機関・団体等から調達する車両について、次のとお

り、緊急通行車両の事前届出を行い、交通規制がなされた場合でも円滑に通行できるよう

にしておく。

(1) 事前届出者

事前届出を行うことができる者は、当該車両を使用して行う業務について責任を有す

る者又は代行者

(2) 事前届出先

当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署

(3) 事前届出に必要な書類

① 当該車両の自動車検査証の写し（１通）

② 契約等により災害応急対策等に従事する車両にあっては当該車両を使用して行う業

務内容を証明する書類（指定行政機関等の上申書、輸送協定書、覚書等）

③ 緊急通行車両等事前届出書（車両１台につき２通）

２ 規制除外車両

民間事業者等による社会経済活動のうち、大規模災害発生時に優先すべきものに使用さ

れる車両である規制除外車両について、(1) の事前届出対象車両に該当する事業者等に対

して、事前届出を促す。

(1) 事前届出の対象車両

① 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両（自宅から勤務地への通勤利用を除

く。）
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② 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する当該企業が使用する車両

③ 患者等を搬送する車両（ストレッチャー又は車椅子等を固定して搬送することが可

能な車両）

④ 建設用重機

⑤ 道路啓開作業車両

⑥ 重機輸送用車両（建設用重機と同一の使用者に限る。）

(2) 事前届出先

当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署

(3) 事前届出に必要な書類

① 規制除外車両事前届出書

② 自動車検査証の写し

③ (1) ①の場合、医師・歯科医師免許又は使用者が医療機関等であることを確認で

きる書類

④ (1) ②の場合、使用者が医薬品、医療機器、医療資材等の製造者又は販売者であ

ることを確認できる書類

⑤ (1) ③の場合、車両の写真（ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認で

きるもの）

⑥ (1) ④、⑤、⑥の場合、車両の写真（ナンバープレート及び車両の形状が確認で

きるもの。⑥は重機を積載した状況のもの）

第６ 民間車両等の協定締結

応急対策を実施する上で、土木建設業者、トラック協会、旅客輸送機関（バス会社など）

等民間の所有する車両が必要になる活動について検討し、車両計画を作成する。総務課は、

その計画を取りまとめ、配車計画を作成するとともに、民間業者との間で車両調達協力協定

の締結を進める。また、この協定の締結と同時に、民間業者に対し、緊急通行車両等の事前

届出について指導する。

同時に、それに伴う燃料についても、ガソリンスタンド等民間業者との間で協力協定の締

結を進める。

第７ ヘリコプター離発着体制の整備

緊急時のヘリコプター離発着場を平常時から確保しておくとともに、自衛隊等防災関係機

関等が指定するヘリコプター離発着場予定地を把握し、市民への周知、障害物の除去等に努

める。
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第１４項 給水体制の整備

活動方針

項目及び担当部課等

該当資料・様式

第１ 給水に関する安定性の向上

災害時に備えて、水道施設の耐震性の向上や、応急給水拠点の整備等水道システム全体の

安定性の向上に努める。

第２ 応急復旧体制の整備

医療機関や社会福祉施設等、早急に応急復旧の必要な施設等をあらかじめ把握し、緊急

度・優先度を考慮した応急復旧順序等についても検討しておく。

第３ 応急給水体制の整備

１ 給水能力の把握

あらかじめ市内水道施設の災害時の応急給水を考慮し、予備水源等緊急時に確保できる

水量・水質について調査し、把握しておく。

２ 給水用資機材の整備

必要に応じ、給水車、給水タンク、ポリ容器等の給水用資機材の整備に努める。

３ 迅速な緊急対応体制の確立

他市町等からの受援も想定した応急給水及び応急復旧の手順や方法等を明確にした計画

を策定するとともに、訓練を実施する。特に、災害拠点病院や災害時協力病院、透析医療

機関、災害拠点精神科病院など優先的に給水が必要な施設の状況を考慮する。

４ 井戸水の活用

災害時において、被災者に対して飲料水を確保するために、平常時より、水道施設の耐

震化や給水体制の整備等の準備を進める。

項目 担当部課等

第１ 給水に関する安定性の向上

広島県水道広域連合企業団廿日

市事務所 業務課、工務維持課

第２ 応急復旧体制の整備

第３ 応急給水体制の整備

第４ 広域応援体制の整備

資料 災害時における救援物資の提供協力に関する協定書（株式会社伊藤園）

資料 日本水道協会広島県支部水道災害相互応援対策要綱（日本水道協会）
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中央市民センター及び平良市民センターの２カ所において整備された井戸について、災

害時の生活用水としての活用方法を検討する。

第４ 広域応援体制の整備

水道施設の復旧及び給水車等による応急給水等について、日本水道協会広島県支部の正会

員及び広島県広域連合企業団の各事務所等の相互間で行う応援体制を整備している。
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第１５項 食料・生活必需品供給体制の整備

活動方針

項目及び担当部課等

該当資料・様式

第１ 食料・生活必需品等の備蓄

各家庭・企業は、食料・飲料水及び生活必需品について、３日分程度を備蓄し、自らの身の

安全は自らで守るよう努める。

市は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、携帯ト

イレ、簡易トイレ、常備薬、マスク、消毒薬、段ボールベッド、パーテーション、炊き出し

用具、毛布等避難生活に必要な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要

な物資等の備蓄に努めるとともに、備蓄品の調達に当たっては、要配慮者、女性、子供にも

配慮する。

また、円滑な応急対策を行うために必要な物資及び資機材を備蓄するよう努める。

さらに、家庭・企業に対して、備蓄に関する啓発を行う。

第２ 緊急調達体制の確立

災害時における応急救助物資及び食料・生活必需品等に対して、備蓄物資のみでは不足す

ることを想定し、大手スーパーやコンビニ等民間流通業者等と協力協定の締結に努める。ま

災害時において、被災者に対する食料や生活必需品の確保・供給が迅速に行われるよ

う、平常時より、備蓄、調達体制の確立、物流体制の整備等の準備を進める。

項目 担当部課等

第１ 食料・生活必需品等の備蓄
総務部 危機管理課

生活環境部 市民課

第２ 緊急調達体制の確立 生活環境部 市民課

健康福祉部 健康福祉総務課第３ 物流体制の整備

第４ 物資調達・輸送調整等支援システムの活用

総務部 危機管理課

生活環境部 市民課

健康福祉部 健康福祉総務課

資料 備蓄計画

資料 災害時における提供協力に関する協定書（株式会社アペックス西日本）

資料 災害時における食料・生活必需品の緊急調達及び供給の協力に関する協定（株式会

社イズミ）

資料 災害時における避難所等への食糧供給に関する協定書（越智製パン株式会社）

資料 災害時における生活関連物資の供給等に関する協定書（生活協同組合ひろしま）
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た、年１回、協定先担当者と供給可能な数量、保管場所、物資集積拠点等への配送、その他調

達する際の留意点等について確認に努める。

第３ 物流体制の整備

物資の集積拠点を事前に決めておくとともに、災害時の救援物資に関する仕分け・管理・

避難所等への配送の方法について事前に決めておく。

その際、民間物流業者等との協力協定の締結も検討するとともに、年１回、協定先担当者

と作業手順や留意点等の確認に努める。

また、災害時の体制整備を確立するため、上記の内容を踏まえ、危機管理課と連携して、

市民課は食料の調達・配分マニュアル、健康福祉総務課は生活必需品の調達・配分マニュア

ルを作成するとともに、調達から集積拠点での仕分け・管理、避難所等への配送など一連の

手順を確認するため、図上訓練等を実施する。

第４ 物資調達・輸送調整等支援システムの活用

市は、国が構築する物資調達・輸送調整等支援システム等を活用し、あらかじめ、備蓄物

資や物資拠点の登録に努めるものとし、大規模な災害発生のおそれがある場合は、事前に物

資調達・輸送調整等支援システムを用いて備蓄状況の確認を行うとともに、あらかじめ登録

されている物資の輸送拠点を速やかに開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や

開設手続を関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援のための準

備に努める。

また、平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段の確認を行うとともに、災

害協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うよう努める。
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第１６項 防疫・保健衛生体制の整備

活動方針

項目及び担当部課等

第１ 防疫体制の確立

災害発生時には、感染症患者等の発生が予測されるため、次の事項を内容とする防疫体制

の確立を図る。

(1) 感染症患者の医療体制の確立

(2) 消毒体制の確立

(3) 感染症等に関する知識の普及

第２ 防疫用薬剤等確保体制の確立

防疫活動に必要な薬剤等については、必要に応じて備蓄し、不足時には広島県災害時医薬

品等供給マニュアルに基づき、県から供給が受けられるよう、災害時における調達手段を確

認しておく。

第３ 保健活動体制の整備

早期に健康相談等保健活動が実施できるよう平常時より体制の整備に努める。なお、健康

相談では被災者の健康管理と併せて、避難所の環境整備、感染症予防、エコノミークラス症

候群等に対する積極的な予防活動を行うよう準備しておく。

災害発生時における感染症患者等の発生を想定し、感染症の発生及びまん延を防ぐため

に、平常時より防疫体制の確立、防疫用薬剤等の確保に努める。また、被災者の健康状態

を維持するため、平常時より体制整備等の準備を進める。

項目 担当部課等

第１ 防疫体制の確立
健康福祉部

健康福祉総務課
第２ 防疫用薬剤等確保体制の確立

第３ 保健活動体制の整備
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第１７項 し尿及び廃棄物処理・収集体制の整備

活動方針

項目及び担当部課等

該当資料・様式

第１ 災害廃棄物の処理体制の整備

１ 災害廃棄物処理計画に基づく体制の確立

廿日市市災害廃棄物処理計画に基づき、大規模災害により発生する災害廃棄物の迅速且

つ適正な処理体制を構築する。

２ 仮置場の選定

大規模災害時においては短期間での災害廃棄物の焼却処分、最終処分が困難な場合が想

定される。そこで、発災時の災害廃棄物の発生量を環境省の災害廃棄物対策指針に基づき

推計し、以下の点を留意して、一時保管するための仮置場の候補地をあらかじめ確保して

おく。

(1) 他の応急対策活動に支障がないこと。

(2) 環境衛生に支障がないこと。

(3) 搬入に便利なこと。

(4) 分別、焼却、最終処分を考慮した場合に便利なこと。

第２ 障害物除去に関する資機材・人員の確保

必要な資機材及び人員を確保するため、日頃から民間業者との協定締結に努める。

災害時において、し尿及び災害に伴って発生した廃棄物を迅速に処理できるようにする

ため、平常時より、体制整備等の準備を進める。

項目 担当部課等

第１ 災害廃棄物の処理体制の整備
生活環境部 循環型社会推進課

第２ 障害物除去に関する資機材・人員の確保

第３ 仮設トイレ等の調達体制の確立
総務部 危機管理課

生活環境部 循環型社会推進課

第４ し尿処理に係る広域応援体制の整備 生活環境部 循環型社会推進課

資料 陸上建設機械等一覧表

資料 災害時における被災車両の撤去等に関する協定（社団法人日本自動車連盟中国本部）

資料 災害時における応急措置等の協力に関する協定（廿日市市建設協会外）

資料 災害時における応急措置等の協力に関する協定（廿日市市造園緑化建設業協会）

資料 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書（株式会社アクティオ）



第２章 第４節 第１７項

88

第３ 仮設トイレ等の調達体制の確立

仮設トイレについては、早急に関係業者等との協定化を図り、被災した際には、業者が迅

速・自動的に設置できるようにするともに、仮設トイレ設置までの緊急用として携帯（防災

用）トイレ約３日分を備蓄する。

第４ し尿処理に係る広域応援体制の整備

日頃から、し尿処理施設の復旧及びし尿収集車等によるし尿処理等について、相互応援体

制の整備に努める。
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第１８項 文教対策

活動方針

項目及び担当部課等

該当資料・様式

第１ 危機管理マニュアル（保護対策計画）の策定

学校、保育園及び幼稚園（以下「学校等」という。）の管理者（以下「校長等」という。）

は、生徒等の保護について次の事項に十分留意し、避難誘導等の対策を具体的に定める。

(1) 生徒等の生命及び身体の安全確保を最優先とすること。

(2) 廿日市市地域防災計画等を踏まえた対策計画であること。

(3) 交通機関の運行状況について十分配慮した対策計画であること。

(4) 学校等の所在する地区の諸条件を考慮した対策計画であること。

(5) 生徒等の行動基準及び学校や教職員の対処、行動を明確にすること。

(6) 全教職員の共通理解がなされ、個々の分担を明確にすること。

(7) 緊急連絡等ができない事態を想定して、特に、生徒等の引き渡し等については、保護

者に十分理解されている対策計画であること。

(8) 遠足等校外活動中の災害発生等の場合にも対応できるものとすること。

第２ 危機管理マニュアル（事前措置対策計画）の策定

校長等は、大地震の発生に備え危険個所の補強、消火器、非常口等の定期点検の実施、避

難訓練等を実施するとともに、理化学実験用薬品類等の安全保管、非常持ち出し書類等の事

前措置対策計画の策定を行う。

災害発生時において、園児・児童及び生徒の安全確保はもちろん、応急教育活動の確保

について万全を期するため、平常時より、防災教育の実施、応急教育対策計画の策定等の

準備を進める。

項目 担当部課等

第１ 危機管理マニュアル（保護対策計画）の策定

各学校、保育園、幼稚園
第２ 危機管理マニュアル（事前措置対策計画）の策定

第３ 危機管理マニュアル（応急教育計画）の策定

第４ 園児・児童・生徒に対する防災教育

第５ 学校施設の耐震化 教育委員会 教育総務課

第６ 文化財の保護 教育委員会 生涯学習課

第７ 地域の避難所となる場合の対策 各施設

資料 市内指定文化財

資料 避難所施設利用に関する協定書（市内の県立高等学校）
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第３ 危機管理マニュアル（応急教育計画）の策定

災害時において学校教育の実施に万全を期するため、校舎・通学路等の安全確認、授業ス

ペースの確保、指導体制の整備、学用品等の供与に努めるとともに応急教育計画の策定を行

う。

第４ 園児・児童・生徒に対する防災教育

１ 学校教育における防災教育

児童・生徒が危険予測・危険回避能力を身につけることができるよう、平素から児童、

生徒の発育段階及び地区の実態等に応じた、必要な防災教育を行う。

(1) 安全指導

① 教育課程の中で災害の種類、原因、実態及びその対策等防災関係の知識を習得させ

る｡

② 登下校途中の安全を確保するため、あらかじめ異常気象時における通学路の点検及

び地区の情報の収集方法、児童、生徒に対する安全指導事項等を含めた指導計画を各

校ごとに作成し、児童、生徒及び教職員並びに保護者への徹底を図る｡

(2) 防災訓練

児童、生徒及び教職員の防災意識の高揚と災害時に迅速かつ適切な避難行動等がとれ

るよう学校行事等の一環として、災害種別に応じた防災訓練を実施する。

(3) その他の教育活動

防災関係機関、防災施設並びに防災関係の催物等の見学を行う。

２ 幼稚園、保育園における教育

学校における防災教育に準じ園児の発育段階に応じた防災教育を行う。

第５ 学校施設の耐震化

文部科学省が定める施設整備基本方針に基づき、構造体及び吊り天井の耐震化を完了して

おり、引き続き適切な維持管理を行う。

また、建物の老朽化対策を中心として、天井材や内・外装材等の非構造部材の耐震対策に

ついて、引き続き取り組むものとする。

第６ 文化財の保護

市内文化財の実態を把握するとともに、防災対策について文化財所有者、管理者に対し、

防災施設の点検や可能な修理補強等を指導し、安全の確保と文化財に対する防災意識の啓発

を図ることを、廿日市市文化財保存活用地域計画に盛り込む。

第７ 避難所となる場合の対策

(1) 避難所運営管理者等、自主防災組織及び学校又は社会教育施設の管理者等は、協議の

上、避難所としての使用に備え、受入場所及び受入人員等の利用計画を作成する。

(2) 学校又は社会教育施設の管理者は、市と協議の上、飲料水及び非常用食料の備蓄等に

努める。
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第１９項 罹災証明書の交付体制の整備

活動方針

項目及び担当部課等

第１ 罹災証明書交付業務に係る実施体制の整備

災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査や罹災証明書の交付

の担当部局を定め、住家被害の調査の担当者の育成、他の地方公共団体や民間団体との応援

協定の締結、応援の受入れ体制の構築等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必要な

業務の実施体制の整備に努める。

災害時において、罹災証明書の交付が迅速に行われるよう、平常時より、実施体制の整

備を進める。

項目 担当部課等

第１ 罹災証明書交付業務に係る実施体制の整備 総務部 危機管理課、課税課
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第２０項 観光客対策

活動方針

項目及び担当部課等

第１ 避難情報の提供

災害時に、観光客に対して適切な情報を提供するために、必要な地域には外国語を併記し

た標識などの整備を進めるとともに、パンフレットの作成・配布や外国語による広報などを

積極的に推進する。また、外国語に堪能な市民の協力を得られるよう、あらかじめ協力体制

をとる。

第２ 一時滞在施設の確保

交通手段の途絶等で観光客が移動できない場合を想定し、宿泊・集会施設事業者と提携を

進め、観光客が一時滞在できる体制を構築する。

世界有数の観光地である宮島をはじめとする本市内の観光地に滞在中、観光客が災害に

遭遇したときに、安全を確保し、安心して帰路につけるよう、平常時より、観光に携わる

各種団体と連携・協力のうえ、対策を講ずる。

項目 担当部課等

第１ 避難情報の提供
産業部 観光課

第２ 一時滞在施設の確保
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第２１項 職員の災害対応能力の向上

活動方針

項目及び担当部課等

第１ 防災研修・訓練等の実施

災害時における適切な判断力を養成し、自発的に責任を持って行動しうるよう職員に対し

て下記を実施する。

１ 防災業務の確認

各課においては、少なくとも年１回、以下の項目について確認する。なお、災害時の担

当職務が平常時の担当職務と著しく異なるとき、定期的に実技修得演習を実施する。

(1) 各課の災害予防事務及び災害応急対策事務の確認

(2) 各課の初動時における活動要領の確認

２ 研修・講習会の実施

危機管理課は、必要に応じ、研修、講習会を実施するとともに、県又は防災関係機関が

行う研修会、講習会、講演会に職員を受講させる。

３ 図上訓練の実施

災害時に迅速に対応できるよう、災害対策本部運営訓練、避難所開設・運営訓練等の図

上訓練を年１回以上実施する。

第２ 職員の家庭における安全確保対策の徹底

市職員の家庭における家屋の保守点検、非常持ち出し品の用意等の安全確保対策が徹底さ

れるよう、定期的に職員に対策の実施を促し、職員や家族が被害を受けることを防ぐ。

第３ 災害救助法の習熟

健康福祉総務課は、第３章 第２節 第３項「災害救助法の適用」に示された災害救助法

に基づく災害救助の基準や運用要領の習熟を図り、それに対応した体制を整備する。

災害時において、災害対策本部が迅速かつ的確に運営されるよう、また各部班における

災害対応業務が迅速かつ的確に行われるよう、平常時より、職員の災害対応能力の向上に

関する対策を講ずる。

項目 担当部課等

第１ 防災研修・訓練等の実施 総務部 危機管理課

第２ 職員の家庭における安全確保対策の徹底 全職員

第３ 災害救助法の習熟 健康福祉部 健康福祉総務課

第４ 職員の各専門活動マニュアルの作成 関係課
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第４ 職員の各専門活動マニュアルの作成

危機管理課は、発災後において職員が迅速に初動活動を実施できるよう、あらかじめ動員

配備基準や職員の参集方法等を記した初動活動マニュアルを作成するとともに、職員の異動

等に伴い、毎年修正する。また、災害警戒本部及び災害対策本部設置時に災対事務局で行う

業務をまとめた災対事務局業務マニュアルを作成し、必要に応じて見直しを行う。

関係各課は、応急対策活動の際に迅速に対応できるよう、活動マニュアル（名称は仮称）

を作成し、必要に応じて見直しを図る。

また、災害対策連絡会議において、定期的にマニュアル整備状況の確認を行う。

【関係各課の専門活動マニュアル（例）】

(1) 広報マニュアル＜危機管理課・プロモーション戦略課＞

(2) 医療救護活動マニュアル＜健康福祉総務課＞

(3) 避難所開設・運営マニュアル＜危機管理課＞

(4) 福祉避難所設置運営マニュアル＜健康福祉総務課＞

(5) 避難行動要支援者避難支援プラン＜健康福祉総務課＞

(6) 要配慮者利用施設等の支援対応マニュアル＜高齢介護課・障害福祉課・健康福祉総務

課・こども課・学校教育課＞

(7) 児童・生徒引き渡し対応マニュアル＜学教教育課＞

(8) 緊急道路確保マニュアル＜建設総務課＞

(9) 食料の調達・配分マニュアル＜市民課＞

（10）生活必需品の調達・配分マニュアル＜健康福祉総務課＞

（11）遺体処理マニュアル＜生活福祉課＞

（12）し尿処理マニュアル＜循環型社会推進課＞

（13）災害廃棄物処理マニュアル＜循環型社会推進課＞

（14）防疫・保健衛生マニュアル＜健康福祉総務課＞

（15）被災建築物応急危険度判定実施マニュアル＜建築指導課＞

（16）被災宅地危険度判定実施マニュアル＜建設総務課＞

（17）応急住宅確保マニュアル＜住宅政策課・営繕課＞

（18）応急教育マニュアル＜学校教育課＞

（19）義援金・義援物資の受け入れ・配分マニュアル＜健康福祉総務課＞

（20）罹災証明書交付マニュアル＜危機管理課＞

(21) 水の調達・配分マニュアル＜水道企業団業務課・工務維持課＞
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【参考】各専門活動マニュアルに記載すべき災害時実施項目例及び平常時準備項目例一覧

マニュアル名 災害時実施項目例 平常時準備項目例

広報マニュア

ル

○広報手段の被害把握

○発災初期の広報内容・手段・方法

○生活支援に係る広報内容・手段・方

法

○情報伝達手段の確保

○情報伝達手段の操作習熟

○広報案文の作成

医療救護活動

マニュアル

○医療機関、医薬品、医療資機材等の

被害把握

○救護班の編成、救護所の設置等初期

医療活動の実施

○後方医療活動の応援要請

○医療関係機関の連携体制の

確立

○広域的な後方支援体制の確

立

○医療資機材の確保と調達体

制の確立

避難所開設・

運営マニュア

ル

○避難所施設の安全確認

○避難所の開設

○避難者受入れ

○避難所運営、生活環境維持

○避難所の閉鎖

○避難所の適正配置、必要収

容者数の確保

○避難所機能の環境整備

○避難所管理者との連絡体制

構築

○迅速な避難所開設に向けた

体制作り・訓練

福祉避難所設

置運営マニュ

アル

○福祉避難所施設の安全確認

○福祉避難所の開設

○避難者受入れ

○福祉避難所運営

○福祉避難所の閉鎖

○福祉避難所及び必要物資の

整備

○要配慮者に配慮した運営体

制の整備・訓練

避難行動要支

援者避難支援

プラン

○要支援者への情報伝達、避難行動支

援及び安否確認

○避難行動要支援者対策チームの設置

○発災後の報告

○避難行動要支援者名簿の作

成、避難支援団体への名簿

提供

○個別避難計画の作成、活

用、更新

○地域における避難支援体制

の構築、防災訓練

社会福祉施設

等の支援対応

マニュアル

○社会福祉施設入所者の安否確認、避

難誘導

○要配慮者の実態調査（健康状態、ニ

ーズ把握）

○福祉避難所への移送

○社会福祉施設管理者との連

絡体制構築

○災害時の安否確認・避難誘

導体制の整備

児童・生徒引

き渡し対応マ

ニュアル

○児童・生徒の安否確認

○保護者への引き渡し方法

○一時保護の考え方（帰宅困難児童生

○保護者との緊急連絡体制の

確立

○食料、水等の備蓄
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マニュアル名 災害時実施項目例 平常時準備項目例

徒への対応） ○待機及び宿泊場所等の確保

緊急道路確保

マニュアル

○道路被災状況の把握

○交通規制

○道路交通の確保

○応急補修工事の施工

○道路交通傷害物件の除去

○応援の要請・受入

○本市以外の道路管理者及び

警察との連絡体制の整備

○緊急輸送道路の応急復旧優

先順位の決定

○建設業者等との応急復旧体

制の調整

○緊急通行車両の事前届出、

確認手続作成

食料の調達・

配分マニュア

ル

○避難者情報等の把握、必要物資量の

算定

○物資調達・配分計画の策定

○物資集配拠点における物資の荷下ろ

し・荷捌き等の体制構築・方法

○物資集配拠点から避難所等への物資

の搬送

○避難所等での物資の配布

○物資受入に係る記録簿の作成

○食料の備蓄

○物資集配拠点、物資搬送ル

ート等の検討

○物資調達・流通等に係る協

定締結

生活必需品の

調達・配分マ

ニュアル

○避難者情報等の把握、必要物資量の

算定

○物資調達・配分計画の策定

○物資集配拠点における物資の荷下ろ

し・荷捌き等の体制構築・方法

○物資集配拠点から避難所等への物資

の搬送

○避難所等での物資の配布

○物資受入に係る記録簿の作成

○生活必需品の備蓄

○物資集配拠点、物資搬送ル

ート等の検討

○物資調達・流通等に係る協

定締結

遺体処理マニ

ュアル

○死者発生状況の把握

○遺体の検案

○資機材の調達

○遺体の身元確認、安置

○遺体の記録・対処

○遺体の搬送

○遺体の火葬、埋葬

○他都市への協力要請

○遺体安置所の確保

○遺体の搬送体制の整備

○棺・ドライアイス等の調達

先の確保

○遺体の火葬対応先の確保

し尿処理マニ

ュアル

○避難者数の把握と仮設トイレ調達

○仮設トイレの設置

○し尿収集処理体制

○携帯トイレの備蓄

○仮設トイレ対策の策定

○避難者数の把握方法
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マニュアル名 災害時実施項目例 平常時準備項目例

○関係業者との協力体制構築

災害廃棄物処

理マニュアル

○処理施設の被害状況把握

○災害廃棄物処理量の推計

○解体作業の実施

○仮置場の確保・搬入

○収集運搬車両の確保

○災害廃棄物処理の実施

○他都市への協力要請

○関係業者との協力体制構築

○広域応援体制の整備

○仮置場内の配置計画

○運搬経路の確認

○案内板等掲示物の設置計画

防疫・保健衛

生マニュアル

○避難所等の既設トイレ、仮設トイレ

設置場所の状況把握

○薬剤、資機材等の調達

○避難所に対する消毒実施、避難者等

への防疫指導

○他都市への協力要請

○消毒剤、資機材の備蓄

被災建築物応

急危険度判定

実施マニュア

ル

○被災建築物応急危険度判定の実施判

断

○判定実施計画の作成

○判定作業の準備（調査員の確保・班

編成、地区割、他都市への応援要請

等）

○市民への広報（住家被害認定等の違

い等含む）

○判定の実施

○判定結果の周知

○土地家屋現況図、住宅地

図、判定調査シート、判定

実施マニュアル等の準備

○建築士会等協力体制の構築

○判定資機材の備蓄

被災宅地危険

度判定実施マ

ニュアル

○被災宅地危険度判定の実施判断

○判定実施計画の作成

○判定作業の準備（調査員の確保・班

編成、地区割、他都市への応援要請

等）

○市民への広報

○判定の実施

○判定結果の周知

○土地家屋現況図、住宅地

図、判定調査シート、判定

実施マニュアル等の準備

○判定資機材の備蓄

応急住宅確保

マニュアル

○応急仮設住宅の建設

○応急仮設住宅の入居者の公募、入居

手続き

○市営住宅、民間賃貸住宅の借上げに

よる住宅の確保

○仮設住宅用地候補の確保
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マニュアル名 災害時実施項目例 平常時準備項目例

○市営住宅、民間賃貸住宅の入居者の

公募、手続き

危機管理マニ

ュアル（応急

教育計画）

○校舎・通学路等の安全確認、授業ス

ペースの確保

○指導体制の整備、危機管理マニュア

ル（応急教育計画）の作成

○学用品等の供与

○避難所スペースと応急教育

スペースの棲み分けの検

討・協議

義援金・義援

物資の受入

れ・配分マニ

ュアル

○被害状況の把握（義援金募集必要性

の把握、不足物資の予測）

○義援金・義援物資の募集

○義援金・義援物資の受入れ・配分

○義援金配分委員会設置要領

の策定

○義援金並びに義援物資の配

分基準・手続き・方法等要

領の策定

罹災証明書交

付マニュアル

○住家被害認定調査の実施

○罹災台帳の作成

○罹災証明書交付準備（窓口開設等）

○罹災証明書交付受付・再調査申請受

付・交付

○罹災証明書交付方法の確認

○住家被害認定調査に係る研

修

水の調達・配

分マニュアル

○給水施設の被害状況把握

○避難者情報等の把握、必要水量の算

定

○給水計画の策定

○応急給水資機材の確保

○応急給水の実施

○応援の要請・受入

○水の備蓄

○給水拠点・給水エリア・給

水ルート等の検討
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第３章 災害応急対策計画

第１節 災害応急対策における体制及び業務

第１ 災害警戒本部体制

１ 組織図
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【部長】

生活環境部長

【部長】

健康福祉部長

【担当部長】

子育て担当部長

【部長】

建設部長

【担当部長】

都市建築担当部長

【担当部長】

都市再生・交通政策担当部長

【班長】

佐伯支所長

【班長】

吉和支所長

【班長】

大野支所長

【班長】

宮島支所長

【部長】

事務所長

生活環境部 廃棄物対策班

健康福祉部 健康福祉総務班

障害福祉班

こども支援班

高齢介護班

建設部 土木対策班

交通対策班

建築指導班

住宅営繕班

下水道班

佐伯地域班 津田支部

玖島支部

友和支部

浅原支部

吉和地域班

大野地域班 大野東支部

大野中支部

大野西支部

宮島地域班

水道企業団廿日市事務所 水道業務班

水道工務班

避
難
行
動
要
支
援
者

対
策
チ
ー
ム
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２ 事務分掌

部

名
災害警戒本部班名 活動項目 該当箇所

事
務
局

作戦班

・班長

危機管理課長

・班員

危機管理課

１ 災害警戒本部の統括に関すること。 第３章第２節第１項

２ 災害警戒本部の事務局に関すること。 第３章第２節第１項

３ 災害警戒本部の体制・協議に関すること。 第３章第２節第１項

４ 災害警戒体制の計画・立案に関すること。 第３章第２節第１項

５ 避難情報の発令に関すること。 第３章第４節第１項

６ 自主防災組織との総合調整に関すること。 第３章第４節第１項、第９節第１項

情報班

・班長

総務課長

・責任者

情報システム推進課長

・班員

総務部

経営企画部

１ 情報通信機器等の対応に関すること。 第３章第３節第２項

２ 気象情報の収集に関すること。 第３章第３節第１項

３ 地震、津波に関する情報の収集に関すること。 （地震対策編）第３章第３節第１項

４ 災害情報の収集及び取りまとめに関すること。 第３章第３節第３項

広報班

・班長

経営政策課長

・責任者

プロモーション戦略課長

・班員

経営政策課

プロモーション戦略課

１ 市民への情報提供に関すること。 第３章第３節第１、４項、第４節第１項

２ 防災行政無線の放送に関すること。 第３章第３節第１、４項、第４節第１項

３ 報道機関への情報提供に関すること。 第３章第３節第４項

４ 災害に関する各種情報の広報に関すること。 第３章第３節第４項

資源管理班

・班長

人事課長

・責任者

人事課職員給与・健康担当課長

公共施設マネジメント課長

・班員

総務部

経営企画部

１ 災害警戒本部の庶務に関すること。 第３章第２節第１項

２ 広島県や防災関係機関との連絡調整に関すること。 第３章第３節第３項

３ 避難所の開設・運営に関すること。 第３章第９節第１項

４ 車両の調整に関すること。 第３章第８節第２項

５ 市庁舎及び所管財産の災害予防、被害調査並びに応急対策に関すること。 第３章第３節第３項

６ 職員の動員・調整に関すること。 第３章第２節第１項

７ 公共的団体等との連携等に関すること。 第３章第２節第１項

８ 公有財産（普通財産）の緊急使用許可に関すること。 －

９ 緊急資機材物品等の調達及び借上げに関すること。 －

地
域
振
興
部

地域振興班

・班長

地域振興課長

１ 支部（廿日市地域）との連絡調整に関すること。 第３章第９節第１項

２ 班内職員の動員・調整に関すること。 －

３ ボランティアの総合調整に関すること。 第３章第３節第３項
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部

名
災害警戒本部班名 活動項目 該当箇所

・責任者

まちづくり支援課長

・班員

地域振興課

まちづくり支援課

産
業
部

農林水産班

・班長

農林水産課長

・班員

農林水産課

１ 農林水産物等の被害調査に関すること。 第３章第３節第３項

２ 農地及びため池の被害調査に関すること。 第３章第３節第３項

３ 山林及び林業施設の被害調査に関すること。 第３章第３節第３項

４ 漁港施設の被害調査に関すること。 第３章第３節第３項

５ 班内職員の動員・調整に関すること。 －

生
活
環
境
部

廃棄物対策班

・班長

循環型社会推進課長

・班員

循環型社会推進課

１ 廃棄物の状況調査に関すること。 第３章第11節第３項

２ 班内職員の動員・調整に関すること。 －

健
康
福
祉
部

健康福祉総務班

・班長

健康福祉総務課長

・責任者

健康推進担当課長

・班員

健康福祉総務課

生活福祉課

地 域 包 括 ケ ア 推 進 課

障害福祉班

・班長

障害福祉課長

・班員

障害福祉課

こども支援班

・班長

こども課長

・班員

こども課

高齢介護班

１ 避難行動要支援者の安否確認及び避難支援の調整に関すること。 第３章第４節第１、２項

２ 避難行動要支援者への情報提供に関すること。 第３章第４節第１、２項

３ 社会福祉施設等の被害調査に関すること。 第３章第３節第３項

４ 福祉避難所に関すること。 第３章第９節第１項

５ 避難行動要支援者対策チーム内職員の動員・調整に関すること。 －

６ 職員の子供の保育に関すること。 第３章第２節第１項
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部

名
災害警戒本部班名 活動項目 該当箇所

・班長

高齢介護課長

・班員

高齢介護課

７ 避難者の健康管理に関する相談及び連絡調整 第３章第９節第１項

建
設
部

土木対策班

・班長

建設総務課長

・責任者

施設整備課長

維持管理課長

・班員

建設総務課

宮島口みなとまちづくり推進課

施設整備課

維持管理課

都市計画課

１ 道路、橋梁、港湾施設、河川等の災害予防、被害調査並びに応急対策に関すること。 第３章第３節第３項

２ 公園施設の災害予防、被害調査並びに応急対策に関すること。 第３章第３節第３項

３ 班内職員の動員・調整に関すること。 －

交通対策班

・班長

交通政策課長

・班員

交通政策課

１ 市自主運行バスの災害予防、被害調査並びに応急対策に関すること。 第３章第３節第４項、第１３節第３項

２ 市自主運行バスの運行状況の住民等への広報に関すること。 第３章第３節第４項、第１３節第３項

３ 公共交通機関の状況の把握に関すること。 第３章第３節第４項、第１３節第３項

建築指導班

・班長

建築指導課長

・班員

建築指導課

１ 建築物の被害調査に関すること。 第３章第３節第３項、第９節第２項

２ 班内職員の動員・調整に関すること。 －

住宅営繕班

・班長

営繕課長

・責任者

住宅政策課長

・班員

住宅政策課

営繕課

１ 公営住宅等の災害予防、被害調査並びに応急対策に関すること。 第３章第３節第３項、第９節第２項

２ 班内職員の動員・調整に関すること。 －

下水道班

・班長

下水道経営課長

１ 下水道施設の維持管理に関すること。 第３章第13節第２項
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部

名
災害警戒本部班名 活動項目 該当箇所

・責任者

下水道建設課長

下水道施設担当課長

・班員

下水道経営課

下水道建設課

２ 下水道施設の災害予防、被害調査並びに応急対策に関すること。 第３章第３節第３項

３ 班内職員の動員・調整に関すること。 －

地域班（佐伯、吉和、大野、宮島）

【佐伯】

・班長

支所長

・責任者

地域づくり担当課長

環境産業担当課長

市民福祉担当課長

建設担当課長

・班員

各支所及び別に定める職員

【吉和】

・班長

支所長

・責任者

地域づくり係長

市民福祉担当課長

環境産業建設係長

・班員

各支所及び別に定める職員

【大野】

・班長

支所長

・責任者

地域づくり係長

市民福祉担当課長

環境産業建設担当課長

・班員

各支所及び別に定める職員

【宮島】

１ 班の統括に関すること。 －

２ 班内職員の動員・調整に関すること。 －

３ 災害警戒本部との連絡調整に関すること。 －

４ 地域の被害状況、対策状況等の取りまとめに関すること。 第３章第３節第３項

５ 食料（義援食料品を含む。）の調達及び支給に関すること。 第３章第９節第１項、第10節第２項

６ 市民への情報提供に関すること。 第３章第３節第１、４項、第４節第１項

７ 備蓄物資の管理に関すること。 第３章第10節第２、３項

８ 支所庁舎及び所管財産の災害予防、被害調査並びに応急対策に関すること。 第３章第３節第３項

９ 自主防災組織、ボランティア等との連絡調整に関すること。 第３章第４節第１項、第５節第４項、第９節第１項

10 農林水産物及び家畜の被害調査に関すること。 第３章第３節第３項

11 農地及び農業用施設の被害調査に関すること。 第３章第３節第３項

12 山林及び林業施設の被害調査に関すること。 第３章第３節第３項

13 商工業等の被害調査に関すること。 第３章第３節第３項

14 観光施設の被害調査に関すること。 第３章第３節第３項

15 避難行動要支援者の安否確認及び避難支援の調整に関すること。 第３章第４節第１、２項

16 避難行動要支援者への情報提供に関すること。 第３章第４節第１、２項

17 社会福祉施設等の被害調査に関すること。 第３章第３節第３項

18 道路、橋梁、河川等の災害予防、被害調査並びに応急対策に関すること。 第３章第３節第３項

19 公営住宅の災害予防、被害調査並びに応急対策に関すること。 第３章第３節第３項

20 水道事業に係る水道施設の災害予防、被害調査並びに応急対策に関すること。 第３章第３節第３項

21 下水道施設の維持管理に関すること。 第３章第13節第２項
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部

名
災害警戒本部班名 活動項目 該当箇所

・班長

支所長

・責任者

地域づくり係長

市民福祉担当課長

環境産業建設担当課長

・班員

各支所及び別に定める職員

22 下水道施設の災害予防、被害調査並びに応急対策に関すること。 第３章第３節第３項

23 清掃施設の被害調査及び応急対策に関すること。【佐伯、大野、宮島のみ】 第３章第３節第３項

24 漁港施設の被害調査及び応急対策に関すること。【大野、宮島のみ】 第３章第３節第３項

25 福祉避難所に関すること。【大野のみ】 第３章第９節第１項

26 桟橋の災害予防、被害調査並びに応急対策に関すること。【宮島のみ】 第３章第３節第３項

27 港湾施設の被害調査及び応急対策に関すること。【宮島のみ】 第３章第３節第３項

28 広島市安佐北消防署安芸太田出張所との連絡・調整に関すること。【吉和のみ】 第３章第２節第１項

支部

・支部長

各市民センター所長又は別に定める職員

・副支部長

別に定める職員

・支部員

別に定める職員

１ 被害状況及び罹災者の実態調査に関すること。 第３章第３節第３項

２ 避難所の設置及び被災者の受入れに関すること。 第３章第９節第１項

３ 自主防災組織等との連絡調整に関すること。 第３章第４節第１項、第９節第１項

４ 避難誘導に関すること。（宮内支部のみ） 第３章第４節第１項

５ 非常警備に関すること。（宮内支部のみ） 第３章第８節第１項

水
道
企
業
団
廿
日
市
事
務
所

水道業務班

・班長

業務課長

・班員

業務課

１ 飲料水の確保に関すること。 第３章第10節第１項

２ 広報活動に関すること。 第３章第10節第１項

３ 班内職員の動員・調整に関すること。 －

水道工務班

・班長

工務維持課担当課長

・班員

工務維持課

１ 水道施設の維持管理に関すること。 第３章第10節第１項

２ 水道施設の災害予防、被害調査、並びに応急対策に関すること。 第３章第10節第１項

３ 班内職員の動員・調整に関すること。 －
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第２ 災害対策本部体制

１ 組織図
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２ 事務分掌

部

名
災害対策本部班名 活動項目 該当箇所

災
対
事
務
局

作戦班

・班長

危機管理課長

・班員

危機管理課

１ 災害対策本部の統括に関すること。 第３章第２節第１項

２ 災害対策本部の事務局に関すること。 第３章第２節第１項

３ 本部長の特命に関すること。 第３章第２節第１項

４ 災害対策体制の計画・立案に関すること。 第３章第２節第１項

５ 広島県災害対策本部との連絡調整に関すること。 第３章第２節第１項

６ 防災関係機関との連絡調整に関すること。 第３章第２節第１項

７ 報道機関への協力要請に関すること。 第３章第２節第１項

８ 民間団体への協力要請に関すること。 第３章第２節第１項

９ 自衛隊及び他の地方公共団体への応援要請に関すること。 第３章第５節第１、２、３項

10 避難情報の発令に関すること。 第３章第４節第１項

情報班

・班長

総務課長

・責任者

情報システム推進課長

・班員

総務部

経営企画部

１ 災害情報の収集及び取りまとめに関すること。 第３章第３節第３項

２ 気象情報の収集に関すること。 第３章第３節第１項

３ 地震、津波に関する情報の収集に関すること。 （地震対策編）第３章第３節第１項

４ 各部への情報・指示の伝達に関すること。 －

５ 庁内の電話回線及び情報通信機器等に関すること。 第３章第３節第２項

６ 臨時有線電話の応急架設に関すること。 第３章第３節第２項

広報班

・班長

経営政策課長

・責任者

プロモーション戦略課長

・班員

経営政策課

プロモーション戦略課

１ 市民への情報提供に関すること。 第３章第３節第１、４項、第４節第１項

２ 報道機関への情報提供に関すること。 第３章第３節第４項

３ 防災行政無線の放送に関すること。 第３章第３節第１、４項、第４節第１項

４ 災害に関する各種情報の広報に関すること。 第３章第３節第４項

５ 記録写真、記録映画等の作成に関すること。 第３章第３節第４項

６ 記者会見に関すること。 第３章第３節第４項

資源管理班

・班長

人事課長

・責任者

人事課職員給与・職員健康担当課長

公共施設マネジメント課長

・班員

総務部

経営企画部

１ 災害対策本部の庶務に関すること。 第３章第２節第１項

２ 避難所の開設及び管理運営の総括に関すること。 第３章第９節第１項

３ 車両の調整及び緊急輸送計画に関すること。 第３章第８節第２項

４ 市庁舎及び所管財産の災害予防、被害調査並びに応急対策に関すること。 第３章第３節第３項

５ 被災相談窓口に関すること。 第３章第３節第５項

６ 罹災証明の交付に関すること。 第４章第１節

７ 本部長及び副本部長の秘書に関すること。 第３章第２節第１項

８ 災害視察者及び見舞者の対応に関すること。 －

９ 職員の動員・調整に関すること。 第３章第２節第１項
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部

名
災害対策本部班名 活動項目 該当箇所

10 職員配置の取りまとめに関すること。 第３章第２節第１項

11 職員の給食及び衛生管理に関すること。 第３章第２節第１項

12 公共的団体等との連携等に関すること。 第３章第２節第１項

13 自衛隊及び他機関の応援職員の厚生に関すること。 第３章第５節第１、２項

14 公有財産（普通財産）の緊急使用許可に関すること。 －

15 緊急資機材物品等の調達及び借上げに関すること。 －

税務班

・班長

課税課長

・責任者

資産税担当課長

・班員

課税課

税制収納課

１ 被災者及び家屋の被害調査に関すること。 第３章第９節第２項、第４章第１節

２ 税等の減免に関すること。 第４章第５節

財務班

・班長

財政課長

・責任者

会計管理者

会計局長

監査委員事務局長

・班員

財政課

会計局

監査委員事務局

１ 災害関係経費に関すること。 －

２ 災害対策の予算の措置に関すること。 －

３ 災害に伴う財政計画の編成及び政府機関との連絡に関すること。 －

総務部 秘書室 １ 国・県等からの視察への対応に関すること。 第３章第３節第５項

災
対
地
域
振
興
部

地域振興班

・班長

地域振興課長

・責任者

まちづくり支援課長

・班員

地域振興課

まちづくり支援課

１ 部の統括に関すること。 －

２ 支部（廿日市地域）との連絡調整に関すること。 第３章第９節第１項

３ 部内職員の動員・調整に関すること。 －

４ 所管する市民センターの被害調査、休館等応急措置及び応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

５ 所管財産の被害調査、応急対策並びに応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

６ ボランティアの総合調整に関すること。 第３章第３節第３項

７ 所管財産の被害調査、応急対策並びに応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

スポーツ推進班

・班長

１ 所管する社会教育・体育施設の被害調査、休館等応急措置及び応急復旧に関すること。 第３章第12節
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部

名
災害対策本部班名 活動項目 該当箇所

スポーツ推進課長

・班員

スポーツ推進課

２ 所管財産の被害調査、応急対策並びに応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

災
対
産
業
部

産業振興班

・班長

産業振興課長

・班員

産業振興課

１ 部の統括に関すること。 －

２ 商工業等の被害調査に関すること。 第３章第３節第３項

３ 被災した企業に対する金融措置並びに経営指導及び相談に関すること。 第４章第３節

４ 商工団体との連絡調整に関すること。 第４章第２節

５ 部内職員の動員・調整に関すること。 －

６ 所管財産の被害調査、応急対策並びに応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

観光班

・班長

観光課長

・班員

観光課

１ 観光客に関すること。 第３章第４節第２項

２ 観光施設の被害調査に関すること。 第３章第３節第３項

３ 所管財産の被害調査、応急対策並びに応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

農林水産班

・班長

農林水産課長

・班員

農林水産課

１ 農産物の被害調査に関すること。 第３章第３節第３項

２ 家畜の被害調査に関すること。 第３章第３節第３項

３ 苗、種子、肥料、消毒薬剤、飼料等の確保及び斡旋に関すること。 第３章第14節

４ 家畜の防疫に関すること。 第３章第14節

５ 農業被害に対する金融措置に関すること。 第４章第３節

６ 農業協同組合等との連絡調整に関すること。 －

７ 農地及びため池の被害調査に関すること。 第３章第３節第３項

８ 林産物の被害調査に関すること。 第３章第３節第３項

９ 山林、林業施設の被害調査に関すること。 第３章第３節第３項

10 林業被害に対する金融措置に関すること。 第４章第３節

11 森林組合等との連絡調整に関すること。 －

12 漁港施設の被害調査、応急対策及び応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

13 水産物、養殖施設等の被害調査に関すること。 第３章第３節第３項

14 漂流物に関すること。 －

15 漁業被害に対する金融措置に関すること。 第４章第３節

16 漁業協同組合等との連絡調整に関すること。 －

17 所管財産の被害調査、応急対策並びに応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

災
対
生
活
環
境
部

生活環境班

・班長

生活環境課長

・班員

生活環境課

１ 遺体の埋火葬に関すること。 第３章第７節第３項

２ 衛生害虫の駆除に関すること。 第３章第11節第１項

３ 所管財産の被害調査、応急対策並びに応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項



第３章 第１節

112

部

名
災害対策本部班名 活動項目 該当箇所

廃棄物対策班

・班長

循環型社会推進課長

・責任者

エネルギークリーンセンター所長

・班員

循環型社会推進課

１ 清掃作業関係の統括に関すること。 －

２ 被災地域の清掃に関すること。 第３章第11節第３項

３ 廃棄物処理に関すること。 第３章第11節第３項

４ 関係地方公共団体との連絡調整に関すること。 －

５ 所管財産の被害調査、応急対策並びに応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

市民生活班

・班長

市民課長

・班員

市民課

１ 食料及び生活必需品等の配送及び支給に関すること。 第３章第 10 節第２、３項

２ 非常炊き出しの手配に関すること。 第３章第10節第２項

３ 非常炊き出しに関するボランティア団体等との調整に関すること。 第３章第10節第２項

災
対
健
康
福
祉
部

健康福祉総務班

・班長

健康福祉総務課長

・責任者

健康推進担当課長

・班員

健康福祉総務課

１ 部の統括に関すること。 －

２ 社会福祉施設等の被害調査及び応急措置に関すること。 第３章第３節第３項

３ 避難行動要支援者の避難支援の統括に関すること。 第３章第４節第１、２項

４ 福祉避難所の統括に関すること。 第３章第９節第１項

５ 災害救助法に関すること。 第３章第２節第３項

６ 被災者の応急相談等に関すること。 第４章第２、３、４節

７ 社会福祉団体との連携に関すること。 第３章第２節第２項

８ 応急救助経費の予算執行に関すること。 －

９ 食料及び生活必需品の受入、物資集積拠点の運営に関すること。 第３章第10節第２、３項

10 救援物資・義援金の受付及び配分に関すること。 第４章第５節

11 行方不明者の捜索及び遺体処理に関すること。 第３章第７節第３項

12 部内職員の動員・調整に関すること。 －

13 医療機関との連絡調整に関すること。

14 救急医薬品、衛生資機材等の確保及び配分に関すること。

15 被災地域及び避難所における感染症の予防並びに調査に関すること。

16 被災地域の防疫活動に関すること。 第３章第11節第１項

17 防疫用薬剤資機材等の確保及び配分に関すること。 第３章第11節第１項

18 医療救護活動の応援に関すること。 第３章第７節第２項

19 被災者のメンタルケアに関すること。 第４章第２節

20 所管財産の被害調査、応急対策並びに応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

障害福祉班

・班長

障害福祉課長

・班員

１ 社会福祉施設等の被害調査及び応急措置に関すること。 第３章第３節第３項

２ 避難行動要支援者への情報提供に関すること。 第３章第４節第１、２項

３ 避難行動要支援者の安否確認及び避難支援に関すること。 第３章第４節第１、２項

４ 福祉避難所の開設及び管理運営に関すること。 第３章第９節第１項
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部

名
災害対策本部班名 活動項目 該当箇所

障害福祉課 ５ 被災者の介護に関すること。 第３章第９節第１項

６ 避難行動要支援者の応急相談及び救護に関すること。 第４章第２節

７ 所管財産の被害調査、応急対策並びに応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

こども支援班

・班長

こども課長

・班員

こども課

子育て応援室

１ 児童福祉施設等の被害調査及び応急措置に関すること。 第３章第３節第３項

２ 被災児童に関すること。 第３章第12節

３ 所管財産の被害調査、応急対策並びに応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

高齢介護班

・班長

高齢介護課長

・班員

高齢介護課

１ 社会福祉施設等の被害調査及び応急措置に関すること。 第３章第３節第３項

２ 避難行動要支援者への情報提供に関すること。 第３章第４節第１、２項

３ 避難行動要支援者の安否確認及び避難支援に関すること。 第３章第４節第１、２項

４ 福祉避難所の開設及び管理運営に関すること。 第３章第９節第１項

５ 被災者の介護に関すること。 第３章第９節第１項

６ 避難行動要支援者の応急相談及び救護に関すること。 第４章第２節

７ 所管財産の被害調査、応急対策並びに応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

災
対
建
設
部

土木対策班

・班長

建設総務課長

・責任者

施設整備課長

維持管理課長

都市計画課長

・班員

建設総務課

宮島口みなとまちづくり推進課

施設整備課

維持管理課

都市計画課

１ 部の統括に関すること。 －

２ 都市計画関係の災害復旧事業の総括に関すること｡ 第４章第４、６節

３ 土木関係災害復旧事業の総括に関すること。 第４章第４節

４ 道路関係の被害調査及び応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項、第13節第１項

５ 橋梁その他土木関係被害の調査及び応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項、第６節第３項、第13節第１項

６ 港湾施設、海岸保全施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

７ 危険箇所等の警戒巡視に関すること。 第３章第３節第３項、第４節第１項、第６節第２項

８ 宅地危険度判定に関すること。 第３章第６節第４項

９ 道路上の障害物の除去に関すること。 第３章第11節第２項

10 部内職員の動員・調整に関すること。 －

11 所管財産の被害調査、応急対策並びに応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

交通対策班

・班長

交通政策課長

・班員

交通政策課

１ 市自主運行バスの災害予防、被害調査並びに応急対策に関すること。 第３章第３節第４項、第１３節第３項

２ 市自主運行バスの運行状況の住民等への広報に関すること。 第３章第３節第４項、第１３節第３項

３ 公共交通機関の状況の把握に関すること。 第３章第３節第４項、第１３節第３項
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名
災害対策本部班名 活動項目 該当箇所

建築指導班

・班長

建築指導課長

・班員

建築指導課

１ 被災建築物の復旧に係る建築指導及び相談に関すること。 第３章第９節第２項

２ 被災建築物応急危険度判定に関すること。 （地震対策編）第３章第６節第１項

３ 被災住宅の融資の相談に関すること。 第４章第１節

住宅営繕班

・班長

営繕課長

・責任者

住宅政策課長

・班員

住宅政策課

営繕課

１ 公営住宅等の被害調査に関すること。 第３章第３節第３項、第９節第２項

２ 公営住宅等の応急修理に関すること。 第３章第９節第２項

３ 応急仮設住宅の建設計画に関すること。 第３章第９節第２項

４ 応急仮設住宅の建設工事及び応急修理に関すること。 第３章第９節第２項

５ 応急仮設住宅の入居者選定及び管理に関すること。 第３章第９節第２項

６ 住居内及びその周辺の障害物の除去に関すること。 第３章第11節第２項

７ 所管財産の被害調査、応急対策並びに応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

下水道班

・班長

下水道経営課長

・責任者

下水道建設課長

下水道施設担当課長

・班員

下水道経営課

下水道建設課

１ 下水道施設の維持管理に関すること。 第３章第13節第２項

２ 下水道施設の被害状況の把握及び災害応急対策に関すること。 第３章第３節第３項、第13節第２項

３ 所管財産の被害調査、応急対策並びに応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

災
対
消
防
部

消防班

・班長

消防本部総務課長

・責任者

消防団担当課長

警防課長

通信指令担当課長

予防課長

・班員

消防本部

１ 消防活動（消防団活動を含む。）に関すること。 第３章第６節第５、６項

２ 避難情報の伝達に関すること。 第３章第４節第１項

３ 消防関係の情報収集及び報告に関すること。 第３章第３節第３項

４ 火災等の被害調査に関すること。 第３章第３節第３項

５ 災害場所及びその付近に対する立入制限に関すること。 第３章第４節第１項

６ 広島市消防局との連絡調整に関すること。 －

７ 所管財産の被害調査、応急対策並びに応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

８ 自衛隊及び他の地方公共団体への応援要請に関すること。 第３章第５節第２、３項

災
対
教
育
部

教育総務班

・班長

教育総務課長

１ 部の統括に関すること。 －

２ 学校施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項
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名
災害対策本部班名 活動項目 該当箇所

災
対
教
育
部

・責任者

教育施設担当課長

・班員

教育総務課

３ 部内職員の動員・調整に関すること。 －

４ 所管財産の被害調査、応急対策並びに応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

給食班

・班長

廿日市学校給食センター所長

・班員

給食センター

１ 非常炊き出しの実施に関すること。 第３章第10節第２項

２ 所管財産の被害調査、応急対策並びに応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

学校教育班

・班長

学校教育課長

・班員

学校教育課

１ 被災学校の応急教育に関すること。 第３章第12節

２ 教育備品の被害調査及び復旧措置に関すること。 第３章第12節

３ 被災学校の保健衛生に関すること。 第３章第11節第１項

４ 教職員の動員に関すること。 第３章第12節

生涯学習班

・班長

生涯学習課長

・責任者

文化財担当課長

・班員

生涯学習課

１ 世界遺産及び文化財の被害調査及び災害復旧に関すること。 第３章第12節

２ 所管する社会教育・体育施設の被害調査、休館等応急措置及び応急復旧に関すること。 第３章第12節

３ 所管財産の被害調査、応急対策並びに応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

４ 通学路の被害調査に関すること。 第３章第 12節

議会事務局 １ 国・県等からの視察への対応に関すること。 第３章第３節第５項

災対地域部（佐伯、吉和、大野、宮島）

【佐伯】

・部長

支所長

・責任者

地域づくり担当課長

環境産業担当課長

市民福祉担当課長

建設担当課長

・班員

各支所及び別に定める職員

【吉和】

・部長

支所長

１ 部の統括に関すること。 －

２ 各部との連絡調整に関すること。 －

３ 地域の被害状況、対策状況等の取りまとめに関すること。 第３章第３節第３項

４ 避難所の開設及び管理運営に関すること。 第３章第９節第１項

５ 職員の給食及び衛生管理に関すること。 第３章第２節第１項

６ 被災相談窓口に関すること。 第３章第３節第５項

７ 罹災証明の交付に関すること。 第４章第１節

８ 市民への情報提供に関すること。 第３章第３節第１、４項、第４節第１項

９ 支所内の電話回線及び情報通信機器等に関すること。 第３章第３節第２項

10 備蓄物資の管理に関すること。

11 車両の調整及び緊急輸送計画に関すること。 第３章第８節第２項

12 自主防災組織、ボランティア等との連絡調整に関すること。 第３章第４節第１項、第５節第４項、第９節第１項

13 被災学校の保健衛生に関すること。 第３章第11節第１項

14 通学路の被害状況の調査に関すること。 第３章第12節

第３章 第１節
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名
災害対策本部班名 活動項目 該当箇所

・責任者

地域づくり係長

市民福祉担当課長

環境産業建設係長

・班員

各支所及び別に定める職員

【大野】

・部長

支所長

・責任者

地域づくり係長

市民福祉担当課長

環境産業建設担当課長

大野学校給食センター所長

・班員

各支所及び別に定める職員

【宮島】

・部長

支所長

・責任者

地域づくり係長

市民福祉担当課長

環境産業建設担当課長

・班員

各支所及び別に定める職員

15 教育関係施設、文化財の被害調査及び応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

16 支所庁舎及び所管財産の被害調査、応急対策並びに応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

17 部内職員の動員・調整に関すること。 －

18 被災者の被害調査に関すること。 第３章第３節第３項

19 食料（義援食料品を含む。）の調達及び支給に関すること。 第３章第９節第１項、第10節第２項

20 医療機関との連絡調整に関すること。 第３章第７節第２項

21 救急医療品、衛生資機材等の確保及び配分に関すること。 第３章第７節第２項

22 被災地区及び避難所における感染症の予防並びに調査に関すること。 第３章第11節第１項

23 被災地区の防疫活動に関すること。 第３章第11節第１項

24 防疫用薬剤、資機材等の確保及び配分に関すること。 第３章第11節第１項

25 医療救護活動の応援に関すること。 第３章第７節第２項

26 社会福祉施設等の被害調査及び応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

27 被災者の応急相談等に関すること。 第４章第２節

28 応急救助物資の配布及び貸与に関すること。 第３章第10節第３項

29 社会福祉団体との連絡調整に関すること。 第３章第２節第２項

30 被災者の介護に関すること。 第３章第９節第１項

31 救援物資・義援金の受付及び配分に関すること。 第４章第５節

32 行方不明者の捜索及び遺体処理に関すること。 第３章第７節第３項

33 被災児童に関すること。 第３章第12節

34 避難行動要支援者の応急相談及び救護に関すること。 第４章第２節

35 税金の災害免除等の相談に関すること。 第４章第１節

36 被災地区の清掃に関すること。 第３章第11節第３項

37 廃棄物処理に関すること。 第３章第11節第３項

38 清掃施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項、第11節第３項

39 遺体の埋火葬に関すること。 第３章第７節第３項

40 農林水産物及び家畜の被害調査に関すること｡ 第３章第３節第３項

41 農地及び農業用施設の被害調査並びに応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項、第14節

42 家畜の防疫に関すること。 第３章第14節

43 山林及び林業施設の被害調査並びに応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項、第14節

44 農林水産業関係団体との連絡調整に関すること。 －

45 商工業等の被害調査に関すること。 第３章第３節第３項

46 商工団体との連絡調整に関すること。 －

47 観光客に関すること。 第３章第４節第２項

48 観光施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

49 道路、橋梁、河川等の被害調査及び応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項、第13節第１項

50 危険箇所等の警戒巡視に関すること。 第３章第３節第３項、第４節第１項、第６節第２項
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部

名
災害対策本部班名 活動項目 該当箇所

51 公営住宅の被害調査及び応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項、第９節第２項

52 住居に係る障害物の除去に関すること。 第３章第11節第２項

53 被災建築物の復旧に係る相談に関すること。 第３章第９節第２項

54 下水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項、第13節第２項

55 下水道施設の維持管理に関すること。 第３章第13節第２項

56 非常炊き出しの実施に関すること。 第３章第10節第２項

57 飲料水確保対策及び広報対応に関すること。【吉和、宮島のみ】 第３章第10節第１項

58 水道事業の水源確保に関すること。【吉和、宮島のみ】 第３章第10節第１項

59 水道事業に係る水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること。【吉和、宮島のみ】 第３章第10節第１項

60 指定工事業者との連絡調整に関すること。【吉和、宮島のみ】 －

61 応急復旧に係る資材等の調達に関すること。【吉和、宮島のみ】 第３章第10節第１項

62 漁港施設の被害調査及び応急復旧に関すること。【大野、宮島のみ】 第３章第３節第３項

63 漂流物に関すること。【大野、宮島のみ】 －

64 公園施設等の被害調査及び応急復旧に関すること。【大野、宮島のみ】 第３章第３節第３項

65 桟橋の被害調査及び応急復旧に関すること。【宮島のみ】 第３章第３節第３項

66 港湾施設の被害調査及ぶ応急復旧に関すること。【宮島のみ】 第３章第３節第３項

67 広島市安佐北消防署安芸太田出張所との連絡・調整に関すること。【吉和のみ】 第３章第２節第１項

支部

・支部長

各市民センター所長又は別に定める職員

・副支部長

別に定める職員

・支部員

別に定める職員

１ 被害状況及び罹災者の実態調査に関すること。 第３章第３節第３項

２ 避難所の設置及び運営に関すること。 第３章第９節第１項

３ 自主防災組織等との連絡調整に関すること。 第３章第４節第１項、第９節第１項

４ 避難誘導に関すること。（宮内支部のみ） 第３章第４節第１項

５ 非常警備に関すること。（宮内支部のみ） 第３章第８節第１項

災
対
水
道
部

水道業務班

・班長

業務課長

・班員

業務課

１ 部の統括に関すること。 －

２ 飲料水確保対策及び広報対応に関すること。 第３章第10節第１項

３ 部内職員の動員・調整に関すること。 －

４ 所管財産の被害調査、応急対策並びに応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項

水道工務班

・班長

工務維持課担当課長

・班員

工務維持課

１ 水道事業の水源確保に関すること。 第３章第10節第１項

２ 水 道 事 業 に 係 る 水 道 施 設 の 被 査 調 査 及 び 応 急 復 旧 に 関 す る こ と ｡ 第３章第10節第１項

３ 指定工事事業者との連絡調整に関すること。 －

４ 復旧資材等の調達に関すること。 第３章第10節第１項

５ 所管財産の被害調査、応急対策並びに応急復旧に関すること。 第３章第３節第３項
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第２節 市の防災体制

第１項 防災体制の確立

活動方針

項目及び担当部班等

該当資料・様式

第１ 防災体制

市の区域で災害の発生又は発生するおそれがあるとき、災害応急対策を迅速かつ強力に推

進するため、その状況に応じた防災体制を次のとおり設置する。

市の区域で災害の発生又は発生するおそれがあるとき、災害応急対策を迅速かつ強力に

推進するため、その状況に応じた防災体制を早急に整え、災害に伴う情報収集と対策を行

う。

項目 担当部班等

第１ 防災体制

全職員

災対事務局

作戦班、情報班、資源管理班

災対地域部

第２ 水防・防災準備班

第３ 本庁災害警戒体制及び各支所災害警戒体制

第４ 災害警戒本部

第５ 災害対策本部

第６ 職員の動員

第７ 活動体制に対するサポート

資料 廿日市市災害対策本部条例

防災体制 防災組織 対処する災害状況又は災害規模等

注意体制 水防・防災準備班 大雨注意報又は洪水注意報のうちいずれかが発

表されたとき

警戒体制（※） 本庁災害警戒体制

各支所災害警戒体制

水防・防災準備班

大雨警報、洪水警報又は高潮警報のうちいずれか

が発表されたとき

災害警戒本部 大雨警報、洪水警報又は高潮警報のうちいずれか

が発表され、相当な災害の発生が予想され、副市長

（危機管理監）が必要と認めたとき

非常体制（※） 災害対策本部 全市域にわたって災害が発生すると予想される、

又は局地的であっても、被害が特に甚大になるもの

と予想され、市長が必要と認めたとき

予想されない大規模な災害が発生し、市長が必要
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※ 警戒体制及び非常体制は、その対処する災害状況又は災害規模等に応じて、設置する防

災組織や職員の動員規模を移行する。

第２ 水防・防災準備班

水防・防災準備班は、建設部の職員で構成し、大雨注意報又は洪水注意報のいずれかが発

表されたときに設置する。

主な業務は、状況把握、次期体制への情報収集、軽微な災害に対処することとし、具体的

な業務内容等は「建設部災害対策班実施マニュアル」に定める。

第３ 本庁災害警戒体制及び各支所災害警戒体制

本庁災害警戒体制及び各支所災害警戒体制は、主に総務部、経営企画部及び各支所の職員

で構成し、大雨警報、洪水警報又は高潮警報のいずれかが発表されたときに設置する。

主な業務は、気象・被害状況等の情報収集を行うこととし、具体的な業務内容等は「本庁

災害警戒体制業務マニュアル」等に定める。

第４ 災害警戒本部

災害警戒本部は、情報収集、連絡活動を行うとともに局地的かつ軽微な災害に対処するた

めに設置する。

１ 設置

危機管理監は、次のいずれかの基準に達した場合は、災害警戒本部を設置する。

２ 廃止

本部長（危機管理監）は、災害が発生するおそれが解消したと認めた場合又は情報収集

防災体制 防災組織 対処する災害状況又は災害規模等

と認めたとき

市全域にわたって、災害が発生し、甚大な被害を受

けたとき

種別 設置基準

風水害

１ 河川洪水に関する「警戒レベル３ 高齢者等避難」を発令する基準に達

したとき。

２ 土砂災害に関する「警戒レベル３ 高齢者等避難」を発令する基準に達

したとき。

３ 高潮災害に関する「警戒レベル３ 高齢者等避難」を発令する基準に達

したとき。

４ 本市が台風の暴風域に入ることが予測され、必要があると認めるとき。

その他

１ 相当な災害の発生が予想され、副市長（危機管理監）が必要と認めると

き。

２ その他、危機管理監が必要と認めるとき。
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及び連絡活動を行う必要がないと認めた場合は、災害警戒本部を廃止する。

３ 設置又は廃止の通知

災害警戒本部を設置又は廃止したときは、直ちにその旨を次の表の区分により通知する。

４ 災害警戒本部の組織及び運営

(1) 本部長及び副本部長

① 本部長は、危機管理監をもって充て、副本部長は、危機管理監以外の副市長をもっ

て充てる。

② 本部長は、随時災害状況等を市長等に報告する。

③ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長の職務を代理する。

(2) 本部員

本部員は、本部長を補佐する。また、本部長及び副本部長とともに、本部会議を構成

し、災害予防及び災害応急対策実施上の事項について協議する。

また、本部員は、災害警戒本部長の命を受け、災害警戒本部の事務に従事する。

(3) 本部会議

① 本部長は、災害警戒本部の事務を総合的かつ有機的に推進するため、本部会議を置

く。

② 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員によって構成し、本部長が議長を務める。

③ 本部会議は、災害予防及び災害応急対策実施上の事項について協議し、その基本方

針を決定する。なお、本部会議が協議、決定すべき事項は、おおむね次のとおりとす

る。

ア 防災体制に関すること。

イ 高齢者等避難に関すること。

ウ その他各本部員から特に申し出のあった事項

④ 本部会議は、本部長が必要に応じて招集する。

⑤ 招集の通知は、メール、庁内放送、加入電話等により事務局が行う。

⑥ 本部会議の開催場所は、原則、政策審議室とする。なお、リモートによる参加も可

能とする。

⑦ 構成

本部会議の構成員は次のとおりとする。

通知先 通知の方法

市職員
口頭、加入電話、電子メール、庁内放送、

FAX、職員ポータル

県 防災情報システム、加入電話、FAX

報道機関 文書、防災情報システム、加入電話、FAX

防災関係機関 加入電話、FAX

広島市安佐北消防署安芸太田出張所 加入電話、FAX
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(4) 部及び班

① 本部に第１節第１「１ 組織図」に掲げる部及び班を置き、「２ 事務分掌」に掲げ

る事務を分掌させる。

② 部長、班長及び責任者は、第１節第１「１組織図」及び「２ 事務分掌」に掲げる者

をもって充てる。

③ 部長は、本部長の命を受けて、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

④ 班長及び責任者は、上司の命を受けて、自班の所掌事務を処理する。

⑤ 班員は、原則、班長又は責任者の属する所属の職員を充てる。

(5) 支部

① 本部長は、自主避難者対応が必要なときや高齢者等避難を発令するときは、第１節

第１「１ 組織図」に準じて支部を置き、「２ 事務分掌」に掲げる事務を分掌させ

る。

② 支部長には、第１節第１「２ 分掌事務」に掲げる者をもって充てる。

③ 支部長は、本部長の命を受けて、支部の事務を掌理し、所属支部職員を指揮監督す

る。

④ 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故のあるときは、支部長の職務を代理す

る。

５ 設置場所

本部の設置場所は、特別な指示のない限り、廿日市市役所とする。

６ 危機管理監会議

危機管理監は、災害警戒本部を設置するにあたり、必要に応じて、副市長、危機管理担

当部長、産業部長及び建設部長等の必要な部長を招集し、今後の体制等（災害警戒本部の

設置を含む）を協議するため、危機管理監会議を開催するものとする。

第５ 災害対策本部

災害対策本部は、災害応急対策を強力に推進するために設置する。

１ 設置

役職 構成員（平常時の名称）

本部長 副市長（危機管理監）

副本部長 副市長

本部員

総務部長、経営企画部長、地域振興部長、産業部長、生活環境部長、健

康福祉部長、子育て担当部長、建設部長、都市建築担当部長、建設部参

事、佐伯支所長、吉和支所長、大野支所長、宮島支所長、教育部長、広

島県水道広域連合企業団廿日市事務所長

事務局長 危機管理担当部長
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市長は、次のいずれかの基準に達した場合は、災害対策本部を設置する。

２ 廃止

本部長（市長）は、市域について予想された災害が発生するおそれが解消したと認めた

場合又は災害応急対策が、おおむね完了したと認めた場合は、災害対策本部を廃止する。

３ 設置又は廃止の通知

災害対策本部を設置又は廃止したときは、直ちにその旨を次の表の区分により通知する。

４ 災害対策本部の組織及び運営

災害対策本部の組織及び運営は基本法、廿日市市災害対策本部条例（昭和38年条例第17

号）及び同運営要領等に定めるところにより、次のとおりとする。

(1) 本部長及び副本部長

① 本部長は、基本法第23条の規定により、市長をもって充て、副本部長は、危機管理

種別 設置基準

風水害

１ 河川洪水に関する「警戒レベル４ 避難指示」又は「警戒レベル５ 緊

急安全確保」を発令する基準に達したとき。

２ 土砂災害に関する「警戒レベル４ 避難指示」又は「警戒レベル５ 緊

急安全確保」を発令する基準に達したとき。

３ 高潮災害に関する「警戒レベル４ 避難指示」又は「警戒レベル５ 緊

急安全確保」を発令する基準に達したとき。

４ 本市が台風の暴風域に入ることが確実と予測され、必要があると認める

とき。

その他

１ 市域に大規模な火災、爆発、その他重大な人為的災害が発生し、又は発

生するおそれがあると認められるとき。

２ 全市域にわたって災害が発生すると予想される、又は局地的であっても、

被害が特に甚大になるものと予想され、市長が必要と認めるとき。

３ 予想されない大規模な災害が発生し、市長が必要と認めるとき。

４ 市全域にわたって、災害が発生し、甚大な被害を受けたとき。

５ その他、市長が必要と認めるとき。

通知先 通知の方法

市職員
口頭、庁内放送、メール、加入電話、

FAX、職員ポータル

一般住民
ホームページ、メール、標識、報道機関を通じて

公表

県 防災情報システム、加入電話、FAX

報道機関 文書、防災情報システム、加入電話、FAX

防災関係機関 加入電話、FAX
広島市安佐北消防署安芸太田出張所 加入電話、FAX
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監及び危機管理監以外の副市長をもって充てる。

② 本部長は、本部の事務を統括し、本部の職員を指揮監督するとともに、応急対策実

施上の重要事項について決定する。

③ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、危機管理監を第１順位、

危機管理監以外の副市長を第２順位として本部長の職務を代理する。

④ 副本部長（危機管理監）は、全庁的な対応を要する場合の総合調整、関係部長への

助言・指導などを行う。

⑤ 副本部長の分担事務は次のとおりとする。

※ 各災対地域部に関する副本部長の分担事務については、上記に準ずる。

(2) 本部員

本部員は、本部長を補佐する。また、本部長及び副本部長とともに、本部会議を構成

し、災害予防及び災害応急対策実施上の重要な事項について協議する。

また、本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(3) 本部会議

① 本部長は、災害対策本部の事務を総合的かつ有機的に推進するため、本部会議を置

く。

② 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員によって構成し、本部長が議長を務める。

③ 本部会議は、災害予防及び災害応急対策実施上の重要な事項について協議し、その

基本方針を決定する。なお、本部会議が協議、決定すべき事項は、おおむね次のとおり

とする。

ア 防災体制に関すること。

イ 避難指示に関すること。

ウ 職員の応援に関すること。

エ 自衛隊の派遣要請依頼及び派遣部隊の受入れに関すること。

オ 他の地方公共団体等に対する応援要請及び応援職員の受入れに関すること。

カ 民間団体等の受入れに関すること。

キ 緊急輸送道路の指定に関すること。

ク 災害救助法の適用申請及び救助業務の運用に関すること。

ケ 激甚災害の指定の要請に関すること。

コ 応急対策に要する予算及び資金に関すること。

サ 応急公用負担に関すること。

シ 義援金品の募集及び配分に関すること。

ス 国会・政府関係に対する要望、陳情等に関すること。

副本部長 分担事務

副市長

（危機管理監）

災対事務局、災対地域振興部、災対生活環境部、災対

産業部、災対健康福祉部、災対消防部、災対教育部に

関する事務

副市長

（危機管理監以外の副市長）
災対建設部、災対水道部に関する事務
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セ 職員の給食、寝具等の厚生に関すること。

ソ その他各本部員から特に申し出のあった事項

④ 本部会議は、本部長が必要に応じて招集する。

⑤ 招集の通知は、メール、庁内放送、加入電話等により災対事務局が行う。

⑥ 本部会議の開催場所は、原則、政策審議室とする。なお、リモートによる参加も可

能とする。

⑦ 構成

本部会議の構成員は次のとおりとする。

(4) 部及び班

① 本部に第１節第２「１ 組織図」に掲げる部及び班を置き、「２ 事務分掌」に掲げ

る事務を分掌させる。

② 部長、班長及び責任者は、第１節第２「１ 組織図」及び「２ 事務分掌」に掲げる

者をもって充てる。

③ 部長は、本部長の命を受けて、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

④ 班長及び責任者は、上司の命を受けて、自班の所掌事務を処理する。

⑤ 班員は、原則として、班長又は責任者の属する所属の職員が当たる。

(5) 支部

① 本部長は、必要と認めるときは、本部長が定める市の区域ごとに支部を置くことが

できる。

② 支部長には、第１節第２「２ 分掌事務」に掲げる者をもって充てる。

③ 支部長は、本部長の命を受けて、支部の事務を掌理し、所属支部職員を指揮監督す

る。

④ 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故のあるときは、支部長の職務を代理す

る。

５ 設置場所

(1) 本部の設置場所

本部の設置場所は、特別の指示のない限り、廿日市市役所とし、各災対地域部は、各支

所に設置する。設置時には、廿日市市役所正面玄関に災害対策本部標識板を掲げる。

役職 構成員（平常時の名称）

本部長 市長

副本部長 副市長（危機管理監）、副市長（危機管理監以外の副市長）

本部員

教育長、消防長、総務部長、経営企画部長、地域振興部長、中山間地域

振興担当部長、産業部長、生活環境部長、健康福祉部長、子育て担当部

長、建設部長、都市建築担当部長、建設部参事、佐伯支所長、吉和支所

長、大野支所長、宮島支所長、教育部長、広島県水道広域連合企業団廿

日市事務所長

事務局長 危機管理担当部長
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また、プレスルームは、災害対策本部の運営に支障をきたさない適当な場所に設置す

る。

(2) 代替施設

市役所が被災し、本部を市役所に設置できない場合は、第１順位として廿日市市消防

本部に、第２順位として廿日市市スポーツセンター（グローバルリゾート総合スポーツ

センターサンチェリー）に設置する。

６ 国・県との連携

県の災害対策本部及び国の非常現地対策本部又は緊急災害現地対策本部等が設置された

場合には、必要に応じて合同会議を開催するなど救助・救急、医療及び消火活動等の関係

機関と密接に連携を図る。

関係機関から派遣される災害対策現地情報連絡員（リエゾン）の待機場所は、３階北側執

務室とし、合同会議は庁内の会議室を活用する。

第６ 職員の動員

１ 動員方法

職員の動員方法等については、「災害時の職員参集マニュアル」に定める。

２ 職員の応援

災害応急対策を総合的に実施するため本部長は、災害時の状況及び応急措置の推移によ

り、各部の業務の実態に応じて人的余裕のある各部の所属する職員を、応援を必要とする

他の部に応援させるものとし、災害応急対策を総合的に実施する。

また、各部長は、職員が不足し、他部・班の職員の応援を受けようとするときは、事務局

長に、次の要領で要請する。

(1) 各部長は、自部の各班がその所掌事務を処理するに当たり職員が不足し、自部内他班

の職員を動員してもなお不足するときは、事務局長に要請する。

(2) 事務局長は、上記の応援要請を受けたときは、非常配備、動員状況を勘案の上、職員

の応援計画（応援職員の人員、代表者の氏名、その他必要な事項）を作成し、応援要請を

依頼した部に対して応援の決定を通知し、職員を派遣するとともに本部会議に報告する。

ただし、応援要員の確保が困難なときは、本部会議に諮る。

第７ 活動体制に対するサポート

１ 職員のメンタルヘルスの維持

(1) 救出活動、消防活動等を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努め

ることとし、必要に応じ、精神科医等の専門家の派遣を要請する。

(2) 職員等のメンタルヘルスの維持のため対策を講ずる。
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第２項 公共的団体等との連携等

活動方針

項目及び担当部班等

該当資料・様式

第１ 公共的団体等との連携

１ 市内の公共的団体等との連携体制

災害発生時には、市内一丸となった対応が不可欠であることから、市内の公共的団体等

に対して、市からの要請事項の伝達や各団体からの要望事項の把握を行うなどして連携を

図る。

【市内の公共的団体等と関係班】

２ 市内の公共的団体等への協力依頼

各班は、災害応急対策活動を実施する上で必要な場合は、市内の公共的団体等に対して

協力依頼を積極的に行い、迅速・的確な災害応急対策活動を実施する。

大規模災害の発生時には、市及び関係機関職員のみでは十分な応急対策を行う人員に不

足を生じる事態も想定される。したがって、応急対策実施上必要な労働力の確保について、

公共的団体等との連携を図る。

項目 担当部班等

第１ 公共的団体等との連携
災対事務局 資源管理班

関係部班

第２ 人的公用負担 災対事務局

資源管理班第３ 労働者の雇用

様式１ 公共的団体への要請

様式２ 賃金職員等雇上げ台帳

市内の公共的団体等 関係班

廿日市商工会議所等 産業振興班

廿日市市社会福祉協議会 健康福祉総務班、地域振興班

廿日市市民生委員児童委員協議会 健康福祉総務班、高齢介護班、こども支援

班

廿日市市医師会 健康福祉総務班

廿日市市建設協会 土木対策班

その他公共的団体 関係部班
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【依頼事項（例）】

協力依頼は、各班が各々関係する市内の公共的団体等に対して行うこととし、依頼を行

った班はその旨を逐次、資源管理班に報告する。

【協力依頼の流れ】

①：市内の公共的団体等への協力依頼を行う場合、次の事項を示した上で依頼する。

②：各班は、①の依頼を行った場合、資源管理班にその旨を報告する。

第２ 人的公用負担

市の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置

を実施するため緊急の必要があると市長が認めるときは、市の区域内の住民又は当該応急措

置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させる（災対法第 65 条）。

手続き関係は資源管理班が処理するものとし、各班は必要な場合、資源管理班にその旨を

申し出る。

第３ 労働者の確保

労働者の雇用については、災害救助法の規定に基づき実施するものとし、資源管理班が一

般人の中から公募する。人夫賃の支給等については災害救助法に基づくものとする。

【人夫雇い上げの範囲】

・炊き出し、給水支援（給水拠点の補助、要配慮者への運搬等）

・食料、物資の仕分・運搬・配布

・安否の確認

・避難所運営の支援

・広報紙、ビラの配布・貼付

・市民に対する救護活動

・道路啓開活動、公共施設等の応急復旧作業活動

・応急仮設住宅の建設等の業務 等

・協力を必要とする理由 ・従事場所

・作業内容 ・人員

・従事時間 ・集合場所

・その他参考となる事項

・被災者の避難

・医療及び助産における人夫

・被災者の救出

・飲料水の供給

・救済用物資の整理、輸送及び配分

・遺体の捜索

・遺体の処理（埋葬を除く。）
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第３項 災害救助法の適用

活動方針

項目及び担当部班等

該当資料・様式

第１ 災害救助法の適用基準

県は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある市に対し、災害救助法を適用し、

同法に基づく次の応急救助を実施し、被災者の保護と社会秩序の保全を図る。

なお、災害が発生するおそれがある段階において、災害救助法を適用した場合には、避難

所の設置による応急救助を実施する。

１ 本市における災害救助法の適用基準

(1) 災害が発生した場合、災害救助法は、次のいずれかに該当する場合に適用される（同

法第２条第１項に定める適用）。

ア 廿日市市内の住家滅失世帯数が１００世帯以上であること。

イ 広島県内の住家滅失世帯数が２，０００世帯以上であって、廿日市市内の住家滅失

世帯数が５０世帯以上であること。

ウ 広島県内の住家滅失世帯数が９，０００世帯以上であること又は当該災害が隔絶し

た地域に発生したものである等被災者の救護を著しく困難とする内閣府令で定める特

別の事情（被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法

を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすること）がある場合で

あって、多数の世帯の住家が滅失したこと。

エ 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、

災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用される災害は、同法及び広島県災害救助法施

行規則の基準により、広島県が応急救助を実施する（広島県が経費を負担する）。また、同

法が適用されない災害は、市長の責任において応急救助を実施する。

項目 担当部班等

第１ 災害救助法の適用基準
災対健康福祉部

健康福祉総務班
第２ 市長への委任

第３ 災害救助法に関する処理

第４ 救助の種類及び内容 関係部班

第５ 災害救助法が適用されない場合などの措置 災対健康福祉部 健康福祉総務班

様式３ 救助の種目別物資受払状況

様式４ 救助実施記録日計票

様式５ 救助日報
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内閣府令で定める次のいずれかの基準に該当すること。

(ｱ) 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して

継続的に救助を必要とすること。

(ｲ) 被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要

とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすること。

(2) 災害が発生するおそれがある場合、災害救助法は、次の全てに該当する場合に適用さ

れる（同法第２条第２項に定める適用）。

ア 災害が発生するおそれがある場合に、国が災害対策基本法に規定するいずれかの災

害対策本部（特定・非常・緊急）を設置し、当該災害対策本部の所管区域として、広島

県が告示されていること。

イ 県内市町において、当該災害により、被害を受けるおそれがあること。

２ 住宅滅失世帯数の算定基準及び被害認定基準

災害は、その種類及び規模により被害の態様及び程度が一様ではないため、災害救助法

において、住家滅失世帯数を次のとおり算定する。

① 住家が全壊・全焼・全流失した世帯は１世帯をもって住家が滅失した１の世帯とみ

なす。

② 住家が半壊、半焼等著しく損傷した世帯は２世帯をもって住家が滅失した１の世帯

とみなす。

③ 住家が床上浸水・土砂のたい積等により一時的に居住不能になった世帯は３世帯を

もって住家が滅失した１の世帯とみなす。

【被害認定基準表】

区

分
種 類 基 準 備 考

人

死 者
遺体を確認したもの

死亡したことが確実なもの（未確認）

行方不明者 所在不明で死亡の疑いのあるもの

負

傷

者

重傷者 要治療１か月以上の見込みのもの

軽傷者 要治療１か月未満の見込みのもの

住

家

全 壊

全 焼

全 流 失

滅失したもの

・延床面積の70％以上の損壊

・主要構造部の被害額50％以上

主要構造部：

壁、柱、はり、屋根

階段

半 壊

半 焼

損壊が甚だしいが、補修すれば元通り再

使用が可能なもの

・延床面積の20％以上70％未満の損壊

・主要構造部の被害額20％以上50％未満
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（注） 住家→現実に人が居住している建築物

第２ 市長への委任

県及び市は、災害発生時の迅速かつ円滑な救助の実施体制の構築に向けて、あらかじめ救

助に必要な施設、設備、人員等について意見交換を行うとともに、災害救助法が適用された

場合、同法に基づく救助は、知事が実施責任者となり、市町長が補助者となって実施される

が、より迅速な災害対策を行うため、同法第１３条第１項及び同法施行令第１７条の規定に

基づき、救助の実施に関する事務の一部を市長に委任する。

県から、市長への事務委任は、原則として下表のとおりとする。

ただし、災害の規模や行政機能が損なわれる被災状況等、市の実情に応じて、委任する事

務を決定する。

なお、救助事務の委任は災害救助法が適用された都度、県から市に通知することにより行

うとともに、市へ救助事務を委任した場合であっても、その救助の実施責任者は県にあるた

め、県は常にその状況把握に努め、万一、市において、事務遂行上不測の事態が生じた場合

等には、県において委任元としての責任をもって、市に対する助言を行う等、適切な事務の

遂行に努める。

【市長及び知事それぞれが担当する救助事務】

区

分
種 類 基 準 備 考

床 上 浸 水

浸水水位が床板以上に達したもの

土砂、竹木のたい積により一時的に居住

不能状態となったもの
居室以外（作業場、廊

下、炊事場、風呂場等）

のみの浸水は対象外
床 下 浸 水 浸水水位が床板に達しないもの

一 部 破 損 損壊程度が半壊に達しないもの

実施者 担当する救助事務

市長 １ 避難所の設置

２ 炊き出しその他による食品の給与

３ 飲料水の供給

４ 被服、寝具その他生活必需品の給与・貸与

５ 医療・助産（救護所における活動）

６ 被災者の救出

７ 被災した住宅の応急修理

８ 学用品の給与

９ 埋葬

10 死体の捜索・処理

11 障害物の除去

知事 １ 応急仮設住宅の供与

【建設型応急住宅】
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第３ 災害救助法に関する処理

１ 被害の見極め、県への報告

災害救助法に基づく救助の実施についての指示を受けるため、本項第１の適用基準に該

当するか、該当する見込みがあると判断したときは、直ちにその旨を広島県に報告する（４

号適用も視野に入れる。）。

２ 救助を実施するときの協議

災害救助法に基づく救助を実施しようとするときは、救助の内容等について本部会議で

協議するとともに、密接な連携をもって円滑な実施に努める。

３ 救助の実施状況及び費用の報告

健康福祉総務班は、災害救助法が適用された日から完了するまでの間、救助の実施状況

については毎日、救助に要した費用について必要なつど本部会議へ報告する。

なお、健康福祉総務班は、実施状況の報告を取りまとめ、市域全般の救助の実施状況を

掌握するとともに、その結果を県災対健康福祉部に報告する。

４ 費用の積算事務

救助に要した費用の精算事務は、健康福祉総務班において行うが、各部班は、実施した

各救助の費用精算のため必要な書類を整備保存しておく。

第４ 救助の種類及び内容

「災害救助法による救助の程度、方法及び期間」、「救助ごとの担当部班」及び「救助ごと

の整備・保存資料」については、次頁以降のとおりである。

なお、期間内における救助の適切な実施等が困難な場合には、県は、内閣総理大臣に協議

し、その同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。

第５ 災害救助法が適用されない場合などの措置

災害救助法が適用されない場合は、同法及び広島県の災害救助法施行細則を基準とし、市

長（本部長）の判断により、経費を市が負担する。

災害救助法適用後においても、同法及び広島県の災害救助法施行細則の基準によることが

困難な場合は、広島県知事の承認を得て行う。

実施者 担当する救助事務

広島県応急仮設住宅

建設マニュアルに定められた役割分担に基づき、県及び市が事務を実施

【賃貸型応急住宅】

被害状況等を考慮して、県及び市が事務を実施

２ 医療（DMAT の派遣など）
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【災害救助法による救助の程度、方法及び期間】

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考

避難所の設

置

災害により現に被

害を受け、又は受

けるおそれのある

者に供与する。

（基本額）

避難所設置費

1人 1日当たり

330円以内

高齢者等の要配慮

者等を収容する「福

祉避難所」を設置し

た場合、当該地域に

おける通常の実費

を支出でき、上記を

超える額を加算で

きる。

災害発生の日

から7日以内

1 費用は、避難所の設

置、維持及び管理のため

の賃金職員等雇上費、消

耗器材費、建物等の使用

謝金、借上費又は購入

費、光熱水費 並びに仮

設便所等の設置費を含

む。

2 避難に当たっての輸

送費は別途計上。

3 避難所での避難生活

が長期にわたる場合等

においては、避難所で避

難生活している者への

健康上の配慮等により、

ホテル･旅館など宿泊施

設を借上げて実施する

ことが可能。

応急仮設住

宅の供与

住家が全壊、全焼

又は流失し、居住

する住家がない者

であって、自らの

資力では住宅を得

ることができない

者

○ 建設型応急住宅

1 規模応急救助の

趣旨を踏まえ、実施

主体が地域の実情、

世帯構成等に応じ

て設定。

2 基本額1戸当たり

5,714,000円以内。

3 建設型応急住宅

の供与終了に伴う

解体撤去及び土地

の原状回復のため

に支出できる費用

は、当該地域におけ

る実費

災害発生の日

から 20 日以

内着工

1 費用は設置に係る原

材料費、労務費、付帯設

備工事費、輸送費及び建

築事務費等の一切の経

費として5,714,000円以

内であればよい。

2 同一敷地内等におお

むね50戸以上設置した

場合は、集会等に利用す

るための施設を設置で

きる。（50戸未満であっ

ても小規模な施設を設

置できる）

3 高齢者等の要配慮者

等を数人以上収容する

「福祉仮設住宅」を設置

できる。

4 供与期間は 2年以内。

○ 賃貸型応急住宅 災害発生の日 1 費用は、家賃、共益費、
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考

1 規模建設型仮設

住宅に準じる

2 基本額地域の実

情に応じた額

から速やかに

借上げ、提供

敷金、礼金、仲介手数料、

火災保険等、民間賃貸住

宅の貸主、仲介業者との

契約に不可欠なものと

して、地域の実情に応じ

た額とすること。

2 供与期間は建設型仮

設住宅と同様。

炊き出しそ

の他による

食品の給与

1 避難所に収容さ

れた者

2 住家に被害を受

け、若しくは災害

により現に炊事の

できない者

1人 1日当たり

1,160円以内

災害発生の日

から7日以内

食品給与のための総経

費を延給食日数で除し

た金額が限度額以内で

あればよい。（1食は1/3

日）

飲料水の供

給

現に飲料水を得る

ことができない者

（飲料水及び炊事

のための水である

こと。）

当該地域における

通常の実費

災害発生の日

から7日以内

輸送費、人件費は別途計

上。

被服、寝具そ

の他生活必

需品の給与

又は貸与

全半壊（焼）、流失、

床上浸水等によ

り、生活上必要な

被服、寝具、その他

生活必需品を喪

失、若しくは毀損

等により使用する

ことができず、直

ちに日常生活を営

むことが困難な者

1 夏季（4月～9月）

冬季（10月～3月）

の季別は災害発生

の日をもって決定

する。

2 別表の金額の範

囲内

災害発生の日

から 10 日以

内

1 備蓄物資の価格は年

度当初の評価額

2 現物給付に限ること

医療 医療の途を失った

者（応急的処置）

1 救護班 … 使用

した薬剤、治療材

料、医療器具破損等

の実費

2 病院又は診療所

… 国民健康保険診

療報酬の額以内

3 施術者協定料金

の額以内

災害発生の日

から 14 日以

内

患者等の移送費は、別途

計上
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考

助産 災害発生の日以前

又は以後7日以内

に分べんした者で

あって災害のため

助産の途を失った

者（出産のみなら

ず、死産及び流産

を含み現に助産を

要する状態にある

者）

1 救護班等による

場合は、使用した衛

生材料等の実費

2 助産師による場

合は、慣行料金の

100 分の 80 以内の

額

分べんした日

から7日以内

妊婦等の移送費は、別途

計上

被災者の救

出

1 現に生命、身体

が危険な状態にあ

る者

2 生死不明な状態

にある者

当該地域における

通常の実費

災害発生の日

から3日以内

1 期間内に生死が明ら

かにならない場合は、以

後「死体の捜索」として

取り扱う。

2 輸送費、人件費は、別

途計上

被災した住

宅の応急修

理

1 住家が半壊（焼）

若しくはこれらに

準ずる程度の損傷

を受け、自らの資

力により応急修理

をすることができ

ない者

2 大規模な補修を

行わなければ居住

することが困難で

ある程度に住家が

半壊（焼）した 者

居室、炊事場及び便

所等日常生活に必

要最小限度の部分

1 世帯当り

①大規模半壊又は

半壊若しくは 半

焼の被害を受け

た世帯

595,000 円以内

②半壊又は半焼に

準ずる程度の損

傷により被害を

受けた世帯

300,000 円以内

災害発生の日

から３ヵ月以

内に完成

（ただし、国

の災害対策本

部が設置され

た場合は災害

発生の日から

６か月以内に

完了）

学用品の給

与

住家の全壊（焼）流

失半壊（焼）又は床

上浸水により学用

品を喪失又は毀損

等により使用する

ことができず、就

学上支障のある小

学校児童、中学校

1 教科書及び教科

書以外の教材で教

育委員会に届出又

はその承認を受け

て使用している教

材、又は正規の授業

で使用している教

材実費

災害発生の日

から（教科書）

1 ヵ月以内

（文房具及び

通学用品）15

日以内

1 備蓄物資は評価額

2 入進学時の場合は

個々の実情に応じて支

給する。
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考

生徒、義務教育学

校生徒及び高等学

校等生徒。

2 文房具及び通学

用品は、1人当たり

次の金額以内

小学生児童 4,500

円

中学生生徒 4,800

円

高等学校等生徒

5,200円

埋葬 災害の際死亡した

者を対象にして実

際に埋葬を実施す

る者に支給

1体当たり

大人（12歳以上）

215,200円以内

小人（12歳未満）

172,000円以内

災害発生の日

から 10 日以

内

災害発生の日以前に死

亡した者であっても対

象となる。

遺体の捜索 行方不明の状態に

あり、かつ、四囲の

事情により既に死

亡していると推定

される者

当該地域における

通常の実費

災害発生の日

から 10 日以

内

1 輸送費、人件費は、別

途計上

2 災害発生後3日を経過

したものは一応死亡し

た者と推定している。

遺体の処理 災害の際死亡した

者について、死体

に関する処理（埋

葬を除く。）をす

る。

（洗浄、消毒等）

１体当たり、3,500

円以内

一時保存：

○既存建物借上

費：通常の実費

○既存建物以外：１

体当たり 5,400 円

以内

検案、救護班以外は

慣行料金

災害発生の日

から 10 日以

内

1 検案は原則として救

護班

2 輸送費、人件費は、別

途計上

3 死体の一時保存にド

ライアイスの購入費等

が必要な場合は当該地

域における通常の実費

を加算できる。

障害物の除

去

居室、炊事場、玄関

等に障害物が運び

込まれているため

生活に支障をきた

している場合で自

市町村内において

障害物の除去を行

った一世帯当たり

の平均137,900円以

内

災害発生の日

から 10 日以

内
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考

力では除去するこ

とのできない者

輸送費及び

賃金職員等

雇上費

1 被災者の避難に

係る支援

2 医療及び助産

3 被災者の救出

4 飲料水の供給

5 死体の捜索

6 死体の処理

7 救済用物資の整

理配分

当該地域における

通常の実費

救助の実施が

認められる期

間以内

実費弁償 災害救助法施行令

第4条第1号から

第4号までに規定

する者

災害救助法第7条第

1項の規定により救

助に関する業務に

従事させた都道府

県知事等（法第3 条

に規定する都道府

県知事等をいう。）

の総括する都道府

県等（法第17 条第

1号に規定する都道

府県等をいう。）の

常勤の職員で当該

業務に従事した者

に相当するものの

給与を考慮して定

める

救助の実施が

認められる期

間以内

時間外勤務手当及び旅

費は別途に定める額

救助の事務

を行うのに

必要な費用

1 時間外勤務手当

2 賃金職員等雇上

費

3 旅費

4 需用費（消耗品

費、燃料費、食糧

費、印刷製本費、光

熱水費、 修繕料）

5 使用料及び賃借

料

救助事務費に支出

できる費用は、法第

21 条に定める国庫

負担を行う年度（以

下「国庫負担 対象

年度」という。）にお

ける各災害に係る

左記1から7までに

掲げる費用につい

て、地方自治法施行

救助の実施が

認められる期

間及び災害救

助費の精算す

る事務を行う

期間以内

災害救助費の精算事務

を行うのに要した経費

も含む。
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※ この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事等は、内閣総理大

臣に協議し、その同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。

【救助ごとの担当部班一覧】

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考

6 通信運搬費

7 委託費

令（昭和22年政令

第16号）第143条

に定める会計年度

所属区分により当

該年度の歳出に区

分される額を合算

し、各災害の当該合

算した額の合計額

が、国庫負担対象年

度に支出した救助

事務費以外の費用

の額の合算額に、次

のイからトまでに

掲げる区分に応じ、

それぞれイからト

までに定める割合

を乗じて得た額の

合計額以内とする

こと。

救助の種類 実施期間 実施担当班

避難所の設置 災害発生の日から７日以内 資源管理班

応急仮設住宅の供与 災害発生の日から20日以内着工 住宅営繕班

炊出しその他による食品の給与 災害発生の日から７日以内 市民生活班

飲料水の供給 災害発生の日から７日以内 水道工務班

被服、寝具その他生活必需品の給

与又は貸与
災害発生の日から10日以内 健康福祉総務班

医療 災害発生の日から14日以内 健康福祉総務班

助産 分べんした日から７日以内 健康福祉総務班

被災者の救出 災害発生の日から３日以内 消防班

被災した住宅の応急修理

災害発生の日から３か月以内

（ただし、国の災害対策本部が設

置された場合は、災害発生の日か

ら６か月以内）

住宅営繕班
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【救助の事務を行うのに必要な費用の限度額】

【被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与の費用の限度額】

（単位：円）

学用品の給与

（教科書）

災害発生の日から１か月以内

（文房具及び通学用品）

災害発生の日から15日以内

学校教育班

埋葬 災害発生の日から10日以内 生活環境班

死体の捜索 災害発生の日から10日以内 健康福祉総務班

死体の処理 災害発生の日から10日以内 健康福祉総務班

障害物の除去 災害発生の日から10日以内 廃棄物対策班

区分 費用の限度額

イ 3千万円以下の部分の金額については 100 分の 10

ロ 3千万円を超え 6千万円以下の部分の金額については 100 分の 9

ハ 6千万円を超えｈ1億円以下の部分の金額については 100 分の 8

ニ 1億円を超え 2億円以下の部分の金額については 100 分の 7

ホ 2億円を超え 3億円以下の部分の金額については 100 分の 6

ヘ 3億円を超え 5億円以下の部分の金額については 100 分の 5

ト 5億円を超える部分の金額については 100 分の 4

区分 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯

6人以上

1人増す

ごとに加

算

全壊

全焼

流失

夏 18,800 24,200 35,800 42,800 54,200 7,900

冬 31,200 40,400 56,200 65,700 82,700 11,400

半壊

半焼

床上浸水

夏 6,100 8,300 12,400 15,100 19,000 2,600

冬 10,000 13,000 18,400 21,900 27,600 3,600
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【救助ごとの整備・保存資料一覧】

救助の種類 整備・保存資料

避難所の設置 ・避難者名簿

・救助実施記録日計票

・避難所用物資受払簿

・避難所設置及び収容状況

・避難所設置に要した支払証拠書類

・避難所設置に要した物品受払証拠書類

応急仮設住宅の供与 ・救助実施記録日計票

・応急仮設住宅台帳

・応急仮設住宅用敷地貸借契約書

・応急仮設住宅使用貸借契約書

・応急仮設住宅建築のための原材料購入契約書、工事契約

書、その他設計書、仕様書等

・応急仮設住宅建築のための工事代金等支払証拠書類

炊出しその他による食品

の給与

・救助実施記録日計票

・炊出しその他による食品給与物品受払簿

・炊出し給与状況

・炊出しその他による食品給与のための食料購入代金等支

払証拠書類

・炊出しその他による食品給与のための物品受払証拠書類

飲料水の供給 ・救助実施記録日計票

・給水用機械器具燃料及び浄水用薬品資材受払簿

・飲料水の供給簿

・飲料水供給のための支払証拠書類

被服、寝具その他生活必需

品の給与又は貸与

・救助実施記録日計票

・物資受払簿

・物資の給与状況

・物資購入関係支払証拠書類

・備蓄物資払出証拠書類

医療 ・救助実施記録日計票

・医薬品衛生材料受払簿

・救護班活動状況

・病院、診療所医療実施状況及び診療報酬に関する証拠書

類

・医薬品衛生材料等購入関係支払証拠書類

助産 ・救助実施記録日計票
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救助の種類 整備・保存資料

・衛生材料等受払簿

・助産台帳

・助産関係支出証拠書類

災害にかかった者の救出 ・救助実施記録日計票

・被災者救出用機械器具燃料受払簿

・被災者救出状況記録簿

・被災者救出用関係支払証拠書類

災害にかかった住宅の応

急修理

・救助実施記録日計票

・住宅の応急修理記録簿

・住宅の応急修理のための契約書、仕様書等

・住宅の応急修理関係支払証拠書類

学用品の給与 ・救助実施記録日計票

・学用品の給与状況

・学用品購入関係支払証拠書類

・備蓄物資払出証拠書類

埋葬 ・救助実施記録日計票

・埋葬台帳

・埋葬費関係支出証拠書類

死体の捜索 ・救助実施記録日計票

・捜索用機械器具燃料受払簿

・死体の捜索状況記録簿

・死体捜索用関係支出証拠書類

死体の処理 ・救助実施記録日計票

・死体処理台帳

・死体処理費関係支出証拠書類

障害物の除去 ・救助実施記録日計票

・障害物除去の状況

・障害物除去費関係支出証拠書類

輸送 ・救助実施記録日計票

・燃料及び消耗品受払簿

・輸送記録簿

・輸送費関係支払証拠書類

賃金職員等雇い上げ ・救助実施記録日計票

・賃金職員等雇上げ台帳

・賃金職員等雇上費関係支払証拠書類
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第３節 情報の収集・伝達

第１項 気象予警報の収集・伝達

活動方針

項目及び担当部班等

該当資料・様式

第１ 警戒レベルを用いた防災情報の提供

警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて「居住者等がとるべき行動」を５段

階に分け、「居住者等がとるべき行動」と「当該行動を居住者等に促す情報」とを関連付ける

ものである。

防災関係機関は、「居住者等がとるべき行動」、「当該行動を居住者等に促す情報」及び「当

該行動をとる際の判断に参考となる情報（警戒レベル相当情報）」をそれぞれ警戒レベルに対

応させることで、出された情報からとるべき行動を直感的に理解できるよう、災害の切迫度

に応じて、５段階の警戒レベルにより提供する。

なお、居住者等には「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、避難情報が発令された

場合はもちろんのこと、発令される前であっても行政等が出す防災情報に十分留意し、災害

が発生する前に自らの判断で自発的に避難することが望まれる。

第２ 気象予警報の種類及び発表の基準

１ 広島地方気象台が発表する注意報及び警報、特別警報

大雨や強風等の気象現象によって、災害が起こるおそれのあるときには「注意報」が、

重大な災害が起こるおそれのあるときには「警報」が、重大な災害が起こるおそれが著し

く大きい場合には「特別警報」が、現象の危険度と雨量、風速、潮位等の予想値を時間帯ご

とに明示して、広島県内の市町ごとに発表される。また、土砂災害や低地の浸水、中小河

川の増水・氾濫、竜巻等による激しい突風、落雷等については、実際に危険度が高まって

注意報・警報等を迅速かつ正確に伝達するため、その種類及び伝達組織並びに伝達方法

を定め、被害の拡大や二次災害の発生を防止する。

項目 担当部班等

第１ 警戒レベルを用いた防災情報の提供
災対事務局

情報班

災対地域部

関係部班

第２ 気象予警報の種類及び発表の基準

第３ 気象予警報の収集・伝達

第４ 雨量・水位情報等の収集

第５ 広島県防災情報システムによる気象情報等の収集

資料 観測施設
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いる場所が「危険度分布」等で発表される。なお、大雨や洪水等の警報等が発表された場

合のテレビやラジオによる放送等では、重要な内容を簡潔かつ効果的に伝えられるよう、

これまでどおり市町村等をまとめた地域の名称を用いる場合がある。

(1) 注意報

気象現象等により県域（一次細分区域：「南部」「北部」、市町）に災害が予想される場

合、住民及び関係機関の注意を喚起するために発表する。

種 類 発 表 基 準

風 雪 注 意 報

風雪により、災害が起こるおそれがある場合。具体的には次の条件に該

当するとき。

雪を伴い平均風速が陸上で 12m/s 以上、海上で 15m/s 以上になると予想

されるとき。

強 風 注 意 報

強風により、災害が起こるおそれがある場合。具体的には次の条件に該

当するとき。

平均風速が陸上で 12m/s 以上、海上で 15m/s 以上になると予想されると

き。

大 雨 注 意 報

大雨により、災害が起こるおそれがある場合。具体的には市町で別表１

の基準になると予想されるとき。避難に備え、ハザードマップ等により災

害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒

レベル２である。

大 雪 注 意 報

大雪により、災害が起こるおそれがある場合。具体的には１２時間の

降雪の深さが次のいずれか以上になると予想されるとき。

細分
区域

一次 南 部
市町村等をまとめた区域 広島・呉
１２時間降雪の深さ 平地 10cm 又は 山地 25cm

濃 霧 注 意 報

濃霧により、交通機関等に著しい支障が生じるおそれがある場合。具

体的には次の条件に該当するとき。

視程が陸上で１００ｍ以下※又は海上で５００ｍ以下になると予想され

るとき。

雷 注 意 報 落雷等により、被害が予想される場合。

乾 燥 注 意 報

空気が乾燥し、火災の危険がある場合。具体的には次の条件に該当す

るとき。

最小湿度が３５％以下※で、実効湿度が６５％以下※になると予想され

るとき。

なだれ注意報

なだれが発生して被害があると予想される場合。具体的には次の条件

に該当するとき。

降雪の深さが４０cm以上になると予想されるとき、又は積雪の深さが

５０cm 以上あって最高気温が１０度※以上になると予想されるとき。
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着 氷 注 意 報

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想される場合。具

体的には、通信線や送電線、船体などへの被害が起こるおそれのあると

き。

着 雪 注 意 報

着氷（雪）により、通信線や送電線等に被害が予想される場合。具体

的には次の条件に該当するとき。

２４時間の降雪の深さが、平地で１０cm以上になるか、山地で３０cm

以上になり、気温０～３度が予想されるとき。

融 雪 注 意 報
融雪により災害が発生するおそれがあると予想される場合。具体的に

は浸水、土砂災害などの災害が発生するおそれがあるとき。

霜 注 意 報

晩霜により、農作物に著しい被害が予想される場合。具体的には最低

気温が次の条件に該当するとき。

４月以降最低気温が４度以下※と予想されるとき。

低 温 注 意 報

低温のため農作物に著しい被害が予想される場合。具体的には次の条

件に該当するとき。

冬期：最低気温が－４度以下※と予想されるとき。

夏期：最高気温又は最低気温が平年より６度以上低いと予想されると

き。

波 浪 注 意 報

風浪・うねり等により、災害が起こるおそれがあると予想される場

合。具体的には次の条件に該当するとき。

有義波高（注４）が１.５m以上になると予想されるとき。

洪 水 注 意 報

津波、高潮以外による洪水によって、災害が起こるおそれがあると予

想される場合。具体的には市町で別表２の基準以上になると予想される

とき。避難に備え、ハザードマップ等により災害リスク等を再確認する

など、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。

高 潮 注 意 報

台風等による海面の異常な上昇について、一般の注意を喚起する必要

がある場合。具体的には、市町で別表５の基準以上になると予想される

とき。高潮警報に切り替える可能性に言及されていない場合は、避難に

備え、ハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自らの

避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。高潮警報に切り替

える可能性が高い旨に言及されている場合は、高齢者等の避難が必要と

される警戒レベル３に相当。

地面現象注意報
大雨・大雪等による山崩れ、地すべり等により、災害が起こるおそれ

があると予想される場合。

浸 水 注 意 報
大雨・長雨・融雪等の現象に伴う浸水により、災害が起こるおそれが

あると予想される場合。
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(2) 警報

気象現象等により県域（一次細分区域：「南部」「北部」、市町）に重大な災害が予想さ

れる場合、住民及び関係機関の警戒を促すために発表する。

（注）

１ ※印は、要素が気象官署のものであることを示す。

２ 注意報、警報はその種類にかかわらず解除されるまで継続される。また新たな注意

報、警報が発表されるときは、これまでの注意報、警報は自動的に解除され、新たな注

意報、警報に切り替えられる。

３ 注意報及び警報は、当該気象等の現象の発生予想地域を技術的に特定することができ

る場合には、地域を指定して発表する。

種 類 発 表 基 準

暴 風 警 報

暴風により、重大な災害が起こるおそれがある場合。具体的には次の条

件に該当するとき。

平均風速が陸上で 20m/s 以上、海上で 25m/s 以上になると予想されると

き。

暴 風 雪 警 報

暴風雪により、重大な災害が起こるおそれがある場合。具体的には次の

条件に該当するとき。

雪を伴い、平均風速が陸上で 20m/s 以上、海上で 25m/s 以上になると予

想されるとき。

大 雨 警 報

大雨により、災害が起こるおそれがある場合。具体的には市町で別表３

の基準になると予想されるとき。大雨警報（土砂災害）は、高齢者等の避

難が必要とされる警戒レベル３に相当。

大 雪 警 報

大雪により、重大な災害が起こるおそれがある場合。具体的には１２時

間の降雪の深さが次のいずれか以上になると予想されるとき。

細分
区域

一次 南 部
市町村等をまとめた区域 広島・呉

１２時間降雪の深さ 平地 20cm 又は 山地 45cm

波 浪 警 報

風浪・うねり等により、重大な災害が起こるおそれがある場合。具体的

には次の条件に該当するとき。

有義波高（注４）が２.５ｍ以上になると予想されるとき。

洪 水 警 報
津波、高潮以外による洪水により、重大な災害が起こるおそれがある場

合。具体的には市町で別表４のいずれか以上になると予想されるとき。

高 潮 警 報

台風等による海面の異常な上昇により、重大な災害が起こるおそれがあ

る場合。具体的には市町で別表５の基準以上になると予想されるとき。避

難が必要とされる警戒レベル４に相当。

地面現象警報
大雨・大雪等による山崩れ・地すべり等により、重大な災害が起こるお

それがあると予想される場合。

浸 水 警 報
大雨・長雨・融雪等の現象に伴う浸水により、重大な災害が起こるおそ

れがあると予想される場合。
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４ 有義波高とは、測器による一連の観測で得られた個々の波を、波高の大きい順に並び

替え、高い方から数えて全体の１／３の数の波について平均値をとったものである。

目視観測による波高は有義波高とほぼ等しいといわれている。

(3) 特別警報

気象現象等により県域（一次細分区域：「南部」「北部」、市町）に重大な災害が起こる

おそれが著しく大きいと予想した場合、住民及び関係機関に最大限の警戒を促すために

発表する。

(4) 地震など大規模災害発生後に暫定的に運用する大雨警報、注意報、洪水警報、注意報、

土砂災害警戒情報等の基準

地震の揺れの大きさや被害の規模に応じ、地盤や建物等の弱体化を考慮し、広島地方

気象台は広島県等と必要性を調整の上、被災地域に対する大雨警報、注意報、洪水警報、

注意報、土砂災害警戒情報等について、発表基準を下げた暫定基準により運用する。

暫定基準は、事象発生後に確認あるいは想定される被災状況等に応じて、広島地方気

象台が広島県等と調整の上、大雨警報、注意報、洪水警報、注意報、土砂災害警戒情報等

の種類ごと及び市町ごとに検討し、通常の発表基準に一定の割合をかけるなどにより決

定する。

ただし、事象発生後おおむね２４時間以内に降雨が予想されるなど早急に暫定基準を

設定すべき状況にあると広島地方気象台が判断した場合には、事前に準備した暫定基準

で大雨警報、注意報、洪水警報、注意報、土砂災害警戒情報等を運用する。

事象発生から１日程度経過した以降については、広島地方気象台は広島県等と連携し

て、状況に適合した暫定基準による大雨警報、注意報、洪水警報、注意報、土砂災害警戒

情報等の運用開始などを調整する。

暫定基準による運用実施後は、広島地方気象台は広島県等と調整の上、定期的（おお

種 類 発 表 基 準

大雨特別警報

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、

若しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨

になると予想したとき。災害が既に発生している状況であり，命を守る

ための最善の行動をとる必要があることを示す警戒レベル５に相当。

大雪特別警報 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想したとき。

暴風特別警報
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹く

と予想したとき。

暴風雪特別警報
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴

風が吹くと予想したとき。

波浪特別警報
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高波になる

と予想したとき。

高潮特別警報
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮になる

と予想したとき。避難が必要とされる警戒レベル４に相当。
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むね 1か月ごと）に、被災地域の復旧状況及び気象災害発生状況等を考慮の上、暫定基

準の適否及び運用継続等を見直す。

＜大規模地震発生後早急に暫定基準を設定すべき状況時に運用される暫定基準＞

【暫定基準：震度６弱以上の地域】

【暫定基準：震度５強の地域】

（注）前 (2) 項の（注）２、３を準用する。

(5) 大雨警報・洪水警報の危険度分布等

警報の危険度分布等の概要

種 類 概 要

大雨警報（土砂災

害）の危険度分布

（土砂災害警戒判

定メッシュ情報）

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地上図で５km又は

１km四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。２時間先までの雨

量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて常時10分ごとに更新しており、

大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表されたときに、どこ

で危険度が高まるかを面的に確認することができる。

大雨警報(浸水害)
の危険度分布

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km

四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。１時間先までの表面雨

量指数の予測を用いて常時10分ごとに更新しており、大雨警報（浸水

害）等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認する

ことができる。

洪水警報の危険度

分布

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその

他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を

おおむね１kmごとに５段階に色分けして示す情報。３時間先までの流域

雨量指数の予測を用いて常時10分ごとに更新しており、洪水警報等が発

表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができ

る。

流域雨量指数の予

測値

水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として上流域での降雨によ

って、下流の対象地点の洪水危険度がどれだけ高まるかを示した情報。

６時間先までの雨量分布の予測（降水短時間予報等）を取り込んで、流

域に降った雨が河川に集まり流れ下る量を計算して指数化した「流域雨

量指数」について、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色

分けし時系列で表示したものを、常時10分ごとに更新している。

各暫定基準表は、広島地方気象台から提出された内容とする。

各暫定基準表は、広島地方気象台から提出された内容とする。
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(6) 警報級の可能性

５日先までの警報級の現象の可能性が[高]、[中]の２段階で発表される。当日から

翌日にかけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位（広島県南部・

北部）で、２日先から５日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表

単位（広島県）で発表される。



第３章 第３節 第１項

148

別 紙

大雨及び洪水警報・注意報基準表の見方

(1) 大雨及び洪水の欄中、R1、R3 はそれぞれ 1、3 時間雨量を示し、RT は総雨量を示す。

例えば、｢R1=70｣であれば、｢1 時間雨量 70mm 以上｣を意味する。

(2) 大雨及び洪水の欄中、「かつ」は 2つの指標による基準を示す。例えば、「R1=70 かつ R3

=150」であれば、「1時間雨量 70mm かつ 3時間雨量 150mm 以上」を意味する。

(3) 大雨及び洪水の欄中においては、「平坦地、平坦地以外」等の地域名で基準値を記述す

る場合がある。「平坦地、平坦地以外」等の地域は別図を参照。

(4) 土壌雨量指数基準値は 1km 四方ごとに設定している。大雨の欄中、土壌雨量指数基準

には、市町村内における基準値の最低値を示す。1km 四方ごとの基準値については、

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_shisu.htm）を参照。

(5) 洪水の欄中、｢○○川流域=30｣は、｢○○川流域の流域雨量指数 30 以上｣を意味する。

(6) 大雨警報については、表面雨量指数基準に到達することが予想される場合は｢大雨警報

（浸水害）｣、土壌雨量指数基準に到達すると予想される場合は｢大雨警報（土砂災害）｣、

両基準に到達すると予想される場合は｢大雨警報（土砂災害、浸水害）｣として発表する。

(7) 高潮警報・注意報の基準の潮位は一般に高さを示す「標高」で表す。「標高」の基準面

として東京湾平均海面（TP）を用いるが、島嶼部など一部では国土地理院による高さの

基準面あるいは MSL（平均潮位）等を用いる。

(8) 大雨及び洪水警報・注意報の表面雨量指数基準、土壌雨量指数基準、流域雨量指数基

準、複合基準のうち基準が設定されていないもの及び高潮警報・注意報で現象が発現せ

ず基準を設定していない市町村等についてはその欄を”－“で示している。

＜参考＞

土壌雨量指数：土壌雨量指数は、降雨による土砂災害発生の危険性を示す指標で、土壌中

に貯まっている雨水の量を示す指数。解析雨量、降水短時間予報をもとに、5km 四方の領

域ごとに算出する。詳細は土壌雨量指数の説明

（http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bousai/dojoshisu.html）を参照。

流域雨量指数：流域雨量指数は、降雨による洪水災害発生の危険性を示す指標で、対象と

なる地域・時刻に存在する流域の雨水の量を示す指数。解析雨量、降水短時間予報をも

とに、5km 四方の領域ごとに算出する。詳細は流域雨量指数の説明

（http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bousai/ryuikishisu.html）を参照。

表面雨量指数 ： 表面雨量指数は、短時間強雨による浸水害の危険性を示す指標で、地表

面に留まっている雨水の量を示す指数。詳細は表面雨量指数の説明

（http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/hyomenshisu.html）を参照。
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別表１
大雨注意報基準

別表２
洪水注意報基準

※（表面雨量指数、流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。

別表３
大雨警報基準

別表４
洪水警報基準

＊（表面雨量指数、流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。

別表５
高潮注意報・警報基準

市町村等を
まとめた地域

市町 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準

広島・呉 廿日市市 14 110

市町村等を
まとめた地域

市町 流域雨量指数基準 ※複合基準
指定河川洪水予報に
よる基準

広島・呉 廿日市市

太田川流域=11.8、
中津谷川流域=10.3、
小瀬川流域=21.5、
玖島川流域=12、
市野川流域=6.3、
七瀬川流域=11.7、
中道川流域=5.5、
大虫川流域=6.8、
吉末川流域=4.6、
永慶寺川流域=5.7、
可愛川流域=8.8、
御手洗川流域=8.5、
中津岡川流域=4.7

太田川流域=（7、11.6）、
中津谷川流域=（11、10.3）、
小瀬川流域=（11、17.2）、
玖島川流域=（7、12）、
市野川流域=（11、5）、
七瀬川流域=（11、11.7）、
中道川流域=（11、5.5）、
大虫川流域=（11、5.4）、
吉末川流域=（7、4.5）、
永慶寺川流域=（11、4.６）、
可愛川流域=（6、8.7）、
御手洗川流域=（6、8.5）

－

市町村等を
まとめた地域

市町 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準

広島・呉 廿日市市 23 140

市町村等を
まとめた地域

市町 流域雨量指数基準 ※複合基準
指定河川洪水予報に
よる基準

広島・呉 廿日市市

太田川流域=14.8、
中津谷川流域=12.9、
小瀬川流域=26.9、
玖島川流域=15.1、
市野川流域=7.9、
七瀬川流域=14.7、
中道川流域=6.9、
大虫川流域=8.6、
吉末川流域=5.7、
永慶寺川流域=7.2、
可愛川流域=11.1、
御手洗川流域=10.7、
中津岡川流域=5.9

太田川流域=（11、13.9）、
中津谷川流域=（11、11.6）、
小瀬川流域=（11、26.7）、
玖島川流域=（11、13.5）、
市野川流域=（11、7.1）、
七瀬川流域=（11、13.2）、
中道川流域=（11、6.2）、
永慶寺川流域=（11、7.1）

－

市町村等を
まとめた地域

市町
潮位

警報 注意報
広島・呉 廿日市市 2.6ｍ 2.1ｍ
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別 図

「平坦地」と「平坦地以外」の区分

・平坦地とは、おおむね平均傾斜率が 30パーミル（パーミル：千分の一）以下で都市化率が

25 パーセント以上の地域で、平坦地以外とはそれ以外の地域。

・平均傾斜率は、該当格子に雨水がたまりやすいかどうかの指標で、都市化率は、地表面が

アスファルト等に被覆されていて、雨水が地下に浸透しにくいかを表す指標

浸水被害の起こりにくい地域（平坦地以外）

浸水被害の起こりやすい地域（平坦地）

庄原市

三次市

神石高原町

北広島町 安芸高田市

安芸太田町 世羅町
府中市

福山市

広島市

東広島市

廿日市市 尾道市

三原市

府中町

海田町 竹原市

熊野町

坂町

大竹市 呉市

大崎上島町

江田島市
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２ 気象庁が発表する津波警報等の種類及び内容

(1) 種類

① 大津波警報・津波警報等：担当する津波予報区において津波による重大な災害のお

それがあると予想されるとき発表する。

なお、大津波警報は津波特別警報に位置付けられる。

② 津波注意報：担当する津波予報区において津波による災害のおそれがあると予想さ

れるとき発表する。

③ 津波予報：津波による災害のおそれがないと予想されるとき発表する。

(2) 発表基準・解説・発表される津波の高さ等

① 津波警報等

注）津波注意報等の留意事項

種 類 発表基準 解説

発表される津波

の高さ

数値で

の発表

定性的

表現で

の発表

大津波警報

（津波特別警報）

予想される津波

の高さが高いと

ころで３ｍを超

える場合

大きな津波が襲い甚大な被害が発

生します。沿岸部や川沿いにいる

人は直ちに高台や避難ビルなど安

全な場所へ避難してください。津

波は繰り返し襲ってきます。警報

が解除されるまで安全な場所から

離れないでください。

１０ｍ

超

巨大
１０ｍ

５ｍ

津波警報

予想される津波

の高さが高いと

ころで１ｍを超

え３ｍ以下であ

る場合

津波による被害が発生します。沿

岸部や川沿いにいる人は直ちに高

台や避難ビルなど安全な場所へ避

難してください。津波は繰り返し

襲ってきます。警報が解除される

まで安全な場所から離れないでく

ださい。

３ｍ 高い

津波注意報

予想される津波

の高さが高いと

ころで、０.２ｍ

以上１ｍ以下で

ある場合であっ

て、津波による災

害のおそれがあ

る場合

海の中や海岸付近は危険です。海

の中にいる人は直ちに海から上が

って海岸から離れてください。潮

の流れが速い状態が続きますの

で、注意報が解除されるまで海に

入ったり海岸に近づいたりしない

ようにしてください。

１ｍ

（標記

しな

い）
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1 津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を行

う。このうち、津波注意報は、津波の観測状況等により、津波が更に高くなる可能性

は小さいと判断した場合には、津波の高さが発表基準より小さくなる前に、海面変

動が継続することや留意事項を付して解除を行う場合がある。

2 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点におけるその潮位と、

その時点に津波がなかったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が

上昇した高さをいう。

3 地震の規模（マグニチュード）が８を超えるような巨大地震は地震の規模を数分

内に精度よく推定することが困難であることから、推定した地震の規模が過小に見

積もられているおそれがある場合は、予想される津波の高さを定性的表現で発表す

る。

4 沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等の発表が津波の来襲に

間に合わない場合がある。

5 津波警報等は、最新の地震・津波データの解析結果に基づき、内容を更新する場

合がある。

② 津波予報

３ 火災による警報

消防法第22条第３項の規定による火災に関する警報（以下「火災警報」という。）は消防

長が発令し、及び解除する。

区 分 発 表 基 準 内 容

津波予報

津波が予想されないとき。

（地震情報に含めて発表）

津波の心配なしの旨を発表

０.２メートル未満の海面変動

が予想されたとき。

（津波に関するその他の情報

に含めて発表）

高いところでも０.２メートル未満の海面

変動のため被害の心配はなく、特段の防

災対応の必要がない旨を発表

津波注意報解除後も海面変動

が継続するとき。

（津波に関するその他の情報

に含めて発表）

津波に伴う海面変動が観測されており、

今後も継続する可能性が高いため、海に

入っての作業や釣り、海水浴などに際し

ては十分な留意が必要である旨を発表

種類 発 表 基 準 根 拠

火

災

警

報

消防法第22条第2項の規定により、通報を受けたとき。 消 防 法

実効湿度が60パーセント以下であって、最低湿度が35パーセン

ト以下になったとき。
廿日市市火

災予防規則
実効湿度が65パーセント以下であって、最低湿度が40パーセン

トを下り、最大風速8ｍを超える見込みのとき。

風速10ｍ以上の風が１時間以上連続して吹く見込みのとき。
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火災警報は、降雨又は降雪中は発令しないことがある。

消防長は、火災警報の発令及び解除を伝達するために必要な施設を利用することができ

る。
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第３ 気象予警報の収集・伝達

１ 気象予警報及び土砂災害警戒情報の伝達経路

(1) 広島地方気象台からの伝達経路

＊

（注）１ 広島地方気象台からの伝達経路のうち、実線は防災情報提供システム専用線、点線は専用線以外の副次

的な伝達経路である。（副次的な伝達経路とは、インターネット回線を利用した防災情報提供システムを

いう。）

２ ＊は、津波警報等（同解除を含む。）のみオンラインによる伝達である。

３ 日本放送協会広島拠点放送局は、津波警報が発表された時に「緊急警報信号」を発信する。

４ 民間報道機関は、㈱中国放送・広島テレビ放送㈱・㈱広島ホームテレビ・㈱テレビ新広島・広島エフエ

ム放送㈱・㈱中国新聞社である。

５ 「ＮＴＴ西日本又は東日本」とは、西日本電信電話株式会社又は東日本電信電話株式会社を意味する。

(2) 広島地方気象台等から通知を受けた機関の措置

① 西日本電信電話株式会社

広島地方気象台等から通知を受けた警報は次の経路により市町に伝達する。

＊FAX 網による一斉同報方式

② 広島県

広島県危機管理監広島地方気象台

地

域

住

民

廿日市市

陸上自衛隊呉地方総監部

陸上自衛隊第１３旅団司令部

県 警 察 本 部 廿日市警察署

日本放送協会広島拠点放送局

民 間 報 道 機 関

廿日市市ＮＴＴ西日本又は東日本

総 務 省 消 防 庁

ＮＴＴ西日本又は東日本 廿日市市消防本部、廿日市市大野支所、

廿日市市吉和支所
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広島地方気象台から通知を受けた気象等予報及び警報並びに土砂災害警戒情報は、

次により関係地方機関、市町及び消防本部へ伝達する。

県総合行政通信網による一斉通報

有線電話・ＦＡＸによる個別情報

２ 伝達を受けた場合の処理

(1) 気象注意報、警報等は、平日の場合（午前８時３０分から午後５時１５分まで）は総

務部危機管理課において受理し、関係各課へ伝達する。休日、その他夜間は、防災セン

ターが受理し、直ちに、関係職員及び各支所の宿直に連絡するとともに、関係各課へ情

報提供する。

(2) 各支所の宿直は、防災センター職員から連絡を受けたときは、それぞれ支所の職員に

連絡する。

(3) 総務部危機管理課長は、前記の気象注意報、警報等を受理し、必要と認める場合は、

速やかに市長、副市長、教育長及び各部長に報告する。

(4) 総務部危機管理課長から伝達を受けた関係各課長は、速やかにその内容に応じた適切

な措置を講ずる。

(5) 総務部危機管理課長は、気象注意報、警報等のうち特に庁内への周知を要すると認め

廿日市市

廿日市市

消防本部

警報並びに土砂災害警戒情報

広島県危機管理監

（土木建築局砂防課）

県機関（本庁関係課（室）、地方機関等）気 象 台

各教育事務所 県教育委員会

廿日市市

注 意 報

県機関（本庁関係課（室）、地方機関等）気 象 台 広島県危機管理監

廿日市市

消防本部



第３章 第３節 第１項

156

るものについては、庁内放送やメール等により所要の措置を講ずる。

(6) 総務部危機管理課長は上司の命があったとき、又は状況により自ら必要と認めたとき

は、所要の対策通報を速やかに関係機関・関係者に伝達する。

(7) 津波警報・各種特別警報・土砂災害警戒情報の通知を受けた場合は防災行政無線、メ

ール等により、速やかに住民に周知する。

３ その他

(1) 注意報の段階における危機管理課による気象情報の収集・とりまとめについては、警

戒体制以降は情報班に移行する。

(2) 災対地域部は、注意報段階から気象情報の収集、支所各職員への情報提供を行う。

第４ 雨量・水位情報等の収集

１ 雨量情報

前２時間の雨量が20mmを超えたときは、毎正時に前２時間の１時間ごとの雨量

雨量計（自記テレメーター）

防災対策室

総務部危機管理課

２ 河川（水位）情報

水防団待機水位に達したとき又は下回ったとき。

氾濫注意水位を超えたときは毎時。

水位計

水防テレメーター端末機

防災対策室

総務部危機管理課

３ 高潮情報

満潮時２時間前、１時間前、満潮時、満潮１時間後、２時間後の潮位

要請により 広島県

土木建築局

広島県西部建設事務所

廿日市支所

必要に応じ 廿日市市

（水防管理団体）

広島県

土木建築局

要請により広島県西部建設事務所

廿日市支所

水位観測所

必要に応じ

廿日市市

（水防管理団体）
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水防テレメーター端末機

防災対策室

総務部危機管理課

第５ 広島県防災情報システムによる気象情報等の収集

気象予警報や雨量・水位情報等様々な気象情報については、広島県防災情報システムを用

いて収集する。

必要に応じ
広島県

土木建築局

広島県西部建設事務所

廿日市支所

必要に応じ
廿日市市

（水防管理団体）
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第２項 通信手段の確保

活動方針

項目及び担当部班等

該当資料・様式

第１ 通信連絡手段一覧

情報の迅速かつ的確な収集及び伝達を図るため、現有の通信連絡手段を分類整理し、それ

ぞれの手段の確保及び活用方法を定める。

(1) 有線電話：加入電話

(2) 無線電話：防災行政無線、消防無線

(3) 広島県防災情報システム

(4) 公共放送（テレビ、ラジオ、CATV、コミュニティFM）の利用

(5) 非常通信の利用

(6) 情報連絡員

(7) 登録制メール、緊急速報メール

(8) SNS（ツイッター、フェイスブック）

(9) その他

第２ 通信連絡手段の確保及び活用

１ 災害時優先電話の活用

本市では、一部の電話回線を災害時優先電話としている。西日本電信電話(株)に登録し

災害時における各機関相互の通信連絡は、迅速かつ的確に行う必要があるため、通信の

窓口及び連絡系統を明確にするとともに、非常時の通信連絡の確保を図る。

項目 担当部班等

第１ 通信連絡手段一覧

災対事務局

情報班

災対地域部

第２ 通信連絡手段の確保及び活用

第３ 有線電話途絶時の連絡

第４ 公共放送（テレビ、ラジオ）の優先利用

第５ 連絡員の派遣

第６ 防災関係機関に対する非常無線通話の依頼

第７ アマチュア無線の活用

第８ 通信施設の応急復旧

資料 防災行政無線屋外拡声子局設置場所一覧表

資料 無線通信系統及び消防団配置一覧表

資料 消防及び防災行政無線局等の設置状況
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ているこれらの電話は、回線輻輳時等においても通話が優先される措置が講じられている

ことから、各班は、他の手段で情報伝達が困難な場合は、情報班に申し出てこの電話を活

用し適切な情報伝達を行う。なお、効果的な利用を図るため、この電話は発信専用とし、

電話番号は非公開とする。

２ 非常・緊急電報の申込み

応急対策の実施等について緊急かつ特別に必要な場合は、災害時優先電話から非常・緊

急電報の申込を行う。

３ 特設公衆電話（無償）の要請

災害救助法が適用された場合等に、指定避難所等に設置する特設公衆電話（無料）を要

請する。

４ 臨時電話（有償）の申込み

必要に応じて、30日以内の利用期間を指定し、加入電話の提供を受けるための契約電話

（有料）を申し込む。

※ 一般の電話申込みも、この番号で行う。

５ 防災用FAX
防災用FAXは災対事務局の統制による。

内線指定 8-213-1089

第３ 有線電話途絶時の連絡

有線電話が途絶した場合は、防災行政用無線電話、消防無線等を活用する。これらの機器

については、その作動状態を確認し、常に良好な状態を保つとともに、機能維持に努める。

第４ 公共放送（テレビ、ラジオ）の優先利用

住民、事業所、市職員及びその他関係機関に対し、災害に関する通知、要請、指示、伝達、

警告、広報等を行い、緊急又は広域的に行う必要がある場合においては、「災害時における

放送要請に関する協定」に基づき、県知事を通じて日本放送協会広島拠点放送局及び民間放

送機関に対し、伝達すべき情報の放送を依頼する。

申 込 先 申込みダイヤル番号

電報センター １１５

要 請 先 電話番号

NTT西日本 中国支店

設備部 災害対策室
082-511-1377

区 分 申 込 先 電話番号

固定電話 １１６センター １１６

携帯電話
株式会社ドコモＣＳ

モバイルレンタルセンター
0120-680-100
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第５ 連絡員の派遣

有線電話が途絶し、無線電話のない場合又は無線電話が混乱して使用できない場合は、連

絡員を派遣するなどにより、情報の収集・伝達に努める。

第６ 防災関係機関に対する非常無線通話の依頼

災害の状況により、有線通信が途絶した場合若しくは市有の無線電話が使用不能となり、

他に有効な手段がないときは、県警察本部（署）、陸上自衛隊等最寄りの無線局に非常無線

通信を依頼し、通信する。なお、非常無線通信は、無制限、無秩序に運用すれば事態を混乱さ

せるおそれがあるため、次の事項を認識しておく。

(1) 非常無線通信の依頼を受けた無線局は、これを疎通させる義務を有するが、災害時に

おいては、無線局の疎通能力も相当低下する上、当該通信系本来の通信が輻輳するため、

依頼を受けた非常通信を取り扱う余裕がない場合もある。

(2) 非常無線通信を依頼する者は、公衆電気通信施設（西日本電信電話株式会社管理のも

の）が利用できない条件を確認しなければならないが、非常通信を実施すべきか否かの

判断は、原則として依頼を受けた当該無線局の免許人がなすべきものである。

(3) 非常無線通信は、本来無料として取り扱われるが、これが公衆電気通信施設により電

送されるときは公衆電報となり、特別の場合を除き有料として取り扱われる。

(4) 電送する電文は、発着信者名を明確にし、一通の通信文の長さは 200 字以内とするが、

急迫の場合以外は、原則として電報形式とする。

第７ アマチュア無線の活用

アマチュア無線局の実用通信（個人的な通信技術の興味によって行う通信以外の通信）は、

通信時には禁じられているが、災害時において通信手段が途絶した際には、非常通信として

活用する。

第８ 通信施設の応急復旧

１ 応急措置

有線通信及び無線通信施設を有する各部、支部は、発災後、速やかに通信施設の機能を

点検し、障害の生じた施設については、早急に応急復旧措置を講ずる。

なお、必要に応じては、中国総合通信局を通じて、県災害対策本部や他市町の災害対策

本部に応急復旧措置に関する協力を要請する。

２ 要員及び資機材の確保

応急措置の実施に必要な人員及び資機材については、関係部において、体制を整備して

おくものとする。人員及び資機材が不足する際には、内関係業者に協力を求め資機材の調

達を行う。
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第３項 災害情報等の収集・伝達

活動方針

項目及び担当部班等

該当資料・様式

第１ 河川や土砂災害警戒区域等の巡視・監視

１ 河川等の巡視・監視

(1) 平時の巡視

建設部担当課長は、平時において市域内の所管河川を巡視させ、水防上危険であると

認められる箇所があるときは、その状況を建設部長に報告する。

(2) 非常時の監視

災対建設部は、出水時、災対建設部長の命により、水防区域の監視及び警戒を厳にし

て、既往の被害箇所、その他重要な箇所を中心に監視する。特に、次の状態に注意の上

異状を発見した場合は直ちに報告する。

＜注意を要する状態＞

ア 裏法の漏水又は飽水による亀裂又は欠け崩れ

イ 表法で水当たりの強い場所の亀裂又は欠け崩れ

ウ 天端の亀裂又は沈下

エ 堤防の越水状況

オ 樋門の両袖又は底部よりの漏水と扉の締まり具合

カ 橋梁その他の構造物と堤防との取付部分の異状

災害発生後の被害に関する情報の収集を迅速、的確に行い、その後の応急対策に必要な

情報連絡のための体制を確立するとともに、連絡窓口の一元化を図る。

項目 担当部班等

第１ 河川や土砂災害警戒区域等の巡視・監視 災対産業部 農林水産班

災対建設部 土木対策班

第２ 災害情報等の収集・報告
災対事務局

情報班、広報班

災対地域部・支部

関係部班

第３ 県への報告

第４ 被害写真の撮影

第５ 活動情報の収集及び報告

資料 災害時等における緊急放送による市民への情報提供に関する協定書（株式会社ＦＭ

はつかいち）

資料 災害時における情報交換に関する協定書（国土交通省中国地方整備局）

様式 災害発生報告
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キ 調整池のオーバーフロー又は増水状況

２ ため池の巡視・監視

(1) 平時の巡視

管理責任者を定め、ため池を巡視させ、水防上危険であると認められる箇所があると

きは、その状況について産業部長に報告する。

(2) 非常時の監視

管理責任者は、ため池の監視及び警戒を厳にして、既往の被害箇所、その他重要な箇

所を中心とするほか、特に次の状態に注意し、異状を発見した場合は直ちに連絡する。

＜注意を要する状態＞

ア 取入口の閉塞状況

イ 流域の山崩れの状態

ウ 流入水並びにその浮遊物の状態

エ 余水吐及び放水路付近の状態

オ 樋管の漏水による亀裂又は欠け崩れ

３ 土砂災害警戒区域等の監視

(1) 非常時の監視

関係課は、土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第57号）に基づき、

県知事より指定を受けた土砂災害警戒区域等について、土砂災害上危険であると認めら

れる箇所があるときは、既往の被害箇所、その他重要な箇所を中心に監視する。特に、

次の状態に注意し以上を発見した場合は直ちに担当部長に報告しなければならない。

① 土石流

・ 渓流の流水が急激に濁りだし、流木などが混入

・ 降雨が続いているにかかわらず、水位が急激に減少

・ 降水量の減少にもかかわらず水位が低下

・ 渓流付近の斜面が崩れだし、落石が発生

② 崖崩れ

・ 斜面の亀裂

・ 斜面のはらみ

・ 斜面から小石がぱらぱら落下

・ 湧き水の急激な変化（濁り、吹き出し、減少、増加）

③ 地すべり

・ 亀裂や段差の発生及び拡大

・ 擁壁のクラックや押し出し

・ 舗装道路やトンネルのクラック

・ 地下水の急激な変化（枯渇や急増）

第２ 災害情報等の収集・報告

１ 警戒段階における措置
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(1) 各部は、災害に関する予兆情報、速報的な災害情報及び被害情報の積極的な収集に努

め、収集した情報を危機管理課に速やかに報告する。

また、危機管理課は、収集した情報の整理集約を行う。

(2) 危機管理課は、前記の通報又は直接収集した被害情報を取りまとめ、関係課に周知し、

重要事項と認めたときは、市長、副市長に報告する。

(3) 町内会、コミュニティ組織、自主防災組織から提供された災害情報は、地域振興課と

危機管理課で情報の共有化を図り、収集した情報については、関係課に即報する。

(4) 即報を受けた関係課は情報を確認し、対応する。

２ 災害対策本部等設置後における措置

(1) 各部及び支部は、災害状況の把握及び災害情報の収集に努め、災害及びその兆候を把

握した場合や被害情報を入手した場合には、別表「被害判定基準」に基づき判定し、所

定の様式により、災対事務局（警戒本部時は事務局）に即報する。

(2) 被害情報の収集及び報告の方法

① 被害情報の収集及び報告内容は、災害発生後の時間経過に伴って徐々に変容し、正

確性が段階的に増大することが想定されるため、被害情報の収集及び報告は、次のよ

うに行う。

・第１段階 → 第１報（被害の概要）

・第２段階 → 被害即報

・第３段階 → 確定報告

② 収集の方法

ア 第１報（被害の概要）

災害発生後おおむね60～120分以内に、被害状況の概要を全般的に把握することを

目的とし、迅速性を優先して収集する。

ａ 収集する事項

各部及び各支部は、災害発生直後においては、あらかじめ定めた事務分掌にか

かわらず、現に知りうる範囲で、次の事項について情報収集する。

・死者、負傷者等の人的被害の発生状況

・主要道路及び橋梁の被害状況

・建物の倒壊状況

・電気、ガス及び水道の状況

・住民の動向

・火災の発生及び延焼の状況

・その他特に必要な事項

ｂ 収集の要領

・庁舎等の周辺の状況確認

・参集職員による参集途上職員の状況聴取（時間外の場合）

・警察署等の防災関係機関との情報交換

・住民からの通報の受付

イ 被害即報
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第１報（被害の概要）の後、確定報告までの被害情報の収集は、あらかじめ定めた

事務分掌により、各部及び各支部が行う。

収集に当たっては、現地調査を行い、正確な情報把握に努める。

ウ 確定報告

応急対策活動が終了し、本部が廃止されたときは、復旧計画策定の参考に資する

ため、被害状況を最終的に取りまとめ、確定報告を本部長（市長）（警戒本部時は危

機管理監）に提出する。

③ 報告の方法

災害対応記録表により、災対事務局に報告する。

(3) 災対事務局は、前記の報告をとりまとめ、災対事務局長に提出する。

本部設置後における被害情報の収集及び報告系統は次図による。

広島県防災情報システム

（被害情報収集提供機能）

※有線電話途絶の場合は、無線電話を代替手段とする。

※広島県防災情報システムに不具合が生じた場合、ＦＡＸ又は電話を代替手段とする。

※ は、住民等からの通報を示す。

県災害対策本部

廿日市警察署

西日本電信電話㈱

中国支店
市災害対策本部

中国電力ネットワ

ーク㈱

本部会議災対事務局西日本旅客鉄道㈱

宮島口駅

広島ガス㈱

※佐伯地域及

び大野地域の

支部は、地域対

策部へ情報提

供及び報告を

行う。その他の関係機関

各 部

住民・事業所等

支 部
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【被害判定基準】

人

的

被

害

死 者 当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体は確認できないが、死亡した

ことが確実な者とする。また、「災害関連死者」とは、当該災害による負傷の悪化又は避難

生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等に関する法律

（昭和48年法律第82号）に基づき災害が原因で死亡したものと認められたもの（実際には

災害弔慰金が支給されていないものも含めるが、当該災害が原因で所在が不明なものは除

く。）とする。

行 方 不 明 者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者とする。

重 傷 者 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち１か月以上

の治療を要する見込みの者とする。

軽 傷 者 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち１か月未満

で治療できる見込みの者とする。

住

家

被

害

住 家 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わな

い。

全 壊

（全焼・流出）

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流

失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊（ここでいう「損壊」とは、住家が被災により

損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し

得ない状況に至ったものをいう。以下同じ。）が甚だしく、補修により元通りに再使用す

ることが困難なもので、具体的には住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積が、

その住家の延べ床面積の70％以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素（ここ

でいう「主要な構成要素」とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住

家の一部として固定された設備を含む。以下同じ。）の経済的被害を住家全体に占める損

害割合で表し、その住家の損害割合が50％以上に達した程度のものとする。

半 壊 （ 半 焼 ）

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚

だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には損壊部分が、その

住家の延べ床面積の20％以上70％未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を

住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20％以上50％未満のものとす

る。

一 部 破 損 全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のものとする。た

だし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。

床 上 浸 水 住家の床より上に浸水したもの、及び全壊・半壊には該当しないが、土砂竹木のたい積

により一時的に居住することができないものとする。

床 下 浸 水 床上浸水に至らない程度に浸水したものとする。

世 帯 生計を一つにしている実際の生活単位とする。
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住

家

被

害

※１ 住家被害戸数については、「独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物又は完全に

区画された建物の一部」を戸の単位として算定する。

２ 損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ

元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。

３ 主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定さ

れた設備を含む。

非

住

家

被

害

非 住 家 住家以外の建物をいう。なお、官公庁、学校、病院、市民ｾﾝﾀｰ、神社、仏閣などは非住

家とする。ただし、これらの施設に、常時、人が居住しているときは、当該部分は住家と

する。

公 共 建 物 官公庁、学校、病院、市民センター、幼稚園等の公用又は公共の用に供する建物とす

る。

そ の 他 公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。

※ 非住家被害は、全壊又は半壊の被害を受けたもののみを記入する。

公

共

土

木

施

設

公 共土 木施 設 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号）による国庫負担の対象

となる施設とする。

道 路 被 害 高速自動車道、一般国道、県道及び市町道の一部が損壊し、車両の通行が不能となった

程度の被害とする。

橋 りょ う被 害 市町道以上の道路に架設した橋の一部又は全部が流失し、一般の渡橋が不能となった程

度の被害とする。

河 川 被 害

河川法（昭和39年法律第167号）が適用され、若しくは準用される河川若しくはその他

の河川、又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床止その他の施設若し

くは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸の被害で、復旧工事を要する程

度のものとする。

砂 防設 備被 害

砂防法（明治30年法律第29号）第１条に規定する砂防設備、同法第３条の規定によって

同法が準用される砂防のための施設又は同法第３条の２の規定によって同法が準用される

天然の河岸の被害で、復旧工事を要する程度のものとする。

地 すべ り防 止

施 設 被 害

地すべり等防止法にいう地すべり防止施設の被害で、復旧工事を要する程度のものとす

る。

急 傾斜 地崩 壊

防 止施 設被 害

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律にいう急傾斜地崩壊防止施設の被害で、

復旧工事を要する程度のものとする。

治 山施 設被 害 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法にいう林地荒廃防止施設（治山施設）の被害

で、復旧工事を要する程度のものとする。

港 湾施 設被 害 港湾法にいう港湾施設の被害で、復旧工事を要する程度のものとする。

漁 港施 設被 害 漁港漁場整備法にいう漁港施設の被害で、復旧工事を要する程度のものとする。

海 岸 被 害 海岸又は海岸施設の被害で、復旧工事を要する程度のものとする。
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農

林

水

産

施

設

農林水産業施設 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和25年法律第169

号）による補助対象となる施設とする。

田畑の流出埋没 田畑の耕土流出、砂利等のたい積、畦畔の崩壊等により耕作が不能になったものとす

る。

田 畑 の 冠 水 植付作物の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。

溜池・水路被害 溜池及び水路の堤防の被害で、復旧工事を要する程度のものとする。

農 産 被 害 農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、農作物等の被害とす

る。

林 産 被 害 農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被害とする。

水 産 被 害 農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えばのり、漁具、漁船等の被害とする。

そ

の

他

商 工 被 害 建物以外の商工被害で例えば工業原材料、商品、生産機械器具等とする。

土 石 流 土石流危険渓流において土石流等が発生したもの又は土石流危険渓流以外において、土

砂流出により、負傷者以上の人的被害、公共施設及び住宅に一部破損以上の被害を受けた

もの及び被害を受けるおそれが生じたものとする。

地 す べ り 地すべりが発生したものとする。

が け 崩 れ 急傾斜地崩壊危険箇所において斜面崩壊が発生したもの又は急傾斜地崩壊危険箇所以外

において斜面崩壊が発生した場合で、がけ崩れにより、負傷者以上の人的被害、公共施設

及び住宅に一部破損以上の被害を受けたものとする。

鉄 軌 道 被 害 電車等の運行が不能となった程度の被害とする。

被 害 船 舶

ろかいのみをもって運転する舟以外の船で、船体が没し、航行不能となったもの及び流

失し、所在が不明になったもの、並びに修理しなければ航行できない程度の被害を受けた

ものとする。

清 掃 施 設 被 害 ごみ処理及びし尿処理施設の被害とする。

都 市 施 設 被 害 街路、公園等、下水道施設、都市排水施設で、地方公共団体の維持管理に属するものの

被害とする。（維持管理に属することとなるものを含む。）

自 然 公 園 等

施 設 被 害

自然公園法（昭和32年法律第161号）、広島県立自然公園条例及び広島県自然環境保全

条例に定める施設等の被害で、施設利用が不能となった程度のものとする。

地 す べ り 防 止

施 設 被 害

地すべり等防止法にいう地すべり防止施設の被害で、復旧工事を要する程度のものとす

る。

急 傾 斜 地 崩 壊

防 止 施 設 被 害

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律にいう急傾斜地崩壊防止施設の被害で、

復旧工事を要する程度のものをいう。

水 道 （ 断 水 ） 水道で断水している戸数のうち、最も多く断水した時点の戸数とする。

電 話 （ 不 通 ） 災害により通話不能となった電話の回線数のうち、最も多く通話不能となった時点にお

ける回線数とする。

電 気 （ 停 電 ） 災害により停電した戸数のうち、最も多く停電した時点における戸数とする。
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※１ 定義のない用語については、関連用語の定義を類推して解釈すること。

※２ 消防庁防災課長からの通知（平成15年9月12日付け消防災第182号）に基づき、災害時の

ボランティア活動に関する情報についても報告すること。

・ 報告内容

ボランティアセンターの設置状況（設置の有無、設置場所等）

ボランティアの活動状況（受入れの有無、派遣の有無等）

その他関連事項

・ 報告方法

報告様式のその他欄に上記の内容を記入すること。

そ

の

他

ガス（停止） 一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうち最も多く供給停止と

なった時点における戸数とする。

ブロック塀等 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。

そ の 他 各項に該当しない被害とする。

罹 災 世 帯 災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け、通常の生活を維持できなくなった生

計を一にしている世帯とする。

例えば寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので、共同生活を営んでいる

ものについては、これを一世帯として扱い、また、同一家屋の親子、夫婦であっても、生

活が別であれば分けて扱う。

罹 災 者 罹災世帯の構成員とする。

被 害 総 額 物的被害の概算額とする。（千円単位）

火 災 発 生 火災発生件数については、地震によるもののみ報告する。
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【部門別の被害】

３ 災害情報等の調査・集計に関する方針

被害状況の把握及び応急対策の実施状況の調査、収集に当たっては、原則として各部及

び各支部が実施するものとし、佐伯、大野及び宮島地域の支部からの情報はそれぞれの災

対地域部が、公共施設の被害状況については、施設を所管する部が一旦取りまとめを行う。

情報の区分 情 報 の 内 容 担当部班

庁舎関係被害 市庁舎、その他関係施設
災対事務局

資源管理班

土木関係被害
道路（農道、林道含む）、港湾施設、橋りょ

う、河川、排水路、調整池

災対建設部

土木対策班

災対産業部

農林水産班

教育関係被害

学校施設
災対教育部

教育総務班

社会教育・体育施設

市民センター

災対教育部

生涯学習班

災対地域振興部

地域振興班、スポーツ推

進班

文化財施設、通学路
災対教育部

生涯学習班、学校教育班

民生関係被害

社会福祉施設
災対健康福祉部

障害福祉班、高齢介護班

児童福祉施設
災対健康福祉部

こども支援班

市営住宅関係被害 市営住宅、附帯施設
災対建設部

住宅営繕班

水道関係被害 水道施設
災対水道部

水道工務班

下水道関係被害 下水道施設
災対建設部

下水道班

公園関係被害 公園、緑地
災対建設部

土木対策班

危険物関係被害 危険物施設
災対消防部

消防班

商工業関係被害
商工業施設、工業原材料、商品、生産機械器具

等

災対産業部

産業振興班

農林水産関係被害
農地、農業用施設、農作物、畜産物、ため池、

水産施設被害

災対産業部

農林水産班

観光施設関係被害 観光施設
災対産業部

観光班

廃棄物処理施設

関係被害
廃棄物処理施設

災対生活環境部

廃棄物対策班

支所管内被害 支所庁舎、その他関係施設 災対地域部

その他の被害

上記以外の所管施設 所管部

電力施設、ガス施設等 各関係機関
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全体の集計等は災対事務局が取りまとめ、常に災害状況、被害状況を把握できる体制を

整備する。

４ 調査・集計の要領

(1) 人、住家等被害

人、住家等の被害については、救助活動及び応急対策活動を早急に実施する必要があ

るため、災対事務局は税務班員、災対佐伯地域部・災対大野地域部・災対宮島地域部、及

び災対吉和地域部により調査する。

なお、住家等の被害状況調査は、原則、税務班員で対応する。

(2) 農林水産関係被害

災対産業部の農林水産班及び各災対地域部は、農地、農業用施設、農作物、畜産物、農

道、林道、水産施設等の各被害について、農業協同組合、漁業協同組合等の協力を得て

調査する。

(3) 商工業関係被害

災対産業部の産業振興班及び各災対地域部は、中小企業等商工業関係被害について、

商工会議所等の協力を得て調査する。

(4) 土木関係被害

災対建設部及び各災対地域部は、土木及び公園関係施設の被害について、被害地区に

おもむき調査する。

(5) 教育関係施設被害

教育関係施設の被害については、災対教育部、災対地域振興部及び各災対地域部にお

いて施設管理責任者（学校長等）に被害を調査させ、又は自らが被害施設で調査する。

(6) その他の被害

市有財産の被害については、各施設を所管する部において調査を実施する。

５ 無人航空機の活用

作戦班は、土砂災害の救出現場などで人が入りにくい場所の状況などを把握するため、

無人航空機（ドローン）による被害調査等を行う。

６ 各部への情報伝達

情報班は、情報を収集し、各部へ指示の伝達を行う。

７ 調査報告の取りまとめ

上記の各被害調査で収集した被害状況のうち、公共施設分については、施設を所管する

部が一旦、取りまとめを行う。

全体の被害状況の取りまとめは災対事務局において行う。

災対事務局は、提出された調査結果を本部長及び各関係機関へ報告する。

第３ 県への報告

災害対策基本法第54条第４項の規定により災害が発生するおそれのある異常な現象等につ
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いて通報を受けた場合で、市災害対策本部が設置されている場合は災対事務局、未設置の場

合は総務部危機管理課をそれぞれ通じて、速やかにその旨を県危機管理監に通報する。また、

緊急な対応を要する場合は、同時に関係のある県地方機関に通報する。

この場合において、急施を要するときは、県危機管理監への通報に先立って気象現象につ

いては広島地方気象台に、その他については、その現象等が直接影響する施設を管理する責

任者に通報する。

１ 通常の場合（県災害対策本部が設置されていない場合）

（緊急を要する場合）

市（市災害対策本部）

総務部

経営企画部

（災対事務局）

地域振興部

（災対地域振興部）

産業部

（災対産業部）

生活環境部

（災対生活環境部）

健康福祉部

（災対健康福祉部）

建設部

（災対建設部）

消防本部

（災対消防部）

教育部

（災対教育部）

佐伯支所

（災対佐伯地域部）

吉和支所

（災対吉和地域部）

大野支所

（災対大野地域部）

宮島支所

（災対宮島地域部）

水道企業団廿日市事務

所

（災対水道部）

異
常
発
見
者
・
警
察
官
等

危
機
管
理
課
（
災
対
事
務
局
）

県

危
機
管
理
監

関
係
各
室

関
係
局
・
支
局

広島地方気象台
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２ 県が災害対策本部を設置した場合

（注） は通常の経路。

は急施を要する場合で、県災害対策本部へ通知するいとまのない場合の経路。

は緊急を要する場合で、県災害対策本部へ直接通知する場合の経路。

広島地方気象台

異
常
発
見
者
・
警
察
官
等

（
危
機
管
理
監
）

災
害
対
策
本
部

（
消
防
庁
）

内
閣
総
理
大
臣

西
部
支
部

危
機
管
理
課
（
災
対
事
務
局
）

県災害対策本部・支部
市（市災害対策本部）

総務部

経営企画部

（災対事務局）

地域振興部

（災対地域振興部）

産業部

（災対産業部）

生活環境部

（災対生活環境部）

健康福祉部

（災対健康福祉部）

建設部

（災対建設部）

消防本部

（災対消防部）

教育部

（災対教育部）

佐伯支所

（災対佐伯地域部）

吉和支所

（災対吉和地域部）

大野支所

（災対大野地域部）

宮島支所

（災対宮島地域部）

水道企業団廿日市事務

所

（災対水道部）
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内閣総理大臣への報告先（以下この節において同じ。）

総務省消防庁

（自局特番） 市役所：８

区 分

回線別

平日（09:30～18:15） 左記以外

応急対策室 宿直室

ＮＴＴ回線
電 話 ０３－５２５３－７５２７ ０３－５２５３－７７７７

ＦＡＸ ０３－５２５３－７５３７ ０３－５２５３－７５５３

地域衛星通信

ネットワーク

電 話 自局特番-048-500-90-49013
自局特番-048-500-90-49101～

49103

ＦＡＸ 自局特番-048-500-90-49033 自局特番-048-500-90-49036
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３ 災害発生直後の報告

災害応急対策を実施するため、災害対策基本法第53条第１項の規定により行う報告で、

災害発生状況の迅速な把握を主眼とする。

災害発生報告は、次の経路により行うものとし、県に対する報告は、原則として、広島

県防災情報システム（被害情報収集提供機能）を利用して行う。

（県に報告できない場合）

（
西
部
支
部
）

関
係
構
成
機
関

関
係
各
室

（
危
機
管
理
監
）

災
害
対
策
本
部

（
消
防
庁
）

内
閣
総
理
大
臣

県災害対策本部・支部
市（市災害対策本部）

危
機
管
理
課
（
災
対
事
務
局
）

総務部

経営企画部

（災対事務局）

地域振興部

（災対地域振興部）

産業部

（災対産業部）

生活環境部

（災対生活環境部）

健康福祉部

（災対健康福祉部）

建設部

（災対建設部）

消防本部

（災対消防部）

教育部

（災対教育部）

佐伯支所

（災対佐伯地域部）

吉和支所

（災対吉和地域部）

大野支所

（災対大野地域部）

宮島支所

（災対宮島地域部）

水道企業団廿日市事務

所

（災対水道部）
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４ 被害状況の報告及び通報

応急対策の実施及び災害復旧のため、関係法令等の規定により行う報告及び通報で、応

急対策の実施及び復旧の措置を講ずるに必要な被害状況を把握することを主眼とする。

被害状況報告及び通報は、次の経路により行うものとし、県に対する報告は、原則とし

て、広島県防災情報システム（被害情報収集提供機能）を利用して行う。

市（市災害対策本部）
危
機
管
理
課
（
災
対
事
務
局
）

県災害対策本部・支部

（
西
部
支
部
）

関
係
構
成
機
関

（
危
機
管
理
監
）

災
害
対
策
本
部

（
消
防
庁
）

内
閣
総
理
大
臣

廿日市警察署 県警本部警備課

総務部

経営企画部

（災対事務局）

地域振興部

（災対地域振興部）

産業部

（災対産業部）

生活環境部

（災対生活環境部）

健康福祉部

（災対健康福祉部）

建設部

（災対建設部）

消防本部

（災対消防部）

教育部

（災対教育部）

佐伯支所

（災対佐伯地域部）

吉和支所

（災対吉和地域部）

大野支所

（災対大野地域部）

宮島支所

（災対宮島地域部）

水道企業団廿日市事務

所

（災対水道部）
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５ 人の被害についての即報

災対事務局及び災対消防部は、災害による人の被害についての情報を入手した場合は、

広島県防災情報システム等を利用して、速やかに県災害対策本部（災害対策本部が設置さ

れていない場合は危機管理監）に伝達する。行方不明者の数については、捜索・救助体制

の検討等に必要な情報であるため、住民登録や外国人登録の有無にかかわらず、県警察等

関係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努め、他の市町村に住民登録を行っているこ

とが判明した場合には、当該登録地の市町村（外国人のうち、旅行者など住民登録の対象

外の者は外務省）又は県（外国人のうち、旅行者など住民登録の対象外の者は直接又は必

要に応じ外務省を通じて在京大使館等）に連絡する。

第４ 被害写真の撮影・収集

被害状況の写真は、災害応急対策における被害状況確認の資料であるとともに、記録保存

のためにも極めて重要である。また、必要に応じ動画を撮影する。被害調査員は適宜被害個

所を選定し、被害の程度及び状況が明瞭にわかるよう、かつ、被害の報告用としても十分役

立つよう撮影する。その他、報道機関及び一般市民の撮影分についても必要に応じて提供を

依頼する。

第５ 対策情報の収集及び報告

１ 対策情報の種類

(1) 職員参集状況の報告（本部長の指示する時刻に災対事務局長へ報告する。）

(2) 車両、資機材等の調達依頼

(3) 職員の応援要請

(4) 自衛隊の派遣要請

(5) 応急対策の実施要請

(6) 応急対策の実施状況の報告

(7) ボランティア団体等の派遣要請

(8) ボランティア団体等の支援活動状況

(9) その他応急対策上必要な事項

２ 対策情報の伝達方法

報告手段は原則として、ＦＡＸ、電話、広島県防災情報システム又は無線による。
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第４項 広報活動

活動方針

項目及び担当部班等

該当資料・様式

第１ 広報資料の作成

１ 広報事項

(1) 応急対策時の広報

人心の安定、パニック等の混乱の防止及び社会秩序の維持を目的として、一般市民（要

配慮者、在宅避難者、応急仮設住宅等への入居者、所在を把握できる広域避難者、在日外

国人、訪日外国人等を含む。）及び報道機関に対し、被害状況、応急措置の実施状況等を迅

速かつ的確に周知する。

項目 担当部班等

第１ 広報資料の作成

災対事務局

広報班

災対地域部

第２ 広報の伝達系統

第３ 広報の方法

第４ 報道機関への情報提供

第５ 一般市民に対する広報

第６ 写真収集、記録

資料 災害情報の放送に関する協定書（株式会社ちゅピＣＯＭふれあい）

様式 広報依頼書

様式 災害時における放送要請

広報事項 関係班（関係機関）

津波に関する予警報及び情報 情報班

地震に関する情報（余震に関する情報含む。） 情報班

避難状況に関する情報（避難場所の開設状況

や避難情報の発令状況等）
情報班、資源管理班

医療に関する情報（病院等の診療可否） 健康福祉総務班

被害状況に関する情報 情報班

遺体の安置等に関する情報 健康福祉総務班

出火防止及び初期消火に関する情報 消防班

二次災害の防止に関する情報 情報班

市長からのメッセージ 情報班

その他安心情報等必要な情報 情報班
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(2) 応急復旧時の広報

２ 収集・集約

災対事務局は、１の広報事項について、各部と緊密な連絡を図り、関係班等から的確に

情報を収集・集約し、本部長に報告する。必要に応じて関係機関その他各種団体施設など

に対し、情報の提供を求める。

３ 内容の決定

本部長は、広報事項の内容を決定する。作戦班は、決定した内容を広報班に伝達する。

第２ 広報の方法

１ テレビ及びラジオの利用

(1) 「災害時における放送要請に関する協定（広島県）」に基づく広報

緊急を要する場合及び広域的に広報を行う必要がある場合で、かつ、特別の必要があ

るときは、「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、別に定めた様式により、

あらかじめ定めた手続きによって、県知事を通じて日本放送協会広島拠点放送局及び民

間放送機関に対し、広報事項の放送（緊急警報放送を含む。）を依頼する。

(2) ＦＭはつかいちによる広報

内容 関係班（関係機関）

水の確保に関する情報 水道業務班

食料、救援物資の確保に関する情報 市民生活班

義援金に関する情報 健康福祉総務班

義援物資に関する情報 健康福祉総務班

電気に関する情報 情報班（中国電力ネットワーク(株)）

ごみ、瓦礫の処理に関する情報 廃棄物対策班

電話に関する情報 情報班（西日本電信電話(株)）

道路に関する情報（交通規制状況等） 土木対策班、廿日市警察署

公共交通機関に関する情報（運行状況等） 交通対策班（鉄道・バス・航路事業者等）

教育に関する情報（休校） 学校教育班

店舗等の営業状況に関する情報 産業振興班

ボランティア活動に関する情報 地域振興班

応急仮設住宅等に関する情報 住宅営繕班

臨時相談所に関する情報 資源管理班

被災宅地危険度判定に関する情報 土木対策班

災害弔慰金等の支給に関する情報 健康福祉総務班

被災者生活再建支援金に関する情報 健康福祉総務班

融資、税の減免等に関する情報 健康福祉総務班、税務班

悪徳商法等に関する情報 産業振興班、廿日市警察署

その他生活情報等必要な情報 情報班、資源管理班
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「災害時における緊急放送による市民への情報提供に関する協定書」に基づき、ＦＭは

つかいちへ緊急放送を依頼する。

(3) Ｌアラートによる広報

広島県防災情報システムを介して県へ報告した内容は報道機関にも共有され放送され

る仕組みとなっている。

２ 防災行政無線等の利用

防災行政無線により広報を実施する。

３ インターネットによる広報

インターネットを利用して、災害に関する情報について広報する。

また、災害発生時において、ホームページによる広報は、重要な情報源であることか

ら、簡易版ホームページの開設やミラーサーバ等を立ち上げるなど、アクセス集中による

閲覧障害を回避するよう努める。

４ はつかいちし安全・安心メール、緊急速報メール、フェイスブックによる広報

５ その他

(1) 災害が発生した場合、早期に広報紙を作成し、防災拠点施設、指定緊急避難場所・指

定避難所等に配布する。

(2) 災害の状況によっては、補完的な手段として広報車による広報を実施する。その際、

音声のみによらず、印刷物の配布にも努める。

(3) 広報車の活動不能な地区若しくは特に必要と認められる地区に対しては、災対地域部

又は支部において職員を派遣し広報を行う。

第４ 報道機関への情報提供

１ 報道機関に対する発表

災害の種別、発生の場所及び日時、被害状況、応急対策の状況、住民に対する避難情報

の発令状況、一般市民並びに罹災者に対する協力及び注意事項を取りまとめ、適宜報道機

関に発表するものとする。その内容は、おおむね次のとおり。

(1) 河川、橋りょう等土木施設状況（被害状況、復旧状況等）、公園等被害状況

(2) 火災状況（発生箇所、被害状況等）

(3) 交通状況（交通機関の運行状況、不通箇所、開通見込日時、道路交通状況等）

(4) 電気、水道、ガス等公益事業施設の状況（被害状況、復旧状況、営業状況、注意事項

等）

(5) 給食及び給水実施状況（供給日時、場所、量、対象者等）

(6) 衣料、生活必需品等供給状況（供給日時、場所、種類、量、対象者等）

(7) 避難場所及び開設状況（指定緊急避難場所・指定避難所の位置等）

(8) 家庭でとるべき防災対策と心得
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(9) ごみ処理に関する状況（施設稼働状況、収集状況、仮置場等）

２ 報道機関との協力関係

災害対策本部は、報道機関から災害報道のための資料提供、放送出演等の依頼を受けた

場合は、 積極的に協力する。また、報道機関は、災害対策本部から災害広報を実施するよ

う依頼があった場合は、積極的に協力する。

３ 記者会見の実施

大規模な災害が発生した際、庁舎内に会場を設置し、記者会見を速やかに実施するもの

とし、その後は事態が落ち着くまで１日１回程度行う。

なお、記者会見を行うに際しては、事前に報道関係各社へ周知を図る。

第５ 住民に対する広報

住民に対する広報は、災害情報及び応急措置の実施状況をまとめて広報するものとする。

災害発生前は、予想される災害の規模、動向等を検討し、被害の防止等に必要な注意事項

を取りまとめ、報道機関に広報を依頼するとともに、防災行政無線等を利用して広報する。

また、被害発生後は、被害の程度及び推移、避難情報、応急措置の状況等が確実に行き

渡るよう広報するものとし、人心の安定と激励を含め、沈着な行動を要請するなど広報活

動を迅速かつ的確に実施する。なお、広報内容は、前記の報道機関に対する発表内容に準

じて行う。

第６ 写真収集、記録

１ 写真収集

報告、記録等に使用する写真は、各部が行う被害調査の際に撮影した写真を収集し使用

するとともに、広報班を派遣し被害写真を撮影する。

２ 災害記録

各班は、当該災害の記録を将来に伝承するため、活動に伴う書類、メモ、写真等の保管

に努める。また、広報班は、ボランティアの協力を得ながら応急対策の実施状況の写真、

ビデオによる記録に努めるとともに、災害対策本部運営の状況について写真の記録を取っ

ておく。

なお、応急対策終了後、必要に応じて記録集を作成するため、広報班を主管とした編集

チームを庁内に設置する。
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第５項 広聴活動

活動方針

項目及び担当部班等

第１ 被災相談窓口の設置

資源管理班は、災対健康福祉部及び災対地域部と連携し、災害の状況により必要と認めた

ときは、被災者のためのワンストップサービスの相談窓口を庁舎内に設置する。

この場合、関係各部は、あらかじめ指定された各部の相談員を相談窓口に派遣する。

第２ 要望等の処理

相談窓口において聴取した要望等については、各部から派遣された相談員の所属する部及

び課において責任をもって処理することとし、要望内容によっては関係機関との連絡、調整

を行うなど、適切な対応に努める。

第３ 安否情報の提供等

基本法第86条の15及び同法施行規則第８条の３に基づき、被災者の安否について住民等

から照会があったときは、被災者等の権利利益を不当に侵害することのないよう配慮しつ

つ、消防、救助等人命にかかわるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼ

さない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努める。

第４ 国・県等からの視察への対応

秘書室及び議会事務局は、内閣総理大臣等閣僚や国会議員、県知事、県議会議員等からの

視察に対して、市長（本部長）が適切に対応できるよう、作戦班、資源管理班と連携して、

スケジュール確認及び状況説明、視察行程等を検討し、視察時の対応を行う。また、広報班

は報道機関への情報提供・報道対応などを行う。

被災者の要望を把握し、不安を解消するため、速やかに広聴体制の確立を図り、他部及

び防災関係機関の協力を得て広聴活動を実施する。

項目 担当部班等

第１ 被災相談窓口の設置 災対事務局

資源管理班

災対地域部

関係部班

第２ 要望等の処理

第３ 安否情報の提供等

第４ 国・県等からの視察への対応 総務部 秘書室

議会事務局
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第４節 避難誘導

第１項 住民等の避難誘導

活動方針

項目及び担当部班等

第１ 実施責任者

市長（本部長）は、災害の危険がある場合若しくは災害が発生した場合において、人の生

命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、

必要と認める地区の居住者、滞在者、その他の者に対し、避難情報を発令する。市長（本部

長）が不在の場合には、副市長（危機管理監）を第１順位、危機管理監以外の副市長を第２順

位として避難情報を発令する。

また、基本法等関係法規の規定に基づき警察官、海上保安官等が指示を行い得るよう定め

られているが、市長（本部長）の行う避難情報の発令についても緊急を要する場合が当然予

想されるため、各支所長（各災対地域部長）も発令することができる。

災害時における人的被害を軽減するため、防災関係機関と連絡調整を密にし、状況に応

じて避難情報の発令を講ずる等、避難者を速やかに安全な場所に誘導する。なお、避難誘

導等に際しては、高齢者、障害のある人、外国人、妊産婦、乳幼児、病弱者等の要配慮者に

十分配慮する。

項目 担当部班等

第１ 実施責任者
災対事務局

作戦班
第２ 避難情報の基準

第３ 発令要請及び決定

第４ 報告・公示 災対事務局 情報班

災対消防部 消防班

関係部班

第５ 伝達方法

第６ 伝達内容

第７ 避難方法

災対地域振興部 地域振興班

災対消防部 消防班、災対地域部・支部

災対健康福祉部 健康福祉総務班、障害福祉

班、高齢介護班

第８ 土砂災害警戒区域等における警戒措

置

災対地域振興部 地域振興班

災対健康福祉部 健康福祉総務班、障害福祉

班、高齢介護班

災対建設部 土木対策班、災対地域部・支部

第９ 警戒区域の設定 災対事務局

作戦班第 10 避難情報の解除
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１ 災害対策基本法による場合

２ その他の法令による場合

実施責任者 措 置 す る 場 合 措 置 の 内 容 条 項

市町村長

災害が発生し、又は発生する

おそれがあり、人の生命、身

体を保護し、災害の拡大を防

止するため必要な場合

立退き、立退き先を指

示する。

災害対策基本法

第60条

警 察 官

海上保安官

同上の場合、市町村長が指示

できないとき、又は市町村長

が要求したとき。

立退き、立退き先を指

示する。

災害対策基本法

第61条

市町村長

災害が発生し、又は発生する

おそれがあり、人の生命、身

体に対する危険を防止するた

め警戒区域を設定した場合

災害応急対策従事者以

外の者の立入り制限、

禁止又は当該区域から

の退去を命ずる。

災害対策基本法

第63条

第１項

警 察 官

海上保安官

同上の場合

市町村長又は委任を受けた

市町村の吏員が現場にいない

とき。

市町村長が要求したとき。

同 上

災害対策基本法

第63条

第２項

実施責任者 措 置 す る 場 合 措 置 の 内 容 法 令 名

消防吏員

消防団員

火災の現場で消防警戒区域を

設定した場合
区域からの退去を命令

消 防 法

第28条第１項

警 察 官

同上の場合で消防吏員等が現

場にいないとき、又は消防吏

員等の要求があったとき。

同 上
消 防 法

第28条第２項

水防団長

水防団員

消防機関に

属する者

水防上緊急の必要があるた

め、警戒区域を設定した場合
同 上

水 防 法

第21条第１項

警 察 官

同上の場合で、水防団長等が

現場にいないとき、又は水防

団長等の要求があったとき。

同 上
水 防 法

第21条第２項

知事、その

命を受けた

県職員、水

防管理者

洪水、高潮の氾濫により著し

い危険が切迫した場合

必要と認める区域の居

住者に立退きを指示

水 防 法

第29条

知事、その 地すべりの危険が切迫した場 必要と認める区域内の 地すべり等防止法
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第２ 避難情報の基準

「避難情報等の発令・伝達マニュアル」に示す基準に達した場合には直ちに次に示す避難

情報を発令することを基本とする。

なお、避難することによりかえって生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認めるとき

は、必要と認める地区の居住者に対して、近隣のより安全な建物への緊急的な待避や屋内で

の安全確保といった「緊急安全確保」を指示する。

１ 警戒レベル３：高齢者等避難

要配慮者に対して、その円滑かつ迅速な避難の確保が図られるように早めの段階で避難

行動を開始することを求める。

避難情報を夜間に発令する可能性がある場合には、避難行動をとりやすい時間帯におけ

る高齢者等避難の提供に努める。

実施責任者 措 置 す る 場 合 措 置 の 内 容 法 令 名

命を受けた

職員

合 居住者に立退きを指示 第25条

警 察 官

人の生命、身体に危険を及ぼ

し又は財産に重大な損害を及

ぼすおそれがある災害時にお

いて特に急を要する場合

関係者に警告を発す

る。

危害を受けるおそれの

ある者を避難させる。

警察官職務執行法

第４条

自 衛 官

災害派遣を命ぜられた自衛官

は警察官がその場にいないと

き、警察官職務執行法第４条

並びに第６条第１項、第３項

及び第４項の規定を準用する

場合

同 上
自 衛 隊 法

第94条

状況

災害のおそれあり

・警戒レベル３高齢者等避難は、災害が発生するおそれがある状況、即ち災害

リスクのある区域等の高齢者が危険な場所から避難するべき状況において、

必要な地域の居住者等に対し発令される情報である。

・避難時間を要する高齢者等はこの時点で避難することにより、災害が発生す

る前までに指定緊急避難場所等への立退き避難を完了すること（高齢者等の

リードタイムの確保）が期待できる。

行動

危険な場所から高齢者等は避難

・警戒レベル３高齢者等避難が発令された際には、高齢者等は危険な場所から

避難する必要がある。

・高齢者等の「等」には、障害のある人等の避難に時間を要する人や避難支援

者等が含まれる。

・具体的にとるべき行動は、「立退き避難」を基本とし、洪水等及び高潮に対し
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２ 警戒レベル４：避難指示

法令により権限を有する者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると

認めるときは、必要と認める地域の必要と認める居住者に対し、避難のための立退きを指

示する。避難の指示をしても徹底しない場合は、警察官職務執行法第４条の規定による警

察官の措置により避難させる。

３ 警戒レベル５：緊急安全確保

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、可能な範囲で発令する。

ては、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できるか等を確認した

うえで自らの判断で「屋内安全確保」することも可能である。

・この情報は高齢者等のためだけの情報ではない。高齢者等以外の人も必要に

応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準

備をしたり、自主的に避難するタイミングである。例えば、地域の状況に応

じ、早めの避難が望ましい場所の居住者等は、このタイミングで自主的に避

難することが望ましい。

状況

災害のおそれ高い

・警戒レベル４避難指示は、災害が発生するおそれが高い状況、即ち災害リス

クのある区域等の居住者等が危険な場所から避難するべき状況において、必

要と認める地域の必要と認める居住者等に対し発令される情報。

・居住者等はこの時点で避難することにより、災害が発生する前までに指定緊

急避難場所等への立退き避難を完了すること（居住者等のリードタイムの確

保）が期待できる。

行動

危険場所から全員避難

・警戒レベル４避難指示が発令された際には、居住者等は危険な場所から全員

避難する必要がある。

・具体的にとるべき避難行動は「立退き避難」を基本とし、洪水等及び高潮に

対しては、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できるか等を確認

したうえで自らの判断で「屋内安全確保」することも可能である。

状況

災害発生又は切迫

・警戒レベル５緊急安全確保は、災害が発生又は切迫している状況、即ち居

住者等が身の安全を確保するために立退き避難することがかえって危険で

あると考えられる状況において、いまだ危険な場所にいる居住者等に対

し、指定緊急避難場所等への「立退き避難」を中心とした避難行動から、

「緊急安全確保」を中心とした行動へと行動変容するよう特に促したい場

合に、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し発令される情報で

ある。
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第３ 発令要請及び決定

(1) 作戦班は、災対地域部長又は支部長からの要請等により避難情報発令の必要があると

認めた場合は、直ちに本部会議を招集する。

(2) 市長（本部長）は、避難情報発令の可否を決定し、本部員に必要な措置を指示する。

決定に当たっては、指定緊急避難場所の開設状況は考慮しない。

(3) 事務局は、災対地域部長又は支部長に市長（本部長）の決定を連絡し、あわせて必要

な措置を指示する。また、必要な場合には、廿日市警察署及び自衛隊に対し、避難情報

発令の実施に関し協力を依頼する。

(4) 市長（本部長）は、避難情報を発令しようとする場合において、必要があると認めら

れるときは、国又は県に対して助言を求める。

(5) 避難情報を至急発令する必要がある場合は、危機管理担当部長及び作戦班は市長（本

部長）と協議の上、避難情報を迅速に発令する。

第４ 報告・公示

(1) 市長（本部長）は、避難情報を発令した場合又は警察官、海上保安官、自衛官等から

避難情報を発令した旨の通報を受けた場合は、次の事項を直ちに県知事（県危機管理監、

県災害対策西部支部）に報告する。また、必要に応じて警察署及び指定緊急避難場所と

して利用する施設の管理者に連絡し、協力を求めるよう措置する（担当は災対事務局）。

＜報告事項＞

① 避難情報の発令者

② 発令の日時

③ 発令の理由

④ 避難対象者（地区名、対象戸数及び人員）

⑤ 避難先及び開設状況

＜報告方法＞

防災行政無線電話（FAXを含む。）、有線電話、県防災情報システム

(2) 災対地域部長が避難情報を発令した場合は、避難情報の発令状況について市長（本部

長）に報告する。

第５ 伝達方法

避難情報は、市長、警察官、消防職員等が、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

で、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要がある

行動

命の危険 直ちに安全確保！

・警戒レベル５緊急安全確保が発令された際には、居住者等は命の危険があ

ることから直ちに安全を確保する必要がある。

・具体的にとるべき行動は、「緊急安全確保」である。この行動は、災害が

発生・切迫した段階での行動であり、本来は「立退き避難」すべきであっ

たが避難し遅れた居住者等がとる次良の行動である。
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と認めたとき、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指

示する場合などに発令するもの等であり、次の方法による。

関係住民に伝達する際は、警鐘やサイレンにより注意を喚起した上で、無線放送や広報車

により情報を伝達する等、複数の方法を用い、対象者ごとにとるべき行動がわかるよう、わ

かりやすく危機感が伝わる表現で実施する。

なお、必要に応じて、防災関係機関及び自主防災組織等の協力を得て関係住民へ周知徹底

を図る。

１ 信号による伝達

警鐘、サイレン等を利用する。

２ 防災行政無線による伝達

「第３節 第４項 広報活動」に準ずる。

なお、防災行政無線により避難指示を伝達するに当たっては、次のとおりサイレンを吹

鳴し、注意を喚起してから内容を伝達する。

５秒吹鳴 ２秒休止 ５秒吹鳴 ２秒休止 ５秒吹鳴

３ 広報車による伝達

市の保有している広報車を利用し、関係地区を巡回して伝達する。

４ 個別訪問による伝達

避難指示を発令した時が夜間であり、停電時で風雨が激しい場合等においては、消防団、

自主防災組織等と連携して家庭を個別に訪問し、伝達に努める。

５ その他の方法による伝達

はつかいちし安全・安心メール、緊急速報メール、ホームページ、フェイスブック、Ｌ

アラート、ＦＭはつかいち等を積極的に活用する。

その他については、「第３節 第４項 広報活動」に準ずる。

第６ 伝達内容

避難情報を発令する場合の伝達内容の一例は、次のとおりとする。

(1) 避難情報の対象区域

(2) 避難情報発令の理由

(3) 指定緊急避難場所の名称、所在地及び開設状況

(4) 避難経路

(5) 注意事項

① 非常袋、水筒、貴重品等を携行する。

② 可能な限り自動車による避難は控える。

第７ 避難方法

１ 避難の誘導
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避難の誘導については、次の点に留意して行う。

(1) 避難の誘導は、警察官、消防職員、消防団員、災対地域部員、支部員、自主防災組織

リーダー等が連携し、実施する。

(2) 避難は、要配慮者を優先する。

(3) 誘導経路については、事前にその安全性を確認し、危険箇所に標示、なわ張り等を行

うほか、要所への誘導員の配置に努める。

(4) 夜間は照明を確保して誘導の安全を期し、浸水地等には必要に応じて舟艇、ロープ等

の資材を配置する。

(5) 帰宅困難者へ交通情報を伝達する。帰宅困難者が多数発生する場合は、適切な場所へ

一時滞在のため誘導する。

(6) 指定緊急避難場所・指定避難所又は避難路に障害物や危険物がある場合は、市長（本

部長）の指示のもとに、当該物件の除去、保安その他必要な措置を講じ、避難の円滑化

を図る。

(7) 交通孤立地区等が生じた場合は、ヘリコプター、船舶等による避難についても検討し、

必要に応じ実施する。

(8) 周囲の状況等により、避難することでかえって生命又は身体に危険が及ぶおそれがあ

ると住民等自身が判断する場合は、近隣のより安全な建物への緊急的な待避や屋内で安

全を確保することを指示する。

２ 移送の手段

立退き避難に当たっては、前記「第２ 避難情報の基準」によって実施するものである

が、避難者が自力により立退き不可能な場合は、車両、舟艇等により行う。

なお、被災地が広域で大規模な立退き移送を要し、市において対処できないときは、県

に対して応援要請を行う。

３ 避難誘導等の調整

自主防災組織と避難誘導等の連絡調整を行う場合は、地域振興班が中心となって対応

する。また、市民センターの利用中止、避難所開設掲示依頼等に関して、地域振興班は支

部との連絡調整を行う。

４ 避難行動要支援者の避難支援

健康福祉総務班は、障害福祉班や高齢介護班、地域振興班、災対地域部と連携して、次

の要領で避難行動要支援者の避難支援を行う。

(1) 注意体制：情報収集

(2) 警戒体制：各支部へ対応依頼、各支部単位の名簿準備、協定団体へ避難準備の確認、

避難行動要支援者への情報提供

(3) 非常体制：未避難者情報収集、ケアマネジャー等へ安否確認、避難困難者の対応調整

第８ 土砂災害警戒区域等における警戒措置

１ 警戒巡視
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土木対策班は、気象台から大雨注意報が発表され、引き続き降雨があると予測される場

合は、早期に指定区域を重点とした警戒巡視を実施する。

２ 要配慮者への配慮

指定区域内に、主として高齢者、障がいのある人、外国人、妊産婦、乳幼児、病弱者その

他の防災上の配慮を要する者が利用する施設がある場合には、当該施設利用者の円滑な警

戒避難が行われるよう、予報、警報及び土砂災害に関する情報をメール、FAX等の方法に

より伝達する。

３ 自主防災組織及び関係班との連携

住民の避難に当たっては、要配慮者に配慮し、自主防災組織等が中心になり、災対地域

振興部、災対健康福祉部と連携して、地域ぐるみで行う。

第９ 警戒区域の設定

災害が発生又は発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防

止するため、特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定する。

(1) 市長（本部長）は、その職権により警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以

外の者に対して当該地区への立入りを制限若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を

命ずる。

(2) 警察官又は海上保安官は、前記の市職員から要求があったとき、又はこれらの者が現

場にいないときは、この職権を行うことができる。この場合、事後直ちにその旨を市長

（本部長）に通知しなければならない。

(3) 警戒区域の設定に伴う必要な措置（表示、なわ張り、警戒員の配置、夜間の照明等）

は、警察署等の協力を得て実施する。

【警戒区域の設定権者】

設定権者 災害の種類 内 容（要 件） 根 拠

市長 災害全般

災害が発生し、又は発生しようとしてい

る場合において、人の生命又は身体に対

する危険を防止するため特に必要があ

ると認めるとき。

災対法

第63条第１

項

警察官 災害全般

同上の場合において、市長若しくはその

委任を受けた市の職員が現場にいない

とき、又はこれらの者から要求があった

とき。

災対法

第63条第２

項

人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、

又は財産に重大な損害を及ぼすおそれ

のある天災等危険な事態がある場合。

警察官職務執

行法

第４条

災害派遣を命

じられた部隊

等の自衛官

災害全般

市長が職権を行う場合において、その職

権を行うことができる者がその場にい

ない場合。

災対法

第 63条第３

項
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（注）警察官は、消防法第28条、第36条、水防法第14条の規定によっても、第１次的な設定

権者が現場にいないか又は要求があったときは警戒区域を設定できる。

第 10 避難情報の解除

現地の状況や気象予報等を勘案し、避難の必要がなくなったと認められるときは、避難情

報を解除し、発令時と同様の方法で直ちにその旨を周知する。

また、避難情報を解除する場合において、必要があると認めるときは国又は県に対し、避

難情報の解除について助言を求める。

設定権者 災害の種類 内 容（要 件） 根 拠

消防吏員又は

消防団員

水災を除く

災害全般

災害の現場において、消防活動の確保を

主目的に設定する。

消防法

第 36条にお

いて準用する

同法第28条

水防団長、水防

団員又は消防

機関に属する

者

洪水 水防上緊急の必要がある場所において。
水防法

第21条
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第２項 要配慮者対策

活動方針

項目及び担当部班等

該当資料・様式

第１ 在宅要配慮者の安全確保

１ 在宅要配慮者の安否確認

災害発生後の在宅要配慮者の安否の確認は、障害福祉班、高齢介護班、民生委員、消防

団、自治会、自主防災組織等が協力して実施し、在宅要配慮者へのきめ細かい情報提供に

努める。

２ 在宅要配慮者への福祉サービスの提供

障害福祉班及び高齢介護班は、発災後１週間目までには必要な福祉サービスの提供を再

開できるよう努める。その際、災害により新たに発生するニーズの把握に留意するととも

に、必要な場合は県を通じて他市町村等に応援を求める。

３ 在宅要配慮者の健康管理

障害福祉班及び高齢介護班は、民生委員等と協力の上、在宅要配慮者の健康状況を確認

し、必要な介護、医療が受けられるように対処する。

なお、活動に当たっては医療救護班やＤＭＡＴ等と連携協力して実施する。

第２ 社会福祉施設等における入所者の安全確保

１ 避難情報等の連絡

障害福祉班及び高齢介護班は、社会福祉施設に対して警戒段階から注意喚起を行うとと

もに、避難情報の連絡を行う。

災害時における要配慮者の実情に応じた配慮を行い、福祉施設の利用者及び入所者並び

に在宅要配慮者の安全確保を第一とする対策を積極的に推進する。

項目 担当部班等

第１ 在宅要配慮者の安全確保 避難行動要支援者対策チーム

（災対健康福祉部 健康福祉総務班、

障害福祉班、高齢介護班）

災対地域部

第２ 社会福祉施設等における入所者の安全確保

第３ 観光客及び外国人に係る対策 災対産業部 観光班

災対地域部第４ 帰宅困難者への情報提供

資料 災害リスク区域内の要配慮者利用施設
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２ 被害状況の把握

障害福祉班及び高齢介護班は、災害発生の場合、速やかに社会福祉施設及びその入所

者・通所者の安全確保の状況について、施設長等を通して調査する。

３ 入所者の保護

各社会福祉施設は、あらかじめ定めた各施設の防災計画に従い入所者の保護に努める。

４ 社会福祉施設等への支援

障害福祉班及び高齢介護班は、被災した社会福祉施設等から支援の要請があった場合、

関係班、関係機関と連携して必要な支援に努める。

＜支援の内容（例）＞

必要な物品（ベッド、車椅子等）、車両の貸し出し、水・食料の支援、

物資の運搬等単純労務の提供、介護等技能者の支援、ライフラインの優先的な復旧

第３ 観光客及び外国人に係る対策

１ 観光客等の安全確保

観光班は、観光施設に連絡をして宿泊客等を把握するとともに、土砂災害警戒区域内の

施設への避難を促す。また、道路損壊等により孤立した観光客等の救出、移送活動につい

て、関係機関と連携を図り迅速かつ的確に行う。

旅館・ホテル等の観光施設管理者は、災害時には的確に観光客等の避難誘導を行い、安

全確保に努める。

２ 外国人の安全確保

(1) 外国人への情報提供

観光班は、ライフライン等の復旧状況、指定緊急避難場所、指定避難所、医療、ごみ

や浴場等生活や災害に関連する情報を広報誌やパンフレット等に他国語で掲載するな

ど、外国人への情報提供を行う。

(2) 相談窓口の開設

観光班は、外国人を対象とした相談窓口を設け、安否確認や生活相談、ニーズの把握

等を行う。この場合、県を介して外国語通訳ボランティアの配置を検討する。

第４ 帰宅困難者への情報提供

１ 提供内容

早期に「むやみに移動を開始しない」という基本原則を呼びかけるとともに、交通情報

等を伝達する。

２ 提供方法

観光班は、県や関係機関に対し、災害に関する情報、広域的な被害情報などについて、

テレビ・ラジオ放送を通じて周知の要請を行う。

また、観光班は、防災行政無線、はつかいちし安全・安心メール、緊急速報メール、ホ

ームページ、フェイスブックなどを活用した情報提供について検討・実施していく。
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第５節 応援・派遣要請

第１項 他の地方公共団体等との相互応援派遣

活動方針

項目及び担当部班等

該当資料・様式

第１ 応援・派遣要請の種類

１ 応援要請

市長（本部長）は、本市が災害による被害を受け、応急措置を実施するため必要と認め

たときは、次の区分により応援要請を行う。

なお、ここでいう職員の「応援」は、災害応急対策を実施するために必要な業務を実施

するもので、応援期間は短期間であり、応援職員は身分の異動を伴わないものである。

(1) 災害対策基本法に基づく応援

① 県への応援要請（災対法第68条）

② 他市町村等への応援要請（災対法第67条）

災害が発生し被害が広範囲に及ぶなど、市の防災関係機関のみでは対応が困難な場合、

市はあらかじめ締結した応援協定等に基づき応援要請を行い、他の地方公共団体等の応援

を円滑に受け入れる体制の整備を図る。

項目 担当部班等

第１ 応援・派遣要請等の種類

災対事務局

作戦班、資源管理班

関係部班

第２ 応援要請の基準等

第３ 応援要請の手続き

第４ 応援職員の受入れ

第５ 消防活動に係る応援要請

第６ 派遣要請・あっせん要求の手続き

第７ 他の地方公共団体等への職員の派遣

資料 県内市町村の災害時の相互応援に関する協定書（広島県及び県内各市町）

資料 瀬戸内・海の道ネットワーク災害時相互応援に関する協定（海ネット共助会員）

資料 災害相互支援協定書（京都府宮津市及び宮城県松島町）

様式 県への要請

様式 応急対策職員派遣制度（要綱様式 7-1）

様式 応急対策職員派遣制度（要綱様式 7-2）

様式 応急対策職員派遣制度（要綱様式 8-1）

様式 応急対策職員派遣制度（要綱様式 8-2）
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(2) 協定に基づく応援

広島県内他市町への応援要請（市町村の災害時の相互応援に関する協定：広島県、広

島県内各市町）

２ 派遣要請・派遣のあっせん要求

災害応急対策又は災害復旧のため市長等が必要と認めたときには、次の区分により職員

の派遣要請又は職員の派遣のあっせん要求を行う。

なお、ここでの職員の派遣は、職員個人の有する技術・知識・経験等に着目したもので、

主として短期間の身分異動を伴わない「応援」とは区別され、原則として長期にわたり、

身分的にも派遣先、派遣元の身分を併任させるものである。

(1) 職員の派遣要請

① 県知事、他市町村長に対する職員の派遣要請（地方自治法第252条の17）

② 指定地方行政機関の長に対する職員の派遣要請（災対法第29条）

(2) 職員の派遣のあっせん要求

県知事に対する職員の派遣のあっせん要求（災対法第30条）

３ 応急対策職員派遣制度に基づく派遣要請

自らが行う災害マネジメントについて支援が必要な場合には、被災都道府県を通じて確

保調整本部（確保調整本部設置前にあっては総務省）に対し総括支援チームの派遣を要請

することができる（応急対策職員派遣制度に関する要綱（以下、「応急対策職員派遣制度

要綱」とする。）第23条第１項）。また、対口支援団体の決定後において、自らが行う災

害マネジメントについて支援が必要な場合には、対口支援団体に対し総括支援チームの派

遣を要請することができる（応急対策職員派遣制度要綱第23条第２項）。

その他、県が必要と判断して要請する場合、確保調整本部が必要と判断して派遣する場

合がある。

＜用語解説＞

※応急対策職員派遣制度：大規模災害発生時に全国の地方公共団体の人的資源を最大限

に活用して被災市区町村を支援するための全国一元的な応援職員の派遣の仕組み。

※確保調整本部：得られた情報を基に、関係団体と協議の上必要と判断した場合には、

応援職員の派遣に関し、関係省庁等からの情報の収集、関係省庁等との情報の共有並

びに総合的な調整及び意思決定を行うため、総務省及び関係団体で構成する被災市区

町村応援職員確保調整本部のこと。

※総括支援チーム：被災市区町村への応援職員派遣の協力依頼に先立ち、被災市区町村

の被害状況や応援職員のニーズ把握を行うほか、被災市区町村が行う災害マネジメン

トを総括的に支援するため、地方公共団体が災害マネジメント総括支援員及び災害マ

ネジメント支援員等で編成し、被災市区町村に派遣するチームをいう。

※災害マネジメント総括支援員：被災市区町村の長への助言、幹部職員との調整、被災

市区町村における応援職員のニーズ等の把握、被災都道府県をはじめとする関係機関
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第２ 応援要請の基準等

「廿日市市災害時受援計画」の発動条件に基づき、受援体制の運用を開始し、応援要請を

行う。

第３ 応援要請の手続き

「廿日市市災害時受援計画」に基づき手続きを行う。

第４ 応援職員の受入れ

「廿日市市災害時受援計画」に基づき受入れを行う。

なお、応急対策職員派遣制度を運用した際の経費負担は、法令の定めによるほか、応援職

員を派遣した地方公共団体及び県と協議して定める（応急対策職員派遣制度要綱第30条）。

また、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの

適切な空間の確保に配慮するものとする。

第５ 消防活動に係る応援要請

１ 県内消防機関相互の応援

市長（本部長）は、当該消防本部の消防力では十分な体制をとることができないと判断

した場合、「広島県内広域消防相互応援協定」に基づき、迅速な消防相互応援を要請する。

２ 緊急消防援助隊の応援

市長（本部長）は、災害の状況から緊急消防援助隊の応援が必要であると判断した場合、

速やかに「広島県緊急消防援助隊受援計画」に基づき県知事に対して応援要請する。知事

と連絡が取ることができない場合は、市長（本部長）から消防庁長官に対して直接要請す

る。

第６ 派遣要請・あっせん要求の手続き

「廿日市市災害時受援計画」に基づき派遣要請・あっせん要求の手続きを行う。

第７ 他の地方公共団体等への職員の派遣

１ 支援の内容

及び総務省との連携等を通じて、被災市区町村が行う災害マネジメントを総括的に支

援するために、地方公共団体が応援職員として派遣する者として、総務省が管理する

名簿に登録されている者をいう。

※災害マネジメント支援員：災害マネジメント総括支援員の補佐を行うために、地方公

共団体が応援職員として派遣する者として、総務省が管理する名簿に登録されている

者をいう。

※対口支援団体：被災市区町村ごとに原則として１対１で割り当てた都道府県又は指定都

市。基本的に自ら完結して応援職員を派遣する。
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次のとおりとする。

①義援金の寄贈、②情報提供、③救援物資の送付、④職員の応援、

⑤地方自治法第252条の17に基づく職員の派遣、⑥相談による支援、⑦その他の支援

２ 先遣職員の派遣

協定締結自治体等が被災した場合、市長は、被災地の被害状況を把握する必要があると

きは、総務部長と協議の上、被災地へ職員を緊急に派遣する。

３ 支援の検討

市長は、救援物資の送付、職員の応援、地方自治法第252条の17に基づく職員の派遣のい

ずれかを含む支援の必要があると認めるときは、副市長、総務部長と協議の上、決定する。

協議の際は、報道機関や先遣職員等の情報を参考に、①被災自治体等からの支援要請の内

容、②被災の程度、③被災地までの距離、④被災自治体と本市との関係（応援協定の有無

等）等を考慮し、支援の可否及び支援内容を協議する。

４ 救援物資の送付

総務課は支援の決定に基づき、被災地のニーズに応じた救援物資を速やかに送付する。

その際、被災地の状況及び市内の備蓄状況に応じて、流通からの調達により送付するか、

災害用備蓄を活用するかを選択する。

５ 職員の応援

職員の応援に当たっては、原則として、本市が支援に関する宿泊先の確保、食料の調達、

経費支出等を行う自己完結型とする。応援職員は、被災自治体の災害対策本部と協議の上、

地元の意向に沿った支援を行う。

応援職員等は、定期的に所属の課若しくは総務課に現地活動の状況を報告する。報告を

受けた所属の課は、支援活動状況報告の写しを総務課に提出する。

６ 地方自治法第252条の17に基づく職員の派遣

地方自治法第252条の17に基づく職員の派遣を求められた場合は、可能な限り被災自治

体の意向を踏まえ、その内容を決定する。

派遣

基準

① 日本付近において震度６弱以上の地震が発生し、かつ、大きな被害発生が

予測される

② 風水害等により大きな被害発生が予測される

上記の①又は②の基準を満たし、かつ市長が必要と認めるとき

活動

内容

① 現地での被災状況の把握

② 現地被災自治体の災害対策本部等連絡窓口の確認

③ 災害支援メニューの被災自治体への提供及び現地での支援ニーズの把握

④ 現地までの交通状況の調査、現地支援活動拠点の選定

【参考】地方自治法第252条の17

第252条の17 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定めが
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７ 応急対策職員派遣制度に基づく派遣

応急対策職員派遣制度に基づく派遣を求められた場合は、応急対策職員派遣制度要綱に

基づき、被災市区町村への応援に関する調整・派遣に協力する。

あるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると

認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通

地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。

２ 前項の規定による求めに応じて派遣される職員は、派遣を受けた普通地方公共団体

の職員の身分をあわせ有することとなるものとし、その給料、手当（退職手当を除く。）

及び旅費は、当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の負担とし、退職手当及び退

職年金又は退職一時金は、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の負担とする。た

だし、当該派遣が長期間にわたることその他の特別の事情があるときは、当該職員の

派遣を求める普通地方公共団体及びその求めに応じて当該職員の派遣をしようとす

る普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員の協議により、当該派遣の趣旨に照

らして必要な範囲内において、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体が当該職員

の退職手当の全部又は一部を負担することができる。

３ 普通地方公共団体の委員会又は委員が、第１項の規定により職員の派遣を求め、若

しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき、又は前項ただし書の規定によ

り退職手当の負担について協議しようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共

団体の長に協議しなければならない。

４ 第２項に規定するもののほか、第１項の規定に基づき派遣された職員の身分取扱い

に関しては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の職員に関する法令の規定の適

用があるものとする。ただし、当該法令の趣旨に反しない範囲内で政令で特別の定め

をすることができる。
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第２項 自衛隊の災害派遣要請依頼

活動方針

項目及び担当部班等

該当資料・様式

第１ 災害派遣要請基準

本部長（市長）は、応急対策を実施する上で、自衛隊の救援を必要とするときは、自衛隊法

（昭和29年法律第165号）第83条の規定による部隊の派遣要請を県知事に依頼する｡

自衛隊の災害派遣要請は、人命救助及び財産の保護のため、緊急の措置を必要とする場合

において、市の防災能力をもってしては十分な効果が得られない場合に行う。

第２ 災害派遣要請の対象となる応急対策の範囲

災害が発生し、市の組織及び防災関係機関等による対応を以てしてもなお事態の収拾が

できないとき、又は事態が急迫し、緊急を要する事態にあるときは、自衛隊の派遣を要請

する。

項目 担当部班等

第１ 災害派遣要請基準

災対事務局

作戦班、資源管理班

災対消防部 消防班

第２ 災害派遣要請の対象となる応急対策の範囲

第３ 災害派遣要請の要領

第４ 自衛隊の活動基準

第５ 活動部隊の受入れに関し留意すべき事項

第６ 費用の負担区分

第７ 派遣部隊の撤収要請

資料 臨時ヘリポート設置箇所一覧表

資料 宿泊・野営可能場所一覧表

様式 自衛隊への要請

区分 活動内容 関係部班

①被害状況の把

握及び通報

車両、航空機等状況に適した手段による被害状況の把

握
情報班

②遭難者等の捜

索・救助

行方不明者、負傷者等の捜索救助（緊急を要し、かつ

他に適当な手段がない場合他の救助作業等に優先し

て実施）

健康福祉総

務班

③消防 利用可能な消防車、防火用具による消防機関への協力 消防班
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第３ 災害派遣要請の要領

(1) 各部長は、自衛隊の派遣を必要とする場合は､災害派遣要請依頼書により災対事務局長

に派遣要請依頼を行う｡緊急を要するときは口頭、電話等により依頼し､書類は事後、提

出する｡

(2) 災対事務局長は、非常配備・動員状況を勘案の上、自衛隊派遣要請依頼についての必

要な進言を本部長（市長）にする｡

(3) 本部長は、本部会議の協議に基づき､県知事に対する派遣要請依頼を決定する｡

(4) 本部長は、災対事務局に必要な手続きをとるよう指示するとともに､派遣要請を依頼し

た部に受入れ体制を整えるよう指示する｡

(5) 災対事務局は、災害派遣要請依頼書を直ちに県危機管理監危機管理課へ提出する。緊

急を要するときは、口頭、電話等により連絡し、事後、派遣要請依頼書を提出する。

災害派遣要請依頼書には、次の事項を記載する。

① 災害の状況及び派遣を要請する事由

② 派遣を希望する期間

③ 派遣を希望する区域及び活動内容

④ その他参考となるべき事項

区分 活動内容 関係部班

④水防
堤防護岸等の決壊に対する土のう作成、積込み及び運

搬
土木対策班

⑤人員及び物資

の緊急輸送

緊急を要し、かつ他に適当な手段がない場合、救急患

者、医師その他救難活動に必要な人員及び救援物資の

緊急輸送（航空機による輸送は、特に緊急を要する場

合に限る。）

資源管理班

市民生活班

健康福祉総

務班

⑥道路又は水路

等の啓開

施設の損壊又は障害物がある場合の啓開除去、街路、

鉄道、線路上の転覆トラック、崩山等の排除、除雪等

（ただし、放置すれば人命及び財産の保護に影響する

と考えられる場合）

土木対策班

⑦応急の医療、

救護、防疫

被災者の応急診療、防疫、病虫害防除等の支援（薬剤

等は県又は市が準備）

健康福祉総

務班

⑧炊飯及び給水

の支援
緊急を要し、他に適当な手段がない場合 市民生活班

⑨救援物資の無

償貸付又は譲与

「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に

関する省令」による。（ただし、譲与は県、市その他

の公共機関の救助が受けられず、当該物品の譲与を受

けなければ生命、身体が危険であると認められる場合

に限る。）

健康福祉総

務班

⑩危険物の保安

及び除去

能力上可能なものについて、火薬類、爆発物等危険物

の保安措置及び除去
消防班
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(6) 特に緊急を要するため、上記(5)の要請を行えない場合には､その旨及び災害の状況を

防衛大臣又はその指定するもの（陸上自衛隊第13旅団長、海上自衛隊呉地方総監等）に

通知する。

なお、この通知をしたときは、速やかに県知事に通知しなければならない。

(7) 災対事務局は、県知事から自衛隊の災害派遣の決定通知を受けたとき、派遣要請を依

頼した部、支部に対して、災害派遣の有無、派遣の規模その他派遣に関する必要な事項

を伝達、指示する。

第４ 自衛隊の活動基準

人命救助を最優先とし、状況に応じて下記の基準により救援活動を実施する。

区 分 所 在 地 連 絡 先

広島県危機管理監
危機管理課

広島市中区基町10-52

電話082(228)4483､082(511)6720
FAX 082(227)2122
防災行政無線8-101-2060～2065

2069～2071

陸上自衛隊第１３旅団司
令部第３部（防衛班）

安芸郡海田町寿町2-1
電話082(822)3101 内線2412、2441（当直）
防災行政無線8-101-941-157

海上自衛隊呉地方総監部
オペレーション

呉市幸町8-1
電話0823(22)5511 内線2222､2333､

2444（当直）
防災行政無線8-101-89-158

(1) 情報収集

知事等から要請があったとき、又は自衛隊法第83条第1項及び第2項の規定により、

防衛大臣が指定した災害派遣を命ずることができる部隊等の長が必要と認めるときは

車両､航空機等状況に適した手段によって偵察を行い、被害状況を調査する｡

(2) 負傷者の救出救護支援

死者、行方不明者、負傷者等が生じた場合は、通常の救援作業等より優先して捜

索、救助を行う｡

(3) 防疫支援

特に要請があった場合には、被災者の応急診療、防疫、病虫害防除等の支援を行う｡

薬剤等は通常地方公共団体の提供するものを使用する｡

(4) 避難の援助

避難命令等が発令され、避難、立退き等が行われる場合で、必要があるときは避難

者の誘導、輸送等を行い、避難を援助する｡

(5) 道路及び水路の啓開

道路又は水路が損壊若しくは障害物がある場合は、それらの啓開、除去に当たる｡

(6) 炊飯及び給水の支援

要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認める場合は、炊飯及び給水の支援

を行う｡

(7) 人員及び救援物資の緊急輸送

特に要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認める場合は、救急患者、医師
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第５ 活動部隊の受入れに関し留意すべき事項

県知事から自衛隊の災害派遣が決定した旨の通知を受けた場合、次の点に留意して、派遣

部隊の活動目的が十分に達成できるよう受入れに万全を期するよう努める。

１ 災対事務局

(1) 連絡員を自衛隊の救援活動現地へ派遣する。

(2) ヘリコプターによる災害派遣を受け入れる場合は、関係部に対し、臨時ヘリポート設

置可能個所の使用に関する指示及び調整を行う。

(3) 艦艇による災害派遣を受け入れる場合は、関係部に対し、接岸可能な岸壁の使用に関

する指示及び調整を行う。

(4) 目的地に派遣部隊が到着した場合は、派遣部隊の責任者と調整の上、必要な措置をと

るとともに、次の事項を県に報告する。

① 派遣部隊の長の官職氏名

② 隊員数

③ 到着日時

④ 従事している作業内容及び進捗状況

２ 派遣要請を依頼した部

(1) 派遣部隊を災害現地へ誘導する。

(2) 応援を求める内容、所要人員、資機材等の確保について計画を立て、応急復旧に必要

な資機材等については市で準備し、到着後自衛隊の活動が速やかに開始されるようあら

かじめ準備に留意する。

その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施する｡

この場合、航空機による輸送は､特に緊急を要すると認められるものについて行う｡

(8) 水防活動

堤防、護岸等の決壊に対して、土のうの作製、運搬、積み込み等の水防活動を行う｡

(9) 消防活動

火災に対しては、利用可能な消防車その他消防活動に必要な器具をもって消防機関

に協力して人命救助及び消火に当たる。

(10) 通信支援

特に要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認める場合は、災害派遣任務の

達成に支障を来さない限度において部外通信を支援する｡

(11) 救援物資の無償貸付又は譲与

特に要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認める場合は、｢防衛庁の管理に

属する物品の無償貸与及び譲渡等に関する総理府令(昭和33年総理府令第1号)｣に基づ

き、救援物資を無償貸付し、又は譲与する｡

(12) 交通規制の支援

主として自衛隊車両の交通が輻輳する地点において、自衛隊車両を対象として交通

規制の支援を行う。
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(3) 自衛隊の宿泊施設及び野営施設並びに車両の保管場所の準備をしておく。

(4) 派遣要請した現地には、必ず連絡責任者（工事責任者）を派遣し、作業に支障を来さ

ないよう、自衛隊現地指揮官と協議決定にあたらせる。

(5) 自衛隊の活動に対しては、付近住民の積極的な協力を求める。

(6) その他災対事務局から指示のあった事項。

３ ヘリコプターによる災害派遣の受入れ準備

(1) 廿日市市地域防災計画資料編に掲載している施設又は下記基準をみたす地積を臨時ヘ

リポートとして確保する。この場合、土地の所有者又は管理者と調整する。また、臨時

ヘリポートの選定については、指定緊急避難場所・指定避難所との競合を避ける。

(2) 離着陸時の風圧により巻きあげられる危険性のあるものは撤去し、砂塵の舞い上が

るおそれがある場合は、十分に散水しておくこと。また積雪時の場合は、除雪あるいは

てん圧を行っておくこと。

(3) 離着陸時は、風圧等により危険が伴うため、関係者以外の人を接近させないようにす

ること。

(4) 臨時ヘリポートにおける指揮所、駐車場、物資集積場の配置については、地理的条件

に応じた機能的配置を考慮しておくこと。

(5) 臨時ヘリポート近くに上空から風向、風速の判定、確認ができるよう吹き流し、又は

旗をたてること。これがないときは発煙筒を焚き安全進入方向を示すこと。

(6) 着陸時には Ｈ の記号を次図のとおり標示して着陸中心を示すこと。

(7) 物資を輸送する場合は、搭載量の超過を避けるため計量器を準備すること。

(8) 臨時ヘリポート使用に当たっては、災対事務局及び施設等管理者へ連絡すること。

0.3以上

↑進入方向
0.45以上

0.45以上

4m以上 3m以上

↓進入方向
2m以上

斜線内は通常白色（石灰）、積雪時は赤色とする。
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区

分

消防・防災ヘリコプター及び警察、海上保

安庁ヘリコプター

設定基準（地積）

小

中

型

大

型



第３章 第５節 第２項

204

第６ 経費の負担区分

自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として本市が負担するものとし、次の基準による。

(1) 民間の輸送力（フェリー等を含む。）を利用する場合及び有料道路の通行

(2) 派遣部隊の宿営及び救援活動に必要な土地、建物等の使用料及び借上げ料

(3) 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱費（自衛隊の装備品を稼働させるため通常必

要とする燃料を除く。）、水道料、汚物処理料、電話等通信費（電話設備費を含む。）及

び入浴料

(4) 派遣部隊の救援活動に必要な自衛隊所有以外の資機材の調達、借上げ、その他運搬及

び修理費

(5) 派遣部隊等の装備及び携行品（食糧、燃料、衛生材料等）以外に必要とする物品

(6) 派遣部隊が使用した消耗品等の回収費用

(7) その他細、負担区分に疑義が生じた場合、その都度協議して決定する。

第７ 派遣部隊の撤収要請

本部長（市長）は、自衛隊の災害派遣の目的を達したとき、又はその必要がなくなった場

合、撤収要請依頼書を県知事に提出する。なお、撤収要請依頼の手続きは、派遣要請依頼に

準じて行う。
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第３項 ヘリコプターによる災害派遣要請依頼

活動方針

項目及び担当部班等

該当資料・様式

第１ 派遣要請の基準

広島県内航空消防相互応援協定に基づき、次の活動に該当する事項であって、ヘリコプタ

ーの特性にあった場合に派遣要請を行う。

(1) 被災状況等の偵察、情報収集活動

(2) 救急・救助活動

(3) 救援隊・医師等の人員搬送

(4) 救援物資・資機材等の搬送

(5) 林野火災における空中消火

(6) その他特にヘリコプターの活用が有効と認められる活動

大規模災害時においては、道路の損壊、建物や電柱の損壊により道路の通行が困難、あ

るいは孤立集落が生じることが予想されることから、必要に応じて、県に対してヘリコプ

ターの派遣要請を行う。

項目 担当部班等

第１ 派遣要請の基準 災対事務局

作戦班

災対消防部 消防班

第２ 派遣要請先

資料 臨時ヘリポート設置箇所一覧表
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第２ 派遣要請先

(1) 県防災・広島市消防局ヘリコプター

(2) 県ドクターヘリコプター

災対消防部からドクターヘリ通信センターに対し、ホットラインにて出動要請する。

(3) 他都道府県応援ヘリコプター

県及び市町は、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要領（総務省消防

庁）」に基づいて応援要請する。

ドクターヘリ常駐場所 広島県広島ヘリポート（広島市西区観音新町四丁目１０－２）

通信センター
出動要請対応、運行管理及び関係機関との連絡調整を担う運

行管理担当者（CS）が運行時間中、常時待機

運航スタッフ待機室
操縦士（機長）、整備士、搭乗医師及び搭乗看護師等が運航時

間中、常時待機

(④要請書 防災行政無線 FAX 8-101-119,FAX 082-227-2122)

(④要請書 FAX) ⑤出動の報告

広島県防災航空センター

(⑤出動の報告)
(③要請の連絡)

広島県

(危機管理監）

(③要請及び

出動ヘリ回答)

(①出動要請) 広島市消防局警防課指令担当

（②出動ヘリ決定）
廿日市市

(③出動ヘリ回答)

(④要請書FAX)
(③要請の指令)

(⑤出動の報告)

(④要請書 FAX)
広島市消防航空隊
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第４項 ボランティアの受入れ

活動方針

項目及び担当部班等

第１ 活動分野

ボランティアの協力を得て実施する活動内容は次のとおりとする。

１ 専門分野

(1) 救護所での医療救護活動

(2) 被災建築物応急危険度判定

(3) 被災宅地危険度判定

(4) 外国語の通訳、情報提供

(5) 災害情報や安否情報、生活情報の収集整理、広報

(6) 被災者への心理治療

(7) 高齢者や障害者等要配慮者の看護、情報提供

(8) その他専門的知識、技能を要する活動等

２ 一般分野

(1) 避難所の運営補助

(2) 炊き出し、食料等の配布

(3) 救援物資等の仕分け、輸送

(4) 高齢者や障害者等要配慮者の支援

(5) 被災地の清掃、がれきの片付けなど

(6) 避難所や仮設住宅における生活支援（心理面での支援を含む。）

(7) その他被災地における軽作業等

市及び関係団体は、ボランティアによる活動が災害時において果たす役割の重要性を踏

まえ、災害時のボランティア活動が円滑に行われるよう相互に連携・協力し、ボランティ

アに対する被災地のニーズの把握に努めるとともに、迅速かつ円滑なボランティアの受

付、調整等その受入れ体制の確保に努める。ボランティアの受入れに際しては、老人介護

や外国人との会話力等ボランティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮するととも

に、必要に応じてボランティアの活動拠点を提供する等、ボランティアの自主性を尊重し

つつ、ボランティアの活動の円滑な実施が図られるよう支援に努める。

項目 担当部班等

第１ 活動分野
災対地域振興部 地域振興班

（社会福祉協議会）

災対地域部

関係部班

第２ ボランティア団体等の受入れ

第３ ボランティアの活動拠点及び資機材の提供

第４ 災害情報等の提供

第５ ボランティアとの連携・協働
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第２ ボランティア団体等の受入れ

１ 災害対策本部設置前の対応

災害注意体制又は災害警戒本部設置時には、あらかじめ危機管理担当部長と地域振興部

長が協議し、廿日市市社会福祉協議会（はつかいちボランティアセンター）に対し情報提

供を行い、準備体制の保持を要請する。

２ 市被災者生活サポートボランティアセンターの設置

災害による被災者が発生した場合、その状況を災対事務局長と災対地域振興部長及び災

対健康福祉部長が情報共有の上、地域振興班を通じ廿日市市社会福祉協議会と被災者情報

の共有を行う。廿日市市社会福祉協議会は被災者の状況に応じ、市被災者生活サポートボ

ランティアセンター（以下「市サポートＶＣ」という。）の立ち上げについて判断し、設置

状況を協働推進班に連絡する。

３ 災害対策本部の役割

災害対策本部は、ボランティアの受入れ体制の確保について、市サポートＶＣと連携

し、ボランティアの受入窓口や連絡体制を定め、ボランティア活動の円滑な実施を支援す

る。また、市サポートＶＣに対して、情報提供等の支援を行う。

４ 市サポートＶＣの役割

市サポートＶＣは、市災害対策本部、広島県被災者生活サポートボランティアセンター

と連絡・調整し、被災者の支援ニーズ把握の上、次によりボランティアを受け入れ、被災

者を支援する取組を行う。

(1) 被災者の支援ニーズ等の把握

各災害応急対策責任者や被災者、ボランティア、関係機関・団体等から、被災者の生活

支援に係るニーズを把握する。

(2) ボランティアの募集

ボランティアの要請等の需要に対し、ボランティアが不足すると考えられる場合、ボ

ランティア活動の必要な状況を広報し、ボランティアの募集を行う。

(3) ボランティアの調整・活動支援

災害発生時におけるボランティア申出者を受け付け、各ボランティアの活動内容、活

動可能日数、資格、活動地域等を把握する。

各災害応急対策責任者から市サポートＶＣ等に対しボランティアの要請が出された場

合、平常時からのボランティア登録者及び災害後に受け付けたボランティア申出者の中

から必要なボランティアをコーディネートする。

また、ボランティアの要請がない場合でも必要と認められるときは、ボランティアの

調整を行うことができる。

(4) ボランティア関連情報の収集・発信

被災地の状況、救援活動の状況などの情報を、ボランティアに対して的確に提供する。

(5) 専門ボランティアの受入等



第３章 第５節 第４項

209

市は、専門ボランティアの受入れ及び調整等を行う。

(6) 被災者生活サポートボランティアセンター（災害ボランティアセンター）への国庫負

担

災害救助法が適用された際、県から委託を受けた市が共助のボランティア活動と地方

公共団体の実施する救助の調整事務について、社会福祉協議会等が設置する被災者生活

サポートボランティアセンター（災害ボランティアセンター）に委託する場合には、当

該事務に必要な人件費及び旅費を災害救助法の国庫負担の対象とすることができるもの

とする。

第３ ボランティアの活動拠点及び資機材の提供

市は、庁舎、市民センター、学校などの一部を、ボランティアの活動拠点として積極的に

提供する。

また、ボランティア活動に必要な事務用品や各種資機材については、可能な限り貸し出

し、ボランティアが効率的に活動できる環境づくりに努める。

第４ 災害情報等の提供

市は、市サポートＶＣへ、ボランティア活動に必要な災害情報等を積極的に提供する。

第５ ボランティアとの連携・協働

市は、社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等のボランテ

ィア団体等と、情報を共有する場を設置するなどし、被災者のニーズや支援活動の全体像を

把握し、連携のとれた支援活動を展開するよう努めるとともに、ボランティアを行っている

者の生活環境について配慮する。

また、災害の状況及びボランティア活動予定を踏まえ、片付けごみなどの収集運搬を行う

よう努める。



第３章 第６節 第１項

210

第６節 二次災害防止対策

第１項 水防計画
廿日市市水防計画で定める。

該当資料・様式

資料 水防注意箇所（河川）

資料 水防注意箇所（ため池）

資料 調整池一覧表

資料 水防資機材保管一覧表

資料 雨水ポンプ場・雨水調整池一覧表
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第２項 急傾斜地崩壊災害対策

活動方針

項目及び担当部班等

該当資料・様式

第１ 雨量の観測・通報

(1) 雨量観測は、降雨のとき必要に応じて水防担当の災対建設部が情報収集に当たる。

(2) 気象台より大雨注意報が発令された時は、雨量観測所より必要な雨量情報を随時収集

して、急傾斜地崩壊危険区域の巡視及び警戒体制に万全を期する。

第２ 巡視及び警戒体制

１ 巡視

危険区域内の平常時及び降雨時の巡視は、災対建設部、災対地域部が実施する。また、

急傾斜地が崩壊又はそのおそれが生じた場合は、災対建設部、災対地域部の職員をもって

応急措置を実施する。

２ 警戒体制等

建設部災害対策班実施マニュアル及び水防準備班実施要領による。

３ 資材の確保

応急措置を実施する際は、原則として水防倉庫の資材をもって充てるが、不足するとき

は現地調達とする。

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律により、急傾斜地崩壊危険区域に指定さ

れた区域におけるがけ崩れによる災害を警戒し、これによる被害を軽減するため、次の諸

点に留意し、必要な措置を講ずる。

項目 担当部班等

第１ 雨量の観測・通報
災対建設部 土木対策班

災対地域部
第２ 巡視及び警戒体制

第３ 広報及び避難体制

資料 急傾斜地崩壊危険区域

資料 土石流危険渓流一覧表

資料 がけ崩れ注意箇所

資料 地すべり防止（指定）区域一覧表

資料 土砂災害防止法（指定）区域一覧表
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第３ 広報及び避難体制

(1) 危険区域内住民に対する避難情報の広報については、第３章第11節広報・広聴計画に

準じて行う。

(2) 災害が発生した場合、又は災害の発生が予想される場合において、危険区域内住民等

に対する避難指示等については第３章第５節避難計画に準じて行う。
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第３項 治水・治山施設等応急復旧

活動方針

項目及び担当部班等

第１ 治水施設等の応急復旧活動

１ 河川、港湾、海岸

河川管理者、港湾管理者及び海岸管理者は、災害により管理する施設に被害を受けた場

合には、被害状況を緊急性の高いものから速やかに調査し、二次災害防止のための応急復

旧工事を実施する。

２ 砂防施設等

本部長（市長）は、砂防施設等の損傷や地すべり、山崩れ、がけ崩れ等の発生により、

二次災害が発生するおそれのある場合には、被害状況を速やかに調査し、崩落土砂の除去

や仮設防護柵設置等の応急工事を実施する。

第２ 治山施設等の応急復旧活動

本部長（市長）は、治山事業施行地又は計画地において山腹崩壊等により土砂が流出した

場合は、排土等による現状回復に努め、二次災害防止のための応急工事として編柵、土のう

積み等を行う。

治水施設及び治山施設等の損傷による二次災害を防止するため、応急復旧工事を行うな

ど必要な措置を講ずる。

項目 担当部班等

第１ 治水施設等の応急復旧活動 災対建設部

土木対策班第２ 治山施設等の応急復旧活動
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第４項 被災宅地危険度判定

活動方針

項目及び担当部班等

第１ 事前準備

(1) 広島県土砂災害危険箇所図等を参考に、宅地判定実施の可能性が高い地域等を推定

し、迅速に判定活動を実施するための環境を整備しておく。

(2) 宅地判定実施本部の体制について、あらかじめ準備しておく。

第２ 宅地判定の実施

(1) 大地震又は豪雨の発生後に、宅地の被害に関する情報に基づき、必要があると判断し

た時は、宅地判定実施本部を設置し、宅地判定の実施を決定する。また、市長は、宅地

判定実施のための支援を知事に要請することができる。

(2) 関係機関・団体等の協力を得て必要な宅地判定士等の速やかな確保に努める。

(3) 宅地判定等の判定区域までの移動についての輸送手段の確保、食料の準備及び必要に

応じて宿泊場所の確保を行う。

(4) 判定資機材の調達を行う他、その他必要な事項があれば対応する。

第３ 県との連絡調整等

(1) 宅地判定実施本部の設置を決定したときは、県に速やかに連絡する。

(2) 宅地判定実施本部は、知事が宅地判定支援本部を設置したとき、現地の被災状況を随

時報告するとともに、支援の内容、支援開始時期等について協議、調整し、速やかに報

告する。

災害によって宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、二次災害を軽減、防止し、住民

の安全を確保するために、被災宅地危険度判定士（以下「宅地判定士」という。）を活用

して被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、被災宅地危険度判定（以下「宅地判定」と

いう。）を実施する。

項目 担当部班等

第１ 事前準備

災対建設部第２ 宅地判定の実施

第３ 県との連絡調整等
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第５項 消防計画
廿日市市消防計画で定める。

該当資料・様式

資料１－20 消防機械配置一覧表

資料１－21 消防施設一覧表

資料１－22 消防水利の状況

資料１－23 管径別消火栓
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第６項 危険物等災害応急対策

活動方針

項目及び担当部班等

第１ 危険物災害応急対策

危険物施設等が火災等により危険な状態となった場合、又は爆発等の災害が発生した場合

に、地区住民等への危害を防除するため次の措置を実施する。

(1) 通報を受けた災対消防部（本部）は、危険物を製造し、貯蔵し、又は取り扱う事業所

に対し、次に掲げる措置をとるよう指示し、又は自らその措置を行う。

① 危険物の流出あるいは爆発等のおそれのある作業及び移送の停止措置

② 危険物の流出、出火、爆発等の防止措置

③ 危険物施設の応急点検

④ 異常が認められた施設の応急措置

また、必要があると認めるときは、広報活動、警戒区域の設定、住民の立入制限、退去

の指示を行う。

(2) 災対消防部（本部）は災対事務局へ災害発生について直ちに連絡し、災対事務局は県

へ報告する。

(3) 災対消防部（本部）は、災害の状況について情報収集を行い、随時災対事務局に報告

する。

(4) 災対事務局は、報告の内容を取りまとめる。

(5) 災対事務局は本部会議に報告した後、県に報告する。

(6) 消防計画等により消防隊を出動させ、災害発生事業所の責任者等から報告、助言等を

受け、必要に応じ、関係事業所等の協力を得て救助及び消火活動を実施する。

(7) 市の消防力等では対処できない場合は、広島県内広域消防相互応援協定に基づいて、

危険物、高圧ガス、火薬類及び毒物劇物等の危険性の高い物質（以下「危険物等」とい

う。）を製造、貯蔵又は取扱いを行う事業所においては、危険物等の流出、出火、爆発等の

災害が発生した場合、自衛消防組織等の活動により、被害を最小限度にとどめ、周辺地区

に対する被害の拡大を防止する。

また、関係行政機関は、消防法（昭和23年法律第186号）、高圧ガス保安法（昭和26年法

律第204号）、火薬類取締法（昭和25年法律第149号）及び毒物及び劇物取締法（昭和25年法

律第303号）等の関係法令の定めるところにより所要の措置を行う。

項目 担当部班等

第１ 危険物災害応急対策

災対消防部 消防班
第２ 高圧ガス応急対策

第３ 火薬類災害応急対策

第４ 毒物劇物災害応急対策
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他の市町村及び消防本部に対して応援を要請する。

第２ 高圧ガス応急対策

高圧ガス施設等が火災等により危険な状態となった場合、又は爆発等の災害が発生した場

合に、地区住民等への危害を防除するため次の措置を実施する。

(1) 通報を受けた災対消防部（本部）は、製造事業者、販売業者、貯蔵所の所有者又は消

費者等に対し、危害防止のための措置をとるよう指示し又は自らその措置を講じ、必要

があると認めるときは、火気使用禁止の広報、警戒区域の設定、住民の立ち入り制限、

退去の指示等を行う。

(2) 災対消防部（本部）は災対事務局へ災害発生について直ちに連絡し、災対事務局は県

へ報告する。

(3) 災対消防部（本部）は、災害の状況について情報収集を行い、随時、災対事務局に報

告する。

(4) 災対事務局は、報告の内容を取りまとめる。

(5) 災対事務局は本部会議に報告した後、県に報告する。

(6) 消防計画等により消防隊を出動させ、災害発生事業所の責任者等から報告、助言等を

受け、必要に応じ、関係事業所等の協力を得て救助及び消火活動を実施する。

(7) 市の消防力等では対処できない場合は、広島県内広域消防相互応援協定に基づいて、

他の市町村及び消防本部に対して応援を要請する。

第３ 火薬類災害応急対策

火薬類関係施設等が火災等により危険な状態となった場合、又は爆発等の災害が発生した

場合に地区住民等への公共の安全を確保するため、次の措置を実施する。

(1) 通報を受けた災対消防部（本部）は、火薬類の所有者及び占有者に対し、危害防止の

ための措置をとるよう指示し、又は自らその措置を講じ、必要があると認めるときは、

火気使用禁止の広報、警戒区域の設定、住民の立ち入り制限、退去の指示等を行う。

(2) 製造業者、販売業者又は消費者に対して、製造施設又は火薬庫の全部若しくは一部の

使用の一時停止を命ずる。

(3) 製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者に対して、製造、販売、貯蔵、

消費又は廃棄を一時禁止し、又は制限する。

(4) 火薬類の所有者又は占有者に対して、火薬類の所在場所の変更又はその廃棄を命ず

る。

(5) 火薬類を廃棄した者に対して、その廃棄した火薬類の収去を命ずる。

(6) 災対消防部（本部）は災対事務局へ災害発生について直ちに連絡し、総務班は県へ報

告する。

(7) 災対消防部（本部）は、災害の状況について情報収集を行い、随時、災対事務局に報

告する。

(8) 災対事務局は、報告の内容を取りまとめる。

(9) 災対事務局は本部会議に報告した後、県に報告する。
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(10) 消防計画等により消防隊を出動させ、災害発生事業所の責任者等から報告、助言等を

受け、必要に応じ、関係事業所等の協力を得て救助及び消火活動を実施する。

(11) 市の消防力等では対処できない場合は、広島県内広域消防相互応援協定に基づい

て、他の市町村及び消防本部に対して応援を要請する。

第４ 毒物劇物災害応急対策

毒物劇物関係施設等が火災、漏えい事故等により危険な状態となった場合、又は爆発等の

災害が発生した場合に地区住民等への公共の安全を確保するため、次の措置を実施する。

(1) 通報を受けた災対消防部（本部）は、施設管理者及び毒物劇物取扱責任者等と密接な

連絡をとり、危害防止のため必要があると認めるときは、広報活動、警戒区域の設定、

住民の立入制限、退去等の指示を行う。

(2) 災対消防部（本部）は災対事務局へ災害発生について直ちに連絡し、災対事務局は県、

保健所及び警察署に報告する。

(3) 災対消防部（本部）は、災害状況について情報収集を行い、随時、災対事務局に報告

する。

(4) 災対事務局は、報告を取りまとめる。

(5) 災対事務局は、本部会議に報告した後、県に報告する。

(6) 消防計画等により消防隊を出動させ、災害発生事業所企業の責任者等からの報告、助

言等を受け、必要に応じ、関係事業所等の協力を得て救助及び消火活動を実施する。

(7) 自己の消防力等では対処できない場合は、広島県内広域消防相互応援協定等に基づい

て、他の消防本部に対し応援を要請する。
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第７節 救助・救急、医療救護、遺体の取扱い

第１項 救出・救急

活動方針

項目及び担当部班等

該当資料・様式

第１ 実施責任者

１ 陸上救難

(1) 通常の場合

市長（本部長）が救難責務を有するが、直接の救出は消防機関、県警察がこれに当た

る。この場合、市長（本部長）は救出担当機関と密接に連携を保ち、救出作業が円滑に行

われるよう配慮する。

(2) 災害救助法を適用した場合

知事は、市長（本部長）を補助者として消防機関、警察等関係者の協力により救出に当

たる。なお、知事が市長（本部長）に実施を委任したときは、市長（本部長）が実施責任

者となる救出を行う。

２ 海上救難

市長（本部長）は、事故の管轄区域の地先地面における海難に対して必要と認めたとき

は、水難救護法の定めるところにより関係機関の協力を得て対処する。

救出・救急に必要な部隊編成、車両その他資機材等を整備し、それぞれの実情に応じた

救出・救急活動を実施する。

項目 担当部班等

第１ 実施責任者

災対消防部 消防班

第２ 救出・救急の方法

第３ 救出・救急の対象

第４ 関係機関等への応援要請

第５ 警察との連絡

第６ 医療機関との連絡協調

第７ 海難救助

第８ 惨事ストレス対策

第９ 部隊間の活動調整

第 10 災害救助法が適用された場合の処置

第 11 活動時における感染症対策

様式 被災者救出状況記録簿
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第２ 救出・救急の方法

災対消防部及び広島市消防局により救出活動に当たるが、風水害、大火災等においては、

被災地が広域にわたること、救出・救急事案の同時多発等が予想されるため、このような場

合は、一般市民に対して救出・救急活動の協力を求める。

(1) 広報車、防災行政無線、テレビ、ラジオ等の報道機関の放送網により、救出・救急活

動の積極的協力を呼びかける。

(2) 市の住民組織又は会社、工場その他企業団体等において組織する自衛消防組織、組合

等に対して協力を求める。

第３ 救出・救急の対象

救出・救急の対象は、現に生命身体が危険にさらされ、早急に救出・救急しなければなら

ない者で、おおむね次のような場合である。

(1) 倒壊家屋の下敷きになった場合

(2) 流失家屋及び孤立したところに取り残された場合

(3) 山崩れ等の下敷きになった場合

(4) 大規模な爆発、電車、自動車又は航空機等による大事故（集団災害）が発生した場合

(5) 火災時に火中に取り残されたような場合

第４ 関係機関等への応援要請

災害による被害が甚大な場合、あるいは火災が同時に多発した場合において、緊急に救出・

救急を要する住民が多数であり、市の消防力のみによる救出・救急の実施が困難と認められ

るときは、広島県内広域消防相互応援協定に基づく応援及び自衛隊の派遣を要請する。

なお、被害の全容把握が困難な場合においては、通報状況から大規模な消防の応援等が必

要であると認められるときは、直ちに県知事に連絡し、緊急消防援助隊の派遣要請を行う。

その他、住民、会社、工場等の組織する自警団及びボランティア等民間団体の協力を求める

などの方途を講ずる。

第５ 警察との連絡

罹災者の救出救急を円滑に実施するため、通報を受けた災対消防部又は広島市消防局は、

直ちに救出救急活動を開始するとともに、特に廿日市警察署と緊密な連絡をとり交通規制及

び現場における警備等を依頼し、救出救急に当たる。

第６ 医療機関との連絡協調

救急業務を実施するに当たり、傷病者を受け入れるべき医療機関との連絡協調について

は、災対健康福祉部を通じて(一社)佐伯地区医師会と随時連絡して協力体制の確立を期す

る。

第７ 海難救助
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船舶の火災、沈没、浸水、転覆、衝突及び爆発等による危険物の流出に伴う海難事故の救

助については、海上保安部の定める海難救助計画に基づくほか、他の防災関係機関と協力し

てこれを実施する。

第８ 惨事ストレス対策

災対消防部は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。

必要に応じて、消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請する。

第９ 部隊間の活動調整

災害現場で活動する警察・消防・海上保安庁・自衛隊の部隊は、必要に応じて、合同指揮

所を設置し、活動エリア・内容・手順、情報通信手段等について、部隊間の情報共有及び活

動調整、必要に応じた部隊間の相互協力を行う。

また、災害現場で活動する災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等とも密接に情報共有を図り

つつ、連携して活動する。

第 10 災害救助法が適用された場合の処置

災害救助法における「被災者の救出」について、救助の対象や期間・事務処理方法等は

第２節「市の活動体制」第３項「災害救助法の適用」を参照する。

第11 活動時における感染症対策

災害現場で活動する部隊は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、職員

の健康管理やマスク着用等、基本的な感染症対策を徹底する。

実施責任者 適用内容 根拠法

広 島 海 上
保 安 部

海難の際の人命、積荷及び船舶の救助その
他救済を要する場合の援助

海上保安庁法第２条、第５条

県 警 察
消 防 機 関

災害により住民の生命、身体、財産に危険
が迫った場合危険状態からの救出

警察法第２条
警察官職務執行法第４条
消防組織法第１条

知 事
(災害救助法施行令に

より知事が実施を指示

した場合は市町村長)

被災者の救出
災害救助法第２条、第４条、
第13条
災害救助法施行細則第１条

遺体の捜索、処理、埋葬及び障害物の除去
災害救助法第２条、第４条、
第13条

市 町 村 長 市町村の区域の地先海面における海難救助 水難救護法第１条
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第２項 医療救護・助産

活動方針

項目及び担当部班等

該当資料・様式

第１ 医療救護・助産の活動範囲

１ 医療救護の範囲

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療及び施術

(4) 病院又は診療所への受入れ

(5) 看護

２ 助産の範囲

(1) 分娩の介助

(2) 分娩前後の処置

大規模な災害発生等により、被災者や救命措置を要する負傷者が多数発生した場合、そ

れらに対する医療救護に関する応急対策を実施する。また、市の能力を持ってしても十分

でないと認められるときは、県等に協力を要請する。

項目 担当部班等

第１ 医療救護・助産の活動範囲

災対健康福祉部 健康福祉総

務班

災対地域部

第２ 医療機関の被災状況・機能確認

第３ 医療救護班の要請

第４ 保健医療活動チームの要請

第５ 救護所の設置

第６ 医療救護等の内容・手順

第７ 医療救護・助産機関の対応

第８ 医薬品・衛生材料等の使用及び調達

第９ 災害救助法が適用された場合の措置

資料 廿日市市内医療機関一覧表

資料 災害拠点病院

資料 災害時の医療救護活動に関する協定書（社団法人佐伯地区医師会）

資料 災害時における施設の利用に関する覚書（日本赤十字広島看護大学）

様式 救護班活動状況

様式 助産台帳

様式 病院診療所医療実施状況
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(3) 薬剤又は治療材料の支給

(4) 病院又は診療所への受入れ

第２ 医療機関の被災状況・機能確認

健康福祉総務班は、市内の医療機関に関する被災状況を確認するとともに、医療救護活動

を行う機能を有しているか確認する。

第３ 医療救護班の要請

健康福祉総務班は、「災害時の医療救護活動に関する協定書」に基づき、医療救護活動を

実施する上で必要があると認めるときは、(一社)佐伯地区医師会に対し、医療救護班の編成

及び派遣を要請する。派遣調整・連絡及び撤収時期については、必要に応じて、災害医療コ

ーディネーター等の助言や支援を受ける。

なお、市の医療救護活動のみで対処できない場合は、直ちに県等に協力を要請する。

第４ 保健医療活動チームの要請

１ ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の活動

ＤＭＡＴの活動については、県が定めるＤＭＡＴ運用計画等による。なお、健康福祉総

務班は、ＤＭＡＴの活動について、県、保健所、災害医療コーディネーター等と情報共有

する。

２ 保健医療活動チームの要請

健康福祉総務班は、必要に応じ、県災害対策支部（保健所）を通じて県に対し、広島県災

害時公衆衛生チーム等保健医療活動チームの派遣要請をする。

第５ 救護所の設置

健康福祉総務班は、(一社)佐伯地区医師会と協議し、指定緊急避難場所・指定避難所その

他必要と認める場所に救護所を設置するとともに、状況に応じ巡回救護を行う。

第６ 医療救護等の内容・手順

１ 災害発生直後の医療救護活動

(1) 医療救護は、救護班による応急的な救護及び患者の輸送とする。

① 被災者に対する選別

② 傷病者に対する応急処置及び医療

③ 傷病者の収容医療機関への転送の要否及び転送順位の決定

④ 被災者の死亡の確認及び死体の検案

(2) 重篤な救急患者等、救護班で対応できない者については、救護班によりできる限りの

応急的な救護を行い、速やかに対応可能な医療救護・助産機関へ輸送する。

(3) 医療救護・助産機関への患者輸送は、災対消防部、災対健康福祉部及び災対地域部並

びに広島市消防局により行う。
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２ 避難所等での医療救護及び公衆衛生活動

(1) 健康福祉総務班及び保健医療活動チームは、被災者の健康管理、公衆衛生対策を必要

に応じて実施する。慢性疾患の管理に加え、生活環境の悪化に伴う疾患や感染症、災害

後の精神的ストレス、エコノミークラス症候群などの対応が必要となる。

(2) 必要に応じて、避難所または近隣において、被災者に対し、巡回診療やニーズ調査、

生活指導などを実施する。

３ 精神面のケア

(1) 健康福祉総務班は、被災者の精神面のケアを図るため、必要に応じて健康相談、生活

相談等を実施する。

(2) 市において対応できない場合は、県に対し、精神面のケアを行う災害派遣精神医療チ

ーム(ＤＰＡＴ)やこども支援チームの派遣を要請する。

第７ 医療救護・助産機関の対応

医療救護・助産機関は、発災後直ちに、当該施設の被災状況を把握するとともに、患者の

受入体制を整備し、機能の停滞の早期解消に努める。

広島西部保健所管内では、広島西医療センターと厚生連廣島総合病院が災害拠点病院に指

定されており、災害時には、両病院を中心に、災害時協力病院やその他の医療機関や防災関

係機関が連携を密にして対応する。

第８ 医薬品・衛生材料等の使用及び調達

１ 医薬品・衛生材料等の使用

救護班が必要とする医薬品・衛生材料等は、病院等において保有するものを使用する。

２ 医薬品・衛生材料等の調達

あらかじめ備蓄した医薬品・衛生材料等に不足を生じ、市で確保・供給が困難な場合に

は、広島県災害時医薬品等供給マニュアルに基づき、県に供給を要請する。

第９ 災害救助法が適用された場合の措置

災害救助法における「医療」「助産」について、救助の対象や期間・事務処理方法等は

第２節「市の活動体制」第３項「災害救助法の適用」を参照する。
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第３項 行方不明者等の捜索・遺体の処理・火葬

活動方針

項目及び担当部班等

該当資料・様式

第１ 行方不明者の捜索及び遺体の収容

１ 捜索・収容の対象

(1) 捜索の対象

災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いがある者（以下「行方不明者」とい

う。）

(2) 収容の対象

災害により死亡した者のうち、次のいずれかに該当する遺体

① 身元不明の遺体

② 遺体引受人（遺体を引取り、火葬等を行う遺族等をいう。以下同じ。）のない遺体

③ 住家の倒壊その他の理由により、自力で火葬等ができない遺族から遺体収容（処

理、火葬）の要請があった遺体

２ 行方不明者・遺体の届出の受理

(1) 行方不明者及び身元不明者等の死者の届出又は遺体収容の要請は、健康福祉総務班に

おいて受理する。

(2) 届出の受理に当たっては、住所、氏名、年齢、性別、身長、着衣その他身元確認のた

めの必要事項について、聴取し、行方不明者等受付簿に記録する。

災害によって行方不明者又は死傷者が多数発生した場合において、遅滞なく応急対策を

実施し、人心の安定を図るため、行方不明者の捜索及び遺体の収容、遺体収容所の開設、

処理及び火葬等の実施に関し、各段階における必要な措置を行う。

項目 担当部班等

第１ 行方不明者の捜索及び遺体の収容
災対健康福祉部 健康福祉総務

班

災対地域部

第２ 遺体収容所・検視場所の開設及び管理運営

第３ 遺体の検案

第４ 遺体の搬送

第５ 遺体の埋火葬 災対健康福祉部 健康福祉総務

班

災対生活環境部 生活環境班

災対地域部
第６ 災害救助法が適用された場合の措置

様式 死体の捜索

様式 死体処理台帳

様式 埋葬台帳
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(3) 届出受理後、直ちに災対事務局に通報するとともに、記録（写）を送付する。

３ 捜索収容班の編成

(1) 健康福祉総務班は、災害により、行方不明者又は死者が多数発生し、行方不明者の捜

索・遺体の収容が必要と認められるときは、本部長に捜索収容班の派遣を要請する（連

絡窓口は災対健康福祉部）。

(2) 本部長は、捜索収容班の派遣要請を受けたときは、次により捜索収容班の編成及び派

遣を行う。

① 各部の動員職員数及び応急対策実施状況等を勘案した上、各部の長に対し、捜索収

容班の編成及び派遣を命ずる。

② 遺体が海上に漂流している場合又は漂流が予想される場合には、知事を通じて海上

保安部、海上自衛隊等に捜索を要請する。また、他の市町村沿岸に漂着していると予

想される場合は、当該市町村に対し捜索を要請する。

(3) 捜索収容班は、原則として１班５人（運転者を含む。）で編成し、車両１台を使用さ

せる。

４ 行方不明者の捜索及び遺体の収容の方法

行方不明者又は死者が多数発生した場合の捜索及び遺体収容は、捜索収容班が、他部等

の協力を得て実施する。

(1) 捜索収容班は、行方不明者の発見に努め、生存が判明したときは、その旨を速やかに

災対健康福祉部へ連絡する。なお、当該生存者が負傷し又は疾病状態にある場合は、災

対消防部への通報あるいは救護所等へ搬送するなど臨機応変の措置をとる。

(2) 捜索収容班は、遺体を発見又は遺体のある場所へ到着したときは、次のとおり処理す

る。

① 廿日市警察署、海上保安部及び災対健康福祉部へ連絡して調査（検視）・検案を受

ける。ただし、現場で調査（検視）・検案を受けることが困難なときは、あらかじめ廿

日市警察署、海上保安部及び災対健康福祉部の承諾を得て、遺体収容所・検視場所へ

搬送した後に調査（検視）・検案を受けることができる。

なお、犯罪に関係する疑いのある遺体は、警察官から引渡しを受けるまで収容しな

い。

② 遺体調書に遺体発見現場の状況、遺体の性別、身長、着衣、所持品等について、詳細

に記録する。なお、可能な限り、状況写真を添付する。

③ 身元不明者については、身元の確認に努める。

(3) 遺体発見現場において遺体の身元が判明し、遺族等と連絡がとれた場合は、遺族等と

協議の上、その場で遺族に遺体を引き渡すか、いったん遺体収容所へ搬送するかを決定

する。

(4) 遺体引受人のない遺体等は、遺体収容所へ搬送する。

第２ 遺体収容所・検視場所の開設及び管理運営

１ 遺体収容所・検視場所の開設



第３章 第７節 第３項

227

災害により死者が発生し、遺体の収容、安置が必要なときは、健康福祉総務班は、公共

施設等に遺体収容所・検視場所を開設し、管理運営に要する職員を派遣する。

２ 資機材の提供

県警察等と連携し、検視に必要な資機材の提供に努める。

３ 葬祭用品の調達

葬祭業者の協力を得て、遺体収容所において必要な葬祭用品を調達する。

４ 遺体の収容及び管理

派遣職員は、次により遺体の収容及び管理を行う。

(1) 捜索収容班が搬入した遺体を収容し、氏名又は符号を記載した名札により明示する。

(2) 捜索収容班から遺体調書及び所持品等を引き継ぐ。

(3) 未調査（検視）の死体については、廿日市警察署と連絡をとり、調査（検視）を受け

る。

(4) 未検案の遺体については、災対健康福祉部と連絡をとり、検案を受ける。

(5) 身元不明の遺体及び遺体引受人のない遺体は、原則として顔写真（上半身）を撮る。

(6) 調査（検視）・検案を受けた遺体は、納棺し安置する。

(7) 遺族等から遺体引受けの申し出があったときは、調査（検視）・検案が済んだ後引渡

す。

(8) 調査（検視）・検案を受けた後においても遺体引受人のない遺体については、災対生

活環境部市民生活班の遺体火葬許可証の交付を受ける。この場合、身元引受人は、市長

（本部長）とする。

(9) 遺体調書及び遺体処理台帳に必要事項を記入し、遺体の整理に努める。

（注）検視と検案の違い

検視：遺体や周囲の状況を調べて、犯罪の疑いがあるか判断する刑事手続き。本来、検察官が行うが、（検視

が必要なすべての遺体に対応するのは難しいため、）一般の警察官が代わりに行うことが多い。

検案：監察医、法医学者などの医師が、遺体の外表面を検査し、病気の既往歴や死亡時の状況から、死因や死

亡時刻を医学的に判定する。

第３ 遺体の検案

１ 検案班の編成

災害により、死亡した者のうち身元不明者又はその遺族等によって遺体の確認ができな

いものについては、健康福祉総務班において（一社）佐伯地区医師会その他関係医療機関

に協力を依頼して検案班を編成し、検案を実施する。

(1) 検案班は、医師、看護師その他の職員等で構成する。

(2) 職員等に不足が生ずる場合は、日本赤十字社広島県支部に協力を依頼する。

２ 検案の実施

身元不明の遺体等、収容対象である遺体の検案は、原則として現場で行うが、現場での

検案が困難なときは、遺体収容所検視場所において実施する。
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３ 検案時の処理事項

検案班は、遺体の検案に際して、次の事項を処理する。

(1) 遺体検案書の作成及び交付

(2) 遺体死体の洗浄、縫合、消毒等（遺体の識別、確認、撮影等のため必要な場合に行う。）

４ 遺体の一時保存

遺体の身元識別のため相当の時間を必要とし、又は遺体が多数のため、直ちに処理でき

ない場合は、遺体の腐敗防止措置を行った上で、遺体を一定の場所（寺院等の施設を利用

するか、又は仮設テント等による。）に集めて、遺体収容所への搬送、火葬等を行うまで保

存する。

第４ 遺体の輸送

火葬場の処理状況等を勘案の上、遺体輸送計画を立て、葬祭業者等に遺体輸送を依頼する。

葬祭業者等の輸送力が不足する場合は、「捜索収容班の編成」に準じて遺体輸送班を編成し、

災対健康福祉部長の指揮により輸送する。

なお、輸送は遺族等の判明している遺体を優先とし、身元不明の遺体を次順位とする。

第５ 遺体の埋火葬

１ 埋火葬の対象

災害により死亡した者について、その遺族等が住家の倒壊その他の理由により、自力で

埋火葬を行うことが困難な場合、又は死亡した者の遺族がない場合に応急措置として行う。

２ 遺体の埋火葬方法

遺体は、原則として死体埋火葬許可証に基づき埋火葬する。死体埋火葬許可証の発行が

困難な場合は、厚生労働省の指示に基づき、特例許可証、死亡診断書又は死体検案書によ

り埋火葬する。

３ 身元不明の遺体及び遺体引受人のない遺体の取扱い

身元不明の遺体及び遺体引受人のない遺体は、市長（本部長）が身元引受人であること

を確認の上、埋火葬する。なお、埋火葬した後の遺骨は、氏名又は符号を記載した名札等

により明示し、健康福祉総務班に引き渡し、健康福祉総務班は当該遺骨を保管する。

４ 遺体の埋火葬

(1) 火葬は、原則として廿日市市火葬場「霊峯苑」で行う。

(2) 生活環境班は、自ら遺体の埋火葬等の実施が困難な場合、「広島県広域埋火葬計画」

（平成25年10月１日施行）に基づき、県に対して応援を要請する。また、棺、骨つぼ等埋

火葬等に必要な物資が十分に確保できない場合も、同様とする。

第６ 災害救助法が適用された場合の措置

災害救助法における「死体の捜索」「死体の処理」「埋葬」について、救助の対象や期

間・事務処理方法等は第２節「市の活動体制」第３項「災害救助法の適用」を参照する。
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第８節 緊急輸送のための交通確保・緊急輸送活動

第１項 災害警備・交通規制

活動方針

項目及び担当部班等

第１ 災害警備体制の確立

１ 警備本部の設置

廿日市警察署は、災害の発生やその発生のおそれに応じて、所要の警備体制を確立する。

２ 警備要員の参集

警察職員は、災害の発生やその発生のおそれに応じて、自動的に参集し災害警備活動に

従事する。

第２ 災害警備活動

大災害が発生した場合、廿日市警察署は、次の災害警備活動を重点的に推進する。

１ 情報の収集、伝達及び広報

関係機関と連絡を密にして、災害応急対策を実施するために必要な情報及び被害状況を

収集し、速やかに関係機関に伝達するとともに、災害の実態、災害応急対策の実施状況等

を広報し、人心の安定及び秩序の回復を図る。

２ 通信対策

警察通信については、県警察本部及び県下各警察署との通信の確保に万全を期すととも

に、通信資機材の整備及び復旧体制の強化を図る。

３ 避難の指示及び誘導

災害で危険な事態が生じた場合、市長（本部長）による避難の指示ができない場合又は

市長（本部長）から要求があった場合は、警察官は、必要と認める地区の居住者、滞在者等

に対し、避難のための立退きを指示するとともに、避難場所に誘導する。

その際、直ちにその旨を市長（本部長）に通知する。

警備体制を確立し、関係機関との連携の元に災害情報の収集に努め、住民の生命、身体

及び財産の保護を第一とし、犯罪の予防、交通の確保等の災害警備活動を推進する。

項目 担当部班等

第１ 災害警備体制の確立 廿日市警察署

関係部班第２ 災害警備活動
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４ 救出救護

防災関係機関と緊密な連携のもとに、住宅密集地区、病院、学校等を重点に被災者の救

出を実施し、負傷者については医療機関（救護所を含む。）に搬送する。

５ 交通対策

(1) 災害により道路、橋りょう等の交通施設に被害が発生し、又は発生するおそれがある

場合は、基本法、道路法（昭和27年法律第180号）及び道路交通法（昭和35年法律第105

号）の定めるところにより、一般交通の安全と災害対策に必要な緊急輸送を確保するた

め、歩行者又は車両等の通行を禁止若しくは制限する。

(2) 交通規制を行うに当たっては、道路管理者及び関係機関と緊密な連絡を保ち、適切な

交通規制を行う。

(3) 通行の禁止、制限等の交通規制に当たっては、標識を設置する。ただし、緊急のため

標識の設置が不可能な場合は、適宜の方法により通行の禁止又は制限を明示し、必要に

より警察官が指導及び規制に当たる。

(4) 交通規制のため車両が滞留し、その場で長時間停止することとなった場合は、関係機

関が協力し、必要な対策を講ずる。

６ 緊急輸送車両の確認

県公安委員会が基本法第76条に基づき、緊急輸送を行う車両以外の通行を禁止し、又は

制限を行った場合、知事又は県公安委員会は、基本法施行令第33条の規定により緊急輸送

車両の確認を行う。

(1) 緊急輸送車両の確認範囲

緊急輸送車両は、基本法に定める応急対策を遂行するため必要とされているもので、

緊急輸送の対象になる人員、物資の範囲は、次のとおりとする。

① 応急（復旧）対策作業に従事する者

② 医療、通信、調達等で応急（復旧）対策に必要とされる者

③ 食糧、飲料水その他生活必需物資

④ 医療品、衛生器材等

⑤ 救援物資等

⑥ 応急（復旧）対策用資材及び機材

⑦ その他必要な人員、物資及び機材

(2) 緊急輸送車両の確認申請

緊急輸送車両であることの確認を受けようとする車両の使用者は、緊急輸送車両確認

申請書を県公安委員会又は県知事の緊急輸送車両確認事務担当部局（廿日市警察署交通

課（係））に提出する。

(3) 緊急輸送車両の標章及び証明書の交付

緊急輸送車両であると認定したときは、県公安委員会（警察署）又は県知事（本庁）

は、緊急輸送車両確認証明書を作成し、緊急輸送車両確認標章とともに、申請者に交付

する。
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７ 防犯対策

(1) 被災地、避難場所、救援物資集積所、金融機関等については、重点的に警戒及び広報

活動を実施し、各種犯罪の未然防止に努める。また、必要により臨時交番又は警備詰所

を設置するとともに、地域防災団体の行う自主防犯活動を促進する。

(2) 被災地の混乱に乗じた、食料品、衣料等の生活必需品及び建築資材等の売り惜しみ、

暴利販売等については強力な取り締まりを推進する。

８ 保安対策

(1) 危険物等の貯蔵施設に対する警戒警備を強化するとともに、警戒区域内の立入制限、

避難誘導、広報等を実施し、危険物による災害の未然防止、拡大防止に努める。

(2) 鉄砲火薬類の製造販売業者及び所有者に対し、盗難、紛失等の事故のないよう厳重な

保管指導に努める。

９ 検視（調査）

遺体の調査については、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律（平

成24年法律第34号）の定めるところにより、検視（調査）を実施し、必要な措置をとる。ま

た、身元不明の遺体に対しては、検視（調査）後、所持品、着衣、人相、特徴等を写真撮影

するとともに、遺品を保存して事後に身元を確認できる措置をとり、関係機関に引き継ぐ。

10 行方不明者の捜索

行方不明者については、届出、受理の適正を期し、行方不明者の捜索及び関係情報の入

手に努めるとともに、関係機関の協力を得て早期発見に努める。
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第２項 緊急輸送計画

活動方針

項目及び担当部班等

該当資料・様式

第１ 緊急輸送の対象とする者及び資機材の範囲

(1) 被災者

(2) 災害対策要員

(3) 救助用物資、資機材

(4) 救急医療品、緊急医療用水、衛生材料及び医療用具

(5) 飲料水、食糧、生活必需品等

(6) 応急復旧用資機材

(7) その他必要な人員、物資等

第２ 車両等及び船舶の調達

１ 車両等

災害が発生した場合、人員及び物資の輸送は、応急対策活動の基幹となるもので、特に

車両・船舶等の迅速かつ的確な確保が重要となる。このため、応急対策活動に要する車両

等の調達、配備及び緊急輸送車の確保等を行う。

項目 担当部班等

第１ 緊急輸送の対象とする者及び資機材の範囲

災対事務局 資源管理班

災対地域部

第２ 車両等及び船舶の調達

第３ 車両等の配置

第４ 緊急通行車両等の確認申請

第５ 燃料等の調達

資料 災害対策車両協力依頼先

資料 陸上建設機械等一覧表

資料 臨時ヘリポート設置箇所一覧表

資料 災害時等における車両提供に関する協定書（吉和神楽団）

様式 緊急通行車両等事前届出書

様式 規制除外車両事前届出書

様式 緊急通行車両等確認申請書

様式 規制除外車両確認申請書

様式 緊急通行車両標章

様式 緊急通行車両確認証明書

様式 規制除外車両確認証明書

様式 輸送記録簿
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(1) 各部

① 輸送手段として必要な車両等は、原則として集中管理車両を第一次的に使用する。

ただし、災対地域部については、各地域部の車両をそれぞれ使用する。

② 車両の不足が生じる場合は、資源管理班に対し、用途、車種、台数、使用期間、引渡

場所及び日時等を明示の上、調達を依頼する。ただし、特殊車両については各部で調

達する。

(2) 資源管理班

資源管理班は、各部から調達依頼を受けたものに加え、災害の状況に応じて必要な車

両等を確保するため、次に掲げる機関に連絡し調達する。また、協定を締結している団

体の車両を調達する。

なお、必要とする車両等を確保できない場合は、県に協力・あっせんの要請を行う。

２ 船舶

ＪＲ西日本宮島フェリー株式会社、宮島松大汽船株式会社、その他関係機関と協議し、

船舶等の確保について協力を要請する。

第３ 車両等の配置

資源管理班において集中調達した車両等については、調達依頼及び調達の指示の内容に基

づき、車両等の用途別の配置に関する計画を作成し、的確に配置する。ただし、依頼、指示ど

おりに調達できないときは、依頼された部と連絡調整し、的確な配置に努める。

第４ 緊急通行車両等の確認申請

１ 確認申請

災害が発生し、緊急通行車両等以外の車両の通行が禁止又は制限された場合は、事前に

交付を受けた緊急通行車両等事前届出済証及び規制除外車両事前届出済証を廿日市警察署

に持参して、緊急通行車両等の確認申請を行い、緊急通行車両等を確保する。車両の不足

が予想される場合は、事前届出を行っていない車両についても確認申請を行い、緊急通行

車両等確認証明書若しくは規制除外車両確認証明書、標章を受け取る（事前届出を行って

いない場合は交付までに時間を要する。）。

２ 標章及び確認証明書の提示

交付を受けた標章は、当該車両の前面の見やすい場所に提示する。

なお、証明書は必ず携行し、警察官等から提示を求められたときはこれを提示する。

第５ 燃料等の調達

車両用の燃料調達は、広島県石油商業組合と災害時における石油等の供給の締結を行って

いる広島県に依頼する。

輸送種別 協 力 機 関

自動車輸送 広島県トラック協会、その他関係機関

鉄道･軌道輸送 その他関係機関
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第３項 貯木及び海上交通安全の確保

活動方針

項目及び担当部班等

第１ 貯木対策

１ 実施責任者

貯木場管理者、木材取扱者及びその他木材に関して直接責任を有する者が管理上の責任

を有するため、本部長、廿日市警察署長及び広島海上保安部長（広島港域内については、

広島港長）は、災害の発生のおそれがある場合に管理者等に対し、除去、保安等必要な措

置をとるよう指示する。

２ 実施方法

(1) 管理責任者の実施事項

① 木材貯蔵の実態を把握し、常時収容能力を超えて貯木しないよう留意する。

② 木材の係留施設を特に強化し、強化に必要な資材を準備する。

③ 木材は強固ないかだを組み、固縛するなどの措置を行い、高潮又は河川の増水によ

る流出を防止する。

④ 高潮又は河川の増水により木材の流出が予想される場合は、他の安全な区域への移

転を行う。

⑤ 木材が流出した場合には、速やかに収容対策を講ずる。

収容できない木材については、広島海上保安部長等の関係機関に通報する。

(2) 本部長の指示

本部長、廿日市警察署長及び広島海上保安部長（広島港域内については、広島港長）

は、災害の発生が予測されるときは、その災害によって流出するおそれがある貯木につ

いて、除去、保安その他必要な措置をとることを指示する。

第２ 海上交通安全の確保

(1) 危険が予知される海域に係る港及び沿岸付近にある船舶に対し、港外、沖合等安全な

高潮又は河川の増水によって生ずる水面貯木場からの木材の流出、あるいは在港船舶の

転覆座礁等の事故を防止するため、関係機関は平素から連絡を密にし、貯木場施設、係留

施設の整備及び船舶の安全指導等を行い、財産の損失及び沿岸住民への被害の未然防止を

図る。

項目 担当部班等

第１ 貯木対策 災対建設部 土木対策班

広島県、廿日市警察署、広島海上保

安部

第２ 海上交通安全の確保
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海域への避難を勧告するとともに、必要に応じて入港を制限し、又は港内に停泊中の船

舶に対して移動を命ずる等、所要の規制を行う。

(2) 船舶交通の輻輳が予想される海域においては、必要に応じて船舶交通の整理、指導を

行う。この場合、緊急輸送を行う船舶が円滑に航行できるよう努める。

(3) 海難の発生、その他の事情により、船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある

ときは、必要に応じて船舶交通を制限し、又は禁止する。

(4) 海難船舶又は漂流物、沈没物その他の物件により、船舶交通の危険が生じ、又は生ず

るおそれのあるときは、速やかに必要な応急措置を講ずるとともに船舶所有者等に対し、

これらの除去その他の船舶交通の危険を防止するための措置を講ずべきことを命じ、又

は勧告する。

(5) 船舶交通の混乱を避けるため、災害の概要、港湾・岸壁及び航路標識の状況、関係機

関との連絡手段等、船舶の安全な航行に必要と考えられる情報について、無線等を通じ

船舶への情報提供を行う。

(6) 水路の水深に異常を生じたおそれがあるときは、必要に応じて調査を行うとともに、

応急標識を設置する等により、水路の安全を確保する。

(7) 航路標識が損壊し、又は流失したときは、速やかに復旧に努めるほか、必要に応じて

応急標識の設置に努める。
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第９節 避難生活支援

第１項 避難所の開設・運営

活動方針

項目及び担当部班等

該当資料・様式

災害未然防止のための避難誘導及び避難した者の保護のため、必要となる避難所の開設

を行い、生命、身体、財産の保全を図る。また、避難所における快適な生活が確保できるよ

う、市と地域住民が協力しながら、効果的な運営に努める。

項目 担当部班等

第１ 避難所の開設
災対事務局

資源管理班

災対地域振興部

地域振興班

災対生活環境部

市民生活班

災対健康福祉部

健康福祉総務班、障害福祉班、

高齢介護班

災対消防部

災対地域部・支部

第２ 避難状況等の報告

第３ 短期間における避難所の運営

第４ 長期間における避難所の運営

第５ 避難所の生活環境への配慮

第６ 指定緊急避難場所等以外の避難所への対応

第７ 車中泊避難者への対応

第８ 避難所の追加・借り上げ

第９ 広域的避難

第 10 避難所の統合・閉鎖

第 11 福祉避難所の開設・指定

第 12 災害救助法が適用された場合の措置

資料 指定緊急避難場所・指定避難所一覧

資料 福祉避難所一覧

資料 災害時における指定緊急避難場所としての使用に関する協定書（株式会社イズミ）

資料 避難所施設利用に関する協定書（市内の県立高等学校）

資料 福祉避難所の設置に関する協定書（インマヌエルホーム外２６施設）

資料 災害時における指定緊急避難場所としての使用に関する協定書（宮島旅館組合）

資料 災害時における避難誘導等に関する協定書（一般社団法人宮島観光協会及び宮島旅

館組合）

資料 災害発生時における廿日市市と廿日市市内郵便局の協力に関する協定書（廿日市市

内郵便局）

資料 災害時における指定緊急避難場所としての使用に関する協定書（株式会社ユニマッ

ト リタイアメント・コミュニティ）

様式 避難者カード
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第１ 避難所の開設

市は、災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初から開設するよう努める

ものとする。

なお、指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶

による孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持することの適否

を検討するものとする。

また、指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、国や独立行政法人等が所有す

る研修施設、ホテル・旅館等の活用も含め、可能な限り多くの避難所を開設し、ホームペー

ジやアプリケーション等の多様な手段を活用して周知するよう努めるものとする。

特に、要配慮者に配慮して、被災地域外の地域にあるものを含め、ホテル・旅館等を実質

的に福祉避難所として開設するよう努めるものとする。

１ 開設の決定及び職員の派遣

避難情報を発令した場合及び住民が自発的に避難を開始した場合には、市長（本部長）

は災対地域部及び支部により速やかに必要な指定緊急避難場所等を開設し、職員を管理要

員として派遣する。なお、施設の使用に際しては、施設管理者と緊密な連絡をとり、管理

保全に十分留意する。

２ マニュアルの活用

避難所の開設及び運営等については、施設ごとの状況を踏まえた上で、県が作成した

「避難所開設・運営マニュアル」及び市が作成した「指定緊急避難場所・指定避難所運

営マニュアル」を活用し実施する。

第２ 避難状況等の報告

１ 開設時の報告

指定緊急避難場所等を開設したときは、指定緊急避難場所等管理者（各避難所担当職員）

は直ちに次の事項を地域振興班又は災対地域部を経由して資源管理班へ報告する。

(1) 開設日時

(2) 受入れ人員（男女、小学生以下、高齢者、障がい者等の内訳）

(3) 避難者の健康状態

(4) 食糧の調達方法

(5) 開設期間（見込み）

(6) その他必要事項

２ 定期的な報告

指定緊急避難場所等（各避難所担当職員）は、随時、避難者数、避難者の健康状態その他

必要事項について地域振興班又は災対地域部を経由して資源管理班へ報告する。

様式 避難所設置及び収容状況

様式 避難所日誌
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３ 本部会議への報告

資源管理班は、避難状況を地区別に取りまとめ、本部会議に報告するとともに、県危機

管理監危機管理課（県が災害対策本部を設置した場合は、本部情報連絡班）に次の事項を

報告する。

(1) 開設日時

(2) 開設場所

(3) 受入れ人員

(4) 開設期間（見込み）

(5) その他必要事項

第３ 短期間における避難所の運営

(1) 市から避難指示を発令した場合、各避難所担当職員は、市の備蓄物資等を調達して避

難者に配付する。

(2) 避難者が帰宅する際、各避難所担当者は避難者名簿に帰宅時刻を記入して、地域振興

班又は災対地域部を経由して資源管理班へ報告する。

第４ 長期間における避難所の運営

運営が長期にわたる場合（３日間以上の場合）は、自主防災組織等住民組織が引継ぎ、避

難所内の運営を行う。避難所担当職員は、災害対策本部との食料・生活物資等の調達やその

他要望等の調整に徹する。

１ 準備

(1) 避難所担当職員は、下記を参考に、避難所の利用範囲を確認し決定する。

【避難所の開放スペース（例）】

(2) 居住区域の割り振りについて、可能な限り地区ごとに行う。居住区域ごとに代表者を

選定するよう指示し、以降の情報の連絡等についての窓口役となるよう要請する。

なお、居住区域の代表者の役割は次のとおりとする。

２ 避難所運営委員会

避難所運営が更に長期化する場合は、避難所運営を円滑に行うため、居住区域の代表者

◎避難生活スペース、◎受付場所、広報場所（掲示板等）、避難所運営委員会事務室・

会議室、救護室、◎物資保管場所、物資配付場所、物資荷下ろし場、更衣室（男女別兼

授乳場所）、おしめ交換所、幼児用娯楽室、調理場所、◎仮設トイレ、仮設入浴場、◎

ごみ集積場、ペット待機所、洗濯・物干し場、駐車場・駐輪場

（注）◎印が付いたスペースは、開設当初から設ける。

・災害対策本部からの指示、伝達事項の周知

・避難者数、給食数、その他物資必要数の把握と報告

・物資の配布活動等の補助

・居住区域の避難者の要望、苦情等とりまとめ

・避難所運営の協力
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を中心に、避難所運営担当者（市職員等）を含めた避難所運営委員会を結成する。会長、副

会長は、居住区域の代表者の中から選出するとともに、避難所運営委員会には努めて複数

の女性を含める。

３ 避難所運営会議

(1) 目的・内容

地域振興班又は災対地域部との連絡調整事項の協議や避難所での課題・問題に対処す

るなど、避難所の運営を円滑に進めるために行う。

(2) 開催頻度

① １日２回、朝食前及び夕食後に開催することを基本とし、重要案件等が発生した場

合はその都度開催、協議する。

② 連絡事項が減少すれば、朝の会議を省略するが、最低１日１回は行う。

(3) 参加者

避難所運営委員会の委員（会長、副会長、各部門責任者、避難所運営担当者（市職員、

施設関係者）、居住区域（集落等）の代表者）

その他適宜必要な方（ボランティア代表者、応援職員等）も参加

４ 食料・物資の調達及び配給

第10節、第２項「食料の供給」、第３項「生活必需品等の供給」を参照。

第５ 避難所の生活環境への配慮

各災対地域部及び支部においては、避難所の生活環境について、次の点に配慮する。

１ 避難所での情報提供（広報）

地域振興班又は災対地域部及び避難所運営委員会は、避難所に広報広聴担当者を置き、

避難者に貼り紙等により情報を提供するとともに、問い合わせ等に応じる。避難所の開設

が長期に及ぶ場合、避難所内に広報広聴コーナーを設けて必要な情報の提供等を行う。

２ 避難者の健康状態等に係る必要な措置

食事提供の状況、トイレの設置状況、簡易ベッド等の活用状況、入浴施設設置の有無及

び利用頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師、保健師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑

さ・寒さ対策の必要性、ごみ処理の状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把

握に努め、健康相談や心のケアなど必要な措置を講ずる。

３ プライバシー保護

資源管理班及び避難所運営委員会は、避難所でのプライバシーの保護のため、避難住民

等の意見を参考に、可能な限り間仕切り等の設営に努める。

４ 防火・防犯

指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・DVの発生を防止するため、女性用

と男性用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず安

心して使用できる場所に設置する、照明を増設する、性暴力・DVについて注意喚起のため
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のポスターを掲載するなど、女性や子供等の安全に配慮するよう努めるものとする。

また、警察、病院、女性支援団体との連携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行う

よう努めるものとする。

災対消防部及び廿日市警察署は、避難所での防火・防犯について避難所運営委員会を指

導するとともに、必要に応じてパトロールを行う。

なお、被災地域についても警ら、巡回等を実施して、留守宅及び地域の安全を図る他、

被災者等により自警団等が組織された場合には、その活動を支援・協力する。

５ 要配慮者への配慮

要配慮者用の窓口を設置し、ニーズを把握し支援する。

また、心身の健康状態には特段の配慮を行い、福祉避難所への避難や必要に応じ福祉施

設等への入所、介護職員等の派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ボランティア団体等

の協力を得つつ、計画的に実施する。

６ 感染症対策

被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生、拡大がみられる場合

は、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症対策として必要な措置を講じる

よう努めるものとする。

指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、避難者の健康

管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要

な措置を講じるよう努めるものとする。

７ 女性等への配慮

指定避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男女

双方の視点等に配慮するものとする。特に、女性専用のトイレ、物干し場、更衣室、授乳

室の設置や女性による生理用品・女性用下着の女性による配布、男女ペアによる巡回警備

や防犯ブザーの配布等による指定避難所における安全性の確保など、女性や子育て家庭の

ニーズに配慮した指定避難所の運営管理に努める。

８ ペット対策

「ペット受け入れのための避難所等運営ガイドライン」を活用して、指定避難所におけ

る家庭動物のためのスペースの確保に努めるとともに、指定避難所等の形態や動物の数に

応じた飼養ルールを設定し、他の避難者に対しても周知を行い、飼い主が適正に飼養する

ための指導助言を行う。

また、必要に応じ、指定避難所における家庭動物のための避難スペースの確保に努める

とともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努めるも

のとする。

第６ 指定緊急避難場所等以外の避難所への対応
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(1) 資源管理班は、指定緊急避難場所等以外の避難所（住民が自主的に開設した避難所等）

を把握した時点で、地域振興班又は災対地域部を経由して避難者名簿の作成を依頼する。

(2) 資源管理班は、１日１回（夕方）、地域振興班又は災対地域部を経由して当該避難所に

避難者数を聞くとともに、必要により、食料及び物資の要望について聞き取り、「食料・

物資依頼伝票」に書き取る。

(3) 「食料・物資依頼伝票」は市民生活班に渡す。

第７ 車中泊避難者への対応

１ 車中泊避難者の把握

指定緊急避難場所等の職員及び避難所運営委員会等は、車中泊避難者の居場所、安否状

況等、把握した情報を地域振興班又は災対地域部を経由して資源管理班へ報告する。

資源管理班は、自主防災組織等の協力を得て、車中泊避難者（場所、人数、支援の要

否・内容等）の把握に努める。

２ 車中泊避難者への支援

資源管理班は、車中泊避難者への情報提供に努める。最寄りの指定緊急避難場所等の職

員及び避難所運営委員会は、車中泊避難者に対して次の支援に努める。

(1) 新たな避難先の提供（避難施設、テント等）

(2) 食料・物資等の供給

(3) 避難者の健康管理、健康指導

３ エコノミークラス症候群の予防

最寄りの指定緊急避難場所等の職員及び避難所運営委員会は、エコノミークラス症候群

の発症を予防するため、次のとおり車中泊避難者に呼びかける。

(1) 時々、軽い体操やストレッチを行う

(2) こまめに水分を取る

(3) アルコールを控える。できれば禁煙する

(4) ゆったりとした服装をし、ベルトをきつく締めない

(5) かかとの上げ下ろし運動やふくらはぎを軽くもむ

(6) 眠るときは足をあげる

第８ 避難所の追加・借り上げ

市が指定する避難所が不足する場合、資源管理班は、あらかじめ指定された施設以外の施

設についても、管理者の同意を得て避難所として開設する。

また、避難状況に応じ、高齢者、障がい者等要配慮者に配慮して、民間賃貸住宅、旅館・

ホテル等を避難所として借り上げる等、多様な避難所の確保に努める。なお、借り上げる際

は、施設管理者と十分協議し、同意を得てから開設する。

第９ 広域的避難

災害の規模、被災者の避難、受入れ状況、避難の長期化等を考慮して、市外への広域的な

避難、指定避難所や応急仮設住宅等への受入れ等が必要であると判断した場合には、県に広
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域避難受入れに関する支援を要請する。

居住地以外の市町村へ避難する避難者に対して、避難先の自治体と連携の上、必要な情報

等の提供に努める。

第 10 避難所の統合・閉鎖

資源管理班は、応急仮設住宅等への入居にともなって、避難者が減少する場合は、順次統

合・閉鎖を行う。統合・閉鎖に当たっては、避難者に個別面談や個別調査を実施し、避難者及

び施設管理者と十分協議をした上で判断する。統合・閉鎖を判断した際は、避難者に対して

事前に予告する。

第 11 福祉避難所の開設・指定

１ 開設

指定緊急避難場所等において、生活が困難な要配慮者がいる場合は、次のとおり福祉避

難所を開設する。

(1) 指定緊急避難場所等の担当者は、要配慮者の状態（介助者の有無や障がいの種類・程

度など）を確認し、福祉避難所での受入れが必要と思われる要配慮者がいる場合、健康

福祉総務班に福祉避難所の開設依頼を行う。

(2) 健康福祉総務班は、福祉避難所の設置運営に関する協定を締結している法人又は協定

の対象となっている社会福祉施設（以下「法人等」という。）に施設の被災状況や職員の

参集状況、人員体制、受入れスペース等を確認した上で、福祉避難所の開設を要請する

施設を決定し、書面により開設を要請する。

(3) 健康福祉総務班は、法人等から要配慮者の受入れ態勢が整った旨の連絡を受けたとき

は、該当する指定緊急避難場所等の担当者に対して要配慮者の移送を指示する。福祉避

難所への要配慮者の移送は、家族や地域の支援者などが行うことを基本とするが、これ

により難いときは、法人等に協力を依頼する。

２ 管理運営

(1) 福祉避難所の管理運営は、法人等の職員が行う。管理運営に当たって実施する業務内

容は、次のとおりとする。

① 要配慮者からの相談等に応じる相談員等の配置

② 要配慮者に対する日常生活上の支援（食品の給与、生活必需品の給与及び貸与等）

③ 要配慮者の体調が急変した場合の対応

(2) 福祉避難所を開設した法人等は、開設期間中、施設の状況の他、日ごとの受入人数、

新規入退者（退所者）の氏名等を書面により健康福祉総務班に報告する。

(3) 福祉避難所の開設期間は、開設の日から原則７日以内とし、要配慮者が全員退去した

時点で閉鎖する。ただし、災害の状況により期間の延長が必要な場合は、法人等と協議

し、了承を得た上で延長する。

第 12 災害救助法が適用された場合の措置

災害救助法における「避難所の設置」について、救助の対象や期間・事務処理方法等は

第２節「市の活動体制」第３項「災害救助法の適用」を参照する。
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第２項 住宅応急対策

活動方針

項目及び担当部班等

該当資料・様式

第１ 住家被害認定調査の実施

税務班は、被害状況判定基準に基づき、次のとおり住家被害認定調査を行い、その結果を

被災者台帳としてまとめる。

１ 被害認定調査準備

(1) 腕章、名札等、身分を証明する物品の調達

(2) 下げ振り、水平器、懐中電灯、ヘルメット等、調査時に必要な備品の調達

(3) 住宅地図、家屋現況図等、現地や家屋を把握するための必要書類の準備

(4) 被災者台帳（様式43）、罹災証明書（様式44）等、各種様式の準備

２ 市民への周知

被害認定調査の内容、目的等を事前に周知する（被害認定調査と応急危険度判定の違い

を含む。）。

３ 応援体制

災害により家に被害を受けた者で、自己の資力では住宅を得ることができない者につい

て応急仮設住宅を設置し、これを収容し、又は被害家屋の応急修理を実施し、市民生活の

安定・向上に努める。

項目 担当部班等

第１ 住家被害認定調査の実施 災対事務局 税務班

第２ 住宅ニーズの把握
災対建設部

住宅営繕班
第３ 応急仮設住宅の供与

第４ 住宅の応急修理

第５ 公営住宅等の提供
災対建設部 住宅営繕班

災対地域部

第６ 被災建築物に対する指導・相談
災対建設部 建築指導班

災対地域部

第７ 災害救助法が適用された場合の措置 災対建設部 住宅営繕班

資料 応急仮設住宅建設候補地

資料 公園一覧表

様式 応急仮設住宅台帳

様式 住宅応急修理記録簿
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(1) 被災世帯が多数で迅速な処理が困難な場合は、各班の協力を得て体制を拡大する。

(2) 調査方法等に高度な専門知識・技術が求められる場合は、広島県等の協力を得てより

客観的な調査に努める。

４ 調査の実施

(1) 内閣府「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づく被害認定調査を実施す

る。

(2) 罹災証明書の早期交付のため、住家等の被害認定調査において、航空写真や応急危険

度判定の判定結果等を活用するなど、適切な手法により実施する。

(3) 本人立会いによる再調査を実施する。

第２ 住宅ニーズの把握

住宅営繕班は、税務班の作成した被災者台帳をもとに住宅ニーズを把握する。また、必要

に応じて住宅相談窓口を庁舎、避難所等に開設し、被災者の住宅ニーズの把握及び情報提供

等に努める。

第３ 応急仮設住宅の供与

１ 対象となる者

応急仮設住宅の供与の対象となる者は、住家が全壊、全焼又は流出、若しくは、それに

準ずる者として発災後、国より通知される要件に該当し、居住する住家がない者で、自ら

の資力をもってしては、住宅を確保することのできない者とする。

２ 実施期間

特別な場合を除き、災害救助法の定める２年以内とする。

３ 応急仮設住宅の管理

応急仮設住宅の管理は、市長（本部長）が行う。ただし、特別な事情がある場合には、

知事自ら実施する。なお、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れについ

ても配慮する。

４ 応急仮設住宅の建設

応急仮設住宅の建設は、広島県応急仮設住宅建設マニュアルに従い実施する。

(1) 建設戸数

建設戸数の決定に当たっては、市長（本部長）が把握した住宅ニーズを伝え、知事が

決定する。この場合、別途確保し供与する公営住宅、借上げ可能な民間賃貸住宅等の状

況を勘案する。

(2) 建設場所の確保

建設用地については、次の点に留意し、災対事務局、災対地域振興部、災対健康福祉

部及び災対建設部が協議して選定するものとし、必要に応じて候補地を所管する部と調

整を行う。

災害の規模が大きく、やむを得ず学校の敷地に建設する場合は、学校の教育活動に十
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分配慮する。

① 電気、ガス、水道等の供給施設が布設可能な場所

② 交通機関、医療機関、教育機関等公共的施設の利用に便利な場所

③ 二次災害発生のおそれのない場所

５ 入居者資格

次の事項のすべてに該当する被災者

(1) 住家が全半壊、全焼又は流失したもの

(2) 居住する住家がない者

(3) 自らの資力では、住家を確保できない者

６ 入居者の選定

災害の規模に応じて、被災者の資力、その他生活条件を十分調査し、入居者の選定基準

を定め、入居者選定の適正化を図る。

なお、選定に当たっては、高齢者、障害のある人、外国人、妊産婦、乳幼児、病弱者等

の要配慮者に対して配慮をする。

第４ 住宅の応急修理

１ 対象となる者

住宅の応急修理の対象となる者は、住家が半壊、半焼、若しくはこれらに準ずる程度の

損傷を受け、そのままでは当面の日常生活を営むことができない者で、自らの資力をもっ

てしては応急修理ができない者とする。

具体的には、次の者とする。

(1) 生活保護法の被保護者並びに要保護者

(2) 特定の資産のない失業者

(3) 特定の資産のない寡婦、母子世帯

(4) 特定の資産のない老人、病弱者、身体障がい者

(5) 特定の資産のない勤労者

(6) 特定の資産のない小企業者

(7) 前各号に準ずる経済的弱者

２ 修理の範囲

住宅の応急修理は、居室、炊事場、便所等のように日常生活に欠くことのできない必要

最小限度の部分とする。

３ 対象住宅の調査及び対象住宅の決定

対象住宅の調査及び決定については、あらかじめ定める危険住宅判定調査・修理対象基

準により市町長の意見を聞いて決定する。

４ 実施期間
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住宅の応急修理の実施期間は、原則として災害発生から３か月以内とする（ただし、国

の災害対策本部が設置された場合は、災害発生の日から６か月以内）。

やむを得ない事情がある場合には、事前に内閣総理大臣の承諾を得て、必要最小限度の

期間の延長を行う。

第５ 公営住宅等の提供

被災市街地復興特別措置法第21条の適用がある者について受入れを行う。

また、緊急対応として、災害対策基本法の規定に基づく激甚災害の指定及び災害救助法の

適用があった場合については、県内公営住宅の一時的目的外使用許可による受入れ施設の提

供も考慮する。

１ 公営住宅等の被害調査

入居者を選定するに当たって、公営住宅の被害調査を行い、入居可能な公営住宅を把握す

る。

２ 公営住宅の入居者

入居者の資格及び選定は、第３「応急仮設住宅の供与」と同様とする。

第６ 被災建築物に対する指導・相談

被災した住宅、事務所その他各種建築物の応急措置及び応急復旧に際しての技術的相談、

指導を行う。

１ 相談・指導の実施

倒壊のおそれのある建築物（工事中のものも含む。）及び脱落等のおそれのある屋外取

付物等の危害防止に関する相談、指導をするとともに、これらの事故防止のため住民に対

する広報を災対事務局へ要請する。

２ 建築設備による事故防止措置

電気、ガス等の建築設備による事故防止のため、関係機関と連絡調整を図るとともに、

住民への広報を依頼する。

３ 相談窓口の設置、相談内容

被災建築物の復旧に関する技術的指導及び相談を行うため、相談窓口を設置し、次の相

談を行う。なお、建築指導班が被災相談窓口を設置した場合は当該窓口ヘ職員を派遣する

など、緊密な連携を図る。

(1) 復旧に関する技術的指導及び相談

(2) 住宅の復興資金の相談

４ 各種調査の違いに関する説明

被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査等、住

宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要性や

実施時期の違い、民間の保険損害調査との違い等について、被災者にわかりやすく説明す

る。
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第７ 災害救助法が適用された場合の措置

災害救助法における「応急仮設住宅の供与」「被災した住宅の応急修理」について、救

助の対象や期間・事務処理方法等は第２節「市の活動体制」第３項「災害救助法の適用」

を参照する。
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第１０節 救援物資の調達・供給活動

第１項 給水

活動方針

項目及び担当部班等

該当資料・様式

第１ 給水対策

１ 実施方針

(1) 災害により飲料に適する水が得られない場合は、飲料水に限り給水量は１人１日３ℓを

基準として供給する。

(2) 感染予防上必要と認め知事が井戸等の施設の使用停止を命じた場合、その停止区域の

市民に対して１人１日20ℓ程度を停止期間中供給する。

２ 給水体制

発災後において、災対水道部は、直ちに災対地域部、支部等の協力を得て給水体制を確

立する。また、取水場、浄水場等が破損したような場合などにおいては、日本水道協会の

協力を得て県水入水の増量等により飲料水の確保に努める。

３ 給水方法

(1) 指定緊急避難場所・指定避難所等の応急給水拠点においては、耐震性貯水槽、応急給

水槽等により被災者に給水する。

(2) 応急給水拠点以外においては、給水タンク車等により必要場所で給水する。

(3) 病院等で緊急に給水を要するときは、応急給水資機材を利用して給水する。特に、災

害拠点病院や透析医療機関、災害拠点精神科病院など優先的に給水を実施する。

(4) 道路等が冠水した場合にあっても、配水圧力を一定（150ｷﾛﾊﾟｽｶﾙ）以上に保って給水

を継続し、外部からの侵入水を防止する。また、飲料水の安全を確保するため、管末の

給水栓水での残留塩素濃度を管理する｡

(5) 自己努力によって飲料水を確保する住民に対し、衛生上の注意を広報する。

災害により水道、井戸等の給水施設が破壊され、又は飲料水が汚染されたため、飲料水

を得ることができない者に対して最小限度必要となる飲料水を確保する。

項目 担当部班等

第１ 給水対策 災対水道部 水道業務班、水道工務

班

災対地域部

第２ 水道施設対策

第３ 災害救助法が適用された場合の措置

資料 災害時における救援物資の提供協力に関する協定書（株式会社伊藤園）

資料 日本水道協会広島県支部水道災害相互応援対策要綱（日本水道協会広島県支部）

様式 飲料水の供給簿
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４ 応急給水資機材の調達

災対水道部所有の応急給水資機材を使用するとともに、必要に応じて他の機関等に調達

要請を行い、必要箇所へ供給する｡

５ 応急給水資機材の輸送

給水タンク、ポリタンク、仮設給水栓、応急給水槽等の応急給水資機材は、車両、船舶

（舟艇）、航空機等により輸送する。

６ 広報活動

応急給水拠点の場所、応急給水の方法等、資源管理班と連絡調整を行い、広報車等によ

る広報及び関係機関の協力を得て広報活動を行う。

第２ 水道施設対策

断水が長期にわたると、市民生活に重大な影響を与えるので、被害施設を短期間に復旧す

る。

１ 施設の応急復旧順位

(1) 取水、導水及び浄水施設

(2) 送配水施設

(3) 給水装置（応急復旧は、次のものについて実施する。）

① 配水管の通水機能に支障を及ぼすもの

② 道路漏水で、特に交通に支障を及ぼす主要道路で発生したもの

③ 建築物その他の施設に大きな被害を及ぼすおそれのあるもの

なお、給水装置の被害が著しく、復旧困難な地区に対しては、臨時共用栓を設置する。

２ 配水管路の応急復旧順位

(1) 給水拠点までの配水管

(2) 病院等の緊急利水施設への配水管

(3) その他の配水管

なお、配水管の被害が著しく、漏水量が多いときは、一定区間断水して貯水量の確保及

び給水の早期開始を図るとともに、路上又は浅い土被りによる仮設配管を行い、適当な間

隔で仮設の給水栓を設置する。

３ 応急復旧用資材等の調達

(1) 建設資機材

水道施設の応急復旧に必要なコンクリート、重機等の建設資機材は、建設業者から優

先的に調達する。

(2) 浄水施設等機器類

被害の生じた浄水施設等機器類は、メーカーから優先的に調達する。

(3) 管類

送配水管及び給水装置の管類は、災対水道部保有材料を使用するが、不足する場合に

は、メーカー等から調達する。
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４ 要員の確保

基本的には、「第２節 第１項 防災体制の確立」によるが、災対水道部は、受けた被害

及び復旧の緊急度により、他の部より要員の融通を行い、なお人員が不足する場合は、建

設業者等からの応援を求めるとともに、他の地方公共団体に対しても応援を要請する。

５ 応急措置

(1) 停電の場合

浄水場、受水場、配水池等の各水道施設が停電した場合には、発電機を稼働させて電

力を確保し、ポンプ運転を行う。

(2) 水道水が汚染し、あるいは汚染のおそれがある場合

施設の破損により、汚水等の混入が予想され、あるいは混入の事実を知った場合には、

直ちに停水し、破損箇所の復旧と施設の洗浄及び消毒を実施して汚染の防止に努める。

また、広報車による広報、報道機関による緊急放送等により水道の使用禁止あるいは使

用制限を周知徹底する。

(3) 有線通信施設が不通の場合

携帯電話等を使用して、被害状況の早期把握と復旧作業の指揮の円滑化を図る。

(4) 取水、導水及び浄水施設が破損した場合

１系統が破損したときは、市の給水能力が低下するため、この場合には他の配水系か

らの相互連絡を有するものはバックアップ配水し、断水区域の縮小を図るとともに、断

水区域に対しては、給水タンク車等による応急給水を実施し、かつ、破損した施設の復

旧工事に全力をあげる。

(5) 配水管が破損した場合

① 大口径の配水管が破損した場合又は破損箇所が多数ある場合は、出水による浸水、

道路陥没等の二次的な災害を防止するため、配水池、ポンプ場等からの送水を一時制

限又は停止する。このため広範囲にわたって断水あるいは減水する区域を生じること

となった場合は、これらの区域に対して給水タンク車を出動させて給水するとともに、

広報車や防災行政無線等により断水の原因、断水期間等の広報を行う。

② その他の配水管が破損した場合は、修理のためのバルブ操作により、断水、減水及

び濁水が生ずるため、給水タンク車の出動による応急給水並びに広報車や防災行政無

線等により広報を行う。

第３ 災害救助法が適用された場合の措置

災害救助法における「飲料水の供給」について、救助の対象や期間・事務処理方法等は

第２節「市の活動体制」第３項「災害救助法の適用」を参照する。
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第２項 食料の供給

活動方針

項目及び担当部班等

該当資料・様式

第１ 食料供給の対象者

供給すべき対象者は次のとおりとする。

(1) 指定緊急避難場所・指定避難所に受け入れた者

(2) 住家の被害が全壊、半壊、床上浸水等であって炊事のできない者

(3) 水道、電気、ガス等の供給がなく、炊事のできない者（医療機関や社会福祉施設等へ

の入院や入所している者も含む。）

(4) 旅館やホテルの宿泊人及び前記 (2) 、(3) の住家への宿泊人、来訪者

(5) 被災地内に停車した列車、船舶等の旅客で、責任者の能力によって給食を受けること

が期待できない者

大規模災害が発生した場合には、ライフラインの途絶や流通機構の停止が予想されるた

め、食料や飲料水の供給に大きな支障が生ずるおそれがある。こうした事態に備え、市民

の基本的な生活を確保するため、生活維持に特に重要である食料や飲料水の確保及び迅速

な救援を実施する。

項目 担当部班等

第１ 食料供給の対象者

災対生活環境部 市民生活班

災対地域部

（災対事務局 受援班）

第２ 供給する食料

第３ 食料供給の流れ

第４ 食料の調達

第５ 食料の集積地

第６ 食料の輸送

第７ 炊き出しの実施 災対教育部 給食班

災対地域部

第８ 災害時受援計画が適用された場合の体制 災対生活環境部 市民生活班

災対健康福祉部 健康福祉総務班

災対地域部

（災対事務局 受援班）

第９ 災害救助法が適用された場合の措置

資料 備蓄計画

様式 食料・物資依頼伝票

様式 炊き出し給与状況

※災害時における協定に関しては、資料編及び廿日市市災害時受援計画（資料２）を参照
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第２ 供給する食料

食料の供給は、基本的に①既製食品（弁当、パン、おにぎり等）の調達による供給、②炊

き出しによる供給の順に、供給体制の確立と並行して行う。なお、②炊き出しによる供給に

は必要な食材等（米穀、野菜、肉、魚等原材料となるもの、燃料等）を調達する。

なお、被災者の健康状態や要配慮者、食物アレルギー患者のニーズの把握に努めるととも

に、避難の長期化等も踏まえ、栄養管理に配慮して食料供給等を行う。

第３ 食料供給の流れ

災害発生から食糧が被災者に供給されるまでの基本的なフローは、次のとおりとし、関係

各部は相互に密接な連携をもって迅速な食糧供給に努める。

第４ 食料の調達

１ 食糧の調達依頼

災対生活環境部が被害状況等に基づき必要と認めたときは、直ちに本部会議で協議し、

既製食品については供給業者等に、飲料水については災対水道部に、それぞれ調達を依頼

する。

２ 炊き出しの依頼

炊き出しの実施が必要な場合、災対生活環境部は、災対教育部（災対地域部）、関係する

被災者

支部

（災対地域部）

③食糧要請集約

④食糧供給計画の策定

⑤炊き出し体制の確立・手配

【輸送車の確保】

災対事務局

【既製食品の調達】

供給事業者

（支部）

（災対地域部）

【炊き出し】

災対教育部

（災対地域部）

【給水】

災対水道部

（災対地域部）

【ボランティア手配】

災対地域振興部

（災対地域部）

災対生活環境部

（災対地域部）

本部会議

集積地

⑦関係各部へ

依頼

⑧食糧等輸送

②食糧要請

①被害状況把握

（食糧供給所要量）
⑩食糧の供給

⑥報告

⑨配布
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小中学校及び民間団体等と連携し、直ちに炊き出しの手段を講じる。

３ 応急給水の実施

災対水道部は、災対生活環境部又は災対教育部（災対地域部）から炊き出し用飲料水の

供給依頼があったときは、直ちに応急給水の手段を講じる。

第５ 食料の集積地

１ 災対生活環境部は災対事務局（必要に応じて災対地域部）と協議して、災害時における

食糧の集積地を次のいずれかにより決定する。

(1) 新宮中央公園及び総合健康福祉センター（山崎本社 みんなのあいプラザ）

(2) 佐伯総合スポーツ公園（ＨＩＲＯＨＡＩ 佐伯総合スポーツ公園）

(3) 各支所

(4) 指定避難所、交通及び連絡に便利な公共施設等

２ 災害により集積地が使用できない場合を想定して、民間施設の選定に努める。

第６ 食料の輸送

１ 災対生活環境部

指定された場所へ直接輸送するよう業者に依頼する。

２ 災対水道部

飲料水を災対生活環境部が指定した場所へ輸送する。

第７ 炊き出しの実施

１ 実施方針

(1) 大規模災害が発生し、既製食品を容易に確保できない場合、市民生活班は、被災者に

対する炊き出しの手配を行う。ただし、学校教育が実施されているときは、市の給食施

設は、児童・生徒への給食提供を優先する。

(2) 速やかに炊き出しが行えるよう、給食可能設備を持つ公・私立の施設、飲食業者の給

食施設を調査し、炊き出しの協力体制の確立を図る。

(3) 炊き出しに代えて米、未加工品、金銭等の支給は行わない。

(4) 廿日市市社会福祉協議会（はつかいちボランティアセンター）を通じて、民間団体と

の協働体制を確立する。

２ 市の給食施設における炊き出しの流れ

市の給食施設（学校給食センター、自校方式の調理場）で炊き出しを行う際の基本的な

流れは、次のとおりとする。

(1) 廿日市学校給食センター

給食班は、市民生活班から炊き出しの要請があったときは、委託業者の協力のもとに

炊き出しを行う。

(2) 吉和学校給食センター・宮島学校給食センター、自校方式の調理場

① 災対地域部は、炊き出しの必要があるときは、関係する学校長に対し、学校施設の
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利用、調理員の事務従事などの協力を要請する。

② 学校長の了承を得た後、災対地域部の給食責任者は、部内の職員へ事務内容（品目・

数量、調理完了時刻など）を指示する。

③ 災対地域部内の職員は、給食責任者の指示を受けて炊き出しを行う。

④ 災対地域部の給食責任者又は部内の職員は、学校長に対して、適宜、情報提供する。

(3) 大野学校給食センター

炊き出し責任者は、災対大野地域部長から炊き出しの指示があったときは、委託業者

の協力のもとに炊き出しを行う。

第８ 災害時受援計画が適用された場合の体制

一定規模の災害が発生し、国や県・協定締結自治体等からの物的支援を受け入れるた

め、災害時受援計画の発動が決定された場合の体制については、廿日市市災害時受援計画

を参照する。

第９ 災害救助法が適用された場合の措置

災害救助法における「炊き出しその他による食品の給与」について、救助の対象や期

間・事務処理方法等は第２節「市の活動体制」第３項「災害救助法の適用」を参照する。
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第３項 生活必需品等の供給

活動方針

項目及び担当部班等

該当資料・様式

第１ 供給内容

(1) 寝具（毛布、タオルケット等）

(2) 外衣（ジャージ等）

(3) 肌着（シャツ、パンツ等の下着、靴下等）

(4) 身の回り品（タオル、サンダル等）

(5) 炊事用具（鍋、包丁、缶切り、カセットコンロ、カセットコンロ用燃料等）

(6) 食器（コップ、皿、箸等）

(7) 日用品（トイレットペーパー、石鹸、歯ブラシ、歯磨き粉、ビニールシート、軍手、ポ

リタンク、生理用品、紙オムツ等）

(8) 光熱材料（ＬＰガス、灯油、マッチ、懐中電灯、電池等）

大規模災害が発生した場合には、ライフラインの途絶や流通機構の停止が予想されるた

め、生活必需品等の供給に大きな支障が生ずるおそれがある。こうした事態に備え、市民

の基本的な生活を確保するため、生活維持に特に重要である生活必需品等の確保及び迅速

な救援を実施する。

項目 担当部班等

第１ 供給内容

災対健康福祉部 健康福祉総務班

災対地域部

（災対事務局 受援班）

第２ 生活必需品等供給の流れ

第３ 生活必需品等の調達

第４ 生活必需品等の集積地

第５ 生活必需品等の配分

第６ 災害時受援計画が適用された場合の体制 災対健康福祉部 健康福祉総務班

災対生活環境部 市民生活班

災対地域部

（災対事務局 受援班）

第７ 災害救助法が適用された場合の措置

資料 備蓄計画

様式 食料・物資依頼伝票

様式 物資の給与状況

様式 物品受払簿

※災害時における協定に関しては、資料編及び廿日市市災害時受援計画（資料２）を参照
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第２ 生活必需品等供給の流れ

１ 市長（本部長）は、住家に被害を受け、生活上必要な家財を喪失し、又はき損し、直ちに

日常生活を営むことが困難な者に対し、被害の実情に応じ現物をもって10日以内の期間供

給するものとし、特に必要がある場合は、期限の延長を行う。

ただし、災害救助法が適用された場合、市長（本部長）は知事の補助者として生活必需

品等を給与又は貸与するが、知事から委任を受けたときは、市長（本部長）が実施責任者

となってこれを行う。

２ 救助物資の配布所で必要とされる救援物資の品目及び数量、配布先を的確に把握する。

その際必要となる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえるとともに、男女、

高齢者、要配慮者等によるニーズの違いについても配慮する。

その際必要となる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、国が構築する物

資の調達や輸送に関する情報共有システムを活用し、効率的に男女、高齢者、要配慮者等

によるニーズの把握や輸送を行う。

３ 災対健康福祉部は、常に取扱業者と連携を保ち、調達可能数量を把握する。

４ 状況に応じて、県、他市町及びトラック協会の協力を仰ぎ、救援物資の早急な確保に努

める。また、指定避難所及び救援物資の配布所に物資を輸送するトラックから寄せられる

救援物資のニーズの把握に努める。

５ 災対健康福祉部は、救援物資を速やかに配置、集荷及び配分できるようにする。

第３ 生活必需品等の調達

１ 災対地域部長及び支部長は、必要のある場合は災対事務局を通じ、災対健康福祉部に生

活必需品等の調達を要請する。

２ 災対地域部長若しくは支部長から要請があったとき、又は災対健康福祉部長が被害状況

に基づき必要があると認めたときは、直ちに本部会議で協議し、所要量の調達を供給業者

に依頼する。

第４ 生活必需品等の集積地

１ 災対健康福祉部は災対事務局と協議して、災害時における生活必需品等の集積地を次の

いずれかにより決定する。

(1) 新宮中央公園及び総合健康福祉センター（山崎本社 みんなのあいプラザ）

(2) 佐伯総合スポーツ公園（ＨＩＲＯＨＡＩ 佐伯総合スポーツ公園）

(3) 各支所

(4) 指定避難所、交通及び連絡に便利な公共施設等

２ 災害により集積地が使用できない場合を想定して、民間施設の選定に努める。

３ 災対健康福祉部は、取扱業者に集積地から指定の場所への輸送を依頼する。

第５ 生活必需品等の配分

１ 災対地域部長及び支部長は、被災者に対し生活必需品等を供給する。

２ 生活必需品等の供給が災対地域部又は支部で実施できない場合、災対地域部長又は支部
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長は本部長に応援を要請する。

第６ 災害時受援計画が適用された場合の体制

一定規模の災害が発生し、国や県・協定締結自治体等からの物的支援を受け入れるた

め、災害時受援計画の発動が決定された場合の体制については、廿日市市災害時受援計画

を参照する。

第７ 災害救助法が適用された場合の措置

災害救助法における「被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与」について、救助の

対象や期間・事務処理方法等は第２節「市の活動体制」第３項「災害救助法の適用」を参

照する。
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第１１節 防疫・保健衛生、ごみ・し尿処理

第１項 防疫及び保健衛生

活動方針

項目及び担当部班等

第１ 防疫

１ 実施方針

市は、県の指示に従い、感染症の病原体に汚染された場所等の消毒、ねずみ族・昆虫等

の駆除及び感染症の病原体に汚染された飲食物、衣類、寝具その他の物件の消毒・廃棄等

及び生活の用に供される水の供給を実施する。市における防疫及び保健衛生活動が困難で

あると認められる場合は、県に対して応援の要請を行う。

２ 被害の状況報告

本市における被害状況は、関係者の協力により速やかに把握し、県に報告する。

３ 防疫計画の作成及び報告

県の指示に従い実施計画を作成し、計画の概要及び防疫活動状況を県に報告する。

４ 防疫活動

(1) 健康福祉総務班及び災対地域部は、災害時に次の防疫活動を実施する。

被災地及び避難所等における感染症の発生を予防し、災害規模に応じて迅速に防疫活動

を実施する。また、被災者の健康状態の維持に万全を期する。

項目 担当部班等

第１ 防疫

災対健康福祉部 健康福祉総務班

災対生活環境部 生活環境班

災対地域部

第２ 保健衛生活動
災対健康福祉部 健康福祉総務班

災対教育部 学校教育班、災対地域部

実施責任者 適 用 内 容 根 拠 法

知 事 感染症まん延予防上必要な事項の

施行

感染症まん延予防上必要な場合臨

時予防接種の実施

感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律第17条、第18条、第19

条、第20条、第30条、第32条、第33条

予防接種法第6条

市町村長 知事の指示にしたがい､家庭用水の

供給、消毒の実施、ねずみ族･昆虫

等の駆除

感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律第27条～第29条、第31

条

住 民 清掃及び消毒の実施 感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律第27条
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① 被災地及び指定避難所における感染症に関するリスクアセスメント及び患者等の早

期発見

② 感染症の予防及びまん延防止のための防疫指導等の実施

③ 被災家屋の居住者に対する消毒作業の指導及び必要に応じて消毒薬の確保・提供

④ 上記地区住民に対する清潔保持及び健康管理についての指導

(2) 生活環境班は、感染症患者等が発生し、又は発生のおそれのある地区に対し、重点的

に消毒及びねずみ族・昆虫等の駆除を実施する。

(3) 災対地域部は、必要のある場合には、健康福祉総務班に対して、活動に必要な資材、

薬剤等の手配を要請する。

(4) 健康福祉総務班は、災対地域部から要請があったとき、又は自らが被害状況に基づき

必要があると認めたときは、直ちに、活動に必要な資材、薬剤等を手配する。

５ 関係機関との連絡及び協力要請

防疫支援が必要な場合は、厚生労働省、広島県、自衛隊等へ協力要請を行う。

第２ 保健衛生活動

被災地においては、生活環境の激変により、被災者が心身の健康を損なわないように、県

と協力し、次のとおり被災者の健康管理を行う。

(1) 保健師等による避難所や被災地域における健康相談及び衛生指導を行う。

(2) 必要に応じ、県災害対策支部（保健所）及びDHEAT（災害時健康危機管理支援チーム）

の支援を受け、県に公衆衛生チームの派遣を要請し、派遣された公衆衛生チーム等とと

もに、保健衛生活動を行う。
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第２項 障害物除去

活動方針

項目及び担当部班等

該当資料・様式

第１ 道路上の障害物の除去

１ 関係機関との連絡調整

緊急輸送などに必要な道路の確保のため、必要な情報を収集し、関係機関と調整を図り、

復旧路線を決定する。なお、決定後は、速やかに関係機関に通知する。

２ 緊急用道路の確保

道路上の障害物の除去は、道路交通を緊急に確保する必要のある路線から、順次実施す

る。

３ 道路冠水の対策

道路の冠水は、交通障害並びに通行する車両による家屋浸水の被害をもたらすおそれも

あり、早急に排水処理を実施する。

(1) 街きょ桝、側溝桝など、排水溝の目詰まりを防止するために点検、清掃を行う。

(2) 排水溝の流水を良くするため、スクリーンなどの点検、清掃を行う。

被災者の救援、災害救助物資の輸送、災害復旧工事等への対応などを円滑に実施するた

め、道路機能の維持、回復のため道路上における障害物の除去に努める。また、住居又は

その周辺に運ばれた土石、竹木等の障害物で、日常生活に著しい支障を及ぼしている物の

除去に努める。

項目 担当部班等

第１ 道路上の障害物の除去
災対建設部 土木対策班

災対地域部

第２ 住居内及びその周辺の障害物の除去
災対建設部 住宅営繕班

災対地域部

第３ 災害救助法が適用された場合の措置
災対建設部 土木対策班、住宅営繕班

災対地域部

資料 陸上建設機械等一覧表

資料 災害時における被災車両の撤去等に関する協定（社団法人日本自動車連盟中国本部）

資料 災害時における応急措置等の協力に関する協定（廿日市市建設協会外）

資料 災害時における応急措置等の協力に関する協定（廿日市市造園緑化建設業協会）

様式 障害物除去の状況
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(3) 道路上へ流出した塵芥などの流出物は、排水機能を阻害するばかりでなく、交通の障

害ともなり危険となるため、早急に排除する。

４ 街路樹の対策

強風等による街路樹の倒木は、交通障害、架線の切断等をもたらし、緊急の処理を要す

るため、次の方法により処理する。

(1) 交通障害となる倒木は、応急措置として道路と平行に整理するとともに、復旧の見込

みのない樹木は、道路上より取り除き最寄りの公園等に集積する。

(2) 復旧可能な樹木は、側枝を切り払い支柱及び結束材料で傾斜を直す。

５ 街路灯等の対策

街路灯等の倒壊は、交通の障害ばかりでなく、架線の切断による感電事故の危険もある

ため、次の方法により処理する。

(1) 交通障害となる倒柱は、応急措置として道路と平行に整理するとともに、破損した灯

具等は、早急に道路上より除去する。

(2) 切断された架線は、人が触れることのないように応急措置をし、中国電力ネットワー

ク等へ通報する。

６ 占用物件等の対策

道路巡視又は市民等からの通報で占用物件の損傷等を承知したときは、直ちに管理責任

者に通報する。

また、占用物件の損傷等は、それぞれの管理責任者において処理するが、作業について

は相互に協力し、早急に道路機能の回復に努める。

７ 除雪対策

豪雪は、交通の障害ばかりでなく、地域の孤立状態を招くおそれがあるため、必要があ

ると認める場合は、速やかに除雪作業を行い、交通機能の確保に努める。

第２ 住居内及びその周辺の障害物の除去

１ 対象者

災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等の障害物で、日常生活に著しい

支障を及ぼしている物の除去を行う場合の対象は、次のすべての事項に該当する場合に限

る。

(1) 住家が半壊又は床上浸水を受けた者であること。

(2) 居間、炊事場等日常生活に欠くことのできない場所に障害物が運ばれているか、又は

家敷内に運び込まれているため、家の出入りが困難となり、日常生活が営み得ない状態

であること。

(3) 自らの資力をもっては、障害物の除去ができない者であること。

① 生活保護法の被保護者並びに要保護者
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② 特定の資産のない失業者

③ 特定の資産のない寡婦、母子世帯

④ 特定の資産のない老人、病弱者、身体障がい者

⑤ 特定の資産のない勤労者

⑥ 特定の資産のない小企業者

⑦ 前各号に準ずる経済的弱者

２ 除去の方法

現物給付により行い、必要最小限の日常生活を営み得る状態にする。

（注）現物給付とは、除去するために必要なロープ、スコップ、その他機械器具等の材料を現物で支給するという

意味ではなく、住み得る状態にするということである。

３ 除去した障害物の集積場所

公共用地であって、交通並びに市民生活に支障のない場所を原則とする。ただし、災害

の規模が大きい場合には、民有地についても一時たい積場所として使用する場合もある。

４ 労力、資材、器材の調査及び協定

調達する労力並びに資材、器材については、あらかじめ種類、型式、数量を調査し、所有

者とその供給について協定等を行っておく。

５ 経費の負担等

(1) 災害救助法適用前は、同法及び広島県災害救助法施行細則を基準とし、市長（本部長）

の判断により、除去に要した費用を支給する。災害救助法適用後は、同法及び広島県災

害救助法施行細則により県が負担する。また、その基準によることが困難な場合は、広

島県知事の承認を得て行う。

(2) 障害物除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップ、その他除去のために必要な

機器、器具等の借上、輸送費及び作業員人件費などとし、一戸当たり137,500円以内の額

とする。

６ ボランティア等民間団体との連携の強化

平時から、障害物の除去に関して、廿日市市社会福祉協議会をセンターとする廿日市市

被災者生活サポートボラネット等民間団体との連携を深め、災害発生時の協働体制の確立

に努める。

第３ 災害救助法が適用された場合の措置

災害救助法における「障害物の除去」（住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、

日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去）について、救助の対象や期間・事務処

理方法等は第２節「市の活動体制」第３項「災害救助法の適用」を参照する。
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第３項 ごみ・し尿処理

活動方針

項目及び担当部班等

第１ ごみ処理

１ 計画の作成

(1) 市内の被害状況を迅速に把握するため､情報の収集及び伝達を的確に行う｡

(2) 一般廃棄物処理施設及び一般廃棄物収集運搬車両（委託業者）の被害状況を速やかに

把握するとともに、発生量の推計に努める。

(3) 市内の被害状況、一般廃棄物処理施設及び一般廃棄物収集運搬車両（委託業者）の被

害状況、発生量の推計等を考慮し、災害廃棄物処理計画等に基づき、災害廃棄物処理実

施計画（ごみ処理）を作成する。

２ 災害廃棄物等の処理

(1) 収集・運搬

① 廃棄物対策班で作成した災害廃棄物処理実行計画に従い、被災地のごみ収集に当た

る｡

② 災害廃棄物の収集は、災害発生日からおよそ15日以内に処理するよう努める｡

③ 平常収集業務は、並行して行うことを原則とするが、被害状況に応じて平常の収集

の一部又は全部を中止し、災害廃棄物及び避難所ごみの収集及び処理を行う｡

④ 平常収集業務の中止期間は、７日を限度とし、以後災害廃棄物及び避難所ごみの収

集と並行して行う｡

⑤ 災害廃棄物及び避難所ごみの収集運搬に当たっては、一般廃棄物収集運搬許可業者

等に委託して実施する｡ただし、災害の規模によっては、資源循環協会及び建設協会等

への委託により実施する。

⑥ ボランティア、ＮＰＯ等の支援を得て災害廃棄物の処理を進める場合には、社会福

祉協議会、ＮＰＯ等と連携し、作業実施地区や作業内容を調整、分担するなどして、効

率的に災害廃棄物等の搬出を行うものとする。

(2) 分別・排出方法に関する周知

① 災害によって生じたごみの分別・排出方法について、市民に対して速やかに周知す

る。

災害時におけるごみ及びし尿並びに災害に伴って発生した廃棄物を迅速に処理し、被災

地の環境保全と復興を図る。

項目 担当部班等

第１ ごみ処理 災対生活環境部 廃棄物対策班

災対地域部第２ し尿処理
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② 避難所におけるごみの分別方法や排出ルールを決定し、各避難所に指導する。

(3) 臨時集積場の設置

被災状況を勘案の上、廃棄物対策班において関係部等と協議して、臨時集積場を設置

する。

(4) 分別・処理

① 災害廃棄物は、可燃物、不燃物、津波堆積物に大別した上で、コンクリートくず、金

属くず、木くず、家電４品目及び処理困難物等、ごみの分別区分に分類して、臨時集積

場へ仮置きする。なお、臨時集積場は、消毒等を実施し環境の保全に努める｡

② 分別収集された災害廃棄物は、原則として、焼却施設、粗大ごみ処理施設、埋立処

分施設等で処理処分する。家電４品目のうち、特に冷蔵庫、ルームエアコン等につい

ては、機器に含まれているフロンが大気中に放出されないよう適切な処理を行う。

(5) 損壊家屋等の撤去及び石綿（アスベスト）対策

① 損壊家屋等の解体・撤去は原則として所有者が行うが、大規模災害時等において市

が必要と認める場合は、市が解体・撤去を行う。

解体工事や廃棄物の処理に当たっては、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱

いマニュアル（改訂版）」（平成29年９月環境省）を参照し、石綿の飛散防止に努める。

② 被災した建築物等の解体による廃石綿（アスベスト）の飛散を防止するため、必要

に応じ業者に対し大気汚染防止法に基づき適切に解体等をするよう指導･助言すると

ともに、可能な限りアスベストの環境モニタリング等の対策を講ずる｡

３ がれき等の処理

がれき等の処理に当たっては、可能な限り発生源で分別を行う。

(1) 作業計画の策定

災害発生後、速やかにがれき等に関する情報収集に努め、選別作業計画を策定する。

(2) 二次集積場

① がれき等は、臨時集積場内で処理が困難な場合、必要に応じて公用地等を利用し、

発生量に相応する二次集積場を確保する。

② がれき臨時収集場は、被災状況を勘案の上、廃棄物対策班において関係部等と協議

して選定する。

(3) 処理・処分

一次集積場内で選別・処理しきれないがれき等は、原則として二次集積場内で処理す

る。本市処理施設及び二次集積場等で処理能力が不足する場合には、県に対し応援を要

請する。

４ ごみ処理施設の確保及び復旧計画

(1) 施設の被害状況を迅速に把握し、その復旧を図り、災害時における清掃活動に万全を

期する｡

(2) 応急対策として、臨時集積場を確保する｡
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第２ し尿処理

１ 計画の作成

(1) 市内の被害状況を迅速に把握するため、情報の収集及び伝達を的確に行う｡

(2) 浸水家屋、し尿処理施設及び一般廃棄物収集運搬車両の被害状況を速やかに把握する｡

(3) 市内の被害状況、し尿処理施設及び一般廃棄物収集運搬車両の被害状況を考慮し、災

害廃棄物処理計画等に基づき、災害廃棄物処理実行計画（し尿処理）を作成する。

２ 仮設トイレの設置

指定避難所等の設置状況に応じて、資源管理班との協議により設置する。

３ 収集方法

(1) 廃棄物対策班が作成した災害廃棄物処理実行計画に従い、し尿収集運搬業務を実施す

る｡

(2) 平常のし尿収集運搬業務は、並行して行うことを原則とするが、被災状況を考慮し、

避難施設等緊急を要するものから優先的に行う｡

(3) 一般被災家庭については、排水後直ちに収集運搬を行う｡

(4) し尿収集運搬は、し尿収集運搬許可業者により行う｡

４ 処分計画

収集したし尿は、し尿処理施設の状況をみながら処理を行うが、簡易処理も可能とする。

本市処理施設等で処理能力が不足する場合には、県に対し応援を要請する。

５ し尿処理施設の確保及び復旧計画

施設の被害状況を迅速に把握し、その復旧を図り、災害時における清掃活動に万全を期

する。
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第１２節 文教対策

活動方針

項目及び担当部班等

該当資料・様式

第１ 避難対策

１ 実施責任者

市立学校及び市立幼稚園：市教育委員会

私立学校及び私立幼稚園：私立学校長（園長）

２ 避難の実施

市立学校、市立幼稚園（以下「学校等」という。）の管理者は、地震が発生した場合又は

市長（本部長）が避難情報を発令した場合は、あらかじめ作成された保護対策計画に基づ

いて、生徒等並びに教職員等を安全な場所に避難させ、その安全の確保に努める。

３ 気象警報等発令時の措置

風水害等の災害が発生若しくは発生するおそれのある場合、生徒等の安全と校舎等の管

理、保全を期すため、平素から教職員、生徒等、保護者に対応措置を周知徹底させておく

のはもちろん、関係方面と連絡・調整の上、次の措置をとる。

(1) 生徒等の登校（園）（以下「登校」という。）前に、本市域に暴風警報、大雨警報、洪

小中学校及び幼稚園等における災害応急対策等を通じて、園児・児童及び生徒の生命・

身体の安全を確保するとともに、教育活動の確保について万全を期する。

項目 担当部班等

第１ 避難対策 災対教育部

教育総務班、学校教育班

災対地域部

第２ 生徒等への相談活動

第３ 応急教育対策

第４ 社会教育施設における応急対策

災対教育部 生涯学習班

災対地域振興部

地域振興班、スポーツ推進班

第５ 保育における応急対策
災対健康福祉部 こども支援班

災対地域部
第６ 留守家庭児童会・児童館における応急対策

第７ 要保護児童に係る対策

第８ 災害救助法が適用された場合の措置
災対教育部

教育総務班、学校教育班

資料 市内指定文化財

資料 避難所施設利用に関する協定書（市内の県立高等学校）

様式 学用品の給与状況
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水警報、高潮警報又は大雪警報が発表されている場合は、学校等の所在地により、浸水、

土砂崩れ、洪水等の発生が予想される危険地区が異なることから、学校長及び園長（以

下「学校長」という。）は自ら収集した情報及び学校教育課との連携をもとに、学校長の

判断により対処する。

(2) 登校後、本市域に強風注意報、大雨注意報、洪水注意報又は高潮注意報が発表された

場合は、各学校長あてに次の通達が発せられたものとみなし、対処する。

○ 注意報について教育長通達第１号

(3) 登校後に、本市域に暴風警報が発表された場合は、各学校長あてに次の通達が発せら

れたものとみなし、対処する。

○ 警報について教育長通達第１号

４ 学校が指定緊急避難場所等となる場合の対策

(1) 学校の管理者は、指定緊急避難場所・指定避難所に供する施設、設備の安全を確認し

た上、教育総務班に対し、その利用について必要な情報を提供する。

また、必要な人員を確保し、施設及び設備の保全に努め、有効かつ的確な利用に万全

を期する。

さらに、学校が有する情報伝達機能を有効に活用し、的確な情報提供に努める。

月 日 時 分 教 育 長

(1) 各学校において、今後の気象情報に十分注意し、生徒等の危険防止及び衛生に注意

するとともに、校舎の管理保全等臨機の処置をとること。

(2) 生徒等の下校については、慎重に判断すること。

月 日 時 分 教 育 長

(1) ○○警報が発令されたため、気象情報に十分注意し、生徒等を学校に待機させる又

は下校させる等、慎重に判断すること。特に下校時の危険が予期される状況下におい

ては学校に待機させること。

(2) 下校させるに当たっては、次に掲げる方法により情報を得て判断をすること。

① 通学路の安全確認のため、住民より情報を受けるとともに、教職員による通学路

の安全点検を行うこと。

② 学校長は、学校教育課と連携するとともに、互いに情報の交換を行うこと。

③ その他、必要な方法をとること。

(3) 下校に際しては、生徒等に対して下校時の注意事項について十分な指導を行い、安

全確保の徹底を図ること。状況によっては、教職員が地区別に付き添うなどの適切な

措置をとること。

(4) 翌朝の登校については、情勢を判断し、すべての生徒等及び保護者に徹底するよう

処置すること。休業等の処置をした場合には、直ちに学校教育課へ報告すること。

(5) 校舎の警備を厳重にするとともに、消防署、警察署、ＰＴＡ役員等との連絡を密に

し警戒すること。

(6) 重要書類の保管に十分注意し、特に低い土地の学校においては高所に保管する等適

宜措置すること。
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(2) 学校への避難者があった場合は、学校教育班、災対事務局に人数、状況等を報告する

など緊急に連絡をとる。

(3) 学校の管理者は、避難生活が長期化する場合には、応急教育活動と避難者への支援活

動との調整について学校教育班と協議する。

第２ 生徒等への相談活動

学校等の管理者は、災害による生徒等の被災状況を迅速に把握し、生徒等への相談活動を

行いながら精神的な不安感の解消に努める。

第３ 応急教育対策

１ 応急教育の実施

(1) 実施責任者

市立学校及び市立幼稚園：市教育委員会

私立学校及び私立幼稚園：私立学校長（園長）

(2) 実施場所

① 応急教育を実施するため、あらかじめ作成された応急教育計画に基づいて、校内施

設の活用又は市内の他の学校、公共施設の利用等について関係者と協議の上、実施場

所を選定する。

② 応急教育実施場所がその市内で得られない場合は、実施責任者の要請により県教育

委員会（私立小・中・高等学校にあっては知事）がその確保のためあっせんに当た

る。

(3) 応急教育の実施方法

① 準備

ア 児童生徒、保護者、教職員及び学校施設・設備・通学路の状況を把握する。

イ 教職員を動員し、授業再開に努める。なお、被害の状況により、必要があるとき

は、市町又は地域住民等の協力を求める。

ウ 学校施設及び設備の応急復旧状況を把握し、必要に応じて速やかに応急教育計画

の修正を図り、応急教育計画の開始時期及び方法を確実に児童生徒及び保護者に連

絡する。

② 校舎等施設の被害程度に応じた実施

校舎等施設の被害程度により特別教室、屋内体育施設等の利用、二部授業などの方

法を考慮し授業を実施するように努める。

なお、二部授業を行う時は、県立学校にあっては県教育委員会に、市立学校にあっ

ては学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）第25条の規定により市教育委員会を経

由して県教育委員会に届け出る。

ア 校舎の被害が比較的軽微なとき

各学校において速やかに応急措置をとり、授業を行う。

イ 校舎の被害が相当に甚大なとき
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残存の安全な校舎の使用により、学級合併授業、一部又は全部にわたる二部授業

を行う。

ウ 校舎の使用が全面的に不可能であるが、数日で復旧の見込みがあるとき

臨時休校の措置をとり、その期間家庭又は地区の集会所等を利用し、学習内容の

指示、家庭訪問、生活指導の方法により教育を行う。

エ 校舎が甚大な被害を受け、復旧に長期間を要するとき

ａ 隣接の被害軽微な学校等があるときは、その学校等において二部授業を行う。

ｂ 生徒等が個別に居住地を離れたときは、新居住地の学校が一時的に受け入れて

教育を行う。

ｃ 生徒等が集団避難のときは、二部授業又は合併授業を行う。

③ その他留意点

ア 応急教育の実施に当たって、施設の確保ができない場合は、仮校舎等の建築も検

討する。

イ 児童生徒の登下校時における安全の確保に努める。

２ 学用品の調達

(1) 学用品の確保

市教育委員会は、災害により教科書及び教材を喪失又は損傷した児童、生徒がある場

合には、県教育委員会の協力を得て、その確保に努める。

(2) 学用品の支給

災害救助法が適用された場合、知事が県教育委員会の協力を得て学用品を給与するが、

知事から委任を受けたときは、市長（本部長）が学用品を給与する。

① 支給対象者

災害により住家に被害（全壊、全焼、流失、半壊、半焼及び床上浸水）を受け、教

科書等学用品を喪失又は損傷し、就学上支障のある小学校児童及び中学校生徒（特別

支援学校の小学部児童及び中学部生徒並びに中等教育学校の前期課程の生徒を含

む。）並びに高等学校等生徒（特別支援学校の高等部生徒、中等教育学校の後期課程

の生徒並びに高等専門学校、専修学校等の生徒を含む。）で、原則として、罹災者台

帳に登載されている児童又は生徒とする。

② 支給範囲

罹災状況、程度等実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもって給与

する。ただし、例示した品目以外のものであっても、被害実情に応じ特定の品目に重

点をおくことも差し支えなく、また、文房具及び通学用品についてもある程度変更す

ることができる。

ア 教科書及び教材（市教育委員会に届け出又は承認を受けて使用しているもの）

イ 文房具（ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷、定規

等）

ウ 通学用品（運動靴、傘、かばん、長靴等）

③ 支給限度額
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ア 教科書及び教材

教科書の発行に関する臨時措置法（昭和23年法律第132号）第２条第１項に規定す

る教科書及び教科書以外の教材で、教育委員会に届け出、又はその承認を受けて使

用している教材を給与するための実費（住家の被害程度に関係なし。）

イ 文房具及び通学用品

災害救助法施行令（昭和22年政令第225号）第９条の規定に基づき知事が定める

額

④ 支給申請の期限

ア 教科書及び教材：１か月以内

イ 文房具及び通学用品：15日以内

ただし、やむを得ない特別な事情がある場合は、厚生労働大臣の承認を得て期間を

延長する。

(3) 給与の方法

給与の対象となる児童及び生徒の数を被災者名簿と当該学校における学籍簿等と照合

し、被害別及び、学年別に給与対象人員を正確に把握し、教科書については、学年別、学

科別及び発行所別に調査集計し調達及び配分する。また、文房具及び通学用品について

は、給与対象人員に基づいた学用品購入（配分）計画表により購入及び配分する。

ただし、教科書については、必要に応じて県で一括購入の上、関係学校長を通じて支

給する場合もある。

３ 教職員の確保

被災した教職員が多いため正常な授業の実施が困難な場合は、応急教育の実施責任者は

県教育委員会にその状況を報告し、教職員の確保について応急教育の円滑な実施のために

協力を要請する。

４ 給食に関する措置

(1) 給食施設・設備、物資納入業者の被害状況を把握するとともに、設置者はその状況を

県教育委員会及び県学校給食会に報告し、被害物資の処分方法、給食に必要な物資の確

保等について指示を受け、調理員の人的被害が大きい場合は、臨時的任用を行うなど調

理員の確保に努め、給食再開の準備をする。なお、被害を受けなかった学校においては、

地域の実情などにより、炊き出しの応援要請に対応できるよう準備する。

(2) 給食再開に備え、施設、設備の清掃、消毒や給食調理員の健康診断などを実施し、給

食再開可能校から、逐次給食を実施する。

５ 通学道路等の確保

災害が発生し又は発生のおそれがある場合、通学時において生徒等を災害から保護する

ために、生涯学習班及び学校教育班は関係者と緊密な連携をとり次のような対策を講ず

る。

(1) 公共交通機関により通学を行っている地区においてこれらが運行不能となった場合、

これに代わり得る措置を講ずる。
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(2) 災害危険箇所（積雪時のなだれ、水害時における道路橋梁の決壊等）の実態を把握

し、危険予防のため市長は校長と協議し、通学方法についての指示、その他必要な措置

を講ずる。

６ 奨学措置

(1) 奨学補助措置

被災により、就学の困難な生徒に対しては、本市奨学金により必要な措置を講ずる。

(2) 被災生徒等に対する就学援助

被災により年度途中において就学援助の認定を必要とする生徒等については、速やか

に認定し、必要な援助を行う。

第４ 社会教育施設における応急対策

１ 市民センターその他の社会教育・体育施設に対する措置

(1) 休館等応急措置

① 施設の所管の長は、災害が発生し、又は発生するおそれがあると判断したときは、

直ちに施設管理責任者に施設を休館するよう連絡する。

② 施設管理責任者は、施設を休館するとともに、利用者に対して安全な措置を講ずる。

(2) 施設の応急修理

市民センターその他の社会教育・体育施設は、災害時には指定緊急避難場所・指定避

難所等に利用される場合が多いことから、生涯学習班・地域振興班は施設が被災した場

合には、被災状況を把握し、関係者の協力を得て応急修理を行う。

(3) 社会教育施設が避難所となる場合の対策

① 市民センター等の社会教育施設の管理者は、避難所に供する施設・設備の安全を確

認した上、市長に対し、その利用について必要な情報を提供する。

さらに、避難所として必要な人員を確保し、施設・設備の保全に努め、有効かつ的

確な利用に万全を期する。

② 市民センター等の社会教育施設の管理者は、避難生活が長期化する場合には、避難

者への支援活動について市長と必要な協議を行う。

２ 文化財に対する措置

(1) 文化財が被災した場合には、所有者又は管理者は、必要に応じて消防機関に通報する

とともに、速やかに市教育委員会に被災状況を報告する。

(2) 市教育委員会は、市文化財については、所有者又は管理者に対し、必要な応急措置を

とるように指示し、市文化財保護審議会の意見を徴して必要な措置を講ずる。

(3) 国指定等及び県指定の文化財については、県教育委員会へ被災状況を報告する。市教

育委員会は県教育委員会の指示を受け、必要な措置を講ずる。

(4) 市教育委員会は、文化財が被災した場合において、自ら対応できない場合は、必要に

応じて県教育委員会に被災情報を提供するとともに必要な救出や応急措置を求める。

第５ 保育における応急対策
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１ 保育園に関する気象警報等発令時の応急措置

風水害等の災害が発生若しくは発生するおそれのある場合、園児の安全と施設の管理、

保全を期すため、平素から職員及び園児の保護に対応措置を周知徹底させておくとともに、

関係方面とも連絡の上、次の措置をとる。

(1) 園児の登園（以下「登園」という。）前に本市域に暴風警報、大雨警報、洪水警報、高

潮警報又は大雪警報が発表されている場合は、保育園の所在地により、浸水土砂崩れ、

洪水などの発生が予想される危険地区が異なるため、各保育園長との情報確認等により、

こども課長の判断により処置をとる。今後の見込み等については、必要に応じて保護者

に周知を図る。

(2) 登園後に、本市域に強風注意報、大雨注意報、洪水注意報、高潮注意報又は大雪注意

報が発表された場合は、こども課及び保育園において、気象情報に注意し、園児の危険

防止及び衛生に注意するとともに、施設の管理保全等臨機の処置をとり、状況によって

は、園児の降園（以下「降園」という。）についても考慮する。今後の見込み等について

は、必要に応じて保護者に周知を図る。

(3) 登園後に、本市域に暴風警報、大雨警報、洪水警報、高潮警報又は大雪警報が発表さ

れた場合は、こども課長及び各保育園長は次のとおり対処する。今後の見込み等につい

ては、必要に応じて保護者に周知を図る。

① 園児を保育園に待機させる。

② 待機させた後、降園させるに当たっては、保護者の同伴を原則とし、次に掲げる方

法により情報を得て判断すること。

ア 危険個所近くの住民等から情報を受ける。

イ 各保育園長が互いに情報を交換する。

ウ その他必要な方法をとる。

③ 翌朝の登園については、情勢を判断し、すべての保護者に徹底するよう処置するこ

と。

④ 施設の警備を厳重にするとともに、消防署、警察署、保護者役員等との連絡を密に

し、警戒すること。

２ 災害警戒保育所の開設

本市域に高齢者等避難が発表された場合、必要に応じて、災害警戒保育所を開設する。

また、開設の判断をした場合は、各施設や保護者へ周知を図る。

３ 児童会開設場所変更の検討

本市域に強風注意報、大雨注意報、洪水注意報、高潮注意報又は大雪注意報が発表され

た場合は、児童会開設場所の変更を判断し、保護者へ周知を図る。

４ 応急保育の実施

災害が発生した場合、被災者の児童について、必要に応じて市内の保育園で応急保育を

実施するものとし、また、園舎等施設の被害程度により遊戯室等の利用や他の保育施設の

利用などの方法を考慮し、保育を実施するように努める。
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なお、応急保育の実施において、保育園長は、状況に応じた臨時の保育編成を行い、速

やかに保護者に周知する。

(1) 保育園長は、園児、職員及び施設設備等の被災状況を把握し、速やかにこども課長に

報告する。

(2) 園舎の被害が比較的軽微な場合は各保育園において、速やかに応急措置をとり保育を

行う。

(3) 園舎の被害が相当に甚大な場合は、残存の安全な園舎の利用により、保育を行う。

(4) 園舎が甚大な被害を受け、園舎の使用が全面的に不可能な場合や、復旧に長期間を要

する場合は、保育が可能な他の保育園で保育を行う。

５ 給食に関する措置

給食施設・設備が被災し、調理が一時的又は長期に不可能となった場合においては、被

害の程度により献立の変更や他の調理可能な保育園の利用などの方法を考慮し、給食の提

供に努める。

(1) 保育園長は、給食施設・設備、物資納入業者の被害状況を把握し、速やかにこども課

長に報告する。

(2) 給食施設・設備の被害が比較的軽微な場合は、速やかに応急措置をとり、調理を行う。

(3) 給食施設・設備が甚大な被害を受け、調理が不可能な場合は、調理可能な他の保育園

で調理し搬送する。ただし、複数の保育園でも対応できない場合や、調理可能な保育園

がない場合は、給食の中止を決定し、その旨を速やかに保護者に周知する。

(4) 物資納入予定業者が被災し、必要な物資を納入できない場合は、他の業者からの納入

について調整する。ただし、物資の確保が困難な場合は、給食の中止を決定し、その旨

を速やかに保護者に周知する。

第６ 留守家庭児童会・児童館における応急対策

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、生徒等の安全確保を最優先とし、小・

中学校、こども支援班及び保護者との連携を取り、直ちに適切な措置を講ずる。

第７ 要保護児童に係る対策

１ 要保護児童の把握等

こども支援班は、次の方法等により、被災による孤児、遺児等の要保護児童の発見、把

握及び援護を行う。

(1) 避難所の責任者等を通じ、避難所における児童福祉施設からの避難児童、保護者の疾

患等により発生する要保護児童の実態を把握し、市に対し通報がなされる措置を講ず

る。

(2) 住民基本台帳による犠牲者の承認、災害による死亡者に係る義援金の受給者名簿及び

住民からの通報等を活用し、孤児、遺児を速やかに発見するとともに、その実態把握を

行う。

(3) 避難児童及び孤児、遺児等の要保護児童の実態を把握し、その情報を親族等に提供す

ること。
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２ 要保護児童の保護等のための情報伝達

こども支援班は、被災者に対し、掲示板、広報誌等の活用、報道機関の協力、インター

ネット等の活用により、要保護児童を発見した際の保護及び児童相談所等に対する通報へ

の協力を呼び掛けるとともに、利用可能な児童福祉サービスの状況、児童福祉施設の被災

状況及び復旧状況等について的確な情報提供を行う。

第８ 災害救助法が適用された場合の措置

災害救助法における「学用品の給与」について、救助の対象や期間・事務処理方法等は

第２節「市の活動体制」第３項「災害救助法の適用」を参照する。



第３章 第１３節 第１項

275

第１３節 生活関連施設等の応急対策

第１項 道路橋りょうの応急対策

活動方針

項目及び担当部班等

第１ 応急復旧の実施

災害が発生した場合は、道路の破損、決壊、橋りょう流失その他交通に支障を及ぼすおそ

れのある箇所を早急に把握し、災害応急対策及び資機材の輸送を円滑に行うため、緊急に復

旧を要する道路から順次応急復旧を行っていく。

１ 応急復旧目標

道路、橋りょう等の被害に応じて盛土作業、仮橋の設置など応急工事を施工し、交通の

確保を図る。

２ 応急復旧方法

(1) 路面の亀裂や沈下に対しては、その原因を確認し、他に支障がないと判断した場合に

は土砂等により盛土作業を行う。なお、状況によっては仮舗装を実施する。

(2) 法面崩壊については、土俵羽口工、積土俵工などを実施する。

(3) がけ崩れによって通行が不能となった道路については、二次災害への対応を考慮の上、

重機械（ブルドーザー、ショベル等）により崩壊土の除去を行う。

(4) 橋りょうが流失、落橋した場合は、緊急措置として木角材、Ｈ形鋼を架け渡し、敷板

を並べて応急復旧を行う。なお、代替橋（ベリー橋）を設置する場合は、代替橋を所有す

る自衛隊に対して設置を要請する。

第２ 応急復旧のための交通規制

災害時において、道路の欠損、決壊その他の事由により通行が危険であると認められる場

合又は復旧工事のためやむを得ないと認められる場合、若しくは他の河川管理者、道路管理

者等から通報等により了知したときは、市長（道路管理者、河川管理者）は、次の各号により

交通規制を行う。

１ 道路巡視等

道路橋りょう施設に被害を受けた場合は、関係機関との緊密な連携のもと、被災施設の

早期復旧を図る。

項目 担当部班等

第１ 応急復旧の実施

災対建設部 土木対策班

災対地域部

第２ 応急復旧のための交通規制

第３ 要員及び建設機械等の確保

第４ 関係機関等との相互協力

第５ 被災車両等の撤去
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災対建設部土木対策班は、被災道路及びその付近の状況を調査するとともに、迂回道と

して指定する道路の調査を行い、必要な措置を講ずる。

２ 交通規制の決定（公安委員会の意見聴取）

災対建設部長は、廿日市警察署長の意見を聞いて、交通の規制を決定する。ただし、廿

日市警察署長の意見を聞くいとまがない場合には、災対建設部長の判断で規制を実施し、

速やかに廿日市警察署長に通知する。

３ 交通規制の実施

交通規制は、災対建設部土木対策班が道路標識等を必要な場所に設置して行う。なお、

迂回道を指定する場合には、迂回道路の危険を防止し、その他交通の安全と円滑化を図る。

交通規制実施後、災対建設部長は、災害対策本部へ通報する。

４ 交通規制の広報等

交通規制を実施したときは、関係する他の道路管理者に通知する。また、広報車、防災

行政無線等による広報活動及び報道機関を通じて市民に周知徹底を図る。

５ 交通規制の解除

交通規制の解除は、災対建設部長が当該道路の障害物の撤去、欠損箇所の復旧などの安

全通行の確保を確認してから行う。

なお、規制解除については、速やかに関係機関に通報する。

第３ 要員及び建設機械等の確保

１ 要員の確保

応急復旧を実施するために必要な要員の確保については、基本的には「第２節 第１項

防災体制の確立」によるほか、市内の建設業従事者の実態を随時把握して、非常災害時に

は直ちに動員できる体制がとれるよう、あらかじめ建設業者に対して協力要請をしておく。

なお、要員が不足する場合には、迅速かつ効率的な応急対策を実施するため、他の地方

公共団体等へ応援を要請する。

２ 建設機械等の確保

応急復旧を実施するために必要な建設機械の確保については、本市内の建設業者が保有

しているブルドーザー等のほか、主要な建設機械器具等の種類別能力、数量、所有者、所

在等の実態を随時把握して、災害時には直ちに調達できる体制がとれるよう、あらかじめ

各事業所に対して協力要請をしておく。

また、資機材については、一定の数量を市においてあらかじめ確保しておくとともに、

取扱業者名簿等により民間在庫量を地区別に把握し、緊急時における復旧用資機材の調達

に万全の態勢を整えておく。

第４ 関係機関等との相互協力

１ 道路占用者との相互協力

(1) 災害等により道路施設及び占用物件が損壊した場合は、復旧方法等について情報の交
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換を行う。

(2) 電気、ガス、水道、下水道、電話等の道路占用者は、自己所管以外の施設の被害を発

見した場合は、その管理責任者に通報し、直ちに応急措置をとるよう協力する。

(3) 道路占用者は、占用物件の損壊により交通規制を行う必要がある場合は、速やかに災

対建設部長及び廿日市警察署長に規制の依頼を行う。

２ 他の道路管理者等との相互協力

災害等により道路施設が損壊若しくは交通に危険を生じた場合は、必要な交通の確保の

ため相互協力に努める。

(1) 広島県及び中国地方整備局と道路施設の応急対策についての情報交換及び必要な資機

材の確保等で協力し合う。

(2) 周辺市町と道路建設の応急対策についての情報交換等を行う。

３ 権限代行制度による工事

廿日市市以外の道路管理者は、市が管理する指定区間外の国道、県道又は自らが管理す

る道路と交通上密接である市道について、市から要請があり、かつ市の工事の実施体制

等の地域の実情を勘案して、市に代わって自らが災害復旧等に関する工事を行うことが

適当であると認められるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、権限代行制度

により当該工事を行うことができる。

第５ 被災車両等の撤去

道路管理者、港湾管理者及び漁港管理者（以下「道路管理者等」という。）は、災害が発生

した場合、緊急の必要があるときは、道路区間を指定して、緊急通行車両の通行を確保する

ための必要な措置を当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管理者（以下「車両等の占

有者等」という。）に命ずることができる。

１ 道路区間の指定及び占有者等への車両等の移動命令

道路管理者等は、道路の状況等を勘案し、車両の移動等の措置が必要となる区間が不足

なく含まれるよう留意して道路区間を指定し、車両等の占有者に対し、車両等の移動を命

令することができる。

２ 指定道路区間の周知

道路管理者等は、道路の区間を指定したときは、指定道路区間内に周知しなければなら

ない。

３ 車両等の移動

道路管理者等は、占有者等への移動命令、又は道路管理者等自らによる移動のいずれか

の方法により車両等の移動を行うことができる。なお、道路管理者等はやむを得ない範囲

で、車両その他の物件を破損することができる。

４ 土地の一時利用

道路管理者等は、車両等の移動の措置をとるために、やむを得ないときは、必要な範囲

で、他人の土地を一時使用し、又は竹木その他の障害物を処分できる。
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５ 損失補償

道路管理者等は、車両移動や土地の一時使用等により、損失が発生した場合は、損失を

補償しなければならない。
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第２項 下水道施設の応急対策

活動方針

項目及び担当部班等

第１ 下水道施設対策

(1) 下水道施設に浸水をきたした場合には、土のう等により浸水を阻止するとともに必要

に応じて可搬ポンプ等により、施設内排水を行い、施設の機能を保持する。

(2) 下水処理場、ポンプ場等が停電した場合は、自家発電設備の整備及び断水時のポンプ

冷却水の確保のための循環方式の採用や改良を行うとともに、燃料・冷却水等を常時確

保し、下水処理及び下水排除に万全を期する。

(3) ポンプ場の破壊により排水不能の事態が発生した場合には、移動式ポンプを配置して

排水に努める。

第２ 応急復旧用資材の確保

応急復旧に必要な最小限の資材を確保するものとし、災害の規模により多くの資材を必要

とする場合には、市内の各業者から緊急調達するとともに、必要に応じて近隣自治体にも協

力を求める。

第３ 応急復旧対策

(1) あらかじめ定める動員計画に基づき、災害復旧に必要な要員を確保し、応急対策を実

施する。

(2) 応急復旧等が実施責任者のみでは困難な場合には、関連事業者、近隣市町又は県に応

援を要請する。

下水管きょ及びポンプ施設の被害に対し、汚水、雨水のそ通、排除に支障のないように

応急措置を講じ、また、機能の回復を図って排水の万全を期するとともに、処理施設の被

害に対しても応急修理を行い、下水の円滑な処理をする。

項目 担当部班等

第１ 下水道施設対策
災対建設部 下水道班

災対地域部
第２ 応急復旧用資材の確保

第３ 応急復旧対策
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第３項 交通施設の応急対策

活動方針

項目及び担当部班等

第１ 実施体制

公共交通機関においては、各社の定めるところにより、災害対策等のための組織を設置し、

応急対策を行う。

市は、各社と連携し、公共交通に関する情報（交通機関の運行状況、不通箇所、開通見込日

時、道路交通状況等）を共有するとともに、住民等への広報に努める。

被災の状況を迅速に把握し、適切な初動態勢のもとに被災列車・船舶等の旅客に対する

救援救護を最優先に行う。また、鉄道・桟橋等の施設被害の応急措置をとり、輸送業務を

早急に復旧する。なお、旅客及び公衆の動揺、混乱の発生防止のため、適切な情報発信に

努める。

項目 担当部班等

第１ 実施体制 旅客、貨物運送業者

災対建設部 交通対策班

区分 路線名 運行事業者 担当部署 電話番号

民

間

路

線

等

ＪＲ山陽本線 西日本旅客鉄道株式会社広島支社 企画課 代表(082)261-2252

広島電鉄（宮島線） 広島電鉄株式会社 西広島営業所 (082)276-1056

宮島航路 宮島松大汽船株式会社 (0829)44-2171

ＪＲ西日本宮島フェリー株式会社 (0829)56-2045

広電バス 広島電鉄株式会社（バス）バス業務課 (082)221-4381

メイプルライナー 株式会社宮島カープタクシー (0829)55-1112

ほっとバス ＮＰＯ法人ほっと吉和 (0829)77-2883

楽楽キャブ 廿日市市大野第一区

市

自

主

運

行

バ

ス

廿日市さくらバス

宮内ルート・西循環

株式会社廿日市カープタクシー (0829)32-7211

廿日市さくらバス

佐方ルート・原ルート

廿日市交通株式会社 (0829)32-8989

おおのハートバス 株式会社ささき観光 廿日市営業所 (0829)55-0110

佐伯さくらバス玖島線 佐伯交通有限会社 (0829)74-1005

佐伯デマンドバス

玖島・友和線、所山線

佐伯さくらバス浅原線 有限会社津田交通 (0829)72-0338

佐伯デマンドバス

浅原線、飯山・中道線

吉和さくらバス
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第４項 電力施設の応急対策

活動方針

項目及び担当部班等

第１ 実施体制

１ 基本方針

災害時において電力を円滑に供給するため、被害状況を早期かつ的確に把握し、要員及

び資機材を確保するとともに、応急復旧を迅速に実施する。

２ 災害対策本部等の設置

各種の災害により電力施設が被災した場合又はそのおそれのある場合は、関係事業所に

災害対策本部を設置する。

３ 情報の収集及び伝達

災害対策本部は、通話の確保を図り情報の収集と伝達を行う。通信方法は、社内電話、

局線電話、移動無線及びファックス等の施設を利用する。

４ 災害時における危険防止措置

災害時において感電等の危険があると認められる場合は、直ちに当該範囲に対し、送電

遮断等の適切な危険予防措置を講ずる。

５ 電力復旧方針

(1) 優先的に復旧する設備・施設

① 供給側

ア 火力発電設備

イ 超高圧系統に関連する送変電設備

② 需要側

ア 人命にかかわる病院

イ 災害復旧の中枢となる災害対策本部、官庁、警察、ガス、水道、交通、通信等の機

関

ウ 民心の安定に寄与する報道機関、避難施設

非常災害に際して、諸施設の被害を最小限にするとともに、被害の早期復旧を図ること

により公共的機能を保持する。

項目 担当部班等

第１ 実施体制

中国電力ネットワーク株式会社第２ 要員及び資材等の確保

第３ 広報サービス体制
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(2) 復旧方法

① 発変電設備

発電所は、供給力確保を重点に災害発生後の需給状況、被害状況等を勘案し、また、

変電所は、重要度及び被害状況等を勘案して早期復旧を図る。

② 送配電設備

被害を受けた路線の重要度、被害状況等を勘案し、保安上支障のない限り他ルート

からの送電等で、順次送電区域を拡大しながら早期復旧を図る。

第２ 要員及び資材等の確保

１ 要員の確保

発災後、復旧要員を確保するとともに、必要に応じ、請負工事会社、他事業所等への応

援を依頼する。

２ 資材等の確保

発災後、復旧用資機材が不足する場合は、他事業所等へ融通を依頼する。

第３ 広報サービス体制

本社、支社及び各営業所に災害対策本部を設置し、復旧見込み等を把握するとともに、ホ

ームページ等の掲載による広報サービス体制の充実に努める。

１ 市民に対する広報サービス

(1) 災害時におけるＰＲ

電気の復旧状況、公衆感電事故防止ＰＲを主体とした広報ＰＲを、ＰＲ車及びテレビ、

ラジオ等の報道機関その他を通じてＰＲする。

(2) 相談窓口の開設

被災地区における市民の電気相談及び公衆感電事故防止を図るため、速やかに相談窓

口を設置する。

２ 防災機関との協調

地区復旧体制への協力と被害状況の把握のため、防災機関へ防災情報の提供、収集等を

行い、連携の緊密化を図る。

(1) 市との連携

営業所対策本部は、停電に関する情報を適時、市へ提供するものとし、市は、広報

車、防災行政無線等の方法により停電情報を住民に周知する。市は、営業所対策本部に

対し、復旧活動等に必要な道路等の被災状況について情報提供する。
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第５項 電気通信サービスの応急対策

活動方針

項目及び担当部班等

第１ 実施体制

非常災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、当該災害の規模その他の状況

により災害応急対策及び災害復旧を推進するため、特に必要と認めたときは、西日本電信電

話株式会社においてグループ会社一体となった災害対策本部を設置する。

第２ 応急対策

１ 重要通信の確保

(1) 通信の利用制限

災害等により被災地に向けた通信が著しく混み合い、正常な疎通が困難となった場合、

電気通信事業法に基づき通信の利用を制限（規制）する措置を行う。

(2) 重要通信の優先利用

防災関係機関については、通信の利用制限（規制）の対象としない「災害時優先電話」

の承認を受けておく。

非常電報・緊急電報「１１５」

２ 非常通信の確保

(1) 特設公衆電話の設置

災害救助法等が適用された場合、孤立地域、指定緊急避難場所・指定避難所等に特設

公衆電話を設置する。

・ 臨時電話の設置

(2) 公衆電話の無料化

広域停電時には、既設公衆電話の無料化を実施する。

(3) 携帯電話及び衛星携帯電話の貸出し（ＮＴＴドコモ）

３ 通信設備の応急復旧

災害を受けた通信設備は、できるだけ早くかつ的確に復旧を実施する。

災害時において可能な限り電気通信サービスを維持し、重要通信を疎通させるよう、防

災業務の推進と防災体制の確立を図るとともに、応急復旧を迅速かつ的確に実施し、通信

サービスの確保を図る。

項目 担当部班等

第１ 実施体制
西日本電信電話株式会社

第２ 応急対策
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４ 災害用伝言ダイヤル「１７１」の運用（ＮＴＴ西日本）

震度６弱以上の地震等の発生により被災地に向けた通信が著しく混み合い、正常な疎通

が困難となった場合に、安否等の情報を円滑に伝達する災害用伝言ダイヤル「１７１」及

び災害用伝言板「Ｗｅｂ１７１」を速やかに運用する。また、災害用伝言ダイヤル「１７

１」及び災害用伝言板「Ｗｅｂ１７１」を運用した場合、必要に応じ、報道機関、自治体等

の協力により、テレビ、ラジオ、防災行政無線等で利用案内を依頼する。

５ 災害用伝言板の運用（ＮＴＴドコモ）

震度６弱以上の地震の発生時及びその他の災害等により被災地のドコモ携帯電話に向けた電

話が混み合ってかかりにくくなり、著しい通信の輻輳が発生した場合に安否等の情報を円滑

にする、災害用伝言板を速やかに運用する。

また、災害用伝言板を運用した場合、必要に応じ、報道機関、自治体等の協力により、テレ

ビ、ラジオ、防災行政無線等で利用案内を依頼する。

６ 広報活動

(1) 広報車による広報活動を行う。

① 被災地区と被災模様

② 復旧のための措置と復旧見込み時期

(2) 掲示板等による広報

(3) 必要に応じてテレビ、ラジオ等による放送を報道機関に、防災行政無線等による放送

を行政機関に依頼する。

要請先：０８２－５１１－１３７７

応答先：設備部 災害対策室

７ 災害時の通信設備の電源確保

災害発生による通信設備の電源供給停止時の応急電源確保のため、必要に応じて中国総

合通信局に移動電源車の貸し出しを要請する。



第３章 第１３節 第６項

285

第６項 ガス施設の応急対策

活動方針

項目及び担当部班等

第１ 実施体制

災害発生時には、「広島ガス株式会社保安規程（以下「保安規程」という。）及び「広島ガ

ス株式会社保安業務規程」（以下「保安業務規程」という）に基づき、広島ガス災害対策本部

を本社内に設置し、廿日市市災害対策本部等との連携、協力のもとに応急対策を実施する。

ただし、緊急を要する場合は、廿日市市災害対策本部等からの連絡の有無にかかわらず広

島ガス災害対策本部において、「保安規程」及び「保安業務規程」等に従い、応急対策を実施

する。

第２ 災害に関する情報の収集及び伝達

災害時における気象の予警報並びに各種の情報及び報告などを、迅速かつ確実に受領伝達

し、非常事態に対する防災措置の適切な実施を図る。

第３ 災害時における広報宣伝

災害が発生した場合、又はそのおそれのある場合は、ガス事業の公共性、特殊性等を十分

自覚し、人心の安定と被害の拡大防止を図るため、お客様・官庁等に対し、ホームページへ

の掲載など、インターネットを利用しての迅速かつ適切な広報活動を実施するとともに、テ

レビ、ラジオ等の報道機関にも広報依頼を行う。

第４ 応急対策の要員及び物資の確保

１ 応急対策の要員確保

災害応急対策活動に必要な要員を平素から把握しておき、非常体制の発令時には、保安

統括者又は、保安主任者が、動員編成表により動員する。

自然災害及び大規模なガス事故等によりガス施設に被害が生じた場合には、二次災害の

発生を防止するとともに速やかに応急復旧を実施し、ライフラインとしての機能を維持す

る。

項目 担当部班等

第１ 実施体制

広島ガス株式会社

第２ 災害に関する情報の収集及び伝達

第３ 災害時における広報宣伝

第４ 応急対策の要員及び物資の確保

第５ 災害時における応急工事及びガスの保安

第６ その他災害対策の緊急措置
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２ 応急対策用物資の確保

災害復旧を行うための物資については、「保安規程」及び「保安業務規程」等に基づき、

早期復旧を図るため必要な器材を備えておく。

第５ 災害時における応急工事及びガスの保安

１ 災害時における応急工事

災害時には、被災施設の状況を速やかに調査把握し、主要供給路線、橋りょう架管、整

圧器及び製造設備の復旧は、恒久対策工事を原則として実施するが、ガス事業の公共性、

特殊性から供給不良、不能の地区に対する工事については、原則にとらわれず、最良で迅

速な応急工法で対処し、仮工事か完全復旧工事にするかは、被災状況、施設の重要度及び

緊急度等に応じて、その都度決定する。

２ ガスの保安

ガスの導管が被災のため折損し、ガスが漏洩するおそれのある場合は、「保安規程」及

び「保安業務規程」等に基づき、漏洩防止対策を速やかに実施する。

第６ その他災害対策の緊急措置

災害の規模が大きく、応急工事の実施が困難な場合は、他の関係業者へ応援を要請する。
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第７項 都市ガス災害対策

活動方針

項目及び担当部班等

第１ 連絡通報

(1) ガス漏れを発生させた者、又は発見した者は、速やかに一般ガス導管事業者に通報す

る。この場合、ガス漏れにより爆発若しくは火災が発生し、又は発生するおそれがある

と認められるときは、消防機関及び警察機関へもあわせて通報する。

(2) ガス漏れの通報を受けた一般ガス導管事業者は、必要に応じて消防機関、警察機関、

電気事業者及び通信事業者へ通報する。

(3) 消防機関、警察機関、電気事業者及び通信事業者は、相互に連絡通報する。

（火災・爆発）

都市ガスに係る災害は、一次災害と、その後のガス漏洩等によって起きる二次災害に対

処しなければならないため、必要な情報を収集するとともに、検知、バルブ操作等を供給

事業者と協力して実施する。

項目 担当部班等

第１ 連絡通報 ガス事業者

第２ 出動体制

第３ 現場における連携体制

第４ 任務分担

第５ ガスの遮断

第６ 電路の遮断

発
見
者
等

消防機関

ガス事業者

相
互
に
連
絡

（
ガ
ス
事
故
の
状
況
）

警察機関

電気事業者

通信事業者
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第２ 出動体制

ガス事業者、消防機関、警察機関、電気事業者及び通信事業者は、それぞれ出動体制を整

備確立し、この情報を相互に交換し、共有する。

第３ 現場における連携体制

現場に到着した防災関係機関は、相互に連携するとともに、消防機関が到着した場合は、

消防長を中心に相互に協力する。

第４ 任務分担

現場における防災関係機関の主な任務分担は、原則として次のとおりとする。

(1) 警戒区域の決定及び解除 → 消防機関

(2) 避難誘導 → 消防機関及び警察機関

(3) 交通規制 → 警察機関

(4) ガスの遮断及び復旧 → 一般ガス導管事業者

(5) 電力の遮断及び復旧 → 電気事業者

(6) 電話ケーブルの遮断及び復旧 → 通信事業者

第５ ガスの遮断

ガスの遮断は、原則として一般ガス導管事業者が行うが、消防機関が一般ガス導管事業者

よりも先に到着した場合等でガス爆発等のガスの災害の発生を防止するため、やむを得ない

ときは、廿日市市消防本部が、ガスの遮断を行うことができる。

なお、遮断後のガスの供給再開は、二次災害の発生を防止するため一般ガス導管事業者が

行うとともにホームページ等に掲載し情報提供に努める。

第６ 電路の遮断

電路の遮断は、電気事業者が消防機関と協議した後に実施する。この場合、ガスの漏洩状

況、電気器具の設置位置等の情報を収集し、遮断による漏洩ガスへの着火に留意するととも

に、病院等遮断により重大な影響を受ける施設の有無等を調査する。

なお、遮断後の電気の供給再開は、二次災害の発生を防止するため電気事業者が行う。
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第８項 その他施設の応急対策

活動方針

項目及び担当部班等

第１ 防災重点ため池対策

市は、管理者等による応急措置では十分に安全を確保できない場合、防災上必要な措置を

行う。

市での措置が極めて困難な場合などにおいては、県へ災害対策基本法に基づく応援の要

請を検討する。

第２ 空家対策

市は、災害時に、適切な管理のなされていない空家等に対し、緊急に安全を確保するため

の必要最小限の措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応急措置

の支障となる空家等の全部又は一部の除却等の措置を行う。

その他施設の被災によって起きる二次災害を未然に防止するため、関係機関と連携し対

処する。

項目 担当部班等

第１ 防災重点ため池対策 災対産業部 農林水産班

災対建設部 住宅営繕班第２ 空家対策
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第１４節 農業対策

活動方針

項目及び担当部班等

第１ 農業用施設及び農作物に対する応急措置

１ 農地及び農業用施設に対する措置

(1) 農業用ため池、用水路等が決壊又は氾濫のおそれがある場合の排水施設の保全、ため

池の警戒及び農業用水路の取水樋門立切の排水等の応急措置については、地元農業団体

の協力を得て実施する。

(2) 農業用ため池あるいは河川等の決壊、氾濫により農業用施設に被害を受けたときは、

農業団体の協力を得て応急復旧を実施するとともに、農地に冠水した場合は、移動ポン

プを活用して排水活動を実施する。

なお、資機材が不足するときは、県に協力を要請する。

２ 農作物に対する措置

被害の実態に応じ、農業協同組合及び県に対し技術の指導を依頼する。

なお、苗及び種子の確保についても、農業協同組合、国及び県へ協力を要請する。

第２ 家畜に対する応急措置

災害発生時に急速にまん延するおそれのある家畜感染症を防止するため、次の措置を講ず

る。

１ 家畜の調査

被災地及び指定緊急避難場所・指定避難所における患畜の早期発見に努める。

２ 防疫指導及び防疫作業

被災畜舎、その他に家畜感染症が発生した地区又は発生のおそれがある汚染地区に対し、

消毒を実施するとともに、清潔を保つ方法の指導及び防疫薬剤の配布を行う。

また、当該区域内において飼養される家畜に対し、必要に応じて技術者を緊急派遣し、

予防注射を実施する。

３ 飼料の確保

災害時に緊急を要する飼料は、国、県に対し放出を依頼するとともに、民間飼料会社保

蔵分並びに非災害地の農業畜産団体等保有分の融通を受け、必要量を確保する。

災害による農地、農業用施設、農作物、家畜及び林産物等に対する被害防止並びに被害

の軽減対策を実施する。

項目 担当部班等

第１ 農業用施設及び農作物に対する応急措置 災対産業部 農林水産班

災対地域部第２ 家畜に対する応急措置
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第１５節 海上における大量流出油等災害応急対策

活動方針

項目及び担当部班等

第１ 船舶災害

１ 目的

船舶の衝突、乗揚、転覆、火災、爆発、浸水、機関故障等の海難による多数の遭難者、

行方不明者、死傷者等を伴う災害が発生した場合における被害の拡大を防止し被害の軽減

を図るため、各防災関係機関の実施事項を明確化し、かつ、防災関係機関相互の緊密な協

力体制を確立することにより、迅速かつ効率的な各種応急対策を実施することを目的とす

る。

２ 情報の伝達

船舶災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合の通報、連絡体制は、原則と

して次のとおりとする。

(1) 広島海上保安本部

船舶災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合、第六管区海上保安本部は

県、関係市町、消防、警察等防災関係機関に連絡する。また、外国船舶に係る災害にお

いては、必要に応じ税関・出入国在留管理局・検疫所等の関係機関にも連絡を行う。

(2) 県

県は、第六管区海上保安本部等から受けた情報を関係市町、防災関係機関に連絡す

る。

(3) 市

市は、当該区域内に被害が発生したときは、人的被害の状況等の情報を収集し被害の

把握に努め、これらの被害情報を県に報告するとともに、海上保安部署・警察署等に連

絡する。

船舶又は海洋施設等から、海上に大量の油等が流出した場合、沿岸住民の生命、身体、

財産、衛生等に対する被害を防止するとともに、その拡大を防止する。

項目 担当部班等

第１ 船舶災害
関係部班

第２ 大量流出油等災害
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３ 実施責任者及び実施事項

(1) 海難船舶、船舶所有者等

① 事故発生及び被害状況の連絡

② 避難誘導等の応急対策活動

③ 被災船舶や乗船者等に関する情報の提供

(2) 第六管区海上保安本部

① 情報の収集及び連絡・通報

② 活動体制の確立

③ 捜索活動

④ 救助・救急活動

⑤ 消火活動

⑥ 自衛隊に対する災害派遣要請

⑦ 海上交通安全の確保

⑧ 合同調整所での調整

⑨ その他の災害応急活動

(2) 広島県

① 情報の収集及び連絡・通報

② 各種防災体制への移行

③ 自衛隊に対する災害派遣要請

④ 救助・救急活動

⑤ 医療救護活動

⑥ 合同調整所での調整

⑦ その他の災害応急対策

関係保安部署

関 係 機 関第六管区海上保安本部海上保安部署海

難

船

舶

・

発

見

者

等

自 衛 隊

市・消防機関 広 島 県 関 係 機 関

関 係 市 町

関係消防機関

警 察 署 県 警 察 本 部 関 係 警 察 署
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(3) 市

① 情報の収集及び連絡・通報

② 各種防災体制への移行

③ 救助・救急活動

④ 医療救護活動

⑤ 一時避難所の設置及び運営

⑥ 合同調整所等での調整

⑦ その他の災害応急対策

(4) 県警察

① 情報の収集及び連絡・通報

② 海岸沿いにおける捜索活動

③ 救出救助活動

④ 交通規制

⑤ 合同調整所での調整

⑥ その他の災害応急活動

(5) 消防機関

① 情報の収集及び連絡・通報

② 捜索活動

③ 救助・救急活動

④ 消火活動

⑤ 合同調整所での調整

⑥ その他の災害応急活動

(6) 医療機関（日本赤十字社広島県支部、広島県医師会、災害拠点病院等）

① 医療救護班の派遣等による医療救護活動

② その他の災害応急活動

(7) 自衛隊

① 県又は第六管区海上保安本部による災害派遣要請に基づく活動

② 合同調整所での調整

③ その他の災害応急活動

第２ 大量流出油等災害

１ 目的

船舶又は海洋施設等から、海上に大量の油等が流出した場合における被害を局限するた

め、各防災関係機関の実施事項を明確化し、かつ、防災関係機関相互の緊密な協力体制を

確立することにより、迅速かつ効率的な各種応急対策を実施することを目的とする。

２ 情報の伝達

海上において大量の油等の流出事故が発生した場合、又は発生するおそれがある場合の

通報、連絡体制は、原則として次のとおりとする。
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３ 実施責任者及び実施事項

(1) 油流出船舶及び施設の管理者等

① 油等の排出の通報

② 防除措置の実施

(2) 広島海上保安部

① 情報の収集及び連絡・通報

② 流出油等の拡散、性状等の調査、評価及び関係機関への情報提供

③ 防除措置義務者への指導等

④ 活動体制の確立

⑤ 流出油等の防除作業

ア 拡散防止措置

イ 回収措置

ウ 化学的処理

⑥ 防災関係機関への協力要請

⑦ 海上交通安全の確保及び危険防止措置

⑧ 指定海上防災機関への指示

⑨ その他の応急対策

(2) 広島県

① 情報の収集及び連絡・通報

② 各種防災体制への移行

③ 漂着油の除去作業等

④ 自衛隊に対する災害派遣要請

⑤ 回収油等の処理

⑥ その他の応急対策

海

難

船

舶

・

発

見

者

等

指定海上防災機関

中国地方整備局

自 衛 隊

関 係 機 関

排出油の防除に関する協議会
関 係 保 安 部 署

第六管区海上保安本部海上保安部署

漁業協同組合

関 係 市 町

市 広 島 県

関 係 警 察 署県 警 察 本 部警 察 署
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(3) 市

① 情報の収集及び連絡・通報

② 各種防災体制への移行

③ 漂着油の除去作業等

④ 警戒区域の設定及び立入禁止等の措置

⑤ 回収油等の処理

⑥ その他の応急対策

(4) 警察

① 情報の収集及び連絡・通報

② 避難誘導・広報

③ 警戒区域及び周辺区域の交通対策

④ その他流出油等の防除作業などの応急対策

(5) 中国地方整備局

① 情報の収集及び連絡・通報

② 流出油等の防除作業

③ その他の応急対策
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第４章 災害復旧計画

第１節 被災者等の生活再建の支援及び生業回復等の資金確保

活動方針

項目及び担当部課等

該当資料・様式

第１ 罹災証明書の交付・被災者台帳の作成等

１ 各種調査の住民への周知

税務班は、被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定

調査など、住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調

査の必要性や実施時期の違い、民間の保険損害調査との違い等について、被災者に明確に

説明する。

２ 被災者台帳の整備

税務班は、「第２章 第９節 第２項」に規定する住家被害認定調査に基づき、被災者

の被害状況を整理した被災者台帳に、各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を

一元的に集約し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努める。

なお、被災者台帳を整備する際には、必要に応じて被災者支援システムを活用するとと

被災者の生活再建及び生業回復のため、市民へ各種支援措置等の広報を行うとともに、

関係機関及び各種金融機関の協力のもとに、現行の法令及び制度の有機的な運用を行い、

所要資金の確保や手続きの迅速化に努める。また、各種の支援措置等を早期に実施するた

め、罹災証明の交付体制を確立させる。

項目 担当部班等

第１ 罹災証明書の交付・被災者台帳の作成等
災対事務局 資源管理班、税務班

災対地域部

第２ 被災者生活再建支援金等の支給 災対健康福祉部 健康福祉総務班

第３ 災害弔慰金等の支給 災対健康福祉部 健康福祉総務班

第４ 災害融資制度
災対健康福祉部 健康福祉総務班

災対建設部 建築指導班

第５ 市税の減免等 災対事務局 税務班、災対地域部

第６ 各種支援措置等による支援

様式 生業資金貸付台帳

様式 被災者台帳

様式 罹災証明願・罹災証明書
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もに、整理すべき内容・項目等については、内閣府「被災者台帳の作成等に関する実務指

針」を参考にする。

３ 罹災証明書の交付

資源管理班は、被災者が各種の支援措置を早期に受けられるよう、被害認定調査結果に

基づき、罹災証明書の交付の体制を確立し、遅滞なく、住家等の被害の程度を調査し、被

災者に罹災証明書を交付する。

(1) 罹災証明の対象

罹災証明は、災害対策基本法第２条第１号に規定する災害により被害を受けた家屋に

ついて、次の項目の証明を行う。なお、住家以外の場合で証明の必要なときは、罹災証

明書の摘要欄にその旨の記載をする。あるいは、被災の程度を限定しない「被災証明

書」を交付する。

① 全壊、大規模半壊、半壊、一部破損

② 床上浸水、床下浸水

③ 全焼、半焼

(2) 罹災証明書の申請、交付状況の管理

罹災証明書の交付は、災害により被害を受けた家屋の使用者、所有者からの「罹災証

明願」（様式 44）に基づく申請による。また、罹災証明書の交付状況を管理するため被

災者台帳等に記録しておく。

第２ 被災者生活再建支援金等の支給

被災者生活再建支援法（平成10年法律第66号）に基づき、被災者生活再建支援金を支給す

る。また、同法が適用されない場合は、被災者生活再建支援補助金交付要綱（平成13年告示

第36号）に基づき、被災者生活再建支援補助金を支給する。

１ 対象となる自然災害

(1) 被災者生活再建支援金

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他異常な自然現象により生ずる

被害であり、対象となる災害の程度は、次のとおりである。

① 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号のいずれかに該当する被害が発生

した市町の区域に係る自然災害

② 10以上の世帯の住居が全壊した被害が発生した市町区域に係る自然災害

③ 100以上の世帯の住宅が全壊した被害が発生した県の区域に係る自然災害

(2) 被災者生活再建支援補助金

県内に被災者生活再建支援法が適用される市町が１以上ある自然災害で、本市に同法

が適用されない場合の自然災害

２ 対象世帯等

(1) 住宅が全壊した世帯
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(2) 住宅が半壊又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯

(3) 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯

(4) 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯（大規模半壊

世帯）

(5) 住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を

含む相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯（中規模半壊世帯）

３ 支給金の支給額等

(1) 住宅の被害程度に応じて支給する基礎支援金及び基礎支援補助金

※ 世帯人数が１人の単数世帯は、各該当欄の金額の３／４の額

(2) 住宅の再建方法に応じて支給する加算支援金及び加算支援補助金

※ 世帯人数が１人の単数世帯は、各該当欄の金額の３／４の額

第３ 災害弔慰金等の支給

１ 法律及び条令に基づく支給

災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号）及び災害弔慰金の支給等に関

する条例（昭和49年条例第22号）に基づき、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給を行う。

区分 全壊 解体 長期避難 大規模半壊

被災者生活再建

支援金
1,000,000円 1,000,000円 1,000,000円 500,000円

被災者生活再建

支援補助金
500,000円 500,000円 500,000円 250,000円

区分 建設・購入 補修 賃借(公営住宅以外)

被災者生活再建

支援金（全壊・

大規模半壊）

2,000,000円 1,000,000円 500,000円

被災者生活再建

支援金（中規模

半壊）

1,000,000円 500,000円 250,000円

被災者生活再建

支援補助金
1,000,000円 500,000円 250,000円

種 類 対 象 災 害 対 象 者 支 給 額

災害弔慰金

(1) 一の市町村で住居

が５世帯以上滅失した

災害

死亡した者の遺族

配偶者、子、

父母、孫、祖父母

(1) 主たる生計維持者の

死亡 500万円

(2) その他 250万円
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（注）死亡者が、その死亡に係る災害に関し、既に災害障害見舞金の支給を受けている場合

の災害弔慰金の額は、当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

２ 廿日市市災害見舞金等支給要綱に基づく支給

災害により被災した市民に対し、廿日市市災害見舞金等支給要綱（平成３年告示第55号）

に基づき見舞金及び弔慰金を支給する。

(1) 対象災害

風水害、地震、火災、その他これらに類する災害

(2) 見舞金等の額

（注１）災害弔慰金の支給等に関する条例に基づいて災害弔慰金が支給される場合は、この

要綱に基づく弔慰金は支給しない。

（注２）一部損壊など上記区分に該当しない被害に対する見舞金等は、災害の規模等により、

その都度判断し、市長が別に定める。

第４ 災害融資制度

１ 災害援護資金等の貸付

(1) 対象災害

広島県下において災害救助法が適用された市町がある場合の災害

(2) 貸付対象者

世帯における前年の所得金額が、次表各世帯人員ごとに定める金額未満で世帯主がお

おむね１月以上の療養を要する負傷を受けた世帯又は住居若しくは家財に一定程度の損

傷を受けた世帯

種 類 対 象 災 害 対 象 者 支 給 額

災害障害見舞金

(2) 都道府県内におい

て災害救助法が適用さ

れた市町村がある場合

の災害

(3) その他厚生労働大

臣が定める災害

災害弔慰金の支給等

に関する条例、災害

弔慰金の支給等に関

する法律別表に掲げ

る程度の障害を受け

た者

(1) 主たる生計維持者

250万円

(2) その他 125万円

区 分 １ 世 帯

見舞金

全壊、全焼、流失
単身世帯 30,000円

２人以上世帯 50,000円

半壊、半焼
単身世帯 20,000円

２人以上世帯 30,000円

床上浸水
単身世帯 10,000円

２人以上世帯 20,000円

１月以上医師の治療を受ける負傷をした場合 30,000円

弔 慰 金 １人につき 100,000円
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(3) 貸付限度

※市長が特に必要と認めたときは、（ ）内の金額とする。

(4) 貸付条件

① 償 還 期 間 ：10年以内（据置期間含む）

② 据 置 期 間 ：３年（特別の場合は５年）

③ 利率（年利）：保証人を立てる場合は無利子

保証人を立てない場合は１％（据置期間は無利子）

④ 保 証 人 ：連帯保証人１名

⑤ 申 込 窓 口 ：申し込みは、災対健康福祉部健康福祉総務班へ行う。

２ 生活福祉資金の貸付

災害により被害を受けた低所得世帯等に対し、その経済的自立と生活意欲の助長促進を

図り安定した生活を営めるよう、生活福祉資金貸付制度要綱（平成２年10月１日施行）に

基づく生活福祉資金制度について案内するなど、廿日市市社会福祉協議会と連携し、利用

に繋げる。

世帯人員 前 年 度 の 所 得 金 額

１人 220万円未満

２人 430万円未満

３人 620万円未満

４人 730万円未満

５人以上
730万円にその世帯の属する者のうち４人を超える１人につき30万円加

算した額未満

ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、世帯人員にかかわらず1,270万円未

満とする。

世帯主の負傷区分 被 害 の 程 度 金額

世帯主に１箇月以

上の療養を要する

負傷がない場合

住居の損害がなく、家財の損害がその家財価格の1/3
以上

150万円

住居の半壊
170万円

(250万円)

住居の全壊
250万円

(350万円)

住居の全体の滅失又は流失 350万円

世帯主に１箇月以

上の療養を要する

負傷がある場合

住居の損害がなく、家財の損害がその家財価格の1/3
未満

150万円

住居の損害がなく、家財の損害がその家財価格の1/3
以上

250万円

住居の半壊
270万円

(350万円)

住居の全壊 350万円
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（注１）災害弔慰金の支給等に関する条例に基づいて、災害援護資金の貸付が行われた場

合は、この要綱に基づく災害援護資金の貸付は行われない。

（注２）申し込みは、廿日市市社会福祉協議会へ行う。

３ 住宅復旧融資

災害により住宅に被害を受けた者に対し、住宅金融支援機構法（平成 17 年法律第 82 条）

の規定により住宅金融支援機構が「災害復興住宅資金の貸し付け」を実施することを決定

した場合には、建設資金、購入資金又は補修資金の融資条件（限度額・利率・償還期間な

ど）を把握し、災害復興住宅資金の相談に応じる。

第５ 市税の減免等

災害により被災した納税義務者に対し、廿日市市税条例（昭和31年条例第29号）等の定め

るところにより、市民税及び固定資産税の減免並びに市税の徴収猶予等を行う。

１ 市税の減免

(1) 市民税

① 納税義務者が死亡又は障がいを受けた場合

② 自己の所有に係る住宅又は家財等に被害を受けた場合

減免額は、損害の程度に応じて、被害を受けた日の属する年度（その翌年度の賦課

期日（１月１日）以降に災害が生じた場合は、当該年度及び翌年度）において、当該被

害を受けた日以後に到来する納期限に係る税額（特別徴収の方法によって徴収される

ものにあっては、当該被害を受けた日の属する月以後の月割額）に、それぞれ同表の

減免の割合を乗じて得た額である。

(2) 固定資産税の減免

① 農地又は宅地

資金の種類 貸付限度 利率（年利） 償還期間

生活福祉資金

（ 災 害 援 護 資

金・住宅資金）

150万円以内

連帯保証人あり 無利子

連帯保証人なし 1.5％

（据置期間経過後）

７年以内

（据置期間６か月以内）

対 象 と な る 者 減免の割合

死亡した者 100％

障がい者となった者 90％

損害の程度 前年中の合計所得金額 減免の割合

50％以上

500万円以下 100％

500万円超、750万円以下 50％

750万円超、1,000万円以下 25％

30％以上

50％未満

500万円以下 50％

500万円超、750万円以下 25％

750万円超、1,000万円以下 12.5％
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農地又は宅地以外の土地については、農地又は宅地の場合に準じて減免できる。

② 家屋

償却資産については、家屋の場合に準じて減免できる。

減免額は、損害の程度に応じて、被害を受けた日の属する年度（その翌年度の賦課

期日（１月１日）以降に災害が生じた場合は、当該年度及び翌年度）において、当該被

害を受けた日以後に到来する納期限に係る税額に、それぞれ同表の減免の割合を乗じ

て得た額である。

(3) 国民健康保険税

① 納税義務者が障がいを受けた場合

② 納税義務者及び同世帯の被保険者の所有に係る住宅又は家財等に被害を受けた場合

減免額は、損害の程度に応じて、被害を受けた日の属する年度（その翌年度の賦課

期日（１月１日）以降に災害が生じた場合は、当該年度及び翌年度）において、当該被

害を受けた日以後に到来する納期限に係る税額に、それぞれ同表の減免の割合を乗じ

て得た額である。

損 害 の 程 度 減免の割合

土地の面積の80％以上 100％

土地の面積の60％以上、80％未満 80％

土地の面積の40％以上、60％未満 60％

土地の面積の20％以上、40％未満 40％

損 害 の 程 度 減免の割合

全壊等により復旧不能のとき 100％

家屋の60％以上 80％

家屋の40％以上、60％未満 60％

家屋の20％以上、40％未満 40％

対 象 と な る 者 減免の割合

障がい者となった者 90％

損害の程度 前年中の合計所得金額 減免の割合

50％以上

500万円以下 100％

500万円超、750万円以下 50％

750万円超、1,000万円以下 25％

30％以上

50％未満

500万円以下 50％

500万円超、750万円以下 25％

750万円超、1,000万円以下 12.5％
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２ 徴収猶予等

被災した市民が災害のため市税の申告、その他書類の提出や納付（納入）を所定の期限

までに行うことができない場合は、地方税法、廿日市市税条例等の規定により、それぞれ

期限の延長や徴収猶予が認められる。

第６ 各種支援措置等による支援

市は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、

見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに、被災者が

容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努めるものとする。



第４章 第２節

304

第２節 被災者の生活確保

活動方針

項目及び担当部課等

第１ 生活関連物資の安定供給及び物価の安定対策

生活関連物資の安定供給及び物価の安定対策のために次の措置を実施し、被災者の生活確

保に努める。

(1) 価格及び需給動向の把握並びに情報の提供

(2) 関連業界への安定供給及び価格の安定に係る協力依頼

第２ 雇用の安定支援

大規模災害の発生後、被災した本市から一時的に各地へ避難する市民が多数発生すると想

定される。また、他県が被災した場合に避難者が転入してくることも予想される。市は、被

災者の生活基盤となる雇用の確保につながるよう、県、労働局と連携し情報提供や雇用支援

に努める。

実施方法については、本市から他自治体への避難者に対し、県を通じ市内及び近隣の求人

情報や就職面接会の情報を提供していくこととする。また、県外からの避難者に対し、県・

労働局と連携し、雇用情報の提供、就業相談等を実施する。

第３ 災害相談

１ 災害相談の実施

資源管理班等は、災害が長期化した場合において、被災者の精神面のケアを図るため、

健康相談、生活相談等を実施する。他の班においても、それぞれが掌握する災害対策業務

に基づき被災者に対する相談を実施する。

災害発生後、被災者がいち早く平常の生活ができるようにするためには、各種の支援策

が必要である。ここでは、生活関連物資の安定供給、物価の安定対策及び雇用の確保につ

いての各種支援策を定める。

項目 担当部班等

第１ 生活関連物資の安定供給及び物価の安定対策 災対産業部 産業振興班

第２ 雇用の安定支援 災対産業部 産業振興班

第３ 災害相談

災対事務局 資源管理班

災対健康福祉部

災対地域部

関係部班

第４ 被災者のメンタルケア対策
災対健康福祉部 健康福祉総務

班
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(1) 災害相談窓口の設置

資源管理班等は、災害の発生により、市民からの問い合わせが多数となった場合は、

市役所及び支所内にワンストップサービスの災害相談窓口を設置する。

(2) 災害相談窓口の業務内容

災害相談窓口においては、行方不明者の受付、罹災証明、税の減免、仮設住宅への入居

申請、応急修理の申請、医療相談、健康相談、生活相談等の市が実施する災害対策業務

の受付案内を行う。

(3) 関係機関の協力

災害相談の実施に当たっては、廿日市市社会福祉協議会等の関係団体や、廿日市市民

生委員児童委員協議会や、はつかいち災害救援ボランティアネットワーク等の民間団体

の協力を得る。

２ 広報紙等による再建支援情報の提供

資源管理班等は、生活再建支援にかかわる各班、県及び防災関係機関等からの情報（主

に次のようなもの）を集約し、臨時の広報紙の発行やホームページに掲載するなどして被

災者・被災事業者に情報提供を行う。

○融資、貸付に関する事項（例：住宅金融支援機構による融資など）

○公共料金の特例処置に関する事項

○税、使用料の減免に関する事項

○罹災証明等の交付に関する事項

○その他生活支援に関する事項

３ 各種申請の巡回受付活動の実施

被災後の各種申請（災害弔慰金等の支給・貸付、被災者生活再建支援金の支給、税の減

免等）の便宜を図るため、資源管理班は各班、県及び防災関係機関等の協力を得て避難所

等での巡回受付活動を必要に応じて実施する。

第４ 被災者のメンタルケア対策

災害に伴い、被災者は、心的外傷後ストレス症候群(ＰＴＳＤ)等さまざまな精神症状にお

ちいることがある。これらの症状に対しては、個別的な対策を行うことが必要であり、健康

福祉総務班は、広島県と連携して、次のような対策をできる限り早い時期に講ずる。

(1) 精神科医師、保健師等による巡回相談、電話相談の実施

(2) 広報紙等を通じた被災者への情報提供

(3) 市内施設等におけるメンタルヘルス対策



第４章 第３節

306

第３節 企業等の支援

活動方針

項目及び担当部課等

第１ 中小企業関係の融資

災害により被害を受けた中小企業等の復旧を資するため、株式会社日本政策金融公庫、商

工組合中央金庫、広島県県費預託融資制度、廿日市市中小企業融資制度などによる融資など

を行う。

第２ 農林漁業関係の融資

災害により被害を受けた農林漁業者等に対し、復旧を促進し、農林漁業の生産力の回復と

経営の安定を図るため、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置

法（昭和３０年法律第１３６号）、広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（昭和５

７年制定）、農林漁業金融公庫法（昭和２７年法律第３５５号）により融資する。

主な融資は次のとおりである。

１ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法関係

災害により被害を受けた企業等の復旧を促進し、生産力の回復と経営の安定を図る。

項目 担当部班等

第１ 中小企業関係の融資 災対産業部 産業振興班

第２ 農林漁業関係の融資 災対産業部 農林水産班

資金名 資金の種類 融資対象 貸付限度額
償還期間

（据置期間）

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法により指定され

た融資制度
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２ 広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱関係

資金名 資金の種類 融資対象 貸付限度額
償還期間

（据置期間）

農業災害

等特別対

策資金

被害農業者

救済資金

農業を営む者であ

って、農作物等の

損失額が平年農業

総収入額の10％以

上であることにつ

いて、市長の認定

を受けた者

個人 200万円

法人 1,000万円

又は農作物等の損失額のい

ずれか低い額

ただし、１農業者当たりの

最低融資額10万円

７年以内

(１年以内)

農業施設災

害特別資金

農業施設等に大き

な被害を受けたた

め、新たにこれと

同種の農業用施設

の取得、改良又は

果樹の植栽等を必

要とする農業を営

む者であって、そ

の旨を市長が証明

した者

１号資金（施設農機具等）

２号資金（果樹等の植栽）

３号資金（家畜の購入等）

農業近代化資

金助成法施行

令第２条の表

に規定する期

間

漁業災害

特別対策

資金

被害漁業者

救済資金

漁業を営む者であ

って、水産物等の

損失額が平年漁業

総収入額の10％以

上であることにつ

いて、市長の認定

を受けた者

個人 200万円

法人 1,000万円

又は、水産物等の損失額の

いずれか低い額

ただし、１漁業者当たりの

最低融資額10万円

７年以内

(１年以内)

漁業施設災

害特別資金

漁業を営む者であ

って、漁業施設等

に大きな被害を受

けたため、新たに

これと同種の漁業

用施設の造成、取

得、改良を必要と

する旨を市長が証

明した者

１号資金（漁船）

２号資金（漁船漁具保管修

理施設等）

３号資金（漁場改良造成用

機具等）

４号資金（漁具等）

５号資金（水産動植物の種

苗購入等）

漁業近代化資

金助成法施行

令第２条の表

に規定する期

間
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３ 農林漁業金融公庫法関係

（注）借入者の資格や利率等の詳細は、その都度問い合わせること。

資金名 資金の種類 融資対象 貸付限度額
償還期間

（据置期間）

災害資金 農業経営維

持安定資金

農業を営む者が当

面の経営立て直し

、経営維持のため

に必要とする資金

（農林水産業の所

得が、その他の所

得より大きいこと

。）

個人 200万円

法人 1,000万円

20年以内

(３年以内)

農業基盤整

備資金

農地、牧野又はそ

の保全・利用上必

要な施設の復旧

必要額の100％ 25年以内

(10年以内)
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第４節 施設災害復旧計画

活動方針

項目及び担当部課等

第１ 復旧計画

(1) 災害復旧に関しては現行の各種法令の規定により恒久的災害復旧計画を作成し、速や

かに応急復旧を実施するとともに早期着工、早期完成を図ることを目途とする。

(2) 施設の災害復旧に関する主な法律は次のとおりである。

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号）

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和25年法律第169号）

公立学校施設災害復旧費国庫負担法（昭和28年法律第247号）

道 路 法（昭和27年法律第180号）

河 川 法（昭和39年法律第167号）

砂 防 法（明治30年法律第29号）

地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）

森 林 法（昭和26年法律第249号）

海 岸 法（昭和31年法律第101号）

港 湾 法（昭和25年法律第218号）

漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）

公営住宅法（昭和26年法律第193号）

生活保護法（昭和25年法律第144号）

児童福祉法（昭和22年法律第164号）

老人福祉法（昭和38年法律第133号）

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）

知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）

売春防止法（昭和31年法律第118号）

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）

応急対策を実施した後、被害を受けた施設の復旧をできるだけ迅速に着工し短期間で完

了するよう努める。災害復旧については、再度災害の原因とならないよう、完全に復旧工

事を行うとともに、原形復旧にとどまらず、更に災害に関連した改良事業を行うなど施設

の向上に配慮する。

項目 担当部班等

第１ 復旧計画 災対建設部

土木対策班

関係部班

第２ 国の財政援助

第３ 激甚災害の指定
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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和37年法律第150号）

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律（昭和45年法律第136号）

海上交通安全法（昭和47年法律第115号）

第２ 国の財政援助

災害が発生した場合、速やかに災害復旧に必要な資金需要額を把握し、その財源確保に努

める。

市長（本部長）は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和37年

法律第150号。以下、「激甚法」という。）に基づく激甚災害の指定を受けるために県が実施

する調査等に協力し、早期に指定を受けられるように努める。

法律又は予算の範囲内において、国が全部又は一部を負担若しくは補助して行われる災害

復旧事業並びに激甚法に基づき援助される事業は、おおむね次のとおりである。

事 業
国 の 財 政 援 助

通 常 災 害 激 甚 災 害

公共土木施設災害復旧事業

（河川、道路、下水道等）

公共土木施設災害復旧

事業費国庫負担法

激甚災害に対処するための特

別の財政援助等に関する法律

（以下「激甚法」という。）第

３条第１項

公共土木施設災害関連事業 河川法、道路法等 同 上

都市災害復旧事業
公 園

公共土木施設災害復旧

事業費国庫負担法
激甚法第３条第１項

街路等 予算補助 －

公立学校施設災害復旧事業
公立学校施設災害復旧

費国庫負担法
激甚法第３条第１項

公営住宅災害復旧事業 公営住宅法 同 上

社会福祉施設災害復旧事業

生活保護施設

養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

身体障碍者社会参加支援施設

障害者支援施設、地域活動支援セ

ンター、福祉ホーム、障害福祉サ

ービスの事業の用に供する施設

婦人保健施設

生活保護法

児童福祉法

老人福祉法

身体障害者福祉法

障害者総合支援法

売春防止法

同 上

感染症予防施設災害復旧事業及び

感染症予防事業

感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療

に関する法律

同 上
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事 業
国 の 財 政 援 助

通 常 災 害 激 甚 災 害

たい積土砂排除事業

公共的施設区域内

公共的施設区域外

予算補助 同 上

湛水排除事業 －
激甚法第３条第１項及び第10

条

農地等災害復旧事業

農地、農業用施設、林道の災害復

旧事業及び農業用施設、林道の災害

関連事業

農林水産業施設災害復

旧事業費国庫補助の暫

定措置に関する法律

同 第５条

農林水産業共同利用施設災害復旧

事業
同 上 同 第６条

天災による被害農林漁業者等に

対する資金融通

天災による被害農林漁

業者等に対する資金の

融通に関する暫定措置

法

同 第８条

森林災害復旧事業 － 同 第11条の２

中小企業信用保険法による

災害関係保証の特例
中小企業信用保険法 同 第12条

事業協同組合等の施設の災害復旧

事業
－ 同 第14条

公立社会教育施設災害復旧事業 － 同 第16条

私立学校施設災害復旧事業 － 同 第17条

母子及び父子並びに寡婦福祉法に

よる国の貸付の特例

母子及び父子並びに寡

婦福祉法
同 第20条

水防資材費の補助 － 同 第21条

罹災者公営住宅建設事業 公営住宅法 同 第22条

公共土木施設､公立学校施設､農地

及び農林水産施設小災害復旧事業
－ 同 第24条

雇用保険法による求職者給付の支

給に関する特例

雇用保険法及び労働保

険の保険料の徴収等に

関する法律

同 第25条

上水道災害復旧事業 予算補助 予算補助

廃棄物処理施設災害復旧事業

（し尿処理施設、ごみ処理施設等）

災害等廃棄物処理事業

同 上 同 上
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第３ 激甚災害の指定

災害により甚大な被害があった場合、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関

する法律」（以下「激甚法」という。）に基づく激甚災害の指定を受けるため、県が行う激

甚災害及び局地激甚災害に関する調査等について協力する。

事 業
国 の 財 政 援 助

通 常 災 害 激 甚 災 害

公的医療機関災害復旧事業 予算補助 予算補助
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第５節 義援物資、義援金の受入れ及び配分

活動方針

項目及び担当部課等

第１ 義援金の受入れ及び配分

１ 義援金の受入れ

災害に際し、義援金の受入れを必要とする場合は、市は受付窓口を設置し、必要事項を

広報する。なお、関係機関は義援金専用の預貯金口座を設け、払出しまでの間、預貯金を

保管する。

２ 義援金の配分

義援金の被災者への配分については、廿日市市義援金配分委員会を設置して適正な配分

について協議した上で、迅速に行う。

なお、被災状況を速やかに把握するとともに、被災規模によっては義援金の一部を支給

するなど配分方法等を工夫し、被災者への迅速な支給に配慮する。

第２ 義援物資の受入れ及び配分

１ 受入れの方針

(1) 救援物資は、提供を申し出る企業や団体と事前の調整の上、調達する。

(2) 個人からの救援物資の受入は行わず、義援金での協力を依頼する。

２ 救援物資の受入れ

(1) 本部長は、災害に際し、救援物資の受入れを必要とする場合は受付窓口を設置する。

(2) 県と連携し、受入を希望する救援物資を把握する。

(3) 一時保管場所の確保や指定避難所への迅速な輸送方法等を検討する。

３ 受入体制の広報

円滑な受入れのため、次の事項をホームページや報道機関等を通じて広報する。

(1) 必要な物資と必要な数量

(2) 救援物資の受付窓口（事前連絡先）

災害時に必要とされる義援金や救援物資の受入れ体制を確立し、迅速かつ適切に被災者に配

分する。

項目 担当部班等

第１ 義援金の受入れ及び配分 災対健康福祉部

健康福祉総務班

災対地域部

第２ 義援物資の受入れ及び配分

第３ 他市町村への救援物資等に関する問い合わせ窓口の設置
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(3) 救援物資の送付先、送付方法

(4) 一方的な救援物資の送り出しは行わない旨

(5) 個人からの救援物資は受け入れないため、義援金での協力依頼

４ 救援物資の配分

県との連携をとり、指定避難所へ救援物資を配分する。その際には、物資の種類に偏り

が生じないように、各指定避難所のニーズに応じた、適正な配分に努める。

なお、送付先を指定避難所に設定する等、状況に応じた対応を行う。

５ 個人からの救援物資の受入の例外

必要物資の不足により、個人からの救援物資が必要となる場合においては、まとまった

数を提供できる個人に限定するという前提で、３ (1) ～ (4) を広報し、物資の確保に

努める。

第３ 他市町村への救援物資等に関する問い合わせ窓口の設置

他市町村で大きな災害が発生した場合、必要に応じて救援物資等に関する問い合わせ窓口

を設置するとともに、被災地のニーズについての広報を行い、被災者に必要な物資等が行き

届くよう支援する。
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第６節 災害復興計画

活動方針

項目及び担当部課等

第１ 被災地における市街地の復興

市は、市街地を計画的かつ迅速に復興するため、あらかじめ取組のプロセスや役割分担な

どの明確化に努める。

また、市街地開発事業等の実施により市街地を復興する場合、住民の早急な生活再建の観

点から、まちづくりの方向について、速やかに住民との合意形成に努める。

第２ 学校施設の復興

市は、被災した学校施設の復興に当たり、学校の復興とまちづくりの連携を推進し、安全・

安心な立地の確保、学校施設の防災対策の強化及び地域コミュニティの拠点形成を図る。

市は、市街地の復興に当たり、再度災害防止と、より快適な都市環境を目指す。

項目 担当部班等

第１ 被災地における市街地の復興 災対建設部 土木対策班

第２ 学校施設の復興 災対教育部 教育総務班


